
第 3編戸 ―l

資料・統計

；
 

｀`
 

ー



文化庁機構図

1 文化庁機構図
（平成13年 I116 8現在）

長官官房
I審識官＿1

喜
l

（博物鱈・美術聞・研究隕は． 平成13'1'4月16に餃立行政色人へ移行）

〔参考〕 発足時（文化財保護委員会）
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第 3躙資料・絨計

2 文化財関係法令等

(1) 古器藷物保存方

（閉治9年$!1230太政宮“臼第,.,衿）

房室堵具屏輝類 l11燭顛銅綸類厖厨諸具飲食器

ll 煙具苓

ー布吊ノ願

古金閾並古代ノ布片等

古器葛物／頚ハ古今時勢／愛遷割度風俗ノ沿革9考設シ候 一衣鼠裟脩／部

為メ其碑盆不少飲鑓9然駿藝餓新候演弊ヨ ，I迫々遺失毀壌二 官級常服山民／雇嬬女服籍櫛轡／類傘笠硝

及ヒ候チ 9ヽ賓二可愛情事二候條各地方二於テ肥世豪貯致・ン居 衣印籠巾著霞辰／類

候古器爾物類別紙品目／通組大9不論厚ク保全可致事 一皮革／部

但品目笠二所蔵人名委詳記蒙・ン其官磨ロリ 可差出事

（別紙）

ー祭器・ノ部

紳祭二用ル楢矛其他話儲物等

一古玉賓石I郷

illJ玉管玉瑠璃水晶等ノ類

一石弩雹斧ノ部

石弩雷斧罫需磁石靱天狗ノ飯匙等

一古鏡古鈴1部

古錢古鈴等

一銅器1部

鼎 ●愚其他誌銅儲隕

一古瓦1部

名物並名物ナラス ト雖古キ品

ー武栢／郎

7)勧弓矢筋旗甲w馬具文戟大,Jヽ 絞砲憚

九霰霰暉嘔等 ・ 

一古畠畳I葬

名物肖像掛藉 倦 軸 手 鑑 等

一古書籟並古綬文／絋

温古／書藉圏器及古翫古駕本其他敷作I類＂磁モ中古以

前IそIニテ考古二雇スル者等

一扁頷／郎

評社佛OOI扁額並諸名家書追I叡等

一楽怜1部

笛笙箪策太奴鑽鼓饗餃槃和琴琵琶霰

面其他猿築裟束這詑搬臼歌舞二薦スル品

一籠鈷碑銘墨本1部

名物益名物ニアラス "!II!モ古キ品

ー印章／ 111l

古代／印重類

ー文房謹具／邸

机案硯墨箪架硯屏I類

一戻共ノ部

古代ノ用品

ーエ匠器絨J郡

阿

一寧興J部

事輿策輿等

ー屋内諸具／邸
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各糧ノ皮革並古染革ノ紋属i

一貨幣ノ部

古金銀古銭並古揚幣等

ー諸金製造舘ノ 躯

綱黄銅赤銅青綱紫金鋲錫導ヲ以テ製造七ル

諸凶物

一厨Ill怜／ il&

各國躙倍磁鶴等

一漆器ノ部

蒔編胄只増朱等ノ諸1111物

一度量撮衡／器

秤天平尺 斗升算盤等古代ノJIJ品

一茶＂香具花器 1部

風 燻 釜 茶 碗 等 ノ 茶 器 香 盆 香 燻 等 ノ 書 具 花 巖

花蚤等ノ花鯰類

一遊戯具ノ紀

碁閤荼雙六蹴鞠＾道行成役壺楊弓投扇

歌骨牌零

一纏餓等偶人並兒玩ノ部

這子 天兒 鯖 人 形 蠍 人 形 木 偶 土 偶 奈 良 人 形 等

其他兒童玩界／詣器

一古佛像並佛且ノ部

佛像縦閥五具足買鐸等／古佛具

ー化石ノ郎

勁櫨ノ 化石並動物ノ骨鋼介般ノ類

古品物ハ上 9ヽ 軒代コリ近t!!:ニ至9レ迄和品納賣二不拘

(2) 古社寺保存法
("治30年ヽn90法t9鰐 99)

第 1條 古社寺ニシテ其／建造物及費物類9雄持修環スルコ

"ぼヽサルモノ，、保存金／ 下付9内務大臣二出願スルコト

9得

第2條國費9以テ襦助保存スヘキ社寺ノ述造物及寅物顕9ヽ

麿史ノ趨徴、由緒ノ特殊又ハ製作ノ優秀二就キ古杜守保存

會二諮掬シテ内務大臣之9定ム

第3條 前條／建造物及費物頂ノ修理ハ地方長官之ヲ指揮監

督ス

禦ヽ條社寺ノ建造物及賣物頂ニッテ特二歴史ノ證徴又ハ美

術ノ模範トナルヘキモノ 9 古ヽ杜寺保存會二畠論シ内務大臣

ニ於テ特別保護迩造物又ヽヽ國賓ノ 費格アルモノ ＂定ムルコ

ト9得内務大臣二於テ前項ノ資格9付ツクル物件ハ官輯ヲ

以テ之9告示ス

第5條 特別保護建造物及lilJI賓ヽ 之ヽ9虞分シ又＾裟押フルコ

ト9得ス但シ内務大臣ノ許可ヲ得テ園賣ヲ公開／展覧鳩ニ

出陳スルヽヽ此ノ限二在 ラス

算6條 前條ノ物件＾神職（官國幣社二圧テハ宮II)．府縣厄社デ
在デ滋可内H社以下二在テ9̀i

I·~尉）若ハ庄職之 9監守シ内務大臣ノ誓督引層スルモ
I トス

但ツ内務大臣ノ許可ヲ甕テ別二藍守君9置クコ ト9得

第7艤社寺9ヽ内務大巨ノ命二依リ官立又ハ公立ノ博物館ニ

國賣9出陳スルノ義務アルモノトス但シ祭奥法用二必喪ナ

ルそ／ハ此ノ限二在9ス

前項I令二厨シテハ訴願9謁スコト ヲ得

第 8條 莉條二依 リ繹賓ツ出陳ンクル社寺ニヽヽ命令二定メタ

ル標準二従ヒ國鱈ヨリ補給金ラ支給スルモノトス

第 9條 神職住職其I他ノ輩守者ニ・ンテ内務大臣I命二違背

シ閾寅9出陳七サルトキヽ、内務大臣ヽヽ其／出陳9強萎スん

コトヲ得

第10條社寺二下付シクル保存金ハ地方長官之9管還ス

保存金ハ豫算額9以テ之ヲ下付ス但ツ精算I上剰餘アル ト

キ，、内務大臣ハ之9遷付セシムルコ tヲ得

第11條社寺ュ下付シクル保存金＾之ヲ茎押フルつトヲ得ス

第12條 第1侃菱及第11條ノ保存金ハ其I手IJ子ヲ包含スルそノ

トス

第13條監守若其／監守スル所ノll!I賽ワ窺取乞 毀渠乞悶

匿シ若'‘/t!I物件日愛換シ又ハ第5條ノ規定二違背ックル

トキヽ、 2年以上5年以下ノ重禁錮に虞ス

第5伍I物件ナルつ トヲ知リテ之ヲ譲受ケ．信受ヶ・掬保

＝取リ，寄蔵ツ若ハ其ノ牙保ヲ為シクル看ヽヽ 6月以上3年

以下／重槃錮二虞シ.'lillll以上五十園以下／罰金ヲ附加ス

第14條 監守零怠慢二由リ國賓ヲ亡失若ヽヽ穀損・ンクル トキヽヽ

五十園以上五百園以下／過料二慮ス

過料＾地,,裁判所ノ命令9以テ之ヲ糾ス但ン其I命令二劉

シテ9ヽ即時抗告9篇スコ トヲ得

過科9ヽ緻軍ノ命令二依リ之ヲ徴収ス其ノ徴収二付テ＾民事

訴訟法第6編ノ規定ヲ掌用ス但シ此ノ場合二於ケル被事ノ

命令9ヽ執行文／効力9*ス

第15條第7條二依リ出陳ツ•クル國貫ノ 監守言故意怠慢二由

＂酋賓 9亡失若＾毀損シク9レトキハ騎直ヽヽ命令二定99ル

評債ノ方法二従ヒ其I損蓄ヲ罪償スルモI► ス但シ其 I 肝

償顧ニIllシテヽ 裁ヽ判所 二出訴スルコ トワ得ス

第16條 本法二定 9クル保存金及補給金トシテ國慮 0 9支出

スヘキ金額9、1箇年十五萬園乃至二十寓霞トス

悧員り

第17條 本法篤行前社寺二下付ンクル保存金二闘シ内務大臣

ハ第10條乃至第12條ヲ適用スルコト 9得

第18條 第 4條二該嘗スル物件9、社寺二属セサルそ／卜雌所

2 文化財関係法令等

有考／諮求7ルトキ，、第7繰第 1項二掲ヶクル博物館二出

陳スルつ トヲ許可シ之二襴給金を支給スルコ ト9得

第1暉削除

第20t1 本法籐行上必要ナル規程9 命ヽ令9以テ之9定ム

(3) 國賓保存法
（嶋ヽ年9/128●ほi"nl"り）

第 1條 建造物．賓物其ノ他ノ物件ニンテ特二墨史ノ滋微又

ハ美術ノ模範リ3ルペキモノハ主務大臣國賓保存會二諮問

シ之レ 9國貿 ト シテ指定スヽレコ ~ .,得

第2條 主務大臣前條ノ規定二依ル指定9為シクル いキハ其

／旨9官縁9以テ告示シ且雷該物件／所賓者二通知ス

第3條 1111賣9 之ヽ9輸出又ハ移出スルコ ト9得ズ但シ主務大

臣／許可ヲ受ケクル トキハ此ノ限二在9ズ

第4條 國賓ノ現状ヲ愛更七・／トスル トキヽ 王ヽ務大臣ノ許可

9受クペシ但ツ維持修理ヲ為ス9ttIIllニ在ラス'

第5條 王湯大臣蒻2條ノ規定二依9レ許可ヲ角ヤソトスルト

キハ國賓保存會二諮問スベシ

第6條 lilll賓ノ所布者二付喪更ア リクル トキハ傘令ノ定ムル

所二依り所賓者uリ王務大臣二霞出ヲ萬スペシ欝賓減失又

ハ毀損ツクルトキ亦向ジ

第7條國費ノ所有壇ハ主務大臣ノ傘令.:.依り1年内ノ期問

9限リ帝室．官立又ハ公立ノ博物館又ハ美術館二其ノ國賓

9出陳スル義務アルモ／トス但ツ祭祀法Jll又ヽ 公ヽ務執行／

為必頁ア,,. ► キ其ノ他已ムコ ト ヲ得ザル事由ア 9レ ト キ 9ヽヽt

ノ限二在ラズ

蒻項／幼令二針・ンテ不服アル者ハ訴願9為ス コト9得

第8條 前條ノ蜆定二依リテ閾賣9出陳・ンクル箸二引シテ，、

命令ノ定ムル所二依＇}國庫ヨリ補給金 9交付ス

第9條 第 7條ノ規定二依リテ出陳シクル國賓其/II:!諌中減

失又ヽヽ毀損ツクルトキハ命令1定ムル所二依リ饒鰭●リ其

／所有者二射シ通常生ズペキ損害ヲ補償ス倶シ不可抗カニ

因 リタル場合ハ此ノ限二在ラズ

前項／損嘗補償額ヽヽ主務大臣之9決定ス其／決定二耐シテ

不殷アル呑ハ決定通知IB • 9 3月内二遁常餞刊所二出訴

スルコ トヲ得

賽10燦 第7條ノ規定.:.依 リテ出陳・ンクル國賓二付其ノ出陳

中所何考／愛更ア リクル いャ＾斬所有者9ヽ嘗該國宝ヨ＂シ

本法二規定スル輩所右老ノ嬬利義務9承•;,..

第11條 公盆上其ノ他特殊ノ事由二依リ必要アル トキ，、主務

大臣l!il賓保存會二藷問シ儘賓／指定解除9為スコト 9得

主務大臣前項ノ規定.:.依ル指定解除9為シクル トキハ其ノ

旨9官報9以テ告示ツ且富該物件ノ所有名二通知ス

第12條 神社又＾寺院 （佛霊 ヲ含ム以下同ジ）／所有二層ス

ル1i11宝9 神ヽ社二在リテヽヽ紳職（官園幣社二在リテハ宮司

府縣皿二在リテ，、社,.村社以下二在リテ，、社掌）． 寺

院二在リ テ9 住ヽ職 （佛霊二在リ テハ受符僧侶）之ワ管理ス
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但シ王務大臣／許可9受ケ別二管理省9定ムルコトヲ得

第13條 許社又ハ寺院／所有二麗スル躙賣9ヽ之ワ虞分乞拇

保二供シ又ヽヽ差押フルつ,,得ズ1!!.ツ主務大臣／許可9受

ケ慮分シ又ハ携保二供スんハ此ノ限二在9ズ

主務大臣前項／規定二依ル許可ヲ為サン トスル トキ＾馘貨

保存會二ll'lr.~スペシ

王務大臣／許可ヲ受ケズシテ紳杜又ハ寄院／所有二属スル

ラVクル物件 ト看骸ス

古社寺保存法二依＇）テ下付シクル保存金ハ之ヲ太法二依リテ

交付ックん禍助金い勇傲ス

（備考）

＊法ハ昭和4年勅令第209撓ツ以テ同年7月 1BDリ籍行

図貸9虞 炉 又9傭保叶杞／クIりキハ之9燻双じス (4) 重要美術品等ノ保存二関スル法

第14條神社又ハ寺院其ノ所有二鷹スルll!II賓ヲ維持修理スル 律
コ r 能9ヽ疇fルトキヽヽ王務大臣函賣保存會二諮問 •ン之二討シ （呻•年4 月 9 日法＂菫93号）

補助金，，交付スん コト ヲ得 第 1条屈史上又ハ焚術上特二箆要ナル価値アリト認メラル

特 二必要アル rキハ紳社又ハ寺院以外ノモノノ所有二扇ス ル物件 (l!il宝 9院ク），,,輸出又ハ移出セソ トスヽ レ者ヽ 主ヽ務

ル薗費二付前項／規定ワ嘩用ス 大臣ノ許可ヲ受クペゾ但シ現存老ノ製作二係Jレモ／．製作

第15條補切金ハ豫算額9以テ之ヲ交付スルコ',得此／場 後50年ヲ経ザルそ／及輸入後 1年9経ザルモ／ハ此／限ニ

合二於テ祖算／上剰餘アルいャハ之ツ還付セシムルコ トワ 在 ラズ

得 第2条前条／規定4 依リ其ノ絵出又9 移ヽ出二付許可ヲ遷ス

算1磁補助金及補給金トシ”函麒ヨリ支fllスペキ金額ヽヽ毎 ル物件9ヽ主務大臣之9総定シ其／旨ヲ官縁ツ以テ告示シ且

年度十五腐圏以上二十罠園以下ト ス 当該物炉所宵者二通知スペシ

前項ノ年／外特二必要ア 9レぃ令ハ豫算／定ムル所二依リ 2 前項ノ規定二依リ認宛ノ告示アリクル トキハ売買，交換

臨時二葡助金又9 補ヽ給金．9支出スルつ ,,得 又ハ閤与ノ 目的ヲ以チ当該物件ノ寄託ヲ受ケクル占有者9ヽ

第17條醗賓保存會／組織及権限4闘スル事項9ヽ 本法二規定 其ノ認定アリクル 9 卜9知リクルモノト推定ス

スんモノノ外勅令ツ以テ之ヲ定ム 纂 3条主務大臣第 1粂ノ規定二依リ許可／申請ア リクル場

第18條 神社又ヽヽ寺洸／所有二薦スル隣費ノ管理二闘スルlll 合二於テ許町ツ為疇””’ トキヽ 許ヽ1IJ申誼／ a＂ 9 1年 9 9 

項 9ヽ 命令9以テ之フ定ム 長カラザル期間内二当該物件ヲ匿宝保存法第 1条／規定ニ

第1磁 唇lノ所有二層スル網費二閥シテハ勅令ヲ以テ別段／ 依 1） テ国宝 ► ,;,テ指定シ又ヽ、前条ノ規定二依Jレ認定9取消

定 9為スコトヲ得 スペシ

第20條 主 務大臣／許可ナクシテ國賓9輸lll又ハ移出シクル 第4条認定，其／取消及第2条／規定二依J4認定物件ノ所

者9、5年以下／懲役若ヽヽ禁饂又ハニ千園以下／罰金ョ虞ス 有考二付変更ア リクル場合／届出 4 関～り事項9 命ヽ令ヲ以

第21條國賓ヲ損磯毀棄又ハ悶匿シクル省ハ 5年以下ノ懇 テ之9定ム

役若ハ禁錮又ハ五百闘以下ノ罰金ヨ虞ス 第5条主務大臣／許可ナ 9ッテ第2条ノ規定二依ル認定物

前項ノ國賓自己ノ所有二係ルトキヽ 、2年以下ノ懲役若ヽ 禁ヽ 件9輸出又ハ移出シクル含ヽ 3年以”t-ノ懲役若ハ禁躙又ヽヽ

瀾又ハニ百1B1以下ノ罰金若9ヽ 科料 1虞ス 千円以下ノ罰金二処ス

第22條第り知規定二違反シ許519受クペキ者之9受ケズ 附剣

・ンテ闊賓／現欣ヲ愛更ンクルトキハ五百1l11以下／過料二慮 本法ハ公布ノ日 nリ之ツ廣行ス

ス

第23條 郎 6 條ノ規定二違反•,席出 9 為サザ9し者ハ百園以下

遺炉 か (5) 史蹟名勝天然紀念物保存法

第24條 笞7條 I規定二依リテIll陳ックル園賣／管理者又＾ （＊正8 年り 10•副心叫）

神社若ヽヽ寺院I所有二蝙スル園賓／管理者怠慢二因リ其I 第 1條 本法9適用スヘキ史鑽名勝天然紀念物ハ内務大臣之

管理スル國費ツ減失又ハ毀損スルニ至9シメクルト キ9 五ヽ 9指定ス

百園以下／過料二慮ス 前項ノ指定以前二於テ必要アル ト＊＇、地方長官 9ヽ霞二之9

第25條非訟事件手綱法第206條95至第⑳8條／規定9 木ヽ法二 指定スルコ.,得

規定スル過料二付之9準11Jス 第2條史蹟名勝天然紀念物／調査二闘ン必要アルいや＾指

附 J11 定Illil後ヲ問9ヽス嘗該吏員ハ其／土地又ハ隣接地二立入 ')

本法籍行1期Bヽ ヽ動令ヲ以テ之ヲ定ム 土地／租羅緯闘物／撤去其ノ紐詞査二必要ナル行為9為ス

古社寺保存法ハ之ヲ際l1:ス コt,得

碑紐存法ョ依リテ特別保護達造物又ハ國費ノ資格アルモ 第3條史蹟名闊天然紀念物ニllllシ其現妖9変更シ又ハ其ノ

I卜定）ラレタル物件ハ之9本法二依リテ隠費 トシテ指定七 保存二影鴨ヲ及＊スヘキ行為ヲ偽サムトスルいキ，、地万長
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2 文化財関係法令叩

官ノ許可ヲ受クヘシ

第4條 内務大巨ハ史蹟名勝天然紀念物ノ保存二蒻シ地減9

定メテ一定／行為9禁止若9ヽ祖隈シ又ハ必要ナル縄設,$

スルコトヲ得莉項ノ命令若9ヽ 虞分又ハ第2條ノ規定二依ル

行為ノ為損害ラ被'， 9ル私人二劉シテハ命令ノ定ム1り所ニ

依リ政府之ヲ禍償ス

!Ill 6年 6月1""日綱 499

岡 6年II月118閾鶉”号

阿 8年•nnaIll”“'

”"年1月168111聾 619

目次

第 1章総99（第 1条ー第4条）

第5條内務大臣ハ地方公共1111饒ヲ指定ッテ史蹟名勝天然紀 第2章削験

念物ノ管理フ為すシムルコ99得 第3軍有形文化財

煎項ノ管遭二更スル費用＾営該公共冨艘ノ負嬉トス 第1節重要文化財（第27条ー第56条）

國題＾前項／費用二劉ツ其ノ 一部9補助スルコト 9得 第 1款指定（第27条一第29条）

第6條第3條 I規定ユ違反シ又ヽ、第4條第 1項ノ規定二依 第2款管還（第30粂ー第34条）

ル命令二違反ツ9ん箸9、6月以下ノ羨錮若9ヽ拘留又ハ百園 第3款保護（第34条の2一第47条）

以下ノ 1l11金若ハ科料二虞ス 第4款公開（第41条の 2ー第53粂）

附剣 第 5款調査（第54条•第55条）

本法施行二闊シ必梃ナル事項9ヽ命令ヲ以テ之ヲ定ム 第6款雑閑（第56条）

本法誕行ノ期Bヽ ヽ命令ツ以テ之9定ム 第2節登録有形文化財（第56条の2一第56条の2の

古社寺保存法第19條＾本法誕行ノBヨリ之ヲ懸止ス JI) 

（備考ノー） • 第3節 重妻文化財及び皇録有形文化財以外の布形文

本法ハ大正8年勅令第261蜻ヲ以テ同年 6月 1日置り施 化財 （第56粂の 2の12)

行 ＇ 第3掌の2 銀形文化財（第お条の3ー第56条の9)

（備考ノニ） 第3震の3 民俗文化財（第％条の10-第お粂の21)

紐中内務大臣 tアルノハ史讀名勝天然紀念物保存4閾 ， 第4掌哩蔵文化財（第57条ー第68条）

スル事務ノ移管二因リ昭和3年12月1日以降二於テヽ、文 第5111 史跡名勝天然記念物（第69条ー第鯰条）

部大臣之力主務大臣 tナル 第5章の2 伝俄的建造物群保存地区（第閃条の 2ー第

83条の 6)

第5章の3 文化財の保存技術の保護（第邸条の 7ー第

(6) 文化財保製法 83条の12)

(IBma年 9 月30am,1B91•9) ． 第5章の4 文化財保護審議会（第引条ー第訊条の4)

改正剛紐％零12nu8法I暉 318鰭 第6哀襴則

霜 27年7月31B阿 "”29 第 1節鞄聞，意見の聴取及び不服申立て（第お粂ー

胄加年3/1108"'＂,..., 第お条の8)

綱雌年8月IS日肩第2139 第2節国に関する特例（第86条一第97粂の5)

綱”平"ma阿嘱131号 第3節地万公共団体及び教冑委員会（第98粂ー第

" 31年ヽ 月12日関第1489 105条の3)

綱 31年6月308阿第1鯰号 第7戴 n9ll（第106粂ー第112条）

””年4月IS日111第邸号 附員9（第113粂ー第130条）

綱 34年 4n20a"聾9489 第 1輩総則

舅％年6月2日11111111号 （この法律の目的｝

"”年S月16日111謂14吟 第 1条この法律は，文化財を保存し，且つ，その活用を図

".,..月1SB胄賽161昏 り，もつて国民の文化的向.1:に資するとともle:., 批界文化

鋼“”月31日屑聾瀾号 の進歩に貫献することを目的とする。

鴫心年6nISa鴫 螂鈴号 （文化財の定義）

胄“年S月318Ill鱗 88号 攘 2条この法律で「文化財」 とは，次に掲げるものをい

"“年6JII aIll聾斡号 う。

鴫 47平•Jj3 日胄 ”S2号 一 建造物．絵画．彫刻．工芸品． II跡，輿籍．古文書そ

同“年9月18層第 4団 の他の宵形の文化的所産で孜が国にとつて歴史上又は芸

同“年12月28111第78，， 術上区9:Iの高いもの（これらのものと一体をなしてその

亭虞SmInna胄第的り fli値を形成している土地その他の物件を含む。）並びに
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考古資料及びその他の学術上価鑢の高い歴史資料（以下

「有影文化財」という。）

二 荻劇．音楽．工芸技尉その他の無形の文化的所産で孜 （指定）

第 1節重要文化財

第 1款指定

が国にとつて歴史上又は苺術上111i値の高いもの（以下 纂27条文部大臣11.:w形文化財のうち重要たものを霞要文

r焦形文化財」とい 9.) 化財に指定することができる。

三 衣食住，生業信仰，年中行事箪に関する風俗慣醤， 2 文部大臣は．震要文化財のうち世界文化の見地からilli(ill

民俗芸艇及びこれらに用いられる衣服．器具，軍屋その の高いもので．たぐいない國罠の宝たるものを國宝に指定

他の物件で孜が國民の生活の罷移の理解のため欠くこと することができる。

のできないもの（以下 r民俗文化財Jという。） （告示．追知及び指定書の交付）

四 貝づか．古墳．都城諮．城跡． IB宅その他の遺跡で孜 第2躁 繭条の規定による指定は．その旨を官報で告示する

． が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの．庭園． とともに．当該国宝又91重雙文化財の所脊者に通知してす

縞梁．峡谷．海浜山岳その他の名懸地で牧が国にとつ る。

て挨術上又は観賞上15'11の高いもの並びに動物（生息 2 前条の規定による指定1:I.. OO項の規定による官轍の告示

地．繁殖雌及び渡米地を含む。）． ID物（自生地を含む。） があつた日からその効力を生ずる。但し．当該”宝又1よ重

及び地質鉱物（特異な日然の現象の生じている土地を含 要文化財の所有者に対して1i．同項の規定による通知が当

む。）で我が因にとつて学術上価値の高いもの（以下 該所賓者に到遅した時からその効力を生ずる。

"e念物」という。） 3 釘条の規定による指定をしたとさIょ．文邸大臣ti.当骸

五局囲の環視と一体をなして歴史的風致を形成している 国宝又11箆要文化財の所有奮に指定書を交付しなければな

伝統的な建造物群で鱈絹の高いもの（以下 「伝税的建沿 らなし・・

物群」という。） 4 指定書に記蒙すべき事項その他指定書に関し必髪な事項

2 この法律の規定（第27条から第29粂まで．第”条第55 •t. 文部省令で定める。
＿ヽ

粂第 1項第4号．第U条の2第 1項第 1号第88条．第91 5 第 3項の規定により111宝の指定書の交付を受けたとき

条及び第115条の規定を除く。） 中「重要文化財」にti.m 、t.所有老は．鉛日以内に国宝に指定された重屡文化財の

宝を含むものとする。 指定書を文器大臣に返付しなければならない。

3 この法律の規定'(第69粂第70粂．第71条 第竹条．第 （解除）

83条第 1項第4号．第84条の2第 1項第5号及び第6号 第四条 国宝又は重要文化財が国宝又1"反擾文化財と しての

第88粂並びに第94条の規定を除く．） 中 r史跡名勝天然記 侶値を失った場合その他特殊の事由があると含ti．文部大

念物JIこは．袴別史跡名勝天然記念物を含むものとする。 臣It., 臼宝又は重要文化財の指定を解除する ことができ

（政府及び地方公共団体の任務） る。

第3条 政府及び地万公共団体は．文化財がわが国の歴史． 2 前項の規定による指定の解徐11.その旨を官械で告示す

文化等の正し9還解のため欠くことのできないものであ るとともに．当該因宝又は重妥文化財の所有者に通知して

り．且つ・将来の文化の向上発農の基縄をなすものである する。

ことを認識し，その保存が適切に行われるように．周到の 3 第 1項の規定による指定の解餘には．前条第2項の規定

注意なもつてこの法律の馘旨の徽底に努めなければならな を準用する。

い。 4 募 2 項の通知を受けたときは．所打者~1. 30B以内に指

（国民所有者等の心講） 定書を文部大臣に返付しなけれItならない。

第 4条 一般国民は，政府及び地方公共団体がこの法搾の目 5 第 1項の規定により国宝の指定を解除した場合において

的を達成するために行う措置に絨実に協力しなければなら 当該有形文化財につき重要文化財の揖定を解験しないとき

なし‘o ば文鶉大臣11.直ちに重要文化財の指定書を所有者に交

2 文化財の所有老その他の関係者は，文化財が貸重な国民 付しなければならない。

的財産であることを自覚しこれを公共のために大切に保 纂2款管理

存するとともに．できるだけこれを公開する守その文化的 （管理方法の指示）

活用に”めなければならなし。 第30条 文化庁長官ti.重要文化財の所有者に対し重要文

3 政府及び地方公共団体ばこの法律の執行に当つて関係 化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

省の所布権その他の11t底植を尊重しなければならない。 （所有看の管環義務及び管理責任者）

算 2童 翔除 第31条重要文化財の所有者は．この法偉並びにこれに基い

第 5粂から第26粂まで Ill餘 て発する文部省令及び文化庁長官の撞示に従い．重要文化

第 3章宵形 文化財 財を管遅しなければならない。
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2 重要文化財の所有看は特別の事情があるときは．遇当

な者をもつばら自己に代り当該菫要文化財の管涅の賣に任

ずぺき者（以下この節及び第6軍において 「管翌貴任者」

2 文化財関係法令等

う。）が行う管珊又はその管踵のため必要な措置を拒み．

妨げ．又は忌避してはならない．

6 管四団体に11.第箪及び第31条第1項の規定を準用す

という。）に選任することができる． る。

3 前項の規定により管環責任者を選任したときは．重要文 第32条の3 lliJ条第 1項に規定する寡由が消滅した場合その

化財の所行者は．文郎省令の定める事項を記載した書面を 他特殊の事由があるとき11,文化庁長官It.管環団体の指

もつて．当該管還責任者と遺署の上20日以内に文化庁長官 定を解除することができる．

に届け出なければならない。管瑳貴任者を解任した場合も 2 前項の規定による解除に11.祠粂第3項及び第お条第2

同様とする， 項の規定を準用する。

4 管讚貴任壽に11,前粂及び第 1項の規定を準用する。 纂32条の4 管翠団体が行う管廻に要する費用It, この法律

（所有名又1工嘗理責任者の変更） t::.特別の足のある場合を除いて．管理団体の負坦とする。

第ね条 璽賽文化財の所有者が変更したときIt. 新所有者 2 前項の規定は．管理団体と所有者との協織により．管理

は．文部省令の定める事項を記載した書fi1をもつて．且 団体が行う管理により所有衰の受ける利益の限度におい

っ． 旧所有看に対し交付された指定書を添えて．20日以内 て．管理に聾する費用の一綿を所有者の負組とすることを

に文化庁長官に鵞け出なければならない。 妨げるものではない。

2 重要文化財の所有考11,管理責任者を変更したときは． （減失．き損等）

文郎省令の定める事項を記載した書躙をもつて，新嘗埋賣 第33条重要文化財の全部又11一部が減失し．若しくはき損

任考と違署の上⑳日以内に文化庁長官'::.后け出なければな し．又9iこれを亡失し．若しくは盗み取られたとき11,所

らない。この嶋合にIt.lliJ条第 3項の規定は．適用 しな 有者（管理責任者又は管理団体がある場合は．その看）

ぃ． ，i，文邸省令の定める事項を記載した書固をもつて．その

3 重要文化財の所有零又は管珊賣任堵Ii．その氏名若しく 事実を知った日から10B以内に文化庁長官に屈け出なけれ

は名称又it住所を変更したときは．文部省令の定める事項 ばならない。

を記蒙した霧固をもつて．20日以内に文化庁長官に届け出 （所在の変更）

なければならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が重 蒙34条 爾要文化財の所在の場所を蛮更 しようとするとき

要文化財の所有雹に係るときは．届出の際指定書を添えな ，1.重咲文化財の所＊者（管還貴任者又は管涅団体がある

ければならない。 場合は．その奮） It.文邸省令の定める事項を記霰した書

（管理団体による管理） 面をもつて．且つ．指定書を源えて．所在の場所を変更し

賽3凍の2 重要文化財につき．所有名が判明しな9場合又 ようとするBの20日前までに文化庁長官t::届け出なければ

は所有者若しくは管理貴任者による管理が薯しく llll饉若し ならない。但し．．文器右合の定める場合t::は．届出を妻せ ．

くは不遍当であると明らかに認められる場合にIt.文化庁 ず．若しくは届出の際指定饉の娠附を要せず．又は文部省

長官11,適当な地方公共団体その他の法人を指定して．当 令の定めるところにより所在の嶋所を変更した後届け出る

該重要文化財の保存のため必要な管廻（当該重要文化財の ことをもつて足りる。

保存のため必要な薦設設債その他の物件で当該重要文化 第3款保護

財の所有者の所有又は管理に屈するものの管珊を含む。） （修題）

を行わせることができる。 第“条の2 重要文化財の修理It.所有看が行うもの とす

2 前項の規定による指定をするにIt.文化庁長官11,あら る。但し．管還団体がある場合tt,管覆団体が行うものと

かじめ．当該重要文化財の所有看（所布壇が精明しない場 する。

合を除く。） 及び撞原に基く占有者並びに指定しようとす （管遅団体による修環）

る地方公共団体その他の法人の1l11意を得なければならな 第“条の3 嘗理団体が修還を行う場合1i．嘗理団体はあ

し。 らかじめ．その修瑳の方法及び峙期について当該重賽文化

3 第 1項の規定による指定はその旨を官報で告示する と 財の所宵者（所有者が判明しない場合を絵く。）及び罹原

ともに．前項tこ規定する所有者． 占有名及び地力公共団体 に基く占有者の意見を聞かなければならない。

その他の法人に通知してする。 2 管理団体が修冠を行う場合には第32条の2第 5項及び

4 第 1項の規定による指定には．第お粂第2項の親定な準 第32条の4の規定を準用する．

用する。 （管鰹又ほ修理の檜助）

5 重蔓文化財の所有考又11占有者It.正当な理由がなく 算3彩長菫要文化財の管理又11修理につ含多預の経質を要

て．第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他 し． Iii要文化財の所有者又は管甦団体がその負祖に堪えな

の法人（以下この節及び第6拿において「管履団体Jとい し鳩合その他特別の事情がある嶋合に1文政府1ょ．その経
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費の一部に充てさせるため．重要文化財の所有名又は管塁

団体に対し襦助金を交付することができる。

2 訂項の襦助金を交付する場合には．文化庁長官11.その

褐助の条件として管理又は修瑶に関し必要な事項を指示す

ることができる。

3 文化庁長官は必要があると認めるときは．第 1項の褐

助金を交付する重要文化財の管理又は修理について指揮監

督することができる．

（管理に関する命令又11勧告）

第珀粂 重要文化財を管哩する者が不適任なため又は管蝶が

逼当でないため重要文化財が濠失し．き損し．又11盗み取

られる虞があると認めるとき11,文化庁長官は．所有者．

管理責任者又は管理団体に対し．重蔓文化財の管理をする

壇の選任又は変更．管理方法の改嘗防火算敦その億の保

存篇設の設霞その他管煙に関し必要な措置を禽じ．ヌ11勧

告することがでさる。

2 前項の規定による命令又11勧告に基いてする措置のため

に要する費用11,文部省令の定めるとこるにより． ．その全

瑯又It一部を国扉の負担とすることができる。

3 前項の規定により国庫が費用の全絋又11一部を負担する

場合に11會煎条第3項の規定な準J11する。

（修理に関する命令又は勧告）

第31粂 文化庁長官は国宝がき損している場合において．

その保存のため必要があると認めるとき11,所有者又は管

理団体に対し．その修題について必裏な命令又11勧告をす

ることができる。

2 文化庁長官は．閲宝以外の重要文化財がき損してし・る場

合に公いて．その保存のため必要があると靱めるときは．

所有者又It管逗団体に対し．その修理について必要な勧告

をすることができる。

3 関二項の規定による命令又は勧告に基いてする修環のた

めに要する費.fflit, 文郵省令の定めるところにより．その

全部又It一部を国醐の負組とすることができる．

4 前項の規定により国鱗が費用の全部又は一部を負揖する

場合に11.第35条擦3項の規定を準用する。

（文化庁長官による田宝の修題等の施行）

聾38条文化庁長官は．左の各号の 19こ該当する場合におい

ては国宝につき自ら修環を行い．又11誠失．き損若しく

ほ盗競の防止の措置をすることができる。

ー 所有者．管理責任者又は管理団体が前2条の規定によ

る命令に従わなし、とき。

二 園宝がき損している湯合又11減失しき損し．若しく

は盗み取られる虞がある湯合において．所有者．管理責

任者又は管環団体に修覆又は減失．き損若しくは盗饉の

防止の鎧置をさせることが適当でないと認められると

き。

2 前の規定による修踵又11措霞をしようとするときは．

文化庁長官11.あらかじめ．所有溢管理賣任者又は管瑳

500 

団体に対し．当該園宝の名杯．修理又は措置の内容．着手

の晴期その他必要と認める事項を記載した令書を交付する

とともに．糧原に基く占育者にこれらの事項を通知しなけ

ればならない。

算磁 文化庁長官は．蒻粂雲 1項の規定による修理又は措

霞をするときは文化庁の厭員のうちから．当該修理又1:I.

措量の篇行及び当該国宝の管糧の責に任ずぺき者を定めな

ければならない。

2 前項の規定により賣に任ず・ペき者と定められた者は当

該修遷又は措置の施行に当るときIt.その身分を証明する

圧票を携得し．関係名の謂求があつたとぎしこれを示

し．且つ．その正当な意見を十分に尊重しなければならな

¥、0

3 1111条第 1項の規定による修題又は措麓の算行には第32

条の2第5項の規定を準用する。

第40条 第38条第 1項の規定9：：：よる修廻又は措置のため9こ要

する費用11.Ill庫の負担とする。

2 文化庁長官ti.文部省令の定めるところにより．第潤条

第 1項の規定による修理又は横置のために要した費用の一

藻を所有者（管理団体がある鳩合は．その省）から徴収す

ることができる。但し．問条第 1項第2号の湯合には． 修

理又は措置を要するに至つた事由が所有者．管瑳責任者若

しくは管壇団体の貴に帰すべきとき．又は所有名若しく11

管瑣団体がその費用の一部を負担する紀力があるときに限

る。

3 酋項の蜆定による徴収については．行政代軌行法 （昭和

2雑法律第43号）第5条及び第6条の規定を準J11する。

第 1条 第浣条第1項の規定による修題又は糟罠1：：：ょって損

失を受けた者に対しては国は．その通常生ずぺさ損失を

禍償する．

2 前項の補償の顕は．文化庁長官が決定する。

3 前項の親定による補償額に不服のある考It.訴をもつて

その増額を鰤求することができる。但し．前項の補償の決

定の通知を受けたBから 3鱈月を経過したとき91．この際

りでな,.。

4 蒻項の訴えにおいては国を被告とする。

（捕助等に保る重要文化財譲渡の場合の納付金）

第42条 閻が修震又は減失．き損若しくは盗建の防止の措置

（以下この粂において．「修理噂Jという。）につき第35条

第 1項の規定により禰助金を交付し．又は第36条第2項．

第”条第3項若しくは槃40条第1項の規定により費用を負

担した重要文化財のその当時における所有者又はその相続

人．受遺者若しくは受鱈嗜（嬉2次以下の相続人．受遺渇

又は受贈零を含む。以下この条にぶいて同じ．） （以下この

条において． f所有考等」と＼、'.)11. 1111功又11費用負担

に係る修遅等が行われた後当該重要文化財を有償で譲り濃

した湯合においては当該撼助金又は負担金の額（第40条

第1項の規定による負組金1こついては同粂第2項の規定

えょり所有看から徴収した部分を控除した額をいう。以下

この条において同じ。）の合計額から出該修理等が行われ

た後重要文化財の修理等のため自己の費した金額を控除し

て得た金額（以下この条において．「納付金霰Jといら）

を．文部省令の定めるところにより国111に納付しなければ

ならない。

2 荊項1こ規定する 「補助金又は負担金の額Jとは．補助金

又は負坦金の額を．補助又は費用負担に係る修還等を繕し

た重要文化財又はその邸分につき文化,,.長官が露別的に定

める耐111年数で除して得た金額に．更に当該耐用年数から

修題等を行つた時以後重要文化財の譲渡の時までの年数を

控した残余の年数 (I年に満たない部分があるとさ以

これを切り捨てる。）を乗じて得た金霞に相当する金額と

する。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後．当該重要

文化財が所布者等の賣に鳩することのできない事由1こより

著しくその1!i値を減じた場合又は当該重賽文化財を11i1に譲

り渡した場合1.:11.文化庁長官11.納付金額の全邸又11-

器の納付を免除することができる。

4 文化庁長官の指定する期限までに納付金額を完納しない

ときは国税陥納処分の例により．これを徴収することが

できる。この場合における徽取金の先取特権の順位は国

税及び地方税に次ぐものとする。

5 納付金顧を納付する者が相緩人．受遺者又は受贈者であ

るときは第 1号に定める相綬税額又I:l籟与税額と第2号

に定める額との差額に相当する金額を第3号に定める年数

で餘して得た金顕に第ヽ号に定める年数を渠じて得た金額

をその者が納付すべき納付金額から控除するものとする。

ー 当該重要文化財の取得につきその者が納付した．又11

納付すべき相続税額又It麟与税額

二 前号の相貌税額又It購与税額の計算の基礎となつt.:;諫

税価格9こ算入された当該重要文化財又はその部分につき

当該相絞．遺贈又は繭与の時2でに行った修瑣等に係る

第 1項の禰功金又は負担金の額の合計額を当該課税11l1格

から控除して得た金頸を諜税編格として計算した場合9こ

当該霞要文化財又はその部分につき納付すべきこととな

る相貌税韻又11,月与税額に相当する額

三 第2項の規定により当該重賽文化財又はその邸分につ

き文化庁長官が定めた耐用年数から当該重要文化財又11

その部分の修理等を行つた峙以後当該重要文化財の旧

絨遣贈又は繕与の時までの年敬を控除した表余の年数

(I年に満たない部分があるときは． これを切り捨て

る。）

四 第2項Iこ規定する当該重要文化財又はその部分tこつい

ての残余の耐用年数

6 前唄第2号に掲げる第 1項の補助金又は負担金の額につ

いては第2項の楓定を講用する。この場合において．問

項中 「譲渡の時」 とあるのは．「柑親遺贈又ほ贖与の時」

2 文化財関係法令等

と読み替えるものとする。

？ 第 1項の規定により納付金額を納付する者の同項に規定

する譲渡に係る所得税法（昭和炉日法律第33号）第絡条第

1項に規定する績覆l'/i得の金額の計算については．第 1項

の規定により納付する金誤は．同条第 3項に規定する資蘊

の譲渡に要した費用とする。

（現状変更等の綱阻）

第43条 重要文化財に関しその現状を変更し． 又はその保存

に影響を及ぽす行為をしようとするとき11・・文化庁長官の

許可を受けなければならない。ただし．現状の変更9こつい

ては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執

る場合．保存に影響を及ぼす行為については影●の畦徴で

ある湯合1:1..この限りでない。

2 前項但書に規定する蘊拷の措置の範囲It.文邸も令で定

める。

3 文化庁長官は．第 1項の許可を与える嶋合において．七

の許1IJの条件として同項の現状の変更又は保存に影●を及

ぽす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第 1項の許1IJを受けた者が繭項の許11Jの条件に従わたか

つたときは．文化庁長官11.許可に係る現状の変更若しく

は保存に影●な及ぽす行為の停止を今じ．又は許可を取り

梢すことができる．

5 第 1項の許可を受けることができなかつたことにより．

又は第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を

受けた者に対しては国11. その通常生ずぺき損失を禍償

する。

6 前項の場合9こは．第41条第2項から第4項までの規定を

準用する。

（修璽の屈出等）

算43条の 2 重要文化財を修理しようとすると含1:1..所有者

又は管理団体は．修理に着手しようとするBの30B前まで

9こ．文郎省令の定めるところにより．文化庁長官にその旨

を屈け出なければならない。但し．薗条第 1項の親定によ

り許可を受げなければならない場合その他文邸省令の定め

る嶋合は．このIllりでなし ‘•

2 重要文化財の保護上必要があると絃めるとき1i．文化庁

長官は．前項の届出に保る重要文化財の修達に関し技術的

な指濁と肋言を与えることができる。

（輸出の禁止）

賽44条 重要文化財I1．輸出してはならない。但し．文化庁

長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必賽と詑

めて許可した嶋合は、この限りでない。

（環撓保全）

第45条 文化庁長官は．重要文化財の保存のため必要がある

と認めるときほ．地域を定めて一定の行為を制限し．若し

くは禁止し．又は必聾な施設をすることを命ずることがで

きる。

2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対して
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は．釦．そ9の通常生ずぺき損失を補償する。

3 前項の嶋合には．第41条寛2項から鯖4項までの規定な

澤用する。

（国に対する売渡しの中出）

第祁条 重要文化財を布債で譲り渡そうとする者は譲渡の

相手方．予定対鍾の額（予定対鍼が金銭以外のものである

ときは． これを時価を基鳩として金鮫に見積つた額。以下

同じ．）その他文部省令で定める事項を記載した書閏をも

つて．まず文化『長官にllll口対する売渡しの中出をしなけ

ればならない。

2 荷項の嘗面においては当該相手万に対して譲り渡した

い事情を記載することができる。

3 文化庁長官は．蔚項の規定により記載された事情を相当

と認めるときは．当該申出のあつた後め日以内に当該重蔓

文化財を買し•取らなし旨の通知をするもの とする。

4 第1項の規定による売i1ltしの申出のあつた後30日以内に

文化庁長官が当該重要文化財を国において買い取るぺさ旨

の通知をしたときIt,前項の規定による申出書に記戴され

た予定対価の頴に相当する代金で．売買が成立したものと

みなす。

5 第 1項に規定する者は．前項の期間（その期間内に文化

庁長官が当該重要文化財を買い取らない旨の通知をしたと

きはその時までの期間）内は．当該重要文化財を譲り覆

してはならない，

（管理団体による買取りの補助）

如 6条の2 図は．管涅団体である地方公共団体その他の法

人が．その管理に係る重要文化財（建造物その他の土地の

定着物及びこれと一体のものと して当該重要文化財に指定

された土地に限る。）で．その保存のため特に買い取る必

襄があると鯰められるものを買い取る場合に11,その買取

りに要する経費の一褐を補助することができる。

2 前項の場合には．第35条第2項及び第3項並びに第42条

の規定な準用する。

（管還又は修達の受託又は技貧的指導）

第47条 重要文化財の所有墓（管理団体がある場合はその

者）は．文化庁長官の定める条件により．文化庁長官に重

要文化財の管理（管理団体がある場合を除く。）又は修躙

を委託することができる。

2 文化庁長官は．重要文化財の保存上必要があると認める

とさは．所賓看（管醗団体がある湯合1:1., その者）に対

し．条件を示して．文化庁長官にその管還（管遷団体があ

る場合を除く。）又は修理を委託するように勧告すること

ができる。

3 前 2項の規定により文化庁長官が管還又は修理の委託を

受けた場合に11.第お条第 1唄及び第2項の規定を謳用す

る．

4 重蔓文化財の所有考．管還責任営又は管理団体は．文謁

省令の定めるとこるにより．文化庁長官に重要文化財の管
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躍又は修鯉に関し技術的指導を求めることができる。

第 4欧 公開

（公開）

算47条の2 重要文化財の公開は．所有雹が行うものとす

る。但し．管理団体がある場合は．管瑣団体が行うものと

する'。 ・ 

2 前項の規定Ii．所有考又は管理団体の出品に係る重要文

化財を．所有看及び管還団体以外の者が， この法律の綱定

により行う公関の用に供することを妨げるものではない。

3 管理団体は．その管涅する重要文化財を公開する場合に

11. 当該重要文化財につき餓覧料を微収することができ

る。

（文化庁長官による公開）

第侶条 文化庁長官は．重要文化財の所賓者（管理団体があ

る場合は．その者）に対し． 1年以内の期間を限つて．国

立博物館その他の籍設において文化庁長官の行う公開の用

に供するため重要文化財を出品することを勧告することが

できる。

2 文化庁長官は．国犀が管理又は修還につき．その費用の

紐若しくは一器を負担し．又は補助金を交付した重要文

化財の所有者（管瑣団体がある場合は．その看）に対し．

1年以内の期関を限つて．国立博物誼その他の篇穀におい

て文化庁長官の行う公開の用に供するため当該重要文化財

を出品することを禽ずることができる。

3 文化庁長官11.祖項の場合において必要があると認める

とき1i. 1年以内の期間を限つて．出品の期悶を更新する

ことができる。但し．引き絨さ 5年をこえてはならない。

4 第2項の命令又は前項の更新があつたときは．重要文化

財の所有看又は管理団体It. その重要文化財を出品しなけ

ればならない．

5 前4唄1こ規定する湯合の外．文化庁長官11．重要文化財

の所有者（管理団体がある湯合は．その看）から国立博物

鱚その他の籍設において文化庁長官の行う公開の111に供す

るため重要文化財を出品したい旨の申出があつた場合にお

いて適当と認めるときI!.その出品を承認するこ とができ

る。

賽49条文化庁長官は前条の規定により重要文化財が出品

されたときは 第100条に規定する湯合を除いて．文化庁

の職員のうちから．その重要文化財の管遁の賣に任ずぺき

考を定めなければならない。

第5陳第4猿の規定による出品のために要する費用は、文

郷名令の定める基準により．国庫の負祖とする。

2 政府は第48条の規定により出品した所有者又は管理団

体に対し． 文瑯省令の定める基準により．給与金を支給す

る。

（所有者等による公開）

第51条文化庁長官11.重要文化財の所布考又は管遅団体に

対し． 3箇月以内の期r.，を限つて．重要文化財の公闘を勧

臼することができる。

2 文化庁長官は、固耀が管遅修遅又11買取りにつき．そ

の費用の全部若しくは一部を負担し．又は補助金を交付し

た重要文化財の所有者又は管理団体に対し． 3箇月以内の

期間を隈つてその公関を命＋ることができる．

3 前項の場合には．第48条第4項の規定を澤用する。

4 文化庁長官は．重要文化財の所有者又は管理団体に対

し． 前3項の規定による公開及び当該公開に保る重費文化

財の情還に関し必要な指示をすることができる。

5 重要文化財の所有着管環責任者又は管理団体が前項の

指示に従わない場合には．文化庁長官11.公開の停il::又は

中止を命ずることができる。

6 第2項及び第3項の規定による公開のために賽する費用

Ii.文親省令の定めるとこるにより．その全部又は一部を

Ill庫の負狙とすることができる。

7 節項に規定する場合の仕か．重要文化財の所有嗜又は管

理団体がその所有又は管理に係る重要文化財を公開するた

めに蔓する費用I文．文部省令で定めるところにより．その

全器又は一部を国犀の負担とすることができる。

第51条の2 前粂の規定による公開の場合を除き．重要文化

財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため

第況条の親定による届出があつた場合には前粂第4項及

び第5項の規足を攀用する。

（損失の襦償）

第52条第48粂又は第SI条第 1項第2項若しくは第3項の

規定により出品し．又は公開したことに起因して当該ll!.要

文化財が誡失し．又はき損したとき1i.IllIi．その重要文

化財の所賓者に対し．その涵常生ずぺき損失を補償する。

ただし．重要文化財が所有濯管理責任者又は管理団体の

貴に渇すぺ含賽由によつて減失し．又Iiき損した場合11.

この限りでない。

2 莉項の湯合には第41条第2項から第4項までの規定を

準用する．

（所有者等以外の者による公開）

第53条 重要文化財の所布堪及び管珊団体以外の者がその主

僅する展覧会その飽の催しにおいて重要文化財を公東の艘

覧に供しようとするときは．文化庁長官の許可を受けなけ

ればならない。ただし．文化庁長官以外の饂の機関若しく

は地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博

物館その他の憲殷（以下この項において「公開凧認誕設」

という。）において展覧会その他の僅しを主催する場合又

は公開承認施設の設置考が当該公開承認篇綬においてこれ

らを主催する場合は．この限りでない。

2 前項ただし書の湯合においては．同項に規定する催しを

主催した者（文化庁長官を除く。）は．重要文化財を公象

の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して20日以内

に．文部省令で定める事項を記載した書面をもつて．文化

庁長官に届け出るものとする。

2 文化財関保法合等

3 文化庁長官は第1項の許可を与える場合において．そ

の許可の条件として．許1JIこ保る公開及び当該公開9こ保る

重襄文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

4 第 1項の許可を受けた増が1!1r項の許可の条件に従わなか

ったときは．文化庁長官Ii,許可t::.保る公開の停止を命

じ．又It許可を取り消すことができる。

第 5款網査

（保存のための雌）

第54条 文化庁長官11.必要があると認めるときは．重蔓文

化財の所有者．管理責任者又は管環団体に対し．重要文化

財の現状又は管環．修環若しくは環撲保全の状況につき鍼

告を求めることができる。

第5S条 文化庁長官は．次の各号の一に該当する嶋合におい

て．莉条の報告1こよつてもなお重要文化財に関する状況を

確終することができず．かつ．その確終のため他に方法が

ないと認めるときは．謁査に当たる者を定め．その所在す

る場所に立ち入ってその現状又は管還． 修瑶若しくほ環攪

保全の状況につき実地鯛董をさせることができる。

一 震要文化財に関し現状の変更又Ii保存に影響を及ぽす

行為につき許町の申扇があつたとき。

二 重要文化財がき損しているとき又はその現状若しくは

所在の場所につき変更があったとき．

三 重要文化財が誡失し．き損し．又は盗み取られる虞の

あるとき。

四 特洲の事情によりあらためて固宝又1:t重要文化財とし

ての価値を鑑査する必要があるとき。

2 前項の規定により立ち入り．閃査する場合において1:I..

当該翼査に当る者It.その身分を証明する江累を携帯し．

関係者の請求があつたとき11, これを示し．且つ．その正

当な意見を十分に尊重しなければならない。

3 第1項の規定による調査によつて損失を受けた者に対し

ては．国は、その通常生ずぺき惧失を補償する。

4 前の湯合には．第41条第2項から第4項までの規定を

準用する。

第6款雑則

（所賓者変更等に伴う権利義務の承繕）

第邸条 重要文化財の所有省が変更したときは．新所有者

Ii.当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長

官の命令．勧告．指示その他の娼分による旧所有考の柵積

義務を承継する。

2 前唄の場合に1:I..1B所有湯Ii,当該重要文化財の31渡と

問 Iこその指定書を新所賓者に引き濃さなければならな

し'•
3 管遅団体が指定され．又はその指定が解除された鳩合1::.

は．第1項の規定を棚用する。但し．管理団体が指定され

た嶋合には． もつばら所有者に属すぺさ襦利簑務について

は．この阪りでない。

第 2節皇録有形文化財
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第 3繹資料・訊2t

（有形文化財の皇録）

第団粂の2 文臨大臣は．蒐要文化財以外の有形文化財（第

98条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つてし・るも

のを除く。）で建造物であるもののうち．その文化財とし

ての顧値にかんがみ保存及び活用のための摺IIが特に必要

とされるものを文化財登録駅縛こ登録するこ とができる。

2 文部大臣は．前項の規定による皇録をしようとするとき

しあらかじめ．関保地方公共団体の意見を厄くものとす

る。

3 文化財登録算簿に記載すべき事項その飽文化財至録原錆

に関し必要な事項11.文1111省令で定める。

（告示．通知及び皇録証の交付）

第邸粂の2の2 訊条第 1項の規定による昼録をしたとき

It,遥やかに．その甘な官報で告示するとともに．当該翌

鯰をされた有形文化財（以下 「登録有形文化財」という。）

の所賓者に通知する。

2 前条第 1項の規定による登録は．前項の良定による官輯

の告示があつtJBからその効力を生ずる．ただし．当該登

録有形文化財の所有省に対してし同項の規定による通知

が当該所有者に到達した峙からその効力を生ずる。

3 §I'J条第1項の規定による登鎌をしたときは．文部大臣

It．当該登録有形文化財の所布考に翌録証を交付しなけれ

ばならない。

4 登録証に記霞すぺき事項その他呈録証に関し必要な事項

は．文部省令で定める。

（登鰊な形文化財の登縁の抹消）

第56粂の2の3 文部大臣は．皇録有形文化財1こついて．第

27条第1項の規定により重要文化財に指定したとき．又は

第98条第2項1こ規定する指定を地方公共団体が行つたとき

It.その壁録を抹消するものとする。

2 文部大臣It.登録有形文化財についてその保存及び活用

のためのIll霞を講ずる必要がなくなつた場合その他囀殊の

事由があるときは．その登録を抹消することができる。

3 111l2項の規定により登録の抹漏をしたときは．速やか

に．その旨を官報で告示するととも1こ．当該登録脊形文化

財の所有考1こ通知する。

4 第 1項及び第2項の規定による登録の抹梢には．前粂第

2項の規定を畢用する。

5 第3項の通知を受けたときは．所有堪It..30日以内に登

録証を文部大臣に逗付しなければならない。

（皇録有形文化財の菅理）

第66条の2の4 登録有形文化財の所有塩は．この法律及び

これに基づく文部省令に従い．登録賓形文化財を管理しな

ければならない．

2 皇録有形文化財の所有者は．特別の事情があるときは．

適当な者を専ら自己に代わり当該登録有形文化財の管理の

賢に任ずぺき者（以下この節において f管理責任者」とい

う。）に選任することができる。
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3 文化庁長官は，登録有形文化財について．所有者が判明

せず．又は所有者若しくは管涅責任者による管理が著しく

困農若しくは不過当であることが明らかである旨の関係l1!!

万公共団体の申出があつた湯合には，関係地方公共団体の

意見を聴いて．過当な地方公共団体その他の法人を，当該

登録有形文化財の保存のため必更な管理（当該登録有形文

化財の保存のため必要な腱設．設備その他の物件で当該呈

録有形文化財の所有名の所有又は管恵に属するものの管環

を含む．）を行う団体（以下この節において「管理団体J

という．）に指定することができる。

4 登録布形文化財の管珊には，第31条第3項，雰32条，第

32条の2第2項から第5項まで．第32条の3及び第32条の

4の規定を煽用する。

5 丑録有形文化財の管題賣任考及び管理団体には第 1項

の1J1.定を咽用する。

（登録布形文化財の減失又はき損）

賽56条の2の5 景録賓形文化財の全邸又Ii-11i1が減失し，

又t1き損したときt1．所有者（管理責任看又tt管環団体が

ある嶋合11,その老）は．文部省令で定める事項を記載し

た書面をもつて，その事喪を知つた日から10日以内に文化

庁長官に屈け出なければならない．

（登録布形文化財の修珊）

第56条の 2の6 丑録有形文化財の修理11．所有者が行うも

のとする。ただ し，管理団体がある嶋合は．管理団体が行

うものとする。

2 管這団体が修理を行う場合には第32粂の2第5項，第

32条の4及び第34粂の 3第 1項の規定を掌用する。

（登録有形文化財の現状変更の届出等）

第56条の2の7 髪録有形文化財に関しその現状を変更しよ

うとする者11,現状を変更しようとする日の30日蔚3で

tこ．文部省令で定めるところにより，文化庁長官tこその旨

を届け出なければならない。ただし，維樗の措塁若しくは

非常災畜のために必雙な応急掲置又Itf11lの法令の規定によ

る現状の変更を内容とする命令に基づく措置を潮る場合

は， この限りでない。

2 前項ただし11に規定する緯持の措置の範囲It,文部省令

で定める。

3 登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは．文

化庁長官は，第1項の后出に保る登録宥形文化財の現状の

変更に関し必要な指導助言又11勧告をすることができ

る。

（髪録有形文化財の管塁又は修理に関する技術的指導）

第66条の2の8 登録有形文化財の所有者，管理賣任者又tt

管団体心文瑯省令で定めるところにより．文化庁長官

に登録有形文化財の管還又は修理に関し技縞的指導を求め

ることができる。

（登録有形文化財の公開）

聾5燐の2の9 登録宥形文化財の公開11,所有者が行うも

のとする。ただし，管理団体がある場合は，管理団体が行

うものとする．

2 前項の規定9i，登録有形文化財の所有者及び管理団体以

外の者が， 1'.Ji育看（管理団体がある場合は．その看）の同

鸞を得て登録有形文化財を公開の用に供することを坊げ

るものではない。

3 管珊団体が行う登録有形文化財の公視には．第47条の2

第3項の規定を畢Jllする。

4 登録有形文化財の活用上必要があると認めるときは，文

化長官は登録有形文化財の所有老又は管理団体に対

し，登録有形文化財の公開及び当該公糊に係る登録有形文

化財の管理に関し．必要な指導又は助言をすることができ

る。

（登録育形文化財の現状等の報告）

賽邸条の2の,o文化庁長官は，必要があると認めるとき

は．登録有形文化財の所有者，管理貴任考又は管理団休に

対し．登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況

につさ輪告を求めることができる。

（所有老変更に伴う登録証の引渡し）

賽5嫌の2の11 登録有形文化財の所有者が変更したとき

11, IB所有老11, 当該登録有形文化財の引渡しと同時にそ

の登録鉦を新所冴者に引き覆さなければならない。

第3節 重要文化財及び登録布形文化財以外の打形

文化財

（技術的指尊）

第5磁の2の12 重要文化財及び登録有彫文化財以外の打形

文化財の所布著は文蕊省令の定めるとこるにより，文化

庁長官に有形文化財の管理又は修理に関し技術的指尋を求

めることができる。

第3章の2 焦形文化財

（重要無形文化財の指定等）

第邸条の3 文部大臣It..懸形文化財のうち重要なものを重

要撫形文化財に指定することができる。

2 文部大巨l:t, 前項の規定による指定をするに当たつて

は当該重要愚形文化財の保拌名又は保持団体（焦形文化

財を保持する堪が主たる構成員となっている団体で代褒看

の定めのあるものないう。以下同じo)を認定しなければ

ならない。

3 第 1項の規定による指定はその旨を官報で告示すると

ともに当該重要熊形文化財の保符者又は保持団体として

認定しようとするもの（保持1i11体にあつては．その代表

者）に通知してする。

4 文部大臣1:1.,第1項の規定による指定をした後において

も．当該重要無形文化財の保持者又It保持団体として忽定

するに足りるものがあると認めるとき11, そのものを保拷

宕又は保樗団体として追加認定することができる。

5 前項の親定による遍加認定には第3項の規定を盪用す

る。

2 文化財関保法令等

（重要薫形文化財の指定等の解餘）

第邸条の4 重要無形文化財が重要撫形文化財としての価値

を失つた蝸合その他特殊の事由があるときは．文部大臣

11.重要熊形文化財の指定を解除することができる．

2 保持奢が心身の故障のため保持考として週当でなくなつ

たと認められる湯合．保持団体がその構成員の異動のため

保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他

糟殊の事由があるときは，文邸大臣It．保持者又は保持団

体の認定を解除することができる。

3 第 1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認

定の解除はその旨を官鶉で告示するとともに当該重要

無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してす

る。

4・保持者が死亡したとき，又は保持団体が解散したとき

（消誠したときを含む。以下この条及び次条において同

じ。）は．当該保持塩又は保拷団体の認定は解除されたも

のとし．保持者のすべてが死亡したとき．又は保持団体の

すべてが解敗したときは．重要無形文化財の指定は解除さ

れたものとする。この場合には．文部大臣は．その旨を官

報で告示しなければならない。

（保樗老の氏名変更等）

第5磁の5 保持者が氏名若しくは住所を変更し．又l:t.死亡

したとさ、その他文部省令の定める事由があるときは．保

袴名又はその相続人は．文部省令の定める事項を紀戴した

誓面をもつて．その事由の生じた日（保持看の死亡に係る

嶋合は相貌人がその事実を知つたB)から20日以内に文

化長官に届け出なければならない。保持団体が名称．事

務所の所在地若しくは代表者を変更し，構成員に異動を生

じ．又11解散したとき も，代去者（保持団体が解散した場

合にあつては．代褒考であった＊）について． fill様とす

る。

（重要無形文化財の保存）

第5鉗長の6 文化庁長官は重蔓無形文化財の保存のため必

要があると認めるときは，菫要無形文化財について自ら記

録の作成．伝承者の養成その他その保存のため適当な糟置

を執ることができるものとし．編It．保持考保持団体又

は地方公共団体その他その保存に当たることを適当と認め

る者に対し．その保存に要する経費の一部を補助すること

ができる．

2 前項の規定により褐助金を交付する場合に11.第35条第

2項及び第3項の規定を諏用する。

（重要黒影文化財の公開）

第5鉗晨の7 文化庁長官は．重要無形文化財の保持審又は保

持団体に対し重要槃形文化財の公開を．重要鐵形文化財の

記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができ

る。

2 重妻彙形文化財の保持者又は保持団体が重要焦形文化財

を公開する嶋合には．第51条第7項の畏定を準用する。
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第3編資料・絞計 2 文化財関係法令等

3 重要無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する筍 合11.この限りでない。 2 重要無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開す 及びその実殿について，文化庁長官に協識しなければなら

合には．国は．その公開9：：要する経費の一部を補助するこ 2 重要有形民俗文化財の保護上必要があると惚めるとき る場合には、第お条の 7第3項の規定を掌用する。 ない。

とができる。 11.文化庁長官は、前項の届出9こ係る重要有形民俗文化財 （璽要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告） 4 文化庁長官は．莉2項の場合を除き．第1項の通知があ

（重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告） の現状変更若しくは保存に影響を及ぽす行九又1文輸出に関 算条の20 文化庁長官は地方公共団体その他重要無形民 つた場合において．当該通知に係る事業計画の実籍＇：： OO

鯖56条の8 文化庁長官は．重要銀形文化財の保持肴若しく し必要な事項を指示することができる。 俗文化財の保存に当たることを通当と認める考に対し．そ し，l11蔵文化財の保緩上必要な勧告をすることがで含る．

は保持団体又は地方公共団体その他その保存に当たること 第％条の14 重要有形民俗文化財の保護には．第34粂の2か の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 5 前1!!1項の場合において．当該且の機関等が各省各庁の長

を週当と認める考に対し．重要撫形文化財の保存のため必 ら第％条まで．第37条第2項から第4項まで．第42条．第 （重擬鎌形民俗文化財以外の集形の民俗文化財の記録の作成 （国宵財産法（昭和ね年法律第73号）第 4条第2項に規定

要な助言又It勧告をするこ とができる。 46条及び第47条の規定を準用する。 等） する各省各庁の長をいう•以下同じ．）であると會は， こ

（重要熊形文化財以外の無形文化財の記録の作成等） （Ill要賓形民俗文化財の公開） 第％条の21 重要無形民俗文化財以外の撫形の民俗文化財に れらの規定に規定する通知，協議又は勧告ほ，文邸大臣を

第団条の 9 文化庁長官11．重要無形文化財以外の無形文化 第邸条の15 重要有形民俗文化財の所有看及び管建団体（第 は．第56条の9の規定を摯用する。 通じて行うものとする。

財のうち特に必要のあるものを選択して．自らその記録を 56条の12で準用する第32条の2第1項の規定による指定を 第4軍埋蔵文化財 （埋蔵文化財包蔵地の局知）

作成し．保存し．又は公開することができるものとし饂 受けた地方公共団体その他の法人をし・う。以下この章及び （瞬査のための発網に関する届出，指示及び命令） 第印条の4 園及び地；；公共団体は，問知の埋誡文化財包巌

Ii．適当な者に対し当該撫形文化財の公闘又はその記録 第6章において同じ。）以外の者がその主催する展覧会そ 算57条 土地に埴馘されている文化財（以下 「堰鼠文化財」 地について，資料の整備その他その問知の徽底を図るため

の作成保存若しくは公開に褻する経費の一部を補助する の他の催しにおいて重要有形民俗文化財を公家の観覧に供 という。）について，その詞査のため土地を発掘しよう と に必要な措置の実麓に努めなければならない。

ことができる。 しようとするとさは、文部省令の定める事項を記戴した書 する者氏文蕊省令の定める事項を記霰した書団をもつ 2 国は地方公共団体が行う前項の措置に関し．指導．助

2 前項の規定t：：より鳩功金を交付する場合には．第35条第 面をもつて．観覧に供しようとする最初の日の308前さで て．鈍掘に着手しようとナる日の30El前までに文化庁長官 言その仙の必襲と認められる援助をすることができる。

2項及び第3項の規定を礫用する。 に．文化庁長官に届け出なければならない。ただし．文化 に届け出なければならない。ただし，文部省令の定める場 （遺跡の発見に関する届出，停止命令等）

第3掌の3 民俗文化財 庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ 合は，この限りでない。 第”条の5 土地の所有者又は占有看が出土品の出土等によ

（重要布形民俗文化財及び重蔓鎌形民俗文化財の指定） 文化庁長官から事前の届出の免給を受けた関物館その他の 2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは，文 り貝づか，住居跡，古墳その他遺跡と認められるものを発

第閲条の10 文部大臣It.有形の民俗文化財のうち特に重要 簾殷（以下この項において 「公開峯訂届出免除篇設」とい 化庁長官は前項の届出に係る負姐に関し必要な事項及び 見したときは第57粂第 1項の規定による罰査に当たつて

なものを重要有形民俗文化財に．撫形の民俗文化財のうち う。）において展覧会その他の催しを主催する場合又は公 報侶書の提出を指示し，又はその発圏の蓑止，停止若しく 孔見した場合を除き，その現状を変更することなく，遅滞

特に111擬なものを重要無形民俗文化財に指定することがて 開証前届出免除麗設の設霞者が当該公開賽飼后出免除施設 は中止を命ずることができる。 なく．文部省令の定める亭項を記載した書面をもつて．そ

きる。 におし、てこれらを王催する場合に11.`重要有形民俗文化財 （土木工事等のための発掘に関する届出及び指示） の后な文化庁長官に届け出なければならない。ただし，非

2 前項の規定による重要有形民俗文化財の指定には第28 を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して20 第57条の 2 土木工事その他堰蔵文化財の調査以外の目的 常災畜のために必要な応急措塁を執る場合はその限度1こ

条第 1項から第4唄までの規定を準用する． B以内に文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。 で，貝づか，古墳その他埋蔵文化財を包鼠する土地として おいて， その現状を変更することを妨げなし'•

3 第 1項の規定による霞要懸形民俗文化財の指定はその 2 1111項本文の冨出に保る公開に11.第51条祁4項及び第5 厩知されている土地（以下「周知の坦蔵文化財包蔵地」と 2 文化庁長官は，栢項の届出があった場合において，当該

けを官輯に告示してする。 項の規定を準用する。 し・ぅ．）を発揖しようとする鳩合に11.前粂第 1項の規定 霞出に保る遺跡が重裏たものでありかつ，その保護のた ，

(Iii:萎有形民俗文化財及び璽要無形民俗文化財の指定の解 第56条の16 重要有形民俗文化財の公闘には第47条の2か を準用する。この島合において．阿項中「30日前」とある め調査を行う必要があると認めるときは．その土地の所有

桧） ら第52条までの規定を準J11する。 の11,「60Bllll」と統み替えるものとする。 者又は占有者に対し，期間及び区域を定めて，その現状を

第邸条の11 重要布形民俗文化財又は璽戻餓形民俗文化財が （重要賓形民俗文化財の保存のための”査及び所肴者変更等 2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると鯰めるときは，文 変更することとなるようた行為の停止又は義止を命ずるこ

重要有形民俗文化財又は重摂無形民俗文化財としての価値 に伴う櫂利義務の承継） 化庁長官は，割唄で第用する前条第 1項の届出1：：係る発撼 とができる． t.:.だし，その期111111, 3箇月を超えることが

を失つた場合その他特殊の事由があるときは．文部大臣 第56条の17 重要布形民俗文化財の保存のための綱査に11. に関し，当該兄墨蒻における埋蔵文化財の記録の作成のた できない。

は．重萎有形民俗文化財又ほ蓋要憮形民俗文化財の指定を 第a条の規定な重要賓形民俗文化財の所有羞が変更し めの発掘調査の実籍その他の必要な亭項を指示することが 3 文化庁長官は前項の命令をしようとするときは，あら

解除することができる。 又は重憂賓形民俗文化財の管理団体が指定され．若しくは できる。 かじめ，関係地方公共団体の意見を認かなければならな

2 前項の規定による重要有形民俗文化財の指定の解餘に その指定が解除された場合i：：は．第56条の規定を準用す （国の機閲等が行う亮氾t::.OOする特例）

11.欝四条第 2項から第4項までの規定を淳用する。 る。 第67条の 3 国の機関地方公共団体又は菌若Lくは地方公 4 第2項の命令は．第1項の届出があつた日から起算して

3 第1項の渋定による重要焦形民俗文化財の指定の鯖除 （重要無形民俗文化財の保存） 共団体の設立9こ係る法人で政令の定めるもの（以下この条 1菌月以内にしなければならない。

Ii．その旨を官即：：告示してする。 第訪条の18 文化庁長官は．藍要焦形民俗文化財の保存のた 及び第57条の6において「国の機関喝」と総称する。）が， 5 第2項の湯合において， i111項の期間内に鋼査が完了せ

（重要有形民俗文化財の管理） め必蔓があると認めるときは．重要無形民俗文化財につい 前条第1項1こ晟定する目的で悶知の埋蔵文化財包蔵地を発 ず．引き続き調査を行う必要があるときは，文化庁長官

第 琺 の12 重要有形民俗文化財の管理にIt.第30条から第 て自ら記録の作成その他その保存のため週当な措霞を執る 掲しよう とする場合においては，同条の規定を適用しない It, I回に限り，当該命令9：：係る区域の全部又は一部につ

“条までの規定を準用する。 ことができるものとし．国11.蟻方公共団体その他その保 ものとし．当該国の機関等は．当該発揖に係る事纂計画の いて，その期間を延長することができる。ただし当該命

（重要有形民俗文化財の保襄） 存に当たることを適当と認める者に対し．その保存に要す 策定に当たつて，あらかじめ．文化庁長官にその旨を通知 令の期間が．同項の期間と通算して六鰯月を超えることと

第66条の13 重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し． る経費の一部を補助することができる。 しなければならない なつてはならない

若しくはその保存に影響を及ぽす行為をし．又はこれを輪 2 病項の規定により筒助金を交付する場合には第35条第 2 文化庁長官It,前項の通知を受けた場合において，堰鼠 6 第2項及び前項の期間を計算する場合においては．第1

出しようとする者は．現状を変更し、若しくは保存に影響 2項及び第 3項の親定な準用する． 文化財の保護上特に必要があると認めるときは当該饂の 項の届出があつた日から起算して第 2項の命令を発したB

を及ほ・す行為をし．又は輸出しようとするBの20日前まで （重要無形民俗文化財の記録の公開） 畿関等に対し．当該事業計画の賢定及びその実葛について までの期問が含まれるものとする。

に．文部省令の定めるとこるにより．文化庁長官にその旨 第団条の19 文化庁長官It.霞裏集形民俗文化財の記録の所 協議を求めるぺき旨の通知をすることができる。 1 文化庁長官は，第1項の屈出がなされなかつた場合にお

を届け出なければならない。ただし． 文菰省令の定める場 有者に対し．その記録の公開を勧告することができる。 3 前項の通知を受けた1il1の慶関等は 当該事業計画の策定 いても，第2唄及び第6項に規定する措置を執ることがで
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きる。 2 前項の規定により発掘を籍行しよう とする場合におい くは前条第2項に規定する文化財の所有者から．警察署長 合を除いて．当該文化財の発見者又はその発見された土地

8 文化庁長官は，第2項の精鑽を執つた湯合を除き，第 1 て，その孔撮を誕行しようとする土地が国の所有に属し， に対し．その文化財の返還の請求があつたときIt．文化庁 の所有嗜に．その看が同条の規定により受けるぺき報償金

項の届出がなされた場合には，当該遺跡の保緩上必要な指 又は国の機関の占有するものであるときは，教育委員会 長官又は椙道府累若しくは揖定怒市等の教育委員会11.当 の額に相当するものの範囲内でこれを譲与することができ

；；；をするこ とができる。前項の規定により第2項の措置を 11.あらかじめ，発揖のB的，方法，着手の問期その他必 該警察署長にこれを引き渡さなければならない． る。

軌つた場合を除き，第 1項の屈出がなされなかつたとき 饗と既める事項につぎ，関係各省各庁の長その他の国の機 （国靡爆属及び鑽償金） 2 前項の場合には．その霞与した文化財の価格に相当する

も，同様とする。 関と協議しなければならない。 第63条第59粂第 1項1：：規定する文化財又は第61条第2項に 金額は第63条の2に規定する籟償金の顕から控除するも

9 第2項の命令によつて損失を受けた者に対して1文， 日 3 地方公共団体11,第 1項の発掘に関し．亭菓者に対し協 規定する文化財（編の檄関が埋蔵文化財の鍔査のための土 のとする。

12．その通常生ずぺき損失を補償する． 力を求めることがで會る。 地の発掘により畏見したものに限る，）で，その所有零が （遺失物法の適用）

10 lliJ項の場合に氏第41条第2項から第4項までの規定を 4 文化庁長官11,地方公共団体に対し， 第 1項の発掘に関 判明しないものの所有権は．国幽に渦属する。この場合に 第邸条埋蔵文化財に関しては． この法律に袴汀の定のある

掌JIIする。 し必要な指導及び助言をすることができる。 おいては．文化庁長官は．当該文化財の兒見された土地の 鳩合の外．遣失物法第13条の規定の適用があるものとす

（国の機関等の遺跡の発見に関する特例） 5 国は地方公共団体に対し，第 1項の発掲に蔓する経費 所有奢にその旨を通知し．かつ．その伍格の2分の 1に相 る。

第57粂の6 国の機関等が前条第1項に規定する発見をした の一部を補助することがでさる。 当する頷の輯償金を支給する。 第的条から第68条まで 削除

ときし同条の規定を適用しないものとし．第57条第 1項 （返還又は通知等） 2 前項の場合には．第41条第2項から第4項までの規定を 第5章史跡名勝天然記念物

又は第58粂の2第 1項の規定による網査に当たつて鼻見し 第59条第58条第 1項の規定による発掘により文化財を発見 掌用する。 （指定）

た場合な除き，その現状を変更することなく．遅滞なく， した嶋合において．文化庁長官は当該文化財の所有箸が （祁道府県帰属及び輯慣金） 第6躁文郎大臣Ii,記念物のうち重要なものを史跡．名筋

その旨を文化庁長官に通知しなければならない。ただし． 判明 しているときはこれを所有肴に返還し．所賓堵が判明 第63条の 2 第59条第 2項に規定する文化財又は第61粂箋2 又は天然記念物 （以下「史協名腑天然記念物」と総約す

非常災香のために必要な応急措置を執る湯合11.その限度 しないときは，遺失物法（明治32年法律第87号）第13条で 項に規定する文化財（前条第 1項に規定するものを除く。） る。）に指定することができる。

において，その現状を変更することを妨げない。 準用する同法第 1条第 1項の規定にかかわらず， 警菜署長 で．その所賓看が判明しないものの所有糧1:t．当該文化財 2 文邸大臣ti.繭項の規定により指定された史跡名鰐天然

2 文化庁長官は，蒻項の涵知を受けた場合において，当該 にその旨を通知することをもつて足りる。 の発見された±地を管轄する総道府梨に帰属する。この場 記念物のうち特に重要なものを特別史跡．特別名勝又は特

通知I：：係る遺跡力遁要なものであり，かつ，その保護のた ・ 2 前項の規定は前条第 1項の規定による発戴により響道 合において11．当該憾道府果の教育委員会1:t．当該文化財 別天然記念物（以下 「特別史跡名謗天然記念物」と総称す

め調査を行う必甕があると認めるとさは．当該国の機関等 府県又は地方自治法（昭和認年法律第67号）第252条の19 の兄見者及びその孔見された土地の所有者にその信を通知 る．）に詣定することができる。

に対し，その調査．保存等について協蟻を求めるぺぎ舌の 第 1項の指定都市若しくは同法第お2条の22第 1項の中核 しかつ．その価格に相当する額の饂償金を支給する。 3 前2項の規定による指定11.その旨を官鐵で告示すると

通知をすることができる。 市（以下「指定謬市専Jという。）の教育委貝会が文化財 2 前唄に規定する発見者と士地所有者とが異なる ときIt. ともに 当該特肩史跡名勝天然記念物又は史跡名腑天然記

3 莉項の通知を受けた国の機関等は．文化庁長官に協議し を亮見した場合における当は教育委員会について準用す 前項の縁償金1:t．折半して支給する。 念物の所宥者及び権原に基く占有者1こ通知してする。

なければならたし、。 る。 3 第 1項の級償金の額は当該認道府県の教育委員会が決 4 前項の規定により通知すべき相手万が著しく 多数で儡別

4 文化庁長官tl.前2項の鳩合を除き，第 1唄の通知があ 3 第日員（瞬項において箪用する場合を含む。）の通知を 定する． tこ通知し鑢い事情がある場合には．文孤大臣It,同項の規

った場合において， 出該遺跡の保護上必要な勧告をするこ 受けたときは， 警察署長は直ちに当該文化財につき遺失 4 前項の規定による糠償金の額については．第41条第3項 定による通知に代えて．その通知すべき事項を当該特別史

とができる。 物法第13粂Iこおいて畢用する同法第 1粂第2項の規定によ の規定を準用する。 跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在遭の市

5 前四項の場合にtl,第57条の 3祁 5項の規定を準用す る公告をしなければならない。 5 前項9こおいて津用する第41条第3唄の規定による訴えに （特訊区を含む。以下同じ。）町村の事務所又11::.れに準ず

る。 （提出） おいて11.撼道府県を被告とする。 る篇設の掲示湯に掲示することができる。この場合に＊い

（文化l'i'長官による発掘の薦行） 第60粂 遺失物法第13条で箪用する同法第1条第 1項の規定 （譲与等） て1:t．七の掲示を始めた日から2週悶を経過した時に請項

第58条文化庁長官11.歴史上又は学術上の価値が特に高 により．壇蔵物として養し出された物件が文化財と認めら 第“条政府It,第63条第 1項の規定によ り国庫に渇属 した の規定による通知が相手方に到違したものとみなす。

＜．かつ，その調査が技術的に因腱なため国において詞査 れるときは，警察暑長It.直ちに当該物件を当該物件の発 文化財の保存のため又はその効J11から見て国が保有する必 5 第1項又11第2項の規定による指定11.第3項の規定に

する必要があると認められる埋蘊文化財についてIt,その 見された土地を嘗鑢する都道府只の投育委員会（当該土地 要がある場合を除いて．当該文化財の発見された土地の所 よる宮輻の告示があつた日からその効力を生ずる。但し．

調査のため土地の発掘を篤行するこ とができる。 が指定葬市螂の区域内に存する場合にあつては，当該指定 有壕9こ．その看が同条の規定により受けるぺき報償金の額 当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名饒天然記念物の所

2 前項の規定により発掘を施行しようとするとさは．文化 都市等の教育委員会。次条において同 じ。）に提出 しなけ に相当するものの範囲内でこれを譲与することができる。 有者又は．糧原に基く占有者に対しては第3項の繊定によ

庁長官11,あらかじめ，当該土地の所有者及び権原に基づ ればならない。ただし． 所有者の判明している嶋合は，こ 2 前項の嶋合にほ．その該与した文化財の価格に相当する る通知が到達した峙又は前項の規定によりその通知が到違

く占有者に対し．亮姐の目的，方法，着手の峙期その他必 の隕りでない。 金額l:t.第63条に規定する報償金の額から笠除するものと したものとみなされる時からその効力を生ずる．

要と認める窮項を記戴した令111を交付しなければならな （鑑査） する。 6 文部大臣ほ．第 1項の規定により名勝又は天然記念物の

い。 賽61条 泊粂の規定により物件が提出されたと き11,酪道府 3 政府は．第63条第 1項の規定により国應に帰属した文化 指定をしようとする場合においてその11i定に係る地嬢が

3 第1項の場合に庄第39条（同条第3項においてI'll/IIす 贔の教育委員会It,当該物件が文化財であるかどうかを鑑 財の保存のため又はその効J11から見て国が保有する必要が 自然環攪の保護の見地から価値の高いものであるときは．

る第32条の 2第5項の規定を含む。）及び第41条の親定を 査しなければならない。 ある嶋合を除いて．当該文化財の発見された土地を管轄す 環境庁長官の烹見をOOかなければならない．

掌111する。 2 謬這府県の教育雲員会11,前項の艦査の結果当該物件を る地方公共団体に対し．その中講に基づき．当該文化財を （仮撞定）

（地方公共団体による発掘の籍行） 文化財と認めたとき凡その旨を警哀署長に通知し，文化 譲与し．又11時価よりも低い対甑で譲渡することがで會 鯖70-, 前条第 1項の規定による指定蒻において緊急の必要

第58粂の2 地万公共団体は．文化庁長官が蒻粂第 1項の規 財でないと認めたとき11,当該物件を警寮署長に羞し戻さ る。 があると認めるとき11,酪道府県の教育委員会11.史跡名

定9こより発掘を誕行するものを除き，堰輩文化財につし、て なければならない。 第64条の2 部道府只の教育委員会は．第絡粂の2第 1項の 勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

謁査する必婆がある と認めるときは，埋減文化財を包蔵す (31渡し） 規定により当該畢道府県に娼属した文化財の保存のため又 2 前項の規定により仮指定を行ったときは．都道府県の教

ると認められる土培の発鑽を篇行することができる。 第62条 第59粂第 1項に規定する文化財又は同条第2項若し はその効J11から見て当該都逗府票が保有する必要がある暢 育委員会は．直ちにその冒を文部大臣9こ鍼告しなければな
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らない。 2 前項の規定による解験には．前条第3項並びに第69条第 者は．特潤の事情があるときほ．週当な者をもつばら自己 （禰助等に保る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金）

3 第 1項の規定による仮指定には前条第3項から第5号 4項及び第6項の規定を翠Illする． に代り当該史跡名騎天然記念物の管理の賣に任ずぺき老 第乃条 国が復IB又9が減失き損衰亡若しくは盗鍾の防止

までの規定を準用する。 第n条 第71条の2第1項の規定による指定を受けた地方公 （以下この軍及び第6章において 「管理賣任者Jという。） の措置につき第73条の2及び第76条で準用する第36条第1

（所有槽等の尊重及び他の公益との関整） 共団体その他の法人（以下この攀及び第6掌において「管 に選任することができる。この鳩合には．第31条第3項の 項の親定により補助金を交付し．又は第76条第 2項で準用

第70条の2 文部大臣又は都這府県の教百委員会は第69条 題団体」という。）は．文部省令の定める基準により．史 規定を準用する。 する第％条第2項．第77条第3項で攀JIIする第37条第3項

第1項若しくは第2項の規定による指定又は前粂第 1項の 跡名勝天然記念物の管涅に必要な憬塁説明板．攪界覆 第7S:長所有者が行う管題には第め粂．第31粂第 1項第 若しくは前粂第2項で準用する第40条第 1項の規定により

規定による仮指定を行うに当つては．特に関係者の所有 1111さくその他の籍設を設霞しなければならない。 32条第臼条望びに第72条第1項及び第2項 (fl!)条第2項 費用を負担した史跡名勝天然記念物については．第42条の

識鉱宴権その他の財蘊緬を鴫諏するととも1：：，国土の開 2 史跡名鱒天然記念物の指定地域内の土這について，その について1;,管塁賣任者がある嶋合を除く ．）の規定な 規定を準用する．

発その他の公益との調整に留意しなければならない。 土地の所在”地蓄．地目又は地積に異勤があつたときは． 所有看が行う管理及び復9Bには第お条及び第41条の規定 （現状変更等の制限及び原状l!!I復の命令）

2 文部大臣又It文化庁長官は．•名勝又は天然記念物に係る 管理団体1i．文鐸省令の定めるとこるにより．文化庁長官 を，所宥者が変更した嶋合の権利義務の承継には．第訪条 第80条史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し．又t:I.

自然環境の保護及び整備に関し必要があると認めるとき にその旨を届け出なければならない。 第1項の規定を．管理責任考が行5管連には第30条第 その保存に影響を及,~す行為を しよ う とする と きは．文化

，1.環境庁長官に対し．意見を述ぺることができる。 3 管淫団体が復1日を行う場合は，管理団体はあらかじ 31条第 1項．第32条第3項、第33条．第47粂第4項及び第 庁長官の許可を受けなければならない。 ただし．現状変更

（解除） ． め．その復IBの方法及び時期について当該史跡名勝天然記 72条第2項の規定を準用する。 につし、ては織持の措置又は奔常災害のために必要な応急措

第71条特別史跡名勝天然記念物又ほ史跡名勝天然記念物が 念物の所有者（所有者が判明しない場合を除く 。） 及び権 （管理に関する命令又11勧告） 饂を執る湯合．保存に影●を及ぽす行為については影響の

その価値を失つた湯合その他符殊の事由のあるとさ91．文 原に基く占有者の意見を聞かなければならない。 第76;条管還が適当でないため史跡名鵬天然記念物が減失 軽徴である場合は．この限りでない。

部大臣又は都道府県の教百委員会,t.その指定又は仮指定 4 史跡名勝天然記念物の所有嘔又I文占有看Ii．正幽な坦由 し．き損し，衰亡し，又は盗み取られる虞があると認める 2 前項但書に規定する維特の措置の範臨は．文部省令で定

を解除することができる。 がなくて．管題団体が行う管理若しくは復旧又はその管理 と全は．文化庁長官は．．管理団体．所賓者又は管琺賣任者 める。

2 第70条第 1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記 若しくは復IBのため必要な措置を担み．妨げ．又It忌逍し に対し．管理方法の改善．保存絢設の設置そのは管理に関 3 第 1項の伐定による許IIJを与える場合にIt.第心条第3

・念物につき第69条第 1項の規定9こよる指定があったとき． てはならない。 し必要な措置を命じ．又は勧告することができる。 項の規定を．第 1項の規定による許可を受けた者には．fllJ

又は仮指定があつfeaから2年以内に同条同項の規定によ 第72J長の2 管理団体が行う管理及び復IBに要する費JIIti. 2 前項の場合には．第36条第2項及び第3項の規定を準用 条第4項の規定を編用する。

る指定がなかつたときは．仮指定It, その効力を失う。 この法律に特別の定のある場合を除いて．管瑳団体の負坦 する。 4 第 1項の規定による処分には．第70条の2第 1項の規定

3 第70条第 1項の規定による仮指定が適当でないと認める とする。 （復IBに関する命令又11勧告） を識用する．

ときは．文部大臣91．これを解除することができる。 2 期項の規定12．嘗理団体と所有考との協識により．管理 第17粂 文化守長官11.特別史跡名謗天然記念物がき損し． 5 第 1項の許可を受けることができなかつたことにより．

4 第1項又11蒻項の規定による指定又は仮指定の解除に 団体が行う管理又は復旧＇ こよ り所有者の受ける利益の限度 又は表亡しでいる場合において．その保存のため必要があ 又は第3項で掌用する第43条第3項の許可の条件を付せら

は第69条第3項から第5項までの規定を準用する。 において．管還又は復旧に要する費用の一部を所有者の負 ると認めるときは．管理団体又は所有者に対し．その復IB れたことによつて損失を受けた類に対してttl1lは．その

（管理団体による管理及び復IB) 姐とすることを妨げるもので11ない。 について必要な命令又は勧告をすることができる。 通常生ずぺき損失を補償する。

算 1条の 2 史跡名勝天然記念物につき．所有堵がないか若 3 管理団体は．その管理する史跡名騎天然記念物につきlll 2 文化庁長官は．特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝 6 前項の場合には．第41条第2項から第4項までの規定を

しくは判明しない場合又ほ所賓者若しくは第74条第 2項の 覧料を徴餃することができる。 天然記念物が．き損し．又は衰亡している鳩合において． 綱用する。

規定により還任された管恵の貴に任ずぺき者による管理が 第73'l, 管遅団体が行う管理又は復113によつて損失を受けた その保存のため必要があると認めるときは．管理団体又は 7 第1項の規定による許可を受けず．又は第3項で準用す

著しく困難若しくは不適当であると朗らかに認められる場 者に対しては．当該管遷団体は．その通常生ずぺき損失を 所有者に対し．その復18について必萎な勧告をすることが る第43粂算3項の規定による許1IJの条件に従わないで．史

合にIi.文化庁長官1i．適当な地万公共団体その他の法人 補償しなければならない。 できる。 跡名勝天然記念物の現状を変更し．又はその保存に影響を

を指定して．当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な 2 前項の補償の額ほ．管理団体 （管珪団体が地力公共団体 3 前2項の場合には．第37条第3項及び第4唄の餞定を準 及ぽす行為をした者に対しては．文化庁長官は．原状回復

管珪及び復IB（当該史跡名腑天然記念物の保存のため必要 であるときは当該地方公共団体の教育委員会）が決定す JIIする。 を命ずることができる。この場合には．文化庁長官は．原

な箇設．設備その他の物件で当該史躊名勝天然記念物の所 る。 （文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復9B等の誕 状回復に関し必聾な指示をすることができる。

布者の所有又は管踵に属するものの管豊及び復1Bを含む。） 3 前項の規定による補償額については．寛41条第3項の規 行） （関係行政庁による通知）

を行わせることができる。 定を準用する。 第7躁 文化庁長官は．左の各0のいこ該当する場合におい 第的条の2 前条第 1項の規定により許可を受けなければな

2 前項の規定による権定をするiこ11.文化庁長官11．あら 4 ll1I項で庫用する第41条第3項の規定による訴えにおいて てほ．特別史跡名勝天然記念物につき自ら復IBを行い．又 らないこ ととされている行為であつてその行為をするにつ

かじめ．指定しよう とする地方公共団体その他の法人の同 11.管理団体を被告とする。 i文誡失．き損．衰亡若しくは盗鱚の防止の措置をすること いて．他の法令の規定により許llJ.認可その他の処分で政

意を得なければならない。 第73条の 2 管理団体が行う管理には．寡3彩長．第31条第 1 ができる。 令に定めるものを受けなければならないこととされている

3 第 1項の規定による指定はその旨を官報で告示すると 唄及び第⑬条の規定な管理団体が行う管理及び復IB9こ ー 管理団体．所有者又は管珪責任者が前2条の規定によ ． 嶋合において． 当該他の法令において当該処分の帽限を有

ともに当該史跡名勝天然記念物の所賓考及び植原に基< It． 第邸条及び第◄7条の規定な管建団体が指定され．又 る命令に従わないとき。・ する行政庁又はその委任を受けた奢It．当該処分をすると

占布者並びに指定しよう とする地方公共団体その他の法人 はその指定が解除された場合には．第56粂募 3項の規定を ニ 特別史跡名勝天然記念物がき損し．若しくは衰亡して きは．政令の定めるところにより．文化庁長官（第99条第

に通知してする。 掌用する。 いる場合又は誠失し．き損し．衰亡し． 若しくは盗み取 1項の規定により前条第 1項の規定Iごよる許可を都道府県

4 第 1項の規定による指定にIi.第紛条第4項及び第5項 （所賓者による管理及び復18) られる虞のある場合において．管匿団体．所有嗜又は管 又は市の教胄委員会が行う場合には．当該都道府鳥又は市

の規定を準用する。 第74条 官理団体がある場合を除いて．史跡名勝天然記念物 理責任看に復IB又1が減失．き損．衰亡若しく は盗鱗の防 の教育委員会）に対し．その旨を通知するものとする。

第71条の3 前条第 1項に規定する事由が消減した場合その の所有者は当該史跡名勝天然記念物の管理及び復IBに当 止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。 ・ （復IBの鵞出等）

他特殊の専由があるときは．文化庁長官11.管遅団体の指 るものとする。 2 前項の場合には．第38条第2項及び第39粂から第41粂文 算80条の 3 史跡名霧天然記念物を復18しよう とする とき

定を解除することができる。 2 前項の規定により史跡名房天然記念物の管理に当る所有 での規定を準用する。 I1．管理団体又は所有増I1．復lBに讀手しようとするBの
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30日前までに．文部省令の定めるとこるにより．文化庁長 又は史跡名勝天然記念物と しての飯値を調査する必要が

官にその旨を屈け出なければならない。ただし．第的条第 あるとき。

1項の規定により許可を受けなければならない場合その他 2 前項の規定による欝査又は撼貴1こよつて損失を受けた者

文部省令の定める場合はこの限りでなし、。 に対してほ．田ほ．その通常生ずぺき損失を補償する。

2 史跡名騎天然記念物の保護上必要があると招めるとき 3 第 1項の規定により立ち入り．綱査する場合に1:t.，第55

、1,文化庁長官は前項の霧出に係る史跡名勝天然記念物 条第2項の規定を．煎項の湯合には第41条第2項から第

の復IBに関し技術的な指導と助言を与えるこ とができる。 4項までの規定を澤用する。

（環境保全） 第5章の2 伝絨的逹造物群保存地区

第81条 文化庁長官1た史跡名勝天然記念物の保存のため必 （伝航的建造物群保存地区）

要があると認めるときは地献を定めて一定の行為を訓限 第83条の 2 この軍において「伝統的建造物群保存地区」と

し． 若しくは禁止し．又は必要な庫設をすることを命ずる 、1, 伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価餡を影

ことができる。 成している環境を保存するため．次条第 1項又は第2唄の

2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対して 定めるところにより市町村が定める地区をいう。

は 国 は．その涵常生ずぺき損失を補償する。 （伝貌的達造物群保存地区の決定及びその保護）

3 第 1項の規定による胡限又は禁止に違反した者には第 第83粂の3 市町tt11.都市計1li法（昭和“年法律第100号）

80粂第7項の規定を前項の場合には．震41条第 2項から 窺5条の規定により指定された畠市計画区誡内において

第4項玄での規定を譲用する． ． 、1,雹市計画に伝院的達造物群保存地区を定めることがで

（管理団体による買取りの補助） きる。 この嶋合において11,市町村は．条例で．当該地区

第81条の2 管珂団体である地方公共団体その他の法人が． の保存のため．政令の定める基準に従し・必要な現状変更の

史跡名勝天然記念物の指定に保る土地又は建造物その他の 規甜につし、て定める汽か．その保存のため必要な措置を定

土地の定冠物で．その管理に保る史跡名勝天然記念物の保 めるものとする。

存のため特に費い取る必要があると認められる ものを買し・ 2 市町村は．前項の紹lli計画区域以外の区域におしてほ．

取る場合に1:t..l'lill:t., その買取りに要する経費の一部を補 条例の定めるところにより．伝統的建造物群保存地区を定

助することができる。 めることができる。この場合において11,莉項後段の規定

2 ijiJ項の場合には．第お条第2項及び第3項並びに第42条 を議用する。

の規定をl¥ll用する。 3 裂逼府県知事は第 1項の伝統的建造物群保存地区に関

（保存のための飩査） する都市計函9こついての螂市計画法による同意に当たつて

第絞条 文化庁長官It.必要があると認めるとき瓜管疎団 It,あらかじめ．当該都道府景の教育委員会の意見を聴か

体．所有看又は管理責任者に対し．史跡名勝天然記念物の なければならない。

現状又は管夏復旧若しくは環境保全の状況につき鍼告を 4 市町村It.伝統的違造物群保存泊区に関し． 地区の決定

求めるこ とができる。 若しくはその取消し又は条例の請定若しくはその改廃を行

第条文化庁長官11..左の各号の一に該当する場合におい つた湯合It,文化庁長官に対し．その旨を報告しなければ

て．前条の翰告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関す ならなし・・

る状況を確認することができず．且つ．その確認のため他 5 文化庁長官又は認道府県の教育委員会11,市町村に対

に方法がないと認めるとさは．綱査に当る嗜を定め．その し．伝貌的建造物群保存地区の保存に関し．必要な指導又

所在する土地又はその隣接地に立ち入ってその現状又は管 It勁言をすることができる。

瑣．復1B若しくは環境保全の状況につき実地調査及び土地 （重摂伝航的建造物群保存地区の遠定）

の発掘陣害物の除却その（也調査のため必要な籍置をさせ 第83条の 4 文部大臣は．市町村の申出に基づき．伝統的建

ることができる。但し．当該土趣の所窄考．占窄者その他 造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が1li1にとつてそ

の関保者に対し．著しい損害を及I'!す虞のある鑽置氏さ の顧値が特に高いものを重要伝絞的建造物群保存地区と

せてはならない。 して選定することができる．

ー 史鉱名勝天然記念物に関する現状変更又は保存に影響 2 蔚項の規定による選定It,その旨を官斡で告示するとと

を及げす行為の許町の申請があったとき。 もI~ 当該申出に保る市町村に通知してする。

二 史跡名勝天然記念物がき損し．又It衷亡していると （選定の解餘）

き。 第83条の5 文部大臣は．重要伝訊的達造物群保存地区がそ

：：：：史跡名勝天然記念物が誠失し．き損し．衰亡し． 又は の箇値を失った湯合その他特殊の事由があるときはその

盗み取られる虞のあるとき． ’ 選定を解除することができる．

四 特別の事情によりあらためて祷別史跡名勝天然記念物 2 1il項の場合には．煎条第2唄の規定を譲用する。
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（管哩等に関する襦助）

第83条の6 国If.．重要伝統的建造物群保存地区の保存のた

めの当該地区内における建造物及び伝貌的建追物群と一体

をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管

譴、修週．修景又は復18について市町村が行う措置につい

て．その経費の一邸を襦助することができる。

第6章の 3 文化財の保存技術の保護

（選定保存技術の選定等）

算83条の7 文部大臣ほ．文化財の保存のために欠くことの

できない伝続的な技術又は技能で保存の措量を講ずる必要

があるものを遺定保存技術として選定することができる。

2 文部大臣は．訂項の規定による選定をするに当たつて

ば還定保存技術の保持者又は保存団体（選定保存技術を

保存することを主たる目的とする団体（財団を含む．）で

代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。）

を認定しなければならない。

3 ーの選定保存技術につし、ての前項の認定は．保持者と保

存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定に

は．第56条の3第3項から第5項までの規定を埠用する。

（選定等の解除）

第ね条の8 文部大臣は選定保存技術について保存の措腱

を讃ずる必要がなくなつた湯合その他特殊の事由があると

きは．七の選定を解除することができる。

2 文毬大臣1:I.9保梼嗜が心身の故陣のため保持着として適

当でなくなつたと認められる湯合．保存団体が保存団体と

して選当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由

があるとき1:1.,保持者又は保存団体の認定を解除すること

ができる。

3 前2項の場合に1i・ 第56条の 4第 3項の規定を準用す

る。

4 前条第2項の認定が保持潅のみについてなされた場合に

あつてはそのすべてが死亡したとき．同項の終定が保存団

体のみについてなされた嶋合にあつてはそのすぺてが解散

したとき（消減したときを含む。以下この項において同

じ。）．同項の鯰定が保持考と保存団体とを併せてなされた

場合にあっては保持者のすぺてが死亡しかつ保存団体のす

べてが解散したときIt,選定保存技111の選定1i．解除され

たものとする。この場合には．文部大臣11, その旨を官韓

で告示しなければならない。

（保持蒼の氏名変更等）

第粂の9 保持者及び保存団体には第お条の5の規定を

準Illする。この嶋合におし、て 同条後段中 「代表名Jとあ

るのは． 「代表考又は管理人Jと読み蓄えるものとする。

（選定保存技術の保存）

第鯰条の10 文化庁長官は．遇定保存技術の保存のため必要

があると認めるときは選定保存技術についてgら記録を

作成し．又は伝凧者の養成その他選定保存技術の保存のた

2 文化財関係法令等

めに必要と認められるものについて通当な措置を執ること

ができる。

（選定保存技術の記録の公開）

第83条の11 還定保存技術の記録の所有者に1:l．第お条の19

の親定を準用する．

（選定保存技術の保存に関する援助）

第83条の12国は．選定保存技術の保持者若しくは保存団体

又は地方公共団体その饒その保存1こ当たることを遥当と窮

める者に対し．指導．助言その他の必要と認められる援助

をすることができる。

第5●の 4 文化財保屋審議会

（設訊及び所掌事務）

第84条 文韻省に．文化財保護審議会を置く。

2 文化財保晨審議会（以下この章において 「審議会」とい

う。）は．文部大臣又は文化庁長官の諮悶に応じて文化財

の保存及び活用に関する重要事項を調査審睾し． 並びIここ

れらの事項について文邸大臣又は文化庁長官に建議する。

（審議会への諮悶）

算84条の2 文部大臣Ii.次に掲げる事項については．あら

かじめ．審議会に諮問しなければならない。

一 国宝又は重要文化財の指定及びその指定の解除

ーの二 髪録有形文化財の皇録及びその皇録の抹消（第56

条の 2の3第 1項の規定による登録の抹消を除く。）

二 重要焦形文化財の指定及びその指定の解除

三 重要撫形文化財の保持考又は保持団体の認定及びその

認定の解除

四 重要有形民俗文化財又は重要焦形民俗文化財の指定及

びその指定の解除

五 特別史跡名鴨天然記念物又は史跡名勝天然記念物の指

定及びその指定の解除

六 史跡名勝天然記念物の仮指定の解徐

七 重要伝統的建造物群保存地区の選定及びその選定の解

絵

八 選定保存技術の選定及びその選定の解除

九 選定保存技術の保持者又1:1.保存団体の認定及びその認

定の解除

2 文化庁長官It.次に掲げる事項につし・て11. あらかじ

め．審議会に鱚間しなければならない．

一 重要文化財の管踵又は国宝の修理に関する命令 ＊

二 文化庁長官による匿宝の修躍又は誡失．き損若しくは

盗鰭の防止の措置の節行

三 重要文化財の現状変更又は保存に影●を及“す行為の

許可

四 重要文化財の環撲保全のための割恨若しくは禁止又It

必要な繕故の命令

五 国による重要文化財の買取り

六 重要薫形文化財以外の無形文化財のうち文化庁長官が

記録を作成すぺきもの又は記録の作成等につき襦助すぺ
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さものの選択 る場合を含む。）の規定による公関の中止命令 'び場所をその期日の10日前までに審査請求人又は異醸申立 化財又は史跡名勝天然記念物を文部大臣が管環するため．

七 重要有形民俗文化財の管現に関する幼令 ． 三 第57粂第2項の規定による発掘の蒙lヒ又は中止命令 人及び参加人に通告し．かつ．事案の要旨並びに当該意見 所属を異にする会計の問において所管換え又は珂属咎えを

^ 11t要育形民俗文化財の買取り 四第57粂の5第2項の規定による同項の調査のための停 の聴取の期日及び嶋所を公示しなければならない。 するときは．饂有財産法第15条の規定にかかわらず．無償

九重要熊形民俗文化財以外の儒形の民俗文化財のうち文 止命令若しくは禁止命令又は同条第5項の規定によるこ （参加） として整湮することができる。

化庁長官が記録を作成すぺきもの又1:t記録の作成等9こつ れらの命令の期間の延長 纂85粂の4 審査請求人又は異霞申立人．拿加人及び代理人 第88条国の所有iこ属する有形文化財又は有形の民俗文化財

き補助すぺきものの選択 五第80条第7項（第81粂第3項で準用する携合を含む。） のほか．当該知分について利書関係を有する者で前条第 1 を国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定

九の二遺跡の現状変更となる行為についての停止命令又 の規定による原状回復の命令 項の意見の鰯取に参加して意見を述ぺようとするものは． したときは第お条第1項又は第3項（第56条の10第2項

は禁止命令の間間の延長 2 文化庁長官は前項の聴聞又は第4蹟9第4唄（第印条第 文部省令の定める事項を記載した書面をもつて．当該意見 で準用する湯合を含む。）の規定1：：より所有考に対し行う

十 文化庁長官による壇巖文化財の詞査のための発掘の厖 3項で準JIIする場合を含む。）若しくは第53条第4唄の規 の霰取を行う考にその旨を申し出て．その許町を受けなけ ぺき通知又は指定書の交付は．当該有形文化財又It有形の

行 定による許可の取清しに係る襲聞をしようとするときは． ればならなし‘• ・ 民俗文化財を管珊する各省各庁の長に対し行 うものとす

十一 史跡名勝天然記念物の管遅又は特洞史跡名勝天然記 当該聴関の期日の10日前までに、行政手続法第15粂第 1項 （証関の提示等） る。この場合において1:t.，国宝の指定書を受けた各省各庁

念物の復IBに関する命令 の規定による通知をし，かつ，当該俎分の内容並びに当該 第邸条の5 第邸条の3第1項の意見の聴取においては．審 の長11.区ち1::llil宝に指定された重甕文化財の指定書を文

十二文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧又 醜聞の問a及び場所を公示しなければならない． 査籍求人若しくは異議申立人．参加人及び訂条の規定によ 部大臣に返付しなければならない。

は滅失，き損衰亡若しくは盗鑓の防止の措置の籍行 3 前項の聴聞の期日における響理t:t.，公開t::.より行わなけ り意見の聴取に参加した者又はこれらの著の代理人に対し 2 国の所有に属する国宝若しく は重要文化財又は重要有形

十三史跡名腑天然記念物の現状変更又は保存に影響を及 ればならない。 て．当該事案について．証1111を提示し．かつ．意見を述べ 民俗文化財の指定を解除したとさは．第29条第2項（第56

ぽす行為の許可 （意見の聴取l る機会を与えなければならない。 条の11第2項で準用する場合を含む。）又は第5項の規定

十 四 史跡名鰐天然記念物の覆撓保全のための蹟限若しく 第邸条の2 文化庁長官は次に掲げる措墨を行おうとする （翫決又は決定煎の協鼠等） により所有者に対し行うべき通知又は指定11の交付9i．当

は禁止又は必要な篇辰の命令 とさIt,関係省又はその代理人の出頭を求めて，公開によ 第85条の6 鉱票又は採石業との調蔓に関する事案に係る審 該Iii宝若しくは重要文化財又は11l要布彫民俗文化財を管環

十五史跡名勝天然記念物の現状変更若しくt凶保存に影響 る意見の聴取を行わなければならない。 査請求又は異議申立てに対する戴決又は決定（却下の歎決 する各省各庁の長に対し行うものとする。：：の場合におい

を及ぽす行為の許可を受けず，若しくはその許可の条件 ー 第38条第1項又は第？8粂第 1項の規定による修理若し 又は決定を除く。）は．あらかじめ公害等調整委員会に協 ては当該各も各庁の長は．Ill'.ちに指定illを文部大臣IC.返

に従わない鳩合又は史瞼名勝天然記念物の環境保全のた くは復1日又は措置の籍行 議した後にしなければならない。 付しなければならない。

ヽ めの胡限若しくは繋止に違反した場合の原状t!!l復の合令 二 第55粂第 1項又は第83粂槃 1項の規定による立入調査 2 関係各行政機関の審査請求又は具議申立て9：：保る事案に 3 国の所有又Ii占有に属するものを特別史跡名勝天然記念

十 六 第99条第 1項の政令 （同項第 2号に掲げる事務に係 又は調査のため必要な檜霞の籍行 ついて意見を述べることができる。 物若しくは史跡名欝天然記念物に指定し．若しくは仮指定

るものに殿る。）の斜定又は改隔の立案 三第謁条第 1項の規定による亮嬌の施行 （手続） し．又はその指定若しくは仮指定を解除したときは．第紛

（委員等） 2 文化庁長官は前項の意見の聴取を行おうとするとき 算85条の 7 llil4条及び行政不厭審査法（四和37年法律第160 条第3項（第70条第3項及び第71条第4項で準用する場合

第 条 の3 審議会は，文化に関し広くかつ稟い識見を宵す ，1.,その期日の10all11まで1こ，円項各号に渇げる捐量を行 号）に定めるものの心か．審査請求及び異議中立てに関す を合む。）の規定により所有考又11占脊者に対し行うべき

る嗜のうちから，文部大臣が内関の承認を経て任命する 5 おうとする遷由，その揚量の内容並びに当該意見の閾取の る手続は．文部省令で定める。 通知は．その揖定若し＜1:I.仮指定又は指定若しくは仮指定

人の委員で組廠する。 期日及び場所を当該関保者に通告し．かつ．その措置の内 （不凰申立てと訴訟との関係） の解除9こ保るものを野理する各省各庁の長に対し行うもの

2 専門の事項を調査審議するため必要があるときは． 審議 容並びに当該意見の鼈取の期日及び嶋所を公示しなければ 第85粂の8 第邸条の3第1項各号に掲げる娼分の取消しの とする。

会に専門委員及び臨時専門委員を置くことができる。 ならない． 訴えは当該処分についての審査誼求又は異議申立てに対 算⑲条重要文化財．重要宮形民俗文化財又は史跡名勝天然

（政令への委任） 3 第1項の意見の聴取においてIt, 当該関係堵又は七の代 する蒙決又は決定を経た後でなければ．提起することがで 記念物を管理する各省各庁の長11．この法律並びにこれに

聾84条の4 この章に定めるもののほか，零議会の内部組 連人1:t.,＇g己又は本人のために意兒を述ぺ，又11釈明し， さない。 基づいて発する文撚省令及び文化庁長官の勧告に従い．重

織 所掌事務及び委員その他の職員については．政令で定 かつ．証拠を提出することができる。 第2節国に関する特例 要文化財．虚要脊形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を

める。 4 当該関係省又はその代還人がiE当な環由がなくて第 1項 （田に関する特例） 管理しなければならない。

第6攣 llfi則 の意見の聴取に応じなかつたときは，文化庁長官11,当該 第邸粂 国又は国の機関に対し：：の法律の規定を適用する嶋 第的条次に掲げる場合に11,関係各省各庁の長1:t..文謡＊

第1111 聴聞．意見の懲取及び不服申立て 意見の聴取を行わないで同項各号に掲げる措置をすること 合において．この節に特屑の規定のあるときはその親定 臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。

（聴聞の特例） ができる。 1：：よる。 一重要文化財 重要有形民俗文化財又11史跡名勝天然記

算85条 文化庁長官（第99条第1項の規定により文化庁長官 （不服申立ての手続における意見の醗取） （重裏文化財等についての国に関する特例） 念物を取得したとき．

の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委員会が行う 第85111,の3 次に掲げる俎分につしての審査請求又は異議申 第87条璽蔓文化財．重要布形民俗文化財又は史跡名鰐天然 二 重要文化財．重要有形民俗文化財又は史跡名鵬天然記

場合に11,当該都道府県又は市の教胃委員会。次項及び次 立てに対する裁決又は決定（却下の餓決又は決定を除く。） 記念物が国有財醸法に規定する饂有財甦であるとさは．そ 念物の所管換えを受け．又は所属替えをしたとき。

条において同じ。），i,次に掲げる処分を行おうとすると It,審査請求又は異濃申立てを受逗した日から308以内 のものは．文部大臣が管連する。ただし．そのものが文部 三 所管に属する重要文化財重要有形民俗文化財又1が史

きは，行政手続法（平成五年法繹第邸号）第13条第1項の 9::.，審査請求人若しく 11異議申立人及び参加人又11これら 大巨以外の者が管理している同法第3粂第2項に規定する 跡名勝天然記念物の全部又は一部が誡失し．き損し、若

規定による意見陳迩のための手続の区分にかかわらず，屁 ＇の者の代理人の出頭を求めて，公開による意兒の聴取をし 行政財産であるときその他文部大臣以外の看が管鯉すべき しくは衰亡し．又はこれを亡失し．若しくは盗み取られ

ll!Jを行わなければならない。 た後でなければしてはたらなし'o 特J111の必要のあるものであるときIt.そのものを関保各省 たとき。

ー 第45条第 1項又は第81条第 1項の晟定による制限，禁 ー 第43条第1項又は第杖凍第 1項の規定による現状変更 名庁の長が嘗理するか．又11文部大臣が嘗理するか11．文 四所官に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の所

止又は命令で持定の者に対して行われるもの 又は保存に影響を及ぼす行あの許可又は不許可 部大臣．関係各省各庁の長及び大蔵大臣が協議して定め 在の場所を変更しようとナるとき。

二 箆51条第5項（第51粂の 2（第56条の16で準用する湯 二第71条の2第1項の規定による管理団体の指定 る。 五所管に属する重要文化財又は史跡名勝天然記念物を修

合を含む。），第56粂11)15第2項及び第56条の16で準用す 2 前項の意見の聴取を行う者11,当該意見の聴取の期日及 第粂の 2 菊条の規定により重要文化財．重要有形民俗文 環し．又は復IBしようとするとき（次条第 1項第 1号の
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規定により文化庁長官の同意を求めなければならない場

合その他文部省令の定める場合を験く。）。

六 所管に属する重蔓有形民俗文化財の現状を変更し，若

しくはその保存に影響を及ぽす行為をし．又はこれを輸

出しようとするとき．

七 所管に属する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地

につじて．その土地の所在．地番．地日又は地積に異動

があつたとき．

2 前項第 1秀及び第2号の湯合に係る通知には．第32条第

1項並びに同項を澤用する第S6条のl2及び第75条の規定

を．蒻項第3号の場合に係る通知には第33条並びiこ同条

を攣用する第56条の12及び第75条の規定を．帥項第4号の

場合に係る通知9こは．第“条及び同条を準用する第56条の

12の規定を．請項第5号の場合に係る通知には第43粂の

2第 1項及び第的条の3第1項の規定を前項第6号の嶋

合に係る通知には．第56粂の13第1項の規定を前項第7

号の湯合に保る通知に11.第72粂第2項の規定を攀用す

る。

3 文化庁長官Ii,第1項第5号又は第6号の通知9：：係る事

項に関し必要な勧告をすることができる。

算91条 次に掲げる湯合には．関保各省各庁の長11．あらか

じめ．文部大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければな

らない。

一 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し．

又はその保存に影●を及ぽす行為をしようとするとき．

二 所管に属する重要文化財を輸出しようとするとき．

三．所管に属する重要文化財．重要布形民俗文化財又ii史

跡名勝天然記念物の貸付．交換．売払譲与その他の処

分をしようとするとき．

2 各省各庁の長以外の国の機関が．重要文化財又は史跡名

勝天然記念物の現状を変更し．又はその保存に影●を及ぽ

す行為をしよう とするときはあらかじめ．文化庁長官の

同意を求めなければならない。

3 笙1項第1号及び前項の湯合にIt.第43条第 1項但書及

び同条第2項並びに第80条第 1項但書及び同条第2項の規

定を準用する。

4 文化庁長官11.第 1項第 1号又は第 2項に規定する措霞

につき同意を与える場合においては．その条件と してその

措置に製し必要な勧告をすることができる。

5 関係各省各庁の長その他の編の機関11,前項の規定によ

る文化庁長官の勧告を十分1：：疇重しなければならない。

第92条文化庁長官11.必要があると認めるとき11.文認大

臣を通じ各省各l'fの長に対し．次に掲げる事項9：：つき必屡

tt勧告をすることができる．

ー 所管に属する重要文化財．重賽有形民俗文化財又は史

跡名勝天然記念物の管翌方法

二所管に属する重要文化財．重要有形民俗文化財又は史

跡名勝天然記念物の修理若しくは復1B又は減失．さ楓
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衰亡若しくは盗鱈の防止の措霞

三 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の環境保全のため

必要な施設

四 所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の出

品又は公闊

2 前の勧告については前粂第5項の規定を準J11する。

3 第1項の規定1：：よる文化庁長官の勧告に基し、て籍行する

問項第2号に規定する修理．復IB若しくは措置又は同項第

3号に規定する戴設に要する経費の分担についてほ．文部

大臣と各省各庁の長が協議して定める。

第93条 文化庁長官は．左の各号の 1に該当する嶋合におい

て9た 111の所有に属する国宝又は袴別史跡名勝天然記念物

につき．自ら修理若しくは復1Bを行い又は減失．き損

衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。この

湯合においては．文化庁長官は当該文化財が文部大臣以

外の各省各庁の長の所管に属するものであるときは．あら

かじめ．修題若しくは復99又は措置の内容．着手の時期そ

の他必賽な事1：：つき．文藁大臣を通じ当該文化財を管理

する各省各庁の長と協議し．当該文化財が文部大臣の所管

に属するものであるとき11,文邸大臣の定める湯合を除い

て．その承認を受けなければならなし。

ー 関保各省各庁の長が前粂第 1項算2号1こ規定する修理

若しくは復1B又は措量についての文化庁長官の勧告に応

じないとき。

二因宝又は特洞史跡名鰐天然記念物がき損し若しくは

衷亡している鳩合又1ぷ鼠失し．き損し．衰亡し．若しく

は盗み取られる虞のある場合において．関係各省各庁の

長に当該修理若しくは復18又は111置をさせることが適当

でないと認められるとき。

聾似条 文親大臣庄露の所有に属するものを国宝重要文

化財重要有形民俗文化財．特別史跡名勝天然記念物若し

くは史跡名勝天然記念物に指定するに当たり．又1"日の所

有に属する国宝．重要文化財．重要有形民俗文化財．特別

史跡名饒天然記念物若しくは史跡名饒天然記念物に関する

状況を確認するため必要があると認めるときは．閥係各省

各庁の長に対し欝査のため必要な輯告を求め．又ほ．重要

有形民俗文化財に保る嶋合を除き．綱査に当たる考を定め

て実地調査をさせる：：とができる．

算95条 文化庁長官1:!..11の所有に属する菖要文化財．重要

賓形民俗文化財又91史跡名欝天然記念物の保存のため特1：：

必要があると認めるときは．適当な地方公共団体その他の

法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理（当該

文化財の保存のため必要な篤殷．絞傭その他の物件で国の

所布又は管遅に属するも．のの管瑶を含む。）を行わせる：：

とができる。

2 蔚項の規定による指定をするには．文化庁長官Ii.あら

かじめ．文部大臣を通じ当該文化財を管現する各省各庁の

長の同意を求めるとともに．指定しようとする地方公共団

体その他の法人の同意を得なければならない。

3 第 1項の規定による指定には．第32条の2第3項及び第

4項の良定を準用する。

4 第 1項の規定による管珪によつて生ずる収益は当該地

方公共団体その他の法人の収入とする。

5 地方公共団体その他の法人が第 1項の規定による管踵を

行う場合には．重要文化財又は重嬰有形民俗文化財の管埋

に係るときは．第3閲I.第31条第 1項．第32条の 4第 1

唄第33条、第％粂、第35条．第％粂第47条の2第3項

及び第54条の規定を．史躊名鰐天然記念物に係るときは．

第30条第31条霊1項．第33条第お粂第72条第 1項及

び第2項，第72条の 2嘉1項及び第3項．第76粂蔓びに第

82条の規定を鵡用する。

第95条の2 前条第 1項の規定によ る指定の解除について

It. 第32条の3の規定を準用する。

第お条の3 文化庁長官は．重要文化財． 重要有形民俗文化

財又は史跡名勝天然記念物の保護のため特に必要があると

認めるときは．第％粂第 1項の規定による指定を受けた地

方公共団体その他の法人に当該文化財の修題又は復IBを行

わせることができる。

2 前項の規定による修環又は復IBを行わせる湯合には第

翠第2項の規窟を準用する。

3 地方公共団体その他の法人が第 1項の晟定による修理又

は復IBを行う場合には．重賽文化漬す又は重嬰有形民俗文化

財に係るときは．第32条の4第 1項及び第35条の規定を

史跡名勝天然記念物に係るときは．第お条．第72条の 2第

1項及び第73条の規定を準用する。

第％条の4 第95条第1項の規定による指定を受けた地方公

共団体は．その管塁する国の所有9d翼する重要文化財．重

擬有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物でその指定に係

る土地及び建造物をその管理のため必要な展度におい

て．篤償で伎用することができる．

2 国有財醗法第22条饒 2項及び第3項の規定は．莉項の規

定により土地及び建造物を使用させる場合について準用す

る。

第96条文化庁長官は．第58条第 1項の規定により発鰯を属

行しようとする筍合において．その発蠣を薦行しようとす

る土地が11の所有に属し．又は国の畿闊の占宥するもので

あるときはあらかじめ．発燒の目的．方法．疇手の時期

その他必要と認める事項につき．文郎大臣を通じ関係各省

各庁の長と協議しなければならない。ただし．白該各省各

庁の長が文母大臣であると きはその承紹を受けるべきも

のとする。

戴97条第63条第 1項の規定により国庫9こ鳩鼠した文化財

は．文化庁長官が管理する。ただし．その保存のため又は

その効用から見て他の機関に管環させることが過当である

ときIt. これを当該機関の管題に移さなければならない。

（登録有形文化財についての国に関する特例）

2 文化財関係法令等

第97条の2 国の所有に属する有形文化財で建造物であるも

のについて第お条の 2第1項の規定による登録をしたとき

は第56条の2の2第 1項又は第3項の規定により所有者

に対して行うぺき遍知又は皇録区の交付は当該登録賓形

文化財を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。

2 国の所有に属する登録右形文化財について．第お条の 2

の3第1項又t”62項の規定による登録の抹梢をしたとき

It, ill)条第3項の規定により所育看に対して行うぺき通知

1文、当該登録有形文化財を管理する各省各庁の長に対して

行うものとする。::.の場合において11.当該各省各庁の長

，i.直ちに紐録証を文藻大臣に退付しなければならない。

第97条の3 次に掲げる場合には．関係各省各庁の長11,文

部大臣を通じ文化庁長官に通知しなけれt'I'ならない。

ー 登録有形文化財を駁得したとき。

二 登繰宥形文化財の所管換えを受け．又は所属替えをし

たとき。

三所管に属する登録有形文化財の全鴨又は一部が誡失

し、又はき損したとき。

四 皇録布形文化財の現状を変更しようとするとき。

2 各省各庁の長以外の1li1の機関が覺録有形文化財の現状を

変更しようとするとき庄 文化庁長官に通知しなければな

らない。

3 第1項第 1号及び第2号に掲げる場合に係る通知には第

32条第 1項の規定を．第 1項第3号に掲げる嶋合に係る通

知には第お粂の 2の5の規定を． 111l項纂4号及び前項に規

定する嶋合に係る通知には第66条の2の7第 1項の規定を

準用する。

4 第 1項第4号及び第2項に規定する現状の変更には．霧

お粂の2の1第 1項ただし書及び第 2項の規定を準用す

る。

5 登録布形文化財の保護上必要があると認めるときは．文

化庁長官は第 1項第4号又は第2項に規定する現状の変

更に関し．文部大臣を通じ関係各省各庁の長に対し．又は

各省各庁の長以外の国の機関に対して意見を述ぺることが

できる．

第97条の 4 文部大臣は．国の所布に属する丑録有形文化財

に関する状況を確認するため必要があると認めるときは．

関係各省各l'i'の長に対し綱査のため必要な輯告を求めるこ

とがで會る。

鯖97条の 5 国の所賓に属する登録有形文化財について11,

第お条の 2の4第3項から第5項まで．第66条の 2の6第

2項及び第お粂の2の9第3項の規定11.遍用 しない．

第3罰地方公共団体及び教胄委員会

（地方公共団体の事務）

算98条地方公共団体は，文化財の管理．修夏復IB．公開

その他その保存及び活用に要する経贄につき補助すること

ができる。

2 地方公共団体は．条例の定めるとこるにより．重要文化
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財．重蔓無形文化財．霞要囀形民俗文化財．重要鐵形民俗 よる命令．阿条第3項の規定による意見の略取． 同条第 化財又は重賽有形民俗文化財の管理の責に任ずぺき省を定 事項について悶査審議し．並びにこれらの事項に関して当

文化財及び史跡名闘天然記念物以外の文化財で当該地力公 5項又は第7唄の繊定による期間の延長． 罰条第8項の めなければならない。 該都道府県又は市町けの教育委員会に建議する。 ↑ 

共団体の区域内に存するもののうち重喪なものを指定 し 規定による指示、第57条の6第 1賓の規定による通知の （修環等の薦行の委託） 3 地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項

て．その保存及び活用のため必要な措置を讚ずることがで 受埋．阿条第 2項の規定による通知．同条第3項の規定 纂101条 文化庁長官は．，必要があると認めるときは．第38 11.粂例で定める。

さる。 による協議並びに同条第4項の規定による勧告 条第 1項又は第93条の規定による国宝の修遅又は誡失．き （文化財保襲指導委員）

3 前項に規定する条例の斜定若しくはその改腐又は同項に 2 郁道府景又は市の教育委員会がIJ1J項の規定によつてした 損若しくは盗鰈の防止の槽霞の施行．第58粂第 1項の規定 第105条の 2 榔道府昂の教育委負会に，文化財保護指導委

規定する文化財の指定若しくはその解徐を行つた場合に 同項第5分に掲げる第邸条又は第邸条の規定による立入調 '：：よる兄嬌の籍行及び第78粂策 1項又It鰐93条の規定によ 員を置くことができる。

は．教育委員会は會文饂省令の定めるところにより．文化 査又は謂査のための必璽な措置の籍行については，行政不 る特閃史跡名勝天然記念物の復IB又は誡失．さ損．衷亡若 2 文化財保謳指導委員tt.文化財について． 1ii1時．巡視を

庁長官にそのけを報告しなければならない。 服審査法による不麗申立てをすることができない。 しくは盗鱈の防止の措置の庫行につき，纏逼府県の教育委 行い．並びに所有者その饒の関係者に対し．文化財の保護

（地万債についての配慮） 3 郵道府県又は市の教冑委員会が．第1項の規定により． 員会に対し．その全部又は一訊を委託することができる。 に関する指瀑及び助言をするとともに．地減住民に対し．

第98条の2 地方公共団体が文化財の保存及び活用を図るた 同項第6号に掲げる事務のうち第57条の3第1項から第4 2 都道府虞の教育委員会が前項の規定による委託に基き． 文化財保襲思想について普及活動を行うものとする．

めに行う甚業に要する経費に充てるためd起こす地方債に 項まで又は第57条の6第 1項から第4唄までの規定による 第38条第 1項の規定による修理又It措置の脱行の全部又は 3 文化財保護指導委員は非常勁とする。

ついては．法令の範囲内において．資金事情及び当該地方 ものを行う嶋合にIt.鴨67条の3第5項又は第57条の6第 一尊を行う場合には．第39条の規定を第58条第 1項の規 （事務の区分）

公共団体の財政状況が許す限り．適切な配慮をするものと 5項の規定は適用しない。 定による発廻の篇行の全部又は一部を行う場合には．11!J条 第105粂の3 第70条第 1項及び第2項，第71条第 1項笠び

する。 4 椰碑県又11市の教育委員会が第 1項の規定1：：ょつてし 第3項で準用する第39条の規定を第78条第 1項の規定に ':::.雰70J長第3項及び第71条第4項において埠用する第69条

（鄭道府県又は市の教育委員会が処理する事務） た次の各号に掲げる事務（磁該事務が地方自治法第2条第 よる復18又は措置の施行の全郭又Ii一部を行う場合には． 覧3項及び第4項の規定により都道府県力澳り置する::,とと

第99条 次iこ掲げる文化庁長官の糧限に属する事務の全部又 8項に規定する自治事務である場合に限る。）により損失 同条鶉 2項で準用する第39条の規定を渾J11する。 されている事務は地方自治法第2条第9項第1号に規定

は一部i、政令で定めると ころにより．都道府県又は市の を受けた者に対して11,当該各号に定める規定にかかわら （重菱文化財等の管竪等の受託又11技術的指漏） する第 1号法定受託事務とする。

教胄委員会が行うこととすることができる。 ず．当該訊這府県又は市が．その通常生ずべき損失を補償 算102条酪道1f1県の教膏委員会は．所有害（管1l1l団体があ 纂7章罰則

ー 第お粂第3項 （第お条第3項（第％条のl4．第76条第 する。 る場合は．その者）又は管琺賃任者の求めに応じ．重要文 （刑罰）

環（第95条第5項で嘩用する嶋合を含む。）及び第95 ー 第1項第2号に掲げる第43条又は第80条の規定による 化財重聾宵形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理 纂I⑯条第44条の規定に違反し，文化庁長官の許可を受け

条第5唄で準用する場合を含む。）． 第37条第4項（第56 現状変更又は保存に影響を及圧す行公の許可 第43条第 （管理団体がある場合を除く。）．修理若しくは復1Bにつき ないで重要文化財を輸出した者は， 5年以下の懲役若しく

条の14及び第7条第 3 項で準用する場合を含む．）． 第◄6 5唄又は第的粂第5項 委託を受け．又11技術的指導をすることができる。 は禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

条の2第2項．第56粂の 6第 2項．第56条の 9第 2項 二 第 1項第5号に掲げる然邸条又は第総条の規定による 2 螂道府県の教育委員会が菊唄の規定により管理． 修理又 纂107条重要文化財を損膿し き棄し，又は隠置した宕は．

（第お条の21で準用する場合を含む）．第56条の14.第 隅査又11糞査のため必要な措置の篇行第55条第3項又 11復1Bの委託を受ける場合には第扮条第 1項及び第2項 5年以下の懲役若 しくは禁錮又1130万円以下の罰金に処す

お条の1腹52項．第73粂の 2,第75条．第81条の2第2 は第83条第2項 の規定を準用する。 る。

項．第95条第5項及び第95粂の3第3項で準用する嶋合 三 第 1項第6号に掲げる第57条の5第2項の規定による ・ （書頚等の経由） 2 薗項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるとき

を含む。）の規定による指揮監督 命令同条第9項 第103条 この法律の規定により文化財に関し文部大臣又は 11. 2年以下の懲役若しく1文禁錮又1:t.20万円以下の罰金若

二纂43条又は第80条の規定による現状変更又11保存に影 5 前項の濡償の頓11.当該都追府県又は市の教胄委員会が 文化庁長官に提出すぺき届書その他の書類及び物件の提出 しくは科料に処する。

響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命 決定する。 11.都道府県の教膏委員会を経由すべ會ものとする。 ・ 算107条の2 史跡名勝天然記念物の現状を変更し．又はそ

令 （重大な現状変更又It保存に重大な影●を及ぼす行為 6 前項の規定による褐償額についてIt.第41条第3項の規 2 藝道府県の教育委員会1i.1l1l項に規定する書類及び物件 の保存に影響を及ぽす行為をして．これを誡失し．き損

の許1IJ及びその取消しを除く。） 定を準用する。 を受理 したとさは、意見を具して:::.れを文部大臣又は文化 し， 又は衰亡するに至らしめた者は． 5年以下の懲役若し

三 第51条第5項（第51条の 2（第56条の16で準用する場 7 前項にぢいて諮J11する第41条第3項の規定による訴えに 庁長官に送付しなければならない。 くは羨鐙又は30万円以下の罰金に処する。

合を含む。）．第謁条の15;い 項 及び第お粂の16で嘩用す おいては．都道府累又は市を被告とする。 3 この法律の規定により文化財に関し文部大臣又は文化庁 2 前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有名で

る場合を含む。）の規定による公開の停止命令 8 都道府県又11市の教育委員会が第 1項の規定によつてし 長官が発する命令勧告．指；；；その他の処分の台知は認 あるときは． 2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下

四 鄭 埠 第1唄、第3項及び第4項の規定による公開の た処分その他公糧力の行使に当たる行為のうち地方自治法 道府県の教育委員会を経由すぺきものとする。但し．特に の罰金若しくは科料に俎する。

許可及びその取消し並びに公開の停止命令 第2条第9項第1号に規定する第 1号法定受託事務に係る 繋急な場合11..この限りでない。 第107粂の3 次の各号の 1に該当する者11.20万円以下の

五第a条（第56粂の17及び第95条繁5項で箪用する嶋合 ものについての審査請求It,文化庁長官に対してするもの （文郎大臣又は文化庁長官に対する意見具申） ＂金に処する 。

を含む。）、第55条第⑫条（第95条繁5項で準J11する場 とする。 第104条総道1f1漿及び市町村の教育委員会11.当該都道府 ー第43条又は第的条の規定に違反して．許可を受けず．

合を含む。）又は第邸条の規定9こよる調査又Ii調査のた （出品された重要文化財等の管理） 棗又は市町村の区賦内に存する文化財の保存及び活用に関 若しくはその許可の条件に従わないで．重要文化財若し

め必要な措置の篤行 第900条文化庁長官は政令で定めるところにより．第48 し．文部大臣又は文化庁長官に対して意見を具申するこ と くは史躊名壽天然記念物の現状を変更し．若しくはその

六 槃57条第 1項（第57条の 2第 1項において準用する湯 条（第56条の16で綱用する場合を含む。）の親定により出 ができる。 保存に影響を及ぽす行為をし，又は現状の変更若しく 11

合を含む。）の規定による届出の受理．同粂第2項の規 品された重要文化財又11重要有形民俗文化財の管題の事務 （地方文化財保護審議会） 保存に影●を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた著

定による指示及び命令．第57条の2第2項の規定による の全部又は一郎を．餡道1(if県又は指定藝市等の教育委員会 第105条那道1f1県及び市町村の教育委員会に．条例の定め 二第57条の5第2項の規定に違反して，現状を変更する

指示．第57条の3第1項の規定による通知の受理同条 が行うこととすることができる。 るところにより，地方文化財保護審議会を霞くことができ こととなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなか

第2項の規定による通知．同条第3項の規定による協 2 前項の規定により．岱道府県又は指定llll市等の教冑委員 る。 った名

議• (II)条第 4 項の規定による勧告．第57条の 5第 1 項の 会が同項の管廻の事務を行う場合にIi,瑯辿愕県又は指定 2 埼方文化財保護審朧会は，郡道府県又は市町村の教官委 第107条の4 次の各号の 1に該彩する者11, 10万円以下の

規定による后出の受理．同粂第2項又は第7項の規定に 毬市等の教胃委員会11,その職員のうちから．基該重要文 員会の諮r.，に応じて，文化財の保存及び活用に関する重要 ＂金に俎する 。
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ー 第39条第 3項 （第101粂第 2項で準用する喝合を含

む。）で準用する第32条の 2第5項の規定に違反して．

国宝の修窟又は滅失． 塗損若しくは盗饉の防止の措置の

籍行を拒み．又は妨げた者

二第58条第 3項（第101条第2項で準用する湯合を含

む。）で準用する第⑲条第3項で準用する第32条の 2第

5項の規定に遠反して．発足の籍行を拒み．又は妨げた

者

三第78条第 2項（第101条第2項で準用する筍合を含

む。）で準用する第39粂第3項で準Jllする第32条の2第

5項の規定に違反して．特潤史眈名翻天然記念物の復18

又は減失．き損．衰亡若しくは盗鱚の防止の111塁の施行

を担み．又1文妨げた嗜

第107条の5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人．

使用人その他の従莱者がその法人又It人の業務又は財産の

管理に関して前5条の違反行為をしたときは．その行為看

を罰するBか．その法人又は人に対し各本条の罰金刑を

Uする。

（行政罰）

第108条第39条第 1項（第47条第3項（第56条の14で泊用

する場合を含む。）．第78粂第2項．第IOI条第2唄又は第

102条第2項で準用する鳩合を含む。）．第49条（第56条の

16で準用する場合を含む。）又は第10粂第2項に規定する

重要文化財重要＊形民俗文化財又11史跡名勝天然記念物

の管翠．修鯉又は復1Bの撞行の賣に任ずぺき零が怠慢又は

霊大な過失によりその嘗坦．修遅又It復IBに保る重要文化

財重甕有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を載失

し．き損し．哀亡し．又は盗み取られるに至らしめたとき

11, 30万円以下の過料1こ処する。

第1磁 次の各号の 1に該幽する者は． 30万円以下の過料

に処する。

一 正当な瑕由がなくて．第36条第 1項（第邸条の14及び

第95条 5項で準用する湯合を含む。）又は第37条第 1

項の規定による重要文化財若しく 11111要賓形民俗文化財

の管理又は国宝の修理に関する文化庁長官の禽令に従わ

なかつた考

二 正当な涅由がなくて．第7紺澤1項 （第95条第5項で

皐用する場合を含む。）又は第1?条第 1項の規定による

史跡名霧天然記念物の管理又は特別史跡名謄天然記念物

の復IBに関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

第110条次の各晏の 1に該溢する者は． 10万円以下の過料

に処する。

一 正当な理由がなくて．第45条第 1項の規定による割限

若しくは禁止又,1篇設の命令に違反した者

二第46条 （第56条の14で謳用する筍合を含む。）の規定

に違反して．文化庁長官に国に対する売覆しの申出をせ

ず．若しくは中出をした後問条第5項（第56条の14で掌

J11する場合を含む。）に規定する期悶内に． 固以外の名

S仮l

に重要文化財又は重要有形民俗文化財を該り渡し．又11.

liiJ条第 1項（第56条の14で渾J11する場合を含む。）の規

定による売渡しの申出につき．虚偽の事実を申し立てた

者

三 第4船長鶉4項（第51粂第3項 （繁邸条の16で溝用する

場合を含む。）及び第お条の16で埠用する嶋合を含む。）

の規定に違反して．出品若しくは公開をせず．又は第SJ

条第6項（第51条の2（第56粂の16で準用する鳩合を含

む。）．第お粂の15第2項及び第56条の16で準用する場合

を含む。）の規定に違反して．公開の停止若しくは中止

の命令に従わなかつた名

四第53条第 1項．第3項又は第4項の規定に違反して．

許可を受けず．若しくはその許可の条件に従わないで露

要文化財を公開し．又は公開の停止の命令に従わなかつ

た者

五第54条（第56条の17及び第95条第5項で準用する場合

を含む。）．第お条．第お条の2の）o.第82条（第95条第

5項で準用する場合を含む。）又':I.第83条の規定に違反

して．輯告をせず．若しくは虚偽の輯告をし．又は当該

公務員の立入調査若しくは調査のための必要な措置の1fi

行を揖入訪げ．若しくは忌遵した書 ． 

六第57条第2項の規定に違反して．発掘の禁止．停止又

は中止の禽令に従わなかつた者

七 iE当な理由がなくて．第81条第 1項の規定による鵠限

若Lくは禁止又は魔設の合令に違反した者

賽111条 次の各号の）に該当する者は． 5万円以下の過料

9こ処する。

ー 第28条第5項，第29粂第4項 （第56条の11第2項で畢

用する場合を含む。）、第56条第2項（第お条の17で準用

する場合を含む。）．第56粂の2の3第5項文は第お条の

2の1)の規定に違反して．重要文化財若しくは重要有形

民俗文化財の指定露又Ii皇銀布形文化財の夏録証を文部

大臣に返付せず．又は所所賓者に引き渡さなかつた考

二第31条第3項（第お条の 2の4第4項．第56条の12及

び第74条第2項で攀用する場合を含む。）．第32条（第56

条の 2の4第4項．第56粂の12及び第75条で摯用する場

合を含む。）．第33条（第56条の12.第73条の 2.第75条

及び第％条第5項で嗣用する場合を含む。）．第34条（第

56条の12及び第％条第5項で準用する場合を含む。）．第

43条の2第 1項．第お条の2のs.第56条の 2の7第 1

項．第お条の5、第56条の13第 1項．第56条の15第 1項

本文．第67条第1項．第57粂の5第 1項．第72条第2唄

（第7滋及び第95条第5項で讚用する褐合を含む。）又It

第80条の3第1項の規定に違反して．贔出をせず．又は

虚偽の届出をした者

三 第32条の 2第5項（第34条の3葛2項 （第56粂の14で

準用する場合を含む。）．第56条の2の4第4項．第56条

の2の6第2項及び第56条の12で澤用する湯合を含む。）

又は第72条第4項の規定に違反して．官理．修理若しくは

復IB又は管題．修題若 Lくは復l日のため必要な摺lltを担

み．妨げ，又は忌避した者

第112粂削除

開 則 抄

（籍行期a)

第11孫 この法律施行の期日は．公布の日から起算して 3

露月をこえない期間内において．政令で定める。

（昭和お年政令第276号で匹和お年8月29日から算行）

（関係法合の廃止）

第114条 左に掲げる法霞勅令及び政令は廃止する。

因宝保存法（昭和4年法律第17号）

重要美椒品等の保存に関する法律 （昭和8年法律第43号）

史跡名勝天然紀念物保存法、（大正 8年法律第44号）

国宝保存法誕行令（昭和4年勅令第21が号）

史跡名欝天然紀念物保存法旅行令 （大正8年勅令第4蛉号）

国宝保存会官制 （昭和4年勅令第211号）

重要美術品等調査審議会令（昭和24年政令第251号）

史跡名勝天然記念物調査会令 （昭和24年政令第お2号）

（法令廃止に件う経過規定）

第118晨 この法律施行前に行った国宝保存法第 1条の規定

による国宝の指定（岡法第11条第 1項の規定により解除さ

れため合を除く。） 11會第27条第 1項の規定による重要文

化財の指定とみなし．罰法纂3条又は第4条の規定による

許可は第43条又は第“条の規定による許可とみなす。

2 この法律綺行前の11i1宝の誡失又Iiき損並びにこの法律篤

行前に行つた国宝保存法婁7粂寡 1項の規定による命令及

び同法第15条蒻段の規定により交付したl111助金について

し同法第7条から第10粂まで，第IS条後段及び第％条の

規定はなおその効力を賓する。この場合において同法第

9条第2項中「主務大臣」とあるのは．「文化財保緩委員

会」と読み替えるものとする。

3'この法律施行前にした行為の俎罰につしては国宝保存

法は．第6条及び第23条の規定を除く外．なおその効力を

布する。

4 この法律施行の際現に国宝保存法第 1条の規定による国

宝を所有している考は．委員会規則の定める事項を記載し

た書面をもつて．この法律施行後3箇月以内に委員会に届

け出なければならない。

5 曲項の規定によるg出があつたときは．委員会は当該

所有考に第28条に規定する重婆文化財の指定書を交付しな

ければならない．

6 第4項の規定に違反して．屈出をせず．又は虚偽の后出

をした者は． 5,000円以下の過料に処する。

？ この法律籍行の際現に国宝保存法第 1条の規定による国

宝で日の所有に属するtのを管題する各省各庁の長は．委

員会規則の定める事項を記蒙した●園をもつて．この法律

施行後3藝月以内に委員会に通知しなりればならない。但

2 文化財関保法令等

し． 委員会規則で定める場合11.この限りでない。

8 飼項の規定による通知があつたときは．委員会心当該

各省各庁の長に第28粂に規定する重蔓文化財の指定書を交

付するものとする。

第116条 この法律籐行の際現に重要美術品等の保存に関す

る法律第2条第1項の規定により認定されている物件につ

いては，同法は当分の問，なおその効力を有する。この場

合において，同法の籍行に関する事務Ii,文化庁長官が行

うものとし同法中 「国宝」とあるのは．「文化財保護法

ノ燒定二依ル重要文化財」と， r主務大臣」とあるのIt.

「文化庁長官」 と，「当該物件9国宝保存法第1条ノ規定二

依リテIll宝~ .,.テ指定ン又ハ前条J とあるのは， 「前条」

と貌み替えるものとする。

2 文化財保護審議会においては当分の間，文化庁長官の

路問に応じて重要美術品零の保存に関する法律第 1条の規

定による綸出及び移出の許可，飼法第2条の規定による認

定の取消に関する事項その他重要美鰤品等の保存に関する

重蔓事項を潤査審議し'.II.つ，これらの事項に関し必要と

認める事項を文化庁長官に建議する。

3 重要美術品等の保存に関する法律の縮行に関しては．当

分の問，第103条の規定を準用する。

舅117粂 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存

法第 1条第 1項の規定による指定（解除された場合を節

<.) I:t．第69条第1項の規定による指定， 同法第 1条第

2項の規定による仮詣定（解除された場合を除く。）は．

第70条第1項の規定による仮指定とみなし．同法3粂の規

定による許可は第80粂第 1項の規定による許可とみな

す。

2 この法律施行前に行つた史跡名鴨天然紀念物保存法第4

条第 1項の規定による命令又は処分については 同法第4

条及び史跡名勝天然紀念物保存法殿行令黙4条の規定11.

なおその効力を布する。この嶋合において罰令第4条中

「文部大臣JとあるのIi,「文化財保護委員会」と貌み音え

るものとする。

3 この法律施行前1こした行力の処罰について11.史紘名饒

天然紀念物保存法は，なおその効力を賓する。

（従前の国立博物餓）

鐵124条 法律（これに基く命令を含む。）に縛別の定のある

鴫合を除く外，従前の国立博物館及びその職員（美嗣研究

所及びこれに所属する職員を除く。）は，この法律に基く

国立博物鱈及びその職員となり．従前の国立博物館附霞II)

美術研究所及びこれに所属する職員11，この法律に基く研

究所及びその職員となり．岡一性をもつて存綬するものと

する。

2 この法緯に基く東京国立文化財研究所It.従前の国立博

物館附置の美綱研究所の所掌した詞査研究と同一のものに

ついて11,「美術研究所」の名称を用いることができる。

附 閑 （昭和％年12月れ日法律第318号） 抄

521 



第3編資料 ・続計

1 この法律11',公布の日から麗行する。但し．第20粂第

22粂．第ね条及び第124条第2項の改正規定並びに附員9第

3項の規定は．四和27年4月 1日から施行する。

2 .;の法律緯行前にした行為に対する罰則の適用について

＇t.改正前の文化財保護法第34条の規定はなおその効力

を有する。

附閉 （昭和27年7月31日法律第272号） 抄

（籍行期a)

l 'この法律は、昭和27年8月1日から轟行する。但し．附

則第3項の規定は．公布の日から緯行する。

（東京国立博物館の分館の職員に関する経過規定）

2 この法律腱行の際現に東京llil立持物鰭の分館の職員であ

る者11,別に辞令を発せられない限り．同一の動務条件を

もつて．奈良国立博物餡の醜負となるものとする．

剛剛 ．（昭和お年8月10日法律第19<1号） 抄

1 この法律11.公布の日から応行する。

附剛 （昭和況年8月15日法律第213号） 抄

1 この法律n．昭和28l!!-9月1Bから薦行する。

2 この法律締行前従前の法令の規定によりなされた許可．

認可その他の俎分又は申譴．届出その他の手続は．それぞ

れ改正後の相当規定に基いてなされた俎分又は手綜とみな

す。

聞則 （昭和四年5月29日法律第131号） 抄

1 この法律1:l．昭和ぬ年7月1日から施行する。

2 この法律の施行前にした史跡名勝天然記念物の仮指定

11,この法律による改正後の文化財保護法（以下 「新法」

という。）第71条第2項の規定にかかわらず．新法第69条

第 1項の規定による指定があつた場合の外．この法律の籐

行の日から 3年以内に同条同項の規定による指定がなかつ

たとき11.その効力を失,.

3 この法律の誕行前6月以内にこの法律による改正前の文

化財保護法第43条第 1項若しくは第80条第 1項の規定に

よってした現状変更等の許町若しくは不許可の処分又は同

法第45粂第 1項活しくは第81条第 1項の規定によつてした

胡限．禁止又は命令で特定の老に対して行われたものに不

Illのある忠は．この法律の脆行の日から30B以内に委貝会

に対して異織の申立をすることができる。この場合に11,

第紐の 2第2項及び第3唄並びに第85条の3から第8出長

の9までの規定を蝸Jllする。

4 この法律の麓行前1こした行為に対する罰則の過用につい

て1i. t£お従前の例による。

5 史跡名鰐天然記念物を管理すべき団体の指定嘩に関する

政令（昭和お年政令第289号）は．廃止する。

6 18史跡名勝天然記念物を管覇すべき団体の指定等に関す

る政令第 1条第 1項の規定により揖定を受けた地方公共団

体その他の団体及びJlll令附則第2項の規定により同令第 1

粂第 1項の規定により指定を受けた地方公共団体その他の

団体とみなされたもので法人であるものは新法第71条の

5泣

2第 1項又は第％条第1項の規定により指定を受けた地方

公共団体その他の法人とみなす。

7 前項に規定する団体で法人でないものには新法第71彙

の2.第9滋又は第95条の 3の規定にかかわらず． この法

律の施行の日から 1年間11.新法第71条の 2第 1項．第95

条第 1項又は第95粂の3第1項に規定する管理及び復1Bを

行わせることができる。この鳩合には．新法中繁71条の2

募1項又は寛伏沼⑭第1項の規定による指定を受けた法人に

関する規定を準用する。

附員9 （昭和31年6月12日法偉嬉1侶号） 抄

） この法律は地方自治法の一部を改正する法律（昭和31

年法律第147号）の緯行の日から轄行する。

（葛行の日一昭和31年9月1日）

鮒費j （昭和31年6月30日法律第163号） 抄

（鑢行期日）

1 この法搾は． 昭和31年ro月1日から算行する．

鮒則 （昭和33if.4月25日法律第86号） 抄

1 この法律は．公布の日から施行し．特91職の職員の給与

に関する法律燒4条．第9条及び第14条第 1項の改正規

定．文化財保護法第13条の次に 1粂を加える改正規定自

治庁設置法第JG',長の次に1条を加える改正規定並びに附99

第2項の規定を除くほか．昭和3影f-4月1日から適用す

る。

附閑 （昭和“年4月20B法律第148号） 抄

（篇行期8)

1 この法律は．園税徴収法 （昭和34年法律第147号）の籠

行のBから籍行する。

（縛行の日m昭和お年 1月1日）

（公課の先取特櫂の順位の改正に関する経過措置）

7 第2霊の規定による改正後の各法令 （徴釈金の先取特権

の隕位に係る部分に限る。）の規定しこの法律の誕行後

に国税徴収法第2条第12号に規定する禎詞換9直手続による

配当手続が開始される場合について適用し．この法算のl1i

行剪に当該配当手概が開姶されている場合における当該法

令の規定に規定する徴収金の先取特槽の順位については．

なお従間の例による。

鮒 欝 （昭和紐6月2日法律第ll1号） 抄

（厖行期日）

1 この法律は．公布の日から籍行し，昭和36年4月1日か

ら適用する。

（行政機関職員定貝法の廃止）

2 行政機関職員定負法（昭和れ年法惇第126号），t.廃ti:

する。

（常動の臓員に対する暫定措置）

3 昭和％年4月1日において．現に2月以内の期問を定め

て雇用されている職員のうち常動の載員It．当分の問，国

家行政組織法第19条第 1項若しくは第 2項又は第21粂第2

項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができ

2 文化財関係法令等

る。 不服審査法による不麗申立てとみなす。

附剛 （昭和37年5月169法律第1伯号） 抄 5 第3項の規定によりこの法律の篇行接にされる饗査の精

1 この法律11.昭和37年lO月 Iaから篇行する。 求．異議の申立てその他の不服申立ての裁決等9：：ついて

2 この法律による改正後の規定は．この附員』に特洲の定め は．行政不腺審査法1こよる不殷申立てをすることができな

がある場合を除きこの法律の籐行前に生じた事項にも遍 い。

用する。ただし．この法律による改正前の規定1：：ょつて生 6 この法律の誨行前1：：された行政庁の処分で．この法律に

じた効力を妨げない。 よる改正詞の規定によ り訴願等をすることができるものと

3 この法律の籍行の際現に保属している訴訟について1i： さ れ か つ．その提起期間が定められていなかつたものに

当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律に ついて，行政不服審査法による不服申立てをすることがで

よる改正後の蜆定にかかわら-r-.なお従前の例による。 きる期問11.この法律の篤行の日から起算する．

4 この法律の算行の際現に係属している訴訟の嘗轄につい 8 この法律の誕行前1：：した行為に対する罰負1の適用につい

てIt.!!l骸管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正 てIi.なお従前の例1こよる。

俊の規定にかかわらず．なお従前の例による。 9 前8項に定めるもののほか、この法律の算行に関して必

5 この法律の魔行の際現1：：この法律による改iEIllJの規定に 要な経過措童氏政令で定める。

よる出訴期問が進行している処分又は裁決に関する訴訟の 10 この法梓及び行政事件訴訟法の篇行に伴う関係法律の聾

出訴闊悶1：：ついてばなお従前の例による。ただし．この 還等に関する法律（昭和37年法律第140~) I：：同一の法律

法律による改正後の規定による出討期問がこの法律による についての改正規定がある湯合9：：おいては当該法律Ii.

改正前の規定による出訴鴻問より短い場合に限る。 この法律によつてまず改正され．次いで行政事件訴訟法の

6 この法律の篇行前にされた俎分又は戴決に関する当事希 籍行に件う関係法律の菫理等に関する法律によつて改正さ

詣訟で． この法律による改正により出訴期問が定められる れるものとする。

こととなったものについての出訴期問は．この法律の施行 附綱 （昭和40年3月31日法律震36号） 抄

のBから起算する。 （麓行期日）

？ この法律の籍行の際況1：：係属している処分又Ii餓決の取 第 1条 この法律は，昭和4“"JII Bから籍行する。

消しの訴えについてIt.当該法律関係の当事壌の一方を被 （その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原1¥1)

告とする口のこの法律1：：よる改正後の規定にかかわらず． 第5条 第2拿の規定によ る改正後の法令の規定は．別段の

なお従訂の例9：：よる。ただし．戴判所It.原告の中立てに 定めがあるものを除き、昭和i,O年分以後の所得税又はこれ

より．決定をもつて．当該訴訟を当事考訴訟に変更するこ らの法令の規定に規定する法人の麗行日以後に終Tする事

とを許すことができる。 業年度分の法人税について適用 し．昭和⑲年分以前の所得

8 前項ただし書の場合t::11.行政事件訴訟法第18条後段及 税又は当該法人の問El前に終了した事業年度分の法人税に

び算21条第2項から第5項までの規定を鳴用する。 ついてはなお従前の例による。

附 剣 （ 昭和37年9月15日法葬第161号）抄 附 員1J （昭和心年6 月 15B法偉第99~) 抄

1 この法律Ii.昭和37年10月1Bから籍行する。 （脆行闊B)

2 この法律による改正後の規定It,この附則に特別の定め 1 この法律It,公布の日から薦行する。

がある場合を除き この法律の篤行茄にされた行政庁の処 （経過規定）

分．この法律の篇行蘭にされた申請に係る行政庁の不作為 2 この法律の籐行の際現に文綿省文化島文化財保護委員

その他この法律の施行前に生じた事項についても適用す 会事務局．文部省の附属懺関（この法捻の規定により文化

る。ただし． この法律による改正前の規定によつて生じた 庁の相当の附属機関となるものに限る。）又は文化財保護

効力を妨げない。 委員会の附属機関（文化財専門審議会を除く。）の職員で

3 この法律の誕行前に提起された訴瓢審査の籍求．異議 ある嗜1'I..”此辞令の発せられない隈り．同一の動務条件

の申立てその他の不111l申立て（以下「訴願攀Jという。） をもつて文化庁の相当の職員となるものとする。

については．この法律の籍行後も．なお従前の例による。 3 この法律の篤行の際現にこの法律による改正前の文化財

この法緯の施行飼にされた訴顧等の戴決．決定その他の俎 保護法．著作権法．著作魔に関する仲介業務に関する法

分（以下「裁決等Jという．）又Iiこの法律の篇行煎に提 復万国著作襦条約の実撼に伴う薯作権法の特例に関する

起された訴願等につきこの法律の薦行後にされる餓決等に 法律．銃砲刀銹類所袴等取締法又は国立劇嶋法の規定によ

さらに不雇がある場合の訴願等についても．同様とする。・ り文化財保護委員会又は文部大臣がした許可．認可．指定

4 蔚項に規定する訴顧箪で．この法律の薦行後は行政不服 その他の処分又は通知その他の手続1i．この法律による改

審査法による不願申立てをするこ とができることとなる処 iE後のこれらの法律の相当規定に基づいて．文鑢大臣又ほ

分に係るものIt,同法以外の法緯の適用についてIi,行政・ 文化庁長官がした処分又1'よ手綬とみなす。
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4 この法律の護行の際現にこの法律による改正前の文化財

保護法著作極法．著作権に関する伸介業笏に関する法

律．万国箸作権条約の葵施に伴う著作権法の特例に関する

法律．銃砲刀剣類所持等取締法又は饂立劇鳩法の規定によ

り文化財保護委員会又は文器大臣に対 してされマ：いる申

讀屈出その他の手親は．この法律による改正後のこれら

の法律の相当規定に基づいて．文部大臣又は文化庁長官に

対してされた手農とみなす。

5 この法律の這行の際現に効力を有する文化財保護委負会

規則は．文部も令としての効力を有するものとする。

附剣 （昭和4~ 5 月31 日法律纂⑱号） 抄

(ll!i行期日）

第 1条 この法律は．昭和船年7月 1日から絢行する。 ．

附賽l （昭和侶年 6 月 ） 日法律第96~) 抄

（籍行期•B等）

1 この法律1:1.,公布の日から扉行する。

附則 （昭和47年6月3日法律第52号） 妙

U蔦行期日等）

算 1条 この法律ほ．公布の日から起算して30日をこえない

範囲内において政令で定める 8から籍行する。

（昭和47年政令第235号で昭和47年7月1日から篇行）

（土地調整委員会又I!中央公害審査委員会がした処分等に

関する経過措蹴）

第1“長 この法律の施行前9：：この法律による改正莉の法律の

規定により土地鍔整委員会又は中央公審肇査委員会がした

処分その他の行為は政令で別段の定めをするものを除

さ．この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定

により．公害等関驀委員会がした処分その他の行為とみな

す。

附則 （昭和5咋 7月1日法律第49号） 紗

（施行期B)

1 この法律は．公布の日から起算して 3国月を経過した日

から算行する。

（遺跡発見の場合の停止命令等の特例）

2 この法律の婢行の日から起算して 5年111lは．この法律に

よる改正後の文化財保護法（以下「新法」という。）第57

条の5の規定の適用については同条第2項ただし嘗中

「3箇月」とあるの1:I.「6箇月Jと．阿条第 5項ただし書

中 「6筐月」とあるの1:I.「9箇月」とする。この勢合にお

いて．この法律の1l!i行の日から起算して 6年を経過する日

前に執つた同条第2項に規定する措置については．同日以

後もなお． 罰日莉の同条の例によるものとする。

（経過措置）

3 文部大臣は．この法律の施行の際現にこの法律による改

正煎の文化財保護法 （以下 fIB法Jという。）第56条の 3

第 1項の規定により指定されている重要無形文化財のう

ち． 9日法第56条の3第2項の規定による保持者の認定に代

えて新法第お条の3第2項の保持団体の認定をする必要が
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あると認められるものについて9たこの法律の筵行後 1年

以内に．IB法第お粂の3露2項の規定によつてしたすぺて

の保持者の認定を解除するとともに新法第56条の3第2

項の規定により保符団体の認定をしなけれ9iならない。こ

の場合においては新法箋56条の3第3項及び第56条の4

第3項の規定を準用する。

4 この法律の繹行の際現に1日法第56条の10第 1項の規定に

より指定されている窟蔓民俗資料は．新法の規定の適用に

ついては新法第56粂の10第 1項の規定により潅定された

重要有形民俗文化財とみなす。この嶋合において，IB法第

組の1暉 2項において準用する18法第お条第3項の親定

により交付ざれた重要民俗資料の指定●11．新法第56条の

1暉 2項t:::.おいて攀用する新法第誂条第3項の規定により

交付された重要有形民俗文化財の指定書とみなす。

5 この法律の篤行前に1日法第57条の 2第 1項の規定により

した届出に係る発褐については．新法第57条の2及び第57

条の3の規定にかかわらず． IB法第57条の2の規定の例に

よる。

6 この法律の鑢行前に新法第57条の3第 1項に規定する事

業計画を策定した阿項に規定する饂の機関等 (!!i該事莱計

面の実算1こつきl日法第57条の 2第 1項の規定による屈出を

したものを除く．）に対する新法第57条の 3の規定の適Jll

については．同条第 1項中「当該発掘に保る事棠計画の策

定に当たつて．あらかじめ」とあるのIt. 「この法緯の篇

行後遅潜なく 」とする。

7 この法律の施行前にIB法第糾条第 1項の規定によりした

届出に係る遺跡と屁められるものについては新法第57条

の5（旧法第87条1：：規定する各省各庁の長に該当しない新

法第57条の3第 1項に規定する国の檄関等にあつては．新

法第57条の6)の規定にかかわらず IB法第訊条の規定

はなお．その効力を有する。

8 この法律の籍行前に18法第印条に規定する各も各庁の長

が18法第90i長第 1項第8号の規定により した通知に係る遺

跡と認められるものtこついて11..新法第57条の 6の規定

にかかわらず．旧法第90条第 1項第8号の通知に係る18法

第90条第3項の規定ばなお．その効力を有する。

9 この法律の範行前にした行為に対する罰員りの過用につい

ては．なお．従前の例による。

10 荀7項に規定するもののほか．この法律の籍行に関し必

要な経過措置は．政令で定める。

附剣 （平成5年11月l2B法律鱈船号） 抄

（算行期B)

第 1条 この法律は．行致手続法（平成5年法律第88号）の

誕行の8から篇行する．

（艇行の13＝平成6年10月1日）

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）

算2条 この法律の麓行前しこ法令に基づき審朧会その他の合

議潤の機関に対し行政手読法第13条に規定する聴聞又11弁

2 文化財関係法令等

明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手貌に相 賽21条附則第2粂から前灸2でに定めるもののほか．この

当する手訊を執るぺぎことの篇r.うその他の求めがされた島 法律の施行に関して必要となる経過措置 (11)則に関する経

合においては当該諮問その他の求めに係る不利益処分の 過措置を含む。）は．政令で定める．

手績に閾しては． この法律1こよる改正後の関係法律の規定 附 閉 （平成8年6月12日法律第統号）

にかかわらず．なお従前の例による． （応行期日）

（罰則に関する経過鑽鰈） 1 この法律11.公布の日から起算して9月を超えない範1!J1

第13条 この法律の籍行前にした行為に対する罰則の適用に 内において政令で定める日から籍行する。

ついてほ．なお従前の例による。 （平成8年政令募261号で平成8年10月IBから施行）

（悶聞に関する規定の整珪Iこ件9経過措置） （重要文化財等の公開の届tllに関する経過措置）

第14条 この法律の籍行蒻に法律の規定により行われた馳 2 この法律の篇行の際現に改正前の文化財保護法（以下

聞．聴悶若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く．） 「旧法」という。）第53粂第 1項の設定による許可を受け．

又はこれらのための手統は．この出律による改正後の関係 又はその申請を行つている改正後の文化財保襲法（以下

法律の相当規定により行われたものとみなす。 「新法」としヽ う。）第53粂第 1項ただし書に規定する公開承

（政令への委任） 認施設の設置者であって当該公開承認施設において農覧会

第15条附員9第2条から前条までに定めるもののほか．この その他の倦しを主催するものは．同条第2唄の規定による

法律の施行に関して必要た経過措置は．政令で定める。 屁出を行ったものとみなす。

附 則 （平成6年6月29日法律第49号） 抄 3 この法律の遺行前にJB法第53条第 1項ただし111の規定に

（施行期日） よる届出を行った文化庁長官以外の国の機関又は地方公共

1 この法律中．雰 1軍の規定及び次項の蜆定は地方自治法 団体であって．新法纂53条纂 1項ただし露に規定する公開

の一部を改正する法律（平成6年法律第48号）中庖万自治 承認誕設において展覧会その他9)催しを王催するものは．

法（昭和訟年法偉第67号）第2編第12章の改正規定の篤行 同条第2項の規定による届出を行ったものとみなす．

の日から．第2章の規定It珀方自治法の一部を改正する法 4 文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体であっ

律中地方自治法第3編第3章の改正規定の誨行の日から籍 て新法第56条の15第 1項ただし苔に規定する公開事莉届出

行する。 免除施設において展覧会その他の催しを主催するもの又9文

（第2編第l2震の改正規定の籍行の B＝平成7年4月 1 公開亭前届出免除施設の設置者であつて当該公開事前届出

B) 免除施設においてこれらを主催するもののうち．この法律

附剛 （平成6年11月11日法律第97号） ゆ の応行前に18法第56条の15氣 1項の規定による届出を行っ

（篇行期B) たものは、新法第56条の15第 1項ただしl11の規定による；；

算 1条 この法律は．公布の日から施行する。 出を行つたものとみなす。

（文化財保護法の一蜀改正9こ伴う経過措置） （111員9に関する経過措置）

第4条 第4粂の規定の靡行鶉にされた同条の規定による改 5 この法律の蠅行前にした行為に対する罰剣の適用につい

正前の文化財保護法第46条第 1項 (JIil法第邸条の149こおい ては．なお従前の例による。

て準用する湯合を含む。）の規定による売覆 しの中出又は （検討）

第4条の規定による改正前の文化財保讚法第妬条第1項た 6 政府tたこの法偉の籐行後10年を経過した場合におい

だし嘗（同法第56条の14において準用する場合を含む。） て．この法律の実篇状況．保護すべき文化財の状況等を勘

の規定による承認の申錆については第4粂の規定による 案し．賓形文化財の登録に係る頷度について検討を加え．

改正後の文化財保襲法の規定にかかわらず．なお従前の例 • その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

による。 1111 貝り （平成II年 7月16日法律第印号） 抄

（罰則に関する経過措置） （範行期日）

第20条この法律（附則第 1粂各号に掲げる規定について 第 1条この法律は 平成12年4月 1aから篇行する。ただ

は当該各規定）の施行前にした行為並びに附則第2条． ． L.次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から誕

第4ゑ第7粂第2項．第8粂．第II条第12条第2項． 行する。

第13条及び第15条第4唄の規定によりなお従前の例｝こよる 一第1条中地方8治法霧250条の次1こ5条．節名並びに

こととされる嶋合における第 1条．第4粂第8条．第9 2款及び款名を加える改正規定（同法第250条の 9第 1

条、第13条．第27粂．第28条及び第初条の規定の撼行後に 項に保る部分（同議院の同意を得ることに係る邸分に霰

した行為に対するmりの適用については．1ぃ汰従前の例に る。）に限る。）．第40条中自然公園法附99第9項及び第

よる。 • IOJJIの改正規定（同法附財嬬10項に係る部分に限る。）．

（政令への委任） 第244条の規定（農築改良助長法第14条の 3の改正規定
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に係る部分を除く。）並びに第472条の規定（市町村の合 のそれぞれの法律の適用について11,改正後のそれぞれの (8) 文化財保護法施行令 株式会社．北濡道旅客鉄道株式会社．＊州四国追絡騎公

併の特例に関する法律第6粂第8条及び第17条の改正 法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行 （四郎咋9月....令l11%9号） 団．水資源開発公団．緑賓源公団．珊化学研究所．労働冨

親定に保る幅分を除く。）並びに附99第7粂．第10粂． 為とみなす． 豪正晒郎碑II月おemml0号・ 孜事婁団及び地方公共団体の全韻出資に係る法人で文化I'/'

第12粂第59条ただし書．第60条第4項及び第5唄第 2 この法律の籍行前に改正繭のそれぞれの法律の規定によ 囀 """"mmn印統号 長官の指定するものとする。

73条．第竹条．第157条第4項から第 6項まで．第160 り11i1又は地方公共団体の識関に対し鍼告．届出．提出その 綱 “"29.J1J第2“彎 （法第80粂の2の政令で定める処分）

粂第163条並びに第164条の規定公布の日 他の手続をしなければならない事項で．この法律の籍行の 隋 “"29.J11 第2◄5" 第2条法第的粂の2の政令で定める俎分は．次の各号に掲

（文化財保護法の一部改正に伴う経過措置） 日前にその手綬がされていなし、ものについては．この法律 囀“革IIm9日閏第313号 げるものとする。

算蒻条籍行日前に衿見された文化財でこの法律の廣行の際 及びこれに基づく政令に”段の定めがあるもののほか、こ 岡訪8J13●同第磁号 一採石法（昭和25年法律第291号） 第33粂及び第33条の

現にその所有者が判明しないものの所有櫂の帰属及び輯償 れを改正後のそれぞれの法律の相当規定により曰又は地 隣絡年II月"日岡第321., 5第 1項の規定による認可（同項の晟定による認可にあ

金については．第13&条の規定9こよる改正前の文化財保護 方公共団体の相当の機関に対して報告．屁出．提出その他 ””年6Jl30●阿第お9嶋 つては． 過石採取場の区域の拡張に係るものtこ限る。）

法（以下この条及び次条におtヽて「18文化財保護法」とい の手練をしなければならない事項についてその手尻がされ 岡“年3n5e1111第29号 二砂利採取法（昭和43年法律第74号）第1絲汲び第20条

う。）第59粂第 1項に規定する文化財及びIB文化財保護法 ていないものとみなして•.:::.の法律による改正悛のそれぞ 阿“年3/18●阿第29号 第 1項の規定による認可（岡項の規定による窮ilJにあつ

第61条第2項に規定する文化財のうち国の機関が埋戴文化 れの法律の規定を適用する。 霞匹3月16●同第 31鴨 てIi.砂利採取場の区域の拡張に係るものに限る。）

財の鯛査のための土地の発握により発見したものについて （不服申立てに関する経過措塁） 膚鉛年4月mmり第Ill号 （関係行政庁による通知事項）

は第135条の規定による改正後の文化財保護法（以下この 賽161条施行日前にされた国等の事務に係る処分であつて． Iii.,年10月 3 ●阿鯖ね•弓 軍3条詞条各号に掲げる認1IJの憎隈を有する行政庁又はそ

条において「新文化財保護法」という。）第63粂の規定を 当該俎分をした行政庁（以下この条において「処分庁」と 霞⇔3moa胃第“脅 の委任を受けた者が法氣的粂の 2の規定により通知する事

適用し．その俺のものについては新文化財保護法第63条の いう。）に籍行日前に行政不服審査法に規定する上級行政 隅叩？月幻B同四2号 項は．次のとおりとする。

2の規定を週用する。 庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があつ ”“年9月19D””％珂 ー 前条各号に掲げる認可の別

戴遜旧文化財保襄法第臼条纂1項の規定により1li1慮に爆 たものについての同法による不腑申立てについて11.篇行 胃〇年9月U8胃第7号 二当該認可に係る区域

属した文化財のうち．この法律の篤行の際現に地万公共団 日以後においても．当該処分庁に引き貌き上級行政庁があ 亭虞3年Im“'111第 6'! 三 当該認1iJを受ける者の氏名又11名称及び住所笠びに法

体において保管しているもの（物品管塵法第8条第3項又 るものとみなして．行政不服審査法の規定を適用する。こ 珊 3年9月勾°”第”‘号 人にあつて11.七の代衰者の氏名

は第6項に規定する物品管理官又は分任物品管理官の管遅 の場合において．当該処分庁の上級行政庁とみなされる行 閲ヽ寧8月12e同如8彎 四当該認可に係る行為の内容望びにその開始及び終了の

9：：保るものを除く。）の所有権は．護行日において．当該 政庁11.籍行日前に当該娼分庁の上級行政庁であつた行政 J!I.年8月1"”)第が9 時期

文化財を保管している地方公共団体に燻属するものとす 庁とする。 綱・平9月119粛 寓 四 （伝航的建造物群保存地区内における現状変更の規割の基

る。ただし諮行日の前Bまでに．文部省令で定めるとこ 2 前項の筍合において．上級行政庁とみなされる行政庁が 胃 1碩 9999B膚纂匹 攣）

ろにより当該地方公共団体から別段の申出があつた褐合 地方公共団体の機関であるとさは．当該機関が行政不服審 綱 1●年10月91a綱震逗9 算4条 法第83条の3第1項（阿条第 2項において準用する

は會この限りでなし。 査法の規定により処踵することとされる事務ほ．新地方自 霞 IImJI鵡日鵞 Illい 場合を含む。）の政令で定める伝練的建造物群保存地区

(Ill等の事務） 治法第2条第9項第 1号に規定する第11}法定受託事務と 鰐 II年6/1ぉ印 如 号 （以下 「保存地区」という。）内における現状変更の規躙の

第159条この法律による改正前のそれぞれの法欝9：：規定す する。 胄 II...1l18日胃第2匹 基準に関しては．この条の定めるところによる。

るもののほか．この法律の施行前において． 地方公共団体 （罰員9に関する経過措置） "＇1年9月切a晃寛296号 2 保存地区内における次に掲げる行為についてはあらか

の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行 第1お条 この法律の篤行前にした行為に対する＂員 9の適用 "＇1年9月”日舅聾函9 じめ． 11!（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会

する国他の地方公共団体その他公共団体の事務（附＂第 1こついて11,な討従前の例による。 胄 19亭2月1●●罵第ヽ9り （都市計蔭に定めた保存地区にあつては．市町村の長及び

161条において 「国等の事務J とい~.) It.この法律の籍 （その他の経過措置の政令への委任） （法第57条の3第1項の政令で定める法人） 教育委員会とし．以下この条において単に 「教胄委員会」

行後1:t．地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により 第164条 この附貝9に規定するもののほか．この法律の籍行 第 1条文化財保護法（以下「法」という。）第57条の3第 という。）の許可を受けなければならないものとする。た

当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 に伴い必要な経過Illllt（罰用に関する経過措置を含む。） 1項の政令で定める法人は．雰:'iii開発事業団．科学技術抵 だし．非常災害のために必要t:応急措置として行う行為及

（処分．申精等に関する経過措置） は．政令で定める。 興事業団．核燃料サイクル開発襲構．閏易屎険福祉事薬 び通常の管理行為．軽易な行為その他の行為で条例で定め

第160粂 .:::.の法律 （附則第 1粂各号に掲げる規定について 2 附則第18条第51粂及び第1訊条の規定の適用に関して 団．環撓事業団、関四国際空港株式会社◆九州旅客鉄道株 るものについて11,この限りでないものとする。

1:t．当該各規定。以下この条及び附則第163条において同 必要な事項ほ．政令で定める。 式会社．金属鉱業事菓団．捲務局．雇用・餡力開癸機鷹 ー建築物その他のエ作物（以下 「建纂物等」 という。）

じ。）の底行訂に改正前のそれぞれの法律の規定により さ 四国蕨客鉄道株式会社．首霧高還道路公団．新エネル の新築．増棗改築．移転又は除輝

れた許IIJ等の匁分その他の行為（以下この条において「処 ギー・蘊業技術総合開発機構．新東京国際空港公団．石油 二建築物等の修繕．模様替え又は色彩の変更でその外諷

分等の行為」という．）又は.:::.の法律の竃行の際現に改正 (7) 文化財保護法の施行期日を定め 公団． 地鰍振興璽備公団．地方住宅供給公社．地方道路公 を変更することとなるもの

前のそれぞれの法律の規定によりされている許1SJ等の申請 る政令 社中小企寮総合事寮団．帝暮高速度交通宮団．電親開発 三宅地の造成その他の土地の形質の変更

その他の行為（以下この条において「申講等の行為」とい (!IN磁年8月26a贔令1"'16号） 株式会社．東海旅客鉄道株式会社．都市基盤整備公団．土 四木竹の伐採

う。）で．この法律の篇行の日においてこれらの行為に保 内閣ば文化財保護法（昭和25年法律第214号） 霧ll3条の 過開兄公社．l!!IB本電信電認株式会社．匹日本旅客鉄道株 五土石の類の採取

る行政事務を行うぺき省が異なることとなるものば附開 規定に基き．この政令を制定する。 式会社日本貨物餃追株式会社．日本慟労者住宅協会．B 六 前各号に掲げる もののほか．保存地区の現状を変更す

第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律 文化財保護法の篤行期日は．昭和蕊年8月29日とする． ＊原子力研究所．日本鉄道建設公団．日本電信電話株式会 る行為で条例で定めるもの

（これに基づく命令を含む．）の経過措饂に関する規定に定 社．日本道路公団．8本放送協会．年金置祉事業団．阪神 3 教育委員会は、前項の規定により許可を受けることとさ

めるものを除き．この法律の籐行のB以後における改iE後 高逮返鯰公団．東日本電信電話株式会社．東日本旅客鉄道 れている行為で次に定める基畢 （市町村の長にあつて11,
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第 8 号に定める基準）に適合しなし•ものについてIt, 許可 一 都市計謳事業の篇行として行う行為， Ill. 郎道府累．

をしてはならないものとする。 市町村若しくは当該賽市計画施設を管理することとなる

ー 伝貌的建造物群を構成している建築物等（以下「伝統 者が当該都市掩設若し＜9:r.市鉤地開発事薬に関する都市

的建造物Jという。）の堰築若しくは改築又は修繕．製 計画に通合して行う行為．国土保全施設．水賓親開発誕

樺替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することと 綬道路交通．船舶交通若しくは航空機の航行の安全の

なるものについては．それらの行乃後の伝絞的逹造物の ため必要な蓬設，気象．涵象．地象．洪水等の観瀾若し

位塁．規躾，形態＊意匠又ll色彩が当該伝航的建造物群 くは通線の用に供する篇設．自然公園の保護若しくは利

の特性を絋持していると認められるものであること。 用のための蕊餃若しくは都市公園若しくはその簿設の設

二伝貌的建造物の移転（同一保存地区内における当該伝 置若しくは管題に保る行為．土地改良事菜若しくは地方

統的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。） 公共団体若しくは晨業等を営む老が組織する団体が行う

について1:I..8転後の伝統的建造物の位置及び移転後の 農業構造．林業調造若しくは漏菓構造の改笞に関する事

状態が当該伝統的違造物群の特性を蘊符していると惚め 業の籍行に係る行為，痘要文化財等文部大臣の指定に係

られるものであること。 ・ る文化財の保存に係る行為又It鉱物の掘採に係る行為

三 伝絨的建造物の除却について11.除却後の状態が当該 （当該保存地区の保存に支障があると認めて条例で定め

伝統的逹造物群の特性を鯉持していると認められるもの るものを除く。）

であること。 二 道鯰．鉄遠若しくは軌逍．露若しくは埠方公共団体が

l!!l 伝絞的建造物以外の建築物等の新築．培築若しくは改 行う通信稟務，第 1糧電気通信軍莱．有線放送電話莱

築又は修繕．製様替え若しくは色彩の変更でその外観を 務．放送事業若しくは有線テレビジ ．ソ放送業務の用に

変更することとなるものについては．それらの行為援の 供する線路若しくは空中線系 （その支拷物を含む。），水

当該建築物等の位置．規農形態，意匠又ほ色彩が当該 返若しくは下水辺又は電気工作物若しくはガスエ作物の

保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。 設置又は管理に係る行為（日勁箪専用道路以外の道路．

五前号の建築物等の移転については．移転後の当該建築 駅．操車嶋．．車閾及び発電の用に供する電気工作物の新

物等の位置及び移転後の状牒が当該保存地区の歴史的風 設に保るものその他当該保存地区の保存1こ著しい支障を

致を薯しく損なうものでないこと。 及ぽすおそれがあると認めて条例で定めるものを除く。）

六 第4号の建築物等の除苅については除却稜の状懇が （都道府只又は市の教育委員会が処理する寡務）

当該保存地区の墨史的風致を著しく損なうものでない：： 算 5条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は．都道

と。 府県の教育委員会が行うこととする。ただし． ．我が国にと

七前項第3号から第6号までの行為についてはそれら つて慶史上又は学術J:.の価値が特に高いと認められる埋誠

の行為後の地貌その他の状態が当該保存地区の麿史的風 文化財について，文化庁長官がその保護上特に必要がある

致を著しく損なうものでないこと。 と認めるときは． 自ら第5~に掲げる富務（法第57条第 1

八前各号に定めるほか，当該行為後の建築物等又は土地 項の規定1：：よる后出の受理及び法第57条の3第 1項又は第

の用途等が当該伝訊的建造物群の保存又は当該保存地区 57条の 6第 1項の規定による通知の受環を除く。）を行う

の環撲の雄拷iこ著しい支認を及げすおそれがないもので ことを妨げない。

あること。 一 法第35条第3唄（法第お条の14.第73条の2.第75条

4 第2項の規定による許可に11.保存地区の保存のため必 及び第9S条第5項において準用する場合を含む．）の規

妻な隈度において粂件を付することができるものとする。 定による指輝監督（管題に係るものに限る。）並びに法

5 国又地方公共団体の機関が行う行為についてほ，第2項 第％粂第3項（法第56条の14,第76条第2項（法第96条

の規定による許可を受けることを要しなし、ものとする。：： 第5項において準J11する場合を含む。）及び第95条第5

の場合において，当該国又は地方公共団体の楓蒻は，その 項において準用する場合を含む。），第4“条の2第2項及

行為をしようとするとき11.あらかじめ．敦胄委員会に協 ぴ第81条の2第2項において皐用する法舅邸条第3項の

議しなければならないものとする。 規定による指揮監督

6 次に掲げる行為及びこれらに類する行為で保存地区の保 二法第心条第4項（法第80条第3項において準用する嶋

存に著しい支障を及ぽすおそれがないものと して条例で定 合を含む。）の規定による現状変更又は保存に影●を及

めるものについては，第2項の規定による許可を受け，又 aす行為（以下 r現状変更＊」という。）の停止命令

,"ぃ項の規定による協議をすることを要しないものとす （文化庁長官が許可した現状変更等9こ保るものに限る。）

る。この場合において，これらの行為をしようとする者 三法第51条第6項（法第51条の 2（法第56条の16におし、

はあらかじめ，教青委員会にその旨を通知しなければな て議用する鳩合を含む。）及び第56条の16において準用

らないものとする。 ， する場合を含む。）の規定による公関の停止命令（公開
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に係る重褒文化財又は重要布形民俗文化財が当該都道府

凩の区域内に存するものである場合に限る。）及び法雰

お条の15第2項におし、て準用する法第51条第5項の規定

による公闘の停止命令

四 法第53条第4項の規定による公開の停止命令（文化庁

長官が許可した公開に係るものに限る。）

五法纂57条第 1項の規定による塁出の受四．同条第2項

の規定による指示及び命令．法第57条の3第 1項の規定

による通知の受屡．同条第2項の規定による通知．問条

第 3項の規定による協議．同条第 4項の規定による勧

告．法第5？条の6第 1項の規定による通知の受理喩同条

第2項の規定による通知，同条第3項の規定による協議

並びに同粂第4項の規定による勧告

2 法第1条の 2第 1項において攀用する法第57条第 1項の

規定による露出の受理．法第57条の2第2項の規定tこよる

指．法第57条の5第 1項の規定による届出の受理 同条

第2項又は第7項の絨定による命令．同粂第3項の規定に

よる意見の聴取同条第5項又は第？項の規定による悶悶

の延長及び同条第8項の規定による指示についての文化庁

長官の櫓限に鼠する事務は．鵜道府県の教胃委負会（地カ

自治法（昭和磁法律第67号）第252条の19諮1項の指定

郡市（以下「指定藝市」という。）の区域内における土地

の孫掘又は遺跡の兌見に係るものにあつては．当該指定酪

市の教育委員会）が行うこととする．ただし．我が国にと

つて墨史上又は学術上の価鐘が祷に高＼、と認められる壇蔵

文化財につ＼ヽて．文化庁長官がその保護上特に必要がある

と認めるときは． gらこれらの亭務（法第57条の 2第 1項

において準用する法第57条第 1項の規定による届出の受理

及び法第57条の 5第 1項の規定による届出の受覆を除く。）

を行うことを妨げな＼ヽ。

3 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務n．都道府夷

の教育委員会 （第 1号及び第3号に掲げるものにあっては

第 1号イ及び 0 に掲げる現状変更等が指定都市又は地方自

治法第252条の22第 1項の中核市（以下 r指定蒻市守」 と

いう。）の区域内とぉいて行われる場合．第 2号に掲げる

ものにあつては指定認市等の区蟻内にお＼ヽて公開が行わ

れ．かつ．当該公開に保る重要文化財が当該指定部市等の

区誡内に存するもののみである湯合において11.当該指定

都市等の教育委員会）が行うこととする。

一 次に掲げる現状変更等に係る法第43条の規定による許

可及びその取消し並びに停止命令

イ 建造物である重要文化財と一体のものと して当該鼠

要文化財に指定された土地その他の物件（違透物を除

く。）の現状変更等

• 金属．石又は土で作られた重要文化財の型取り

二 法擦53条第 1項．第3項及び篤4項の規定による公翻

の許可及びその取消し並びに公開の停止命令（公開に係

る重要文化財が当該都道府隈又は指定認市等の区域内に

2 文化財関係法令等

存するもののみである場合に限る。）

三 法坑54条（法第95条第5項において準用する湯合を含

む。）及び第55条の規定による調査（第 1号イ及び口1：：：

掲げる現状変更筍に係る法第43条第 1項の規定による計

可の申請に係るものに限る。）

4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務ほ．筍道府県

の教育委員会（第 1号イから卜まで及び9に掲げる現状変

更等が市の区域内において行われる湯合．同号.,.に掲げる

現状変更等を行う動物園又は水練館が市の区斌内に存する

湯合並びに同号ヌに規定する指定区絨が市の区嫁内に存す

る場合にあつては．当該市の教育委員会）が行うこととす

る。

一 次に掲げる現状変更等 （イからへまでに掲げるものに

あつては．史跡名勝天然記念物の指定に係る地峨内にお

いて行われるものに限る。）に係る法第80条の規定によ

る許可及びその取消し並びに停止命令

イ 小規躾建築物（階数が2以下で．かつ，池階を有し

ない木造又は鉄骨造の建築物であつて．建築面積（増

築又は改纂にあつては．増築又は改築後の建築面積）

が12がF方メ ートル以下のものをいう。 0 において阿

じ。）で． 3月以内の期間を駁つて設鐙されるものの

新築．増築．改築又It除輝

0 小蜆模建簗物の新築．増築．改築又は除却（増棗

改纂又は餘却にあつては、達纂のBから5ぴにを騒過し

ていない小規模建築物に保るものに限る。）であつて．

指定に係る地域の面積が150ヘククール以上である史

跡名翻天然記念物に保る駆市計画法（昭和43年法筏勢

100号）第8条第 1項第 1号の第一種低贋住居専用地

域又は第二鼈低層住屈専用地域におけるもの

，、 工作物（建築物を除く。以下このハにおいて同じ。）

の設置．改修若 しくは除却（改修又は除却にあつて

は．鰻霞のBから50年を経過していない工作物に係る

ものに限る。）又は道路の舗装若しくは修繕（それぞ

れ土地の蠅削．盛土．切土その他土地の形状の変更を

伴わないものに限る。）

ニ 法第72粂第 1項（法第75条及び第95条第5項におい

て準用する場合を含む。）に規定する史跡名勝天然記

念物の管理に必要な籍設の設置．改修又It除却

＊ 壇設されている電線ガス管．水管又Ii下水道管の

改修

ヘ 木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に係る木竹

．についてti,危険防止のため必要な伐採に限る。）

ト 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは

生息状況の謂査又は当該動物による人の生論若しくは

身体に対する危害の防止のため必要な緒獲及び当該捕

襄した動物の飼育又は当骸捕裏した島物への標識若し

くは発信機の装着

チ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族鯰相
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互間における譲受け又9が菖受け る。

リ天然記念物に指定された鳥順の巣で電柱tこ作られた 附則抄

もの（現に繁殖のために便用されているものを除く。） （厖行闊B)

の除却 l この政令は．昭和印年10月1日から算行する。

9 イから リまでに褐げるもののほか．史訪名勝天然記 （改正法附員！第1ひ員の規定1：：基づく経過措置）

念物の指定に係る地域のうち指定区戚（当該史跡名勝 2 重要文化財の保存に影●を及ぽす行為で文化財保謹法の

天然記念物の管遅のための計画を都道府県の教胄委員 一認を改正する法律（以下「改正法」という。）の薦行の

会 （当該ltiliが町村の区蟻を対象とする湯合に限る。） 際現に着手しているものについて11,改正法による改正後

又は市の教育委員会（当該計1l1が市の区域を対象とす の文化財保裏法（以下「新法」という。）第43条の規定9t.

る場合に限る。）が定めている区域のうち当該都道府 適用しない。この場合において．当該行為に着手している

限又は市の教育委員会の申出に係るもので．現状変更 者凡改正法の施行後遅1111なく．その旨を文化庁長官1：：店

攀の態様．頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が け出なければならない。

指定する区域をいう。）における現状変更等 5 改正法の篇行前に発見された遺跡と認められるもの（改

二 法第82条（法第95条第5項において準用する楊合を含 iE法附.Ill第7項又は第8項の規定の週用のある ものを除

む。）及び第83条の規定による調査及び調査のため必要 く。）についてIt, なお．従前の例1：：よる。

な措置の籐行（前号イからヌまでに掲げる現状変更等9::. JIit 負1 （昭和5笈F11月25日政令第310'})

保る法第80条第 1項の規定による許可の申請に係るもの この政令は． 農用地開発公団法の一墓を改正する法律の一

に限る。） 部の算行の日（昭和臼年2月Ia)から算行する。

5 文化庁長官は前項第 1号ヌの規定による指定区域の11l 附 網 （昭和53年6 月27日政令第％~)

定をしたとき11,その旨を官報で告示しなければならな この政令11,公布の日から掩行し，第3条の規定による改

い。 正後の石炭及び石油対策特別会計法霜行令の規定11,昭和53

6 第4項第1号ヌの管理のための計緬に記載すべき事項 年度の予算から適用する。

11,文部省令で定める。 11l1 閉 （昭和55年9月29日政令第242号） 抄

7 第 1項本文．第2項本文．舅3項及び第4項の場合にお （籍行期日）

いて11,法の規定中これらの規定により都道11f票又は市の 第 1条 この政令11,昭和邸年10月 1日から篇行する。

教育委員会が行う事務に保る文化庁長官に関する規定は． 附 則 （昭和お年9月29日政令第245号） 抄

紹道府県又は市の教百委負会に関する規定として蓼道府累 （籍行期8)

又は市の教育委員会に適用があるものとする。 第 1粂 この政令は．昭和55年10月1日から誕行する。

（出品された重要文化財等の管理） 附 則 （昭和お年11月勾日政令第313号）

第6条文化庁長官11,法第100条第 1項の規定1こより：法 この政令11,公布の日から施行する。

第48粂（法第56粂の161：：おいて箪用する湯合を含む。）の 附 則 （昭和お年8月3B政令第268号） 抄

規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財 （篇行期日）

の管理の事務の全器又は一部を当該出品に係る公開を行う 第 1条 この政令11,昭和56年10月1日から麗行する。

施設が存する都道府只の教育委員会（当該篇般（都道府隕 附則 （昭和お年11月17日政令第321号）

が設置するものを除く。）が指定怒市等の区蟻内に存する この政令は．外貿姐韻公団の解散及び業務の承継に関する

場合にあつては当該指定都lli'等の教胃委員会）が行うこ 法律の籍行の日（昭和51年3月31日）から麗行する。

ととする湯合に11,あらかじめ．当該教育委員会が行う事 鮒閉 （昭和5~6 月30日政令第幻9号） 抄

務の範1111を明らかにして．当該教育委員会の同意を求めな （籐行期日）

ければならない。 第 1条 この政令は．公布の日から籐行する。

2 邸道府県又tt指定霧市等の教育委員会以前項の規定に 附阿 （昭和a汽塙月 5日政令第れ号） 抄

より文化庁長官から問意を求められたときは．その内容に （施行期日）

ついて同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官 第 1粂 この政令It,昭和印年4月1日から籍行する。

に通知するものとする。 附 剣 （昭和印年3月8日政令第27号） ．

（事務の区分） この政令は．法の籍行の日（昭和60年3./131日）から篇行

第7粂第5条第 1項 （第5号に保る器分を除く。）．第3項 する。

（第2号に係る部分を除く。）及び第4項の規定により格這 附則 (11/l和切年3月15日政令第31号） 抄

府黒又11111が処理することとされている事務11.地方自治

法第2条第9項雰1号に規定する第 1号法定受氏事務とす
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（篇行期B)

纂1粂 この政令11,昭和的年4月1日から籍行する。

2 文化財関係法令等

附 則 （昭和の年4月23日政令第111号） この政令1i．日本電は電話株式会社法の一部を改正する法

この政令は．公布のBから算行する。 律の施行の日（平成11年7月 1日）から施行する。ただし

附 剣 （昭和61年10月3日致令第32い9) 第1条から第3条までの規定は公布の日から誕行する。

この政令は東北開発株式会社法を廃止する法律の織行の 附則 （平成II年6月ね日政令第204号） 抄

日（昭和61年10月6日）から篤行する。 (Iii行期B)

附則（昭 和6坪 3月20日政令第54号） 抄 第 1粂この政令It.平成II年7月 I8から崖行する。

（諮行期日） 附剣 （平成11年8月18日政令第お6号） 抄

第 1条 この政令n.昭和62年4月 1日から織行する。 （隠行期a)

附則 （昭和臼年7月22日政令第232号） 抄 第 1粂この政令は．薔市基盤整備公団法（以下「公団法J

（施行期a) という。）の一郎の籍行の日（平成11年10月 1日）から薦

第 1条この政令11.晨用地開発公団法の一部を改正する法 行する．

律（以下 「改正法」という。）の誕行のB（昭和63年 1月 附則 （平成ll年9月20日政令第'l:76号） 抄

23日）から誕行する。 （竃行間B)

附 員り （昭和63年 9月13日政令第269号） 第 1条 この政令は．雇用・能力開発機溝法 （以下「法Jと

この政令は．沖縄擬興開発特別措量法の一邸を改正する法 いう。）の一部の籍行のa（平成II年10月 1日）から施行

律の施行の8（昭和臼年10月 IB)から施行する． する。

附 JIil （昭和臼年9月24日政令第勿1号） 附 員9 （平成ll年9月29日政令第306S) 抄

この政令 1ヽ 産業技術に隣する研究開発体制の整備に関す （施行期日）

る法繹I/')篇行の日（昭和63年JO月 1日）から纂行する。 纂 1条 この政令は平成II年10月 1日から施行する。

附則（平 成3年 1月25日政令第6号）抄 附 則 （ 平 成12年2月16日政令第42号） 抄

（篇行期B) （滝行期日）

第 1条 この政令It.平成3年4月1日から饉行する。 1 この政令11.平成12年4月1日から篤行する。

附 閉 （平成3年9月25日政令第紐9) 抄 （文化財保邊法繕行令の一部改正1こ伴う経過槽置）

（崖行期日） 3 この政令の緬行蘭に地方分権の推進を図るための閲係法

第 1条 この政令は．平成3年10月 1日から應行する。 霞の整備等に関する法律第135条の規定によ る改正前の文

附則 （平成4年 8月128政令第訂8号） 抄 化財保護法（昭和25年法律第214号。以下 「9B文化財保護

（施行期日） 法」という。）の規定によりされた許可等の俎分その他の

第 1条 この政令は公害防止事菓団法の一器を改正する法 行為 （以下「処分等の行為lという。）又11この政令の篤

律（平成4年法律第⑲号）の籍行の日（平成4年10月 1 行の際現に旧文化財保護法の規定により されている許可等

B)から籍行する。 の申讀その他の行為（以下「申精等の行為」という。）で．

附費l （平成8年8月12日政令第242号） 抄 この政令の篇行の日においてこれらの行為に保る行政事務

（羅行期B) を行うべき者が異なることとなるものは．この政令の擁行

第 1条 この政合は平成8年10月1日から篇行する。 のB以後における地方分権の縦進を図るための関係法律の

附則 （平成8年9月19日政令第祁ぃ号） 抄 藍偏等に関する法律第135粂の規定による改正後の文化財

（篇行期B) 保護法（以下「新文化財保護法」という。）及び第18条の

舅 1条 この政令It.石炭鉱蓄暗償等饂峙掬置法の一部を改 燦定による改正後の文化財保護法鰈行令（以下「新文化財

正する法律（以下 「改正法」という．）の諦行の日（平成 保護法施行令Jという。）の適用については．新文化財保

8年10月IB)から籍行する。 護法及び新文化財保護法施行令の相当規定によりされた処

附 則 （平成1呼 9月17日政令第め8号） 分筆の行為又は申請等の行為とみなす．

この政令1i．原子力基本法及び勤力炉 ・核燃料闊発事業団

法の一部を改正する法律の施行の日 （平成1び1'10月lB)か

ら誕行する。 (9) 文化財保簸審議会令

附 All （平成1似HO月21日政令第336号） Iク

（庫行期B) （疇紐3革6月158軍令纂1?I8)

第1粂この政令11.日本国有鉄道清算事業団の債務等の処 改正甲＂咋 6月1,e政令笛磁号

理に関する法律の籍行の日（平成1炉F-10月22日）から施行 閲”年9mo●同叩四＂

する． 開 59*6月186岡謬”..,
附痢 （平成11年5月28日政令第165号） （委員の任命等）
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第 1条委員ば文化庁長官の申出により文部大臣が内閲

の承認を経て任命する。

2 委員の任期は． 2年とし．その欠員が生じた場合の補欠

委員の任闊は前任者の残任期悶とする．

3 委員ヽ1.,~常動とする。

一部改正（昭和59:1印刃3政令第229号）

（会長）

瓢2条 文化財保護響朧会（以下「審盪会」という。）に．

会長を置く。

2 会長は．委員が互還する。

3 会長は．審議会の会務を総塵する．

4 会長に事阪があると曾．又1文会長が欠けたときは．委員

のうちから会長のあらかじめ指名する者が．その職務を代

理し．又はその職務を行なう。 • 

（議事）

第3粂 賽議会は．委員の過半数が出席しなければ．譲事を

開き．議決をすることができない．

2 審議会の議事tt.出席した委員の過半数をもつて決し．

可同数のとさ11．会長の決するところによる。 ・ 

（専門委員及び臨峙専門委貝）

纂4粂 専門の事項を躙査審譲するため．審議会に専門委員

を置く。

2 特洞の事門の事項を調査審瀧するため必要があるとき

は．審議会に謳時専門委員を置くことができる。

3 専門委員及び臨峙専門委員1t．当該専門の事項に関し学

識経験のある者のうちから．文化庁長官が任命する。

4 専門委員の任期は． 2年とし．その欠員が生じた場合の

鳩欠専門委員の任期It.ll1J任者の残任期間とする。

5 臨時専門委員は当該専門の事項の調査審議が終わつた

とき心退任するものとする。

6 専門委員及び臨時専門委員ti．非常動とする。

—認iE （昭割眸 6月政令第筍9号）

（専門綱査会）

賽6条 審議会に．専門の事項を調査審讃させるため．次の

表のとおり．専r,111査会を置く。

名 称 調査審識事項

第一専門霜査会 建造物以外の有形文化財（土地に埋蔵

されているものを除く。）に関する事

項

第二専門調査会 建物である有形文化財（土地1こ湿蔵

されているものを餘く。）及び伝訊的

建造物群保存地区に関する事只

第三専門調査会 記念物及び壇蔵文化財に関する事項

第四専門詞査会 燻形文化財及び文化財の保存技術1こ関

する事項

擦五専門調査会 民俗文化財 （土地に堪葬されているも

のを除く。）に関する事項

2 専門調査会は．霧蹟会の指示を受けて調査審議しその
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結果を審議会に鰍告する。

3 専門委員及び臨峙専門委員は． 文化庁長官の指名によ

り．第1項の専門調査会のいずれかに分属する。

一狐改正 （昭和団年9月政令第293号）

第6粂各専門調査会に．専門調査会長を置く。

2 事門謁査会長は．その専門調査会に属する専門委員が互

選する。

3 町9調査会長は．専門躙査会の会務を零遺する。

4 専門調査会長に事故があるとき．又は専門綱査会長が欠

けたとき凡その専門調査会に属する専門委員のうちから

専門閃査会長のあらかじめ指名する考が．その朧務を代瑶

し．又はその職務を行なう。

（庶務）

第7条 審議会の庶務11.文化庁文化財保護絋伝貌文化課に

おいて処還する。

一郎改正（昭和59"1'-6月致令第229号）

（雑則）

第8条 この政令に定めるもののほか．審議会の議事の手続

その他その運営に関し必要な事項は．審議会が定める。

附則

1 この政令は．公布の日から魔行する。

2 文化財専門審議会令 （昭和お年政令第309号） 11. 廃IL

する。

附刻 （昭和49年6月14日政令第209号）

この政令は．公布の日から籐行する．

附則 （昭和団年9月30日政令第泊3号）

この政令は．昭和印年10月1日から緬行する．o

附閑 （昭和59年6月28B致令第229号）

この政令ft．紹和59年7月 1日から轟行する。

(10) 通達

①文化財保護法の一部改正について

（雰品品翡:事§翡究’名鵬這”県敦冑讐員会叡冑長あam)
昭和沿年5月29日法律第131号をもつて文化財保護法の一

部を改正する法律が公布され． 7月1日から撼行されること

となり玄した。 このたびの改正11.昭和25年8月文化財保護

法 （以下 「法Jという。）誕行後3年有学の同法の運用の経

験にかんがみ、その規定を整備したものでありますが．その

主要な点は次の通りであります。

1 重要文化財について新たに管理団体の潤度を設けたこ

と。

2 無形文化財について新たに指定割度を設ける等七の保襲

の規定を聾爛強化したこと。

3 民俗資料の保護に関する潤度を有形文化財の保護に関す

る割度から切り離して碕立したこと。

4 異議申立の綱度等史跡名鰐天然記念物等の保護と所有権

等の財産権及び他の公益との綱艦に関する規定を設けたこ

と。

5 史跡名饒天然記念物の熊断現状変更等に対し．際状回復

命令の鵠度を設けるとともt::.刑罰を諜しうるものとした

こと。

以上のよう1ここのたびの改正は．基本的な事項の改正を含

みその他法全体にわたる改正を行つt.;ものでありますので．

その実薦遵用に当つては， Jjlj記亭項を御参照の上．遺憾のな

いよう御配意下さい。

なお．このたびの法改正1こ伴う所要の委員会親剣について

It.追つて鋼定改廃の上通達する予定であり 2す。

記

算1 総印及び文化財保護委員会関保

1 文化財に関する定親を整傭したこと（法第2条）。

法にいう 「文化財Jとして．従来．布影文化財．無形

文化財及び史跡名欝天然記念物があげられ．前2者につ

いてのみその内容が明らかにされていたのであるが．今

回の改正により，賓形文化財．鱗形文化財，民俗資料及

び記念物に分け，更1こ民俗賢料及び記念物について内容

を明記することとした。その瑳由及び字句については後

述に讀る。

註（I) 有形文化財の定義の改正において．「筆跡」を削

除した踵由は，達造物．絵画．彫刻等他瑯門の例示と

の均衡上 「●跡，篭跡」の例示は．組捌に過ぎる會ら

いがあり'.!I.つ，「筆跡」は， 「書跡」のうちに含まれ

るものと解されるからである。

註｛2) 法の規定において 「重要文化財」には「国宝J

を． 「史腑名勝天然記念物」に11「特別史跡名勝天然

記念物」をそれぞれ含むものとした規定（法第2粂第

2項及び第3項）の改正は．改正9こ件う条文整理であ

る。

2 委員会の讚農に関する規定のうち．法人に関するもの

を民法の規定に合せて整備したこと（法第7条第 1項第

11号）。

註（1) 従来のこの規定は，所掌事務に関する法人の設立

を認1IJすることとされていたのであるが，委員会の所

管に属する法人は．民法第34条の公益法人のみである

ので．罠法の規定に開合するよう字句を改めた。許可

というのは，設立の許可であり．認可というのは．寄

附行為等の変更筆の認1IJであり．又．許可の取消とい

うのは．設立許可の取消のことである。

註(2) なお．都道府県の教育委員会所管中の法人で．そ

の目的．事集内容摯からみて．当然委員会に移管を必

要とすると思われるものについては．別途移管手親を

促したい所存であるので．この点十分御協力を煩わ

したい。

3 文化財保護委員会規開 （以下「委員会畏則」という。）

2 文化財関係法令等

胡定の根拠規定について整備したこ と （法第15条第 1

項）。

註委員会規則11．法の軌行のためばかりでなく．例え

ば銃砲刀釘類等所持取締令による癸術7J剣頻の簑作承

認．登録等他の法偉により委只会の縮限に属せしめら

れた事項についても．委員会規則を創定する必要のあ

る場合もある。従来法の執行に関することに限られて

" ；；ので．この点を改めて一般に法律（これに基く政

令を含む。）で特に定める湯合は委員会規則（委任に

基く委員会規聞）な定めうることとし．それ以外につ

いて1t．嬬隕に属する事項を執行するため必要な手続

についてのみ委員会規則 （手観に関する委員会規則）

を定めうることとし．委員会規剣に対する委任の範囲

を明確9：：：したのである。

4 委員会の附属機関である文化財研究所の名称を国立文

化Jl:t!ill究所とし． ．：：：れに伴い．東京文化財研究所及び奈

良文化財研究所をそれぞれ東京国立文化財研究所及び

奈良国立文化財碍究所と改称したこと（法第幻粂及び第

23条雰2項）。

註(I) 文化財研究所に国立を冠したのIi．民間の研究所

との混同を避けるためである。

註2) 国立文化財IJI究所の硲究対象を肴形文化財及び憾

形文化財から広く文化財とした （法第23条第1項）理

由It..前述した通り民俗資料を賓形文化財から切り艤

したので．民俗資料を従前通り碍究対象とする必要が

あること及び国立文化財研究所において．記念物に関

する調査研究等を行う：：：とができるようにする必要が

あるからである。

5 重要民俗資料及び重蔓焦形文化財の指定制度等今回の

改正により、新たな割度が設けられたので．それに伴

い．文化財専門審議会に畠問すぺき事項を新たに追加す

るとともに．従来の諮問事項についても疑義のあるもの

について明確に規定することとしたこと（法第21条）。

註（I)新たに諮問事項としたもの11.次の通りである。

(a) 重要無形文化財の指定及びその指定の解除（法

第21条第2項第7号）

(b) 重要籐形文化財の保持者の認定及びその認定の

解除（法第21条然2項第8号）

(cl Iii:萎薫形文化財以外の撫形文化財のうち委員会

が記録を作成すぺきもの又は記録の作成等につ

き補助すぺきものの選択（法第21条第2項第9

号）

(d) 重要罠俗資料の指定及びその指定の解除（法第

21粂第 2項第I~号）

(e) 黒形の民俗資料のうち委員会が記録を作成すぺ

きもの又は記録の作成等につき襦助すぺきものの

選択（法寛21粂第2項第13号）

(I) 重要民俗賣料の管理に関する命令（法第21条第

533 
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2項第11号）

(g) 重蔓民俗資料の買取（法第21条第2項第12号）

(h) 史跡名勝天然記念物に関する無断現状変更及び

環境保全命令違反をした者に対する原状回復の命 ．

令（法第21条第2項第21号）

註（2) 従来の絡問事項の改iE9こついては．規定を明硫に

したもの（注第21条第2項第2号．第3号．熔14号．

第16号、第11号及び第18号並びに同条第 3項）．規定

の不備な点を改めたもの（法第21粂第2項第4号．第

19号及び第22号）等がある。

註3) 委貝会に置かれる職員の人尊管環に関する規定

（法第25条）の改正において．国家公務員法の外に

「その特例9こ関して規定する法律Jの定めるところに

よるとした還由は．匿立博物館及び国立文化財研究所

の長及びその職員のうちもつばら研究に従事する者に

ついて11.教育公務員特例法の攀用があるからである

（同法第況粂）。

第2 重要文化財関係

1 重要文化財の指定及び解除の手続に関する規定を整備

したこと（法第28条及び第扮条）

(1) 重要文化財の指定の手練としては．委員会内部の調

査．文化財専門審議会に対する諮問．委員会における

議決等があるが．一般外臨に対する指定行為の手続1::.

ついては明覇でない点があったので．委員会内邸の手

続を終つた後の指定行力の手続として富鍼に告示する

とともに所有者に通知するむねを規定した（法第28条

第 1項）。

(2) 従来その時期が不明羅であつた指定の効力発生の時

期11.一般的には官囃告示のあつたB.所有者に対し

ては通知の到達した時とした（法第28条第 2項）。：：

の改正に伴い．指定Illは．指定狂明嘗的な性格のみを

持つものとなつた。

(3) なお．園宝の指定書を交付した場合の霙賽文化財の

指定書の返付期限は．従来20Bとされていたのである

が． これをめ日とし．所有者の立場を考慮することと

した（法第お粂雰5項）．

(4) 重要文化財の指定の解除に関する規定の改正11. 右

の指定に関する規定の改正と同纏旨のものである。

註（I) 従来指定冨は．指定証明書とともに指定通知書の

性格を有すべきものとされていたが．指定●の交付が

饂々の事情で遅れていたため従来指定書の交付に先立

つて事実上撞定通知を行つていた。今後は．この指定

通知が法律上の指定行為の要件となったわけである。

註 2) 指定の効力が一般的に官輻の告示があつた日から

生ずるというのは第三君及び行政庁の取扱としてと

いうことであり．所有着について11.指定のあつたこ

とを知らないのに．その効力を及ぼすことは妥当でな

いので．指定の通知の到遵 した時からと したのであ

認

る。委員会と して11.官報告示のBと所＊者に通知が

到達すべき時との問にあまりのずれが生じないように

取りはからいたい所存である。

註($) 「当該所宵考に到着した時」とし・うのは・ 当該所

有召が了知しうぺき状態におかれた峙をいう。

註（4) 所有看が判明しなし場合には，指定の過知は民法

• 第97条, 2の規定による公示送達によることができ

る'.

2 重要文化財について新たに管理団体の謂度を設けたこ

と（法第32条の2.第32条の3,第32条の 4.第糾条の

2.第糾粂の 3,第35粂第47条の2等）。

(I) 従来史跡名膀天然記念物について認められていた管

環団体の含9度を重要文化財の場合にも及ぼしたもので

あるがこの管理団体に11,地方公共団体が指定され

る事例が多いと予想されるので．その鰹解と協力とを

期得したい。

(2) 管還団体指定の要件（法第32条の2第 1項及び第2

項）

第 1に．重賽文化財について所育者が判明したい場

合又は所有者若しくは管理賣任者による管環が著しく

困鱚若しくは不遇当であると客観的に認められる場合

に限るのである。このように．限定的に規定した還由

は，管環団体の指定は，所有者に対して相当の胡限を

課することとなるからである．

第2Iこ．所有者及び権原に基く占有者並びに指定し

ようとする地方公共団体その｛也の法人双方の同意を必

賽とすることである。このように同意を要件とした還

由は．双方の意思を疇重して運用の全きを期するため

である。

(3) 地方公共団体が管還団体となる場合は教育委員会

がその事籾を行うのであるが．同意する湯合に1:1..予

算上の措置とも関連して長の部局と協議を要するもの

と恩われるのでその点運富1こ留意されたい。

註1) 重要文化財について所有嗜が事1明しない場合と

11. 例えば各地方に散在する五綸塔のごとく慣習上邸

落賓とたつていても法律上の所有者が判明しない場合

等をいう。

註（2) 植原に基く占有場とは，賃f旨人等占布ナること1：：

ついて法律上正当な原因に基いている者をいうのであ

つて拳なる事実上の占賓考とは異なる。

註(3) 同意凡編続的な要件であるが，管遅1i11体の指定

に際して管理団体及び所有者が同意した場合11，その

後においてIt. 正当な事由がなければ同意を鎌回する

ことはできないものと解される。

註（4) 管埋団体It.その賣務の重要性にかんがみ，任意

団体を認めず，法人に限定することとした。この法人

としては，保存会簿の民法第34条の法人が予想され

る。

註（5) 史跡名勝天然記念物と重襄する重要文化財9こつい

ては會同一の管環団体を循定するこ ととなろう。

註（6) 国の所有に属する重要文化財につし・ても同禰の躙

度を設けた（後述第7. 3参照）。

(◄) 管理団体指定の手続（法第32条の2第3項及び第4

項）

指定のチ鰈は．官輯告示及び通知によつて行うので

あり、その効力孔生の時期は．重贋文化財の指定の湯

合と同様である。

(5) 管運団体の行うぺき管遅の内容

法にいう管理の内容It,保存行為と利用行為である。

管理団体の行う管理11, そのうち保存行為に属する保

存のための管涅であり．それにIt,保護管守及び小修

題が含まれるが99.111行為（例えば建造物の賃貸仏像

による宗教行為等）は含まれない。保襲管守に11.見．

Jllり．除翠消掲．鱒水等の消極的な管遷と．防火籍

設．保存繕設の殷置等の積極的な管煙とがある。又．

小修理に11,雨漏防止等の応急措費がある。 ・ 

次に管環団体Ii. 単に当該重要文化財のみならずそ

の保存のため必要な篤設設備その他の物件（防火施

設．敷地等）の管理も行うことができるようにした。

保存のため必要な篇設．綬備その他の物件と9i．管

蘊事務所．倉1111.休憩所等管理の事務に必要なもの．

当該重要文化財の防火篇殷その他の保存篇設．当該重

要文化財の敷地等が考えられるが．所賓者の所有又ほ

管理に係るものに霞られる（法第32条の2第 1項）。

註 防火施設の管理It,必賽によつて1:l．管理団体から

更に第三堪・に委託する必要の生ずる場合も予想され

る。 この場合の委託It,あくまで任意の委託であり．

法上のものではなく．法上は管瑕賣任は管覆団体にあ

る。こうした場合に．本来の管還団体以外に防火施設

のみについて管理団体を指定することはありえない．

(6) 管理団体の行う管珪以外の事務

管理団体は．前記の管涅のほかに． lli要文化財の修涅

及び公闘を行9義務と権限がある（法第況条の2及び

第47条の2)。
(7) 管理団体の行う管淫等に要する費用

管理団体の行う管理及び修環に要する費用11,管翌

団体の負担であるが（法第32条の4第 1項及び第34条

の3第2唄）．この点に関連して次の措置を講じうる

よう規定した。

第 Itこ．管理団体に対してその管理及び修環1こ要す

る費用の一郎を1il庫より補助しうることとした（法第

35条第1項）．

第21こ．管理団体が行う管遅又は修還1こより所有者

が利益を得た場合には．管還団体と所有者との協議に

より所有者が受ける利益の限度においてその費用の一

部を所有者の負担としうるものとした（法第32条の4

2 文化財関係法令等

第2項及び第“条の3第2項）。

第31こ．管理団体が行う公開による観覧料1屯 管 理

団体の取入とした（法寛47条の 2第3項）。

註（I) 当該重姿文化財についての自由意思に基く宗教行.... 
おによるさいせん等It．もとより所有者の収入とすぺ

きである．

註(2) 「管理団体の管珪又ti修鯉により所有名が利益を

受ける嶋合」というの11. 次のような事情からであ

る。すなわち．管題団体は．その費用分担において管

理又は修理を行うのであるから．所有者11行うぺき管

理を免れ．又．ふ損していたものが修理されて．所右

者の所有物件のfliillが増加することがありうるからで

ある。

註（3) 将来地方財政平衡交付金法に基く特別平衡交付金

の配分に当つて管理団体の指定ある地方公共団体につ

してIi..その点を考慮するよう 8治庁に申し入れる予

定である。

(8) 管理団体と所有堪との関係

第 19こ．管堰団体が指定された場合に12．重要文化

財の保存のための管遅修理及び公開の権限Ii管理団

体に移るので．所有者tこ11.所有憎に基く処分憎及び

公開の鳩合以外の利用権が残るのみである。

第2に所宥者11.正当な理由がなくて管理団体が

行う管理及び修珪を拒み．肋げ．又91忌避してはなら

ないこととされている（法第32条の 2槃5項及び第M

条の3第2項）。

第3に．管理団体が修還を行う場合には．その修理

の方法及び時鵡については．所有者の意見を聞かなけ

ればならない．（法第34条の3)。又．所有者11. 管理

について管理団体に意見を申し出ることも．委員会に

申し出て．管涅に関する委員会の指示の発動を求める

こともできる。

最後に．管理団体と所有者との関係11．以上によつ

て大体律せられるが．実際になると樋々の問題を生ず

ると思われるので．管還団体の指定又は指定のための

同意に先立つて．同奢が管患．修lll又は公開上の具体

的問題（前述の費用分担の問題も合めて）について十

分協議し．必要によつては文書による協定を結ぶこと

が望玄しい嶋合も予想される。

(9) 管理団体と管理貴任零との相異

第 19こ．管理賣任者11.本来曾理能力のある所有名

が海外茨行等特別の事情により 自ら重要文化財の管題

に当り得ない嶋合に専ら自己に代つて重要文化財の管

理を行わせるため選任する自然人である代理人であ

る。これに対し．管瑶団体It.前述のように委員会が

霞要文化財の管理のため指定する法人である。

第2に．管恵責任署は．管環についてのみ所有者に

代る権利義務を有するものであるのに対し．管理団体
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11. 保存のために必要な管還の外．修瑳及び公開につ

いての義務と権限を有する。

第3に．管踵貴任者は．費JII負担の賣を負わないの

に対し．管覆団体は管理又11修理の費用負担の賣を負

い．管遅団体に対しては．国庫惰助も行いうるのであ

る。

oo 管涅団体の指定の解除（法第32条の 3)

管塁団体の指定の解除の覆由としては．所有増によ

る管湮が可能となつた湯合．当該重要文化財の指定が

隣除された湯合．その他特殊の事由がある場合であ

り．その手続氏指定の湯合の手親と1l11様である。

00 管還団体に関する権利義務の承縫（法第66条第 3

項）

管環団体が指定された嶋合には．所有者の法におけ

る権利義務は．管理団体に限継されるのであり．解餘

の場合は．逆の承縫が行われる。但し．管題1i11体の行

う管理の内容に入らないもの（例えば法第⑳条の管理

の指示として、利用櫓について指示した揚合等）は．

承しないのである。

3 重要文化財の管理及び保護に関する規定を整蝙したこ

と。

(1) 重要文化財の亡失又は盗鱗の場合を届出事項に加え

たのは（法第岱条）．従来これらの場合を誠失． き損

の鴫合として取り扱つてきたが．法律上無瑳があると

考えられるからである。

註（し）滅失とは．そのものが物理的になくなることであ

る。き損とは．そのものが物理的に損害を受けること

をいう。これに対し．亡失とは．物を見失う状態であ

つて必ずしもそのものの物涅的誡失をきたさない。

註（2) 管珊団体がある褐合11. 管履団体が届け出る旨を

規定した。

(2) 重要文化財の所在の場所の変更の届出について．管

題団体がある場合は管屈団体がなすべき甘を規定し

た（法第34条）。

註 所在の場所と1i．現実に重要文化財の所在する湯所

をいい．指定書記載の所在の湯所と異る湯合もありう

る。

（3) 重要文化財の修理の責任と櫓限を明らかにし．管理

団体がある場合は．管理団体が修還の責任と掩限を有

する旨を規定した（法第34条の2)。但し．所項権等

を尊重する燿旨でこの嶋合には．所有者及び権原に基

く占布者の意見を聞かなければならないものとした

（法第引粂の3)。

註〈I) 重要文化財の修理の賣任と櫓儀が所布者にあるこ

とは当然の事理であるが．管理団体がある場合は管

遅に伴い当然修還をも管理団体が行いうるものと規定

した点に．法第以条の 2の1li点がある．

註（2) 管理団体が管還及び修題を行う鳩合11,所布者と

滋

岡様国繹補助を受けうる首を規定した（法第35条）。

(4) 委員会の行う重賽文化財の管環又は修琺に関する命

令又':I.勧告について11. 管還団体にも行し•うることと

し．従来管理貴任者に対しても行いうることとされて

いた重要文化財の修理に関する命令又は勧告は．管題

責任者の性格上（修iiの権限と責任とを有しないか

ら）過出でないので廃止することとした（法第％条及

び第37条），

(S) 委員会による国宝の修塁等の崖行に関する規定等に

ついて若干の菫備を行った（法第胡条から第40条まで

及び第42粂）。

註（I) 法第39条第3項を追加して．所有嗜等がその措llt

を担み．妨げ．又は忌避してはならなし・1!1を明らか9こ

したのは．委員会による紐宝修理等の篇行を磁保する

ためである。

註（2) 法第40条第2項を改正して直接篇行の場合の費用

の強制徴収の場合を限定して．所有着等の費に帰すぺ

き事由がなく．且つ．所行者等が負担鮨力がないとき

は徴叡できないこととしたのは．霞撞籟行の趨旨及び

所有看の立鳩を考慮したためである。

註（3) 法第42条の改正は．相貌税法の改正に伴う条文整

理である．

(6) 重要文化財の現状変更の胡限に関連して許1IJを要し

ない繊持の措置の範1!11を委員会規剣で定めることと

し所有者その他の第三者の利益に賣することとした

（法第43粂）。

(7) 重要文化財の自費修題について．事積の屈出制を定

め．委員会がこの場合．技術的な指導と助言を与えう

ることとした（法第43条の2)。

重聾文化財の修理は．現況では所有名等が匿靡補助

を得て行うのが大部分であるが．所賓者が自費で修理

を行う事例もありうる。後者の場合に．所亨看は苔意

ではあつても．許可を要すぺぎ現状変更が鶯断で行わ

れたり．あるいは技銅面についての素知から修理がか

えつて改悪となることもないでもない。こういう弊書

をたくするようにとの縫旨から塁出謂を定めたのであ

る。現状変更の許可申請があつた場合等に11, 修理の

あることを委員会が知りうる状況にあるので届出を要

したいものとした。これらの場合について11委員会規

財で定められる。

(8) 管l!I!.修理等の委員会に対する委託ほ．管理団体は

修廻についてのみなしうることとし．管理について

は．管理団体の性格上当然除<.::ととした。但し技術

的指導に閲しては．管糧に関するものでも委員会に対

して求めることができるようにした（法第47条）．

4 重要文化財の公開に関する規定を肇鑓したこと。

(I) 重饗文化財の公開に関する賣任と楕限を明らかに

し．管理団体がある湯合は管還団体が管還に伴い当然

公開の貴任と櫓限を有する旨を規定した。この湯合，

管理団体は当該重要文化財について観覧料を徴釈す

ることがでさる（法第47条の2)。

註 9) 法第47条の 2槃 1項の規定の重点が但働にあるこ

とは第34条の2の湯合と同様である（前記 3(3)註霧

照）。

註2) 法第47条の 2第 1項は重要文化財の公開を所

有者又は管湮団体が行うぺきことを定めたが．第 2項

ti,第三名が所有看又は管珊団体の出品を受けて行う

重要文化財の公開を簗ずる趣旨ではたいことを明らか

にするためのものである。

註（3) 法第47条の 2第3項92，管恵団体がその費用負組

において重要文化財を管理することに応じ，史跡名勝

天然記念物の管理団体に現に認められていると問様

に．管題団体に特に観覧料の徴収植を与えたものであ

る。

註（◄) 重要文化財の出品の命令及び勧告は．管理団体が

ある場合は．管珊団体に対して行うものとし．従って

出品総与金も管理団体に支給するものとした（法第48

条及び第50条）。

(2) 以上の仕か，委員会の勧告により所育否が行う鳩合

の公開の贄用Ii,所有者から申出があり．委員会が退

当と認める場合に111庫の負坦とする旨を規定した（法

第51条第7項）。

註 委貝会による公開のための出品又は委員会による命

令．勧告又は承認による公開の場合の損害補償は，減

失又はき損の場合のみであり，盗鯖による場合は含ま

れていないのであるが，この場合は．盗品の返還請求

期悶である 2年を経過した後（民法第193条），i, 減

失に皐じて損害福償を行う題旨と解すべきである。

(3) 重要文化財の所有者が所在の鳩所を変更して公闘を

行うため．事前届出をした場合に．委員会が当該公開

及び公開に係る重要文化財の管理に関し．指示又は公

闘の停止若しくは中止命令をなすことができるものと

した（法第51条の2)。

最近における文化財の各模の展覧会の開催は文化

財の活用という園からみれば好ましいともいえるが．

他方文化財をき損する危験がないでもない。そこで．

こういう危験をできるだけ防ぐためにこの規定を設け

たのである。この湯合所布者以外の第三者の主催の場

合のように許可笥とせず，馬出、指示及び公開の停止

又は中止tこ止めたの11.所有権の尊重の麺筐からであ

る．

註従来法纂“条の所在の湯所の変更の届出It,30B以

内の変更であれば篇出を蜃しないものとしていたが

（国宝又は重要文化財の管理に関する塁出書等に関す

る規財震8条募7号）．近く同規則を改正して公費の

観覧に供するための重摂文化財の所在の湯所の変更

2 文化財関係法令等

It. その期間のいかんな問わずすべて届出を要するも

のとする予定である。

第3 無形文化財関條

1 集形文化財について新たに重要焦形文化財の指定制度

を設けたこと。

(I) 重要無形文化財9こ11,撫形文化財（法第2条第 1項

雰2号）のうち重要なものを指定するのである（法第

お条の 3第 1項）。

従来の無形文化財に関する取級は． fli(磁の高しもの

で国が保護しなければ衰亡するおそれのあるものにつ

いて．助成の措置を講ずぺきものとされていたのであ

るから．国が保護しなければ衰亡ナるおそれのあるも

のでない隈りは． Iii(邑は高くとも助成の措置を講ずる

ことができないこととなつていたのであるが． 今I!!)の

改正により．価値の観点からのみ指定する綱度をと

り．保護については．その状況に応じて助成措置を鯛

ずるものとしたのである。

(2) 重要饉形文化財と して指定されるものは．慧形のわ

ざそのものであり．その存在を具体化するため．重要

無形文化財の指定に当つて11, 保持者の認定を行うこ

ととした（法第お条の3第2項）。

(3) 重要無形文化財の指定快に．従来の保持省のほかに

保持者として認定するに足りるものがあると認めると

きは．追加認定を行うことができるものとした（法第

56条の3第4項）。

(<) 重要無形文化財の指定及び保持看の認定は．官翰告

示及び保持者として認定しようとする者に対する通知

で行う（法第的条の4第3項及び第5項）。

註（I) 重要鍋形文化財の詣定iこ1文保持営の認定が当然含

まれる。従つでg報告示には．重要無形文化財に関す

る事項及び保持者に関する事項が併せて掲戴されるこ

ととなろ．

註（2) 保符堪とIt.Jli:萎焦形文化財の体現者である。そ

の数． 1人に限らず． 覆数の湯合もありうるのであ

る。但し保持者は．体現者であるので． 自然人に隈

り．団体ではあり得ない。

(S) 重要無形文化財の指定基澤について，t,検討を進め

ているので． 9！途通知する予定であるが．指定胡度を

とることになつたことに伴い．従来の助成の鑽置を講

ずぺきものとして選定されたものをも含めて楓本的再

検討を行し・厳選主義をもつてのぞみたいので．教育委

員会等におかれても調査その他の取扱において十分そ

の点を御了知の上掏協力を国わしたい。

(6) 重要集形文化財の指定の解除Ii,重要黒形文化財と

しての伍値を失った場合その他特殊の事由のあるとさ

に．行われるのであるが．保持饗がすぺて死亡した場

合は．当然に解験されたものとなる（法第56粂の 4第

1項及び雰4項）。

537 



第3編資料・緞計 2 文化財関係法令等

(7) 保持者が心身の故障のため保持湛として適当でなく （法第56条の8)。 が．撫形の民俗資料は．国民の生活様式や慣習そのも お条の12.第56粂の14,第お条の16及び第56条の17)。

なったと認められる場合等の場合には．保持者の認定 5 重要無形文化財以外の撫形文化財1：：ついても必要ある のであつて．社会一般の人々が伝承しているものとし、 • 4 氣形の民俗資料の保護に関する制度を設けたこと（法

解除を行うこと とした（法第56条の4第2項）。 ものを選択して記録の作成等の措置を講じうるものとし うことができる。 第56条の18)。

註 1) 保持者が死亡したときば保持饗の認定11.. ilS然 たこと（法第お条の 9)。 (b) 需形文化財にIt.重要無形文化財に指定してその 重要撫形文化財以外の無形文化財の記録の作成等の湯

に解除されたものとなる（法第お条の4第4項）。 無形文化財のうちには．重要無形文化財に指定してそ ものをそのままの形で保存する諮鱈を謂ずる必要のあ 合と同様の麺冒で．撫形の民俗資料のうち．特に資料的

註（2) 保持者が数人ある場合においてその一部について のままの形での存練措置を講じても社会状勢その他の関 るものも多いのであるが．集形の民俗資料について 価値の高いもの攀についてはこれを選択して．委員会自

認定の解除があつても．他に保樗者として総定された ・ 係で到底実効はあげえないが．資料的僅値の高いもの等 は．そのものをそのままの形で保存するということ ら記録の作成．記録の保存若しくは記録の公随を行い．

者があれば．当該重要焦形文化財の指定は何ら影響を があり．これらについては．委員会自ら記録の作成．記 は．自然的に発生し濱滅して行く民俗資斜の性質1こ 又！i遍当な者に対し当該無形民俗資料の公朋若しくはそ

受けない。 録の保存． 記録の公開を行い．又Ii．適当な嗜に対し 反し．意味のないことである。例えば． 「小正月行事」 の記録の作成．記録の保存若しくは記録の公開に要する

(8) 保持者に関してIt, 氏名及び住所の変更．死亡の場 て．当該無形文化財の公開．若しくはその記録の作成． をそのままの形で残存させようとしても七れは不可絡 経費の一部を補助しうることとした。この選択の湯合

合等は10日以内に届出を要することとした（法第お粂 記録の保存若しくは記録の公開に要する経費の一部を硝 であり．意味のないことであつて．これらIt. 記録保 Ii.特に慎重を悶して文化財事門審議会に諮間すること

の5)。 助しうることとして．将来の無形文化財の発農1こ賓する 存の措置をもつて足りるわけである。 とした。

2 重要無形文化財の保存措置についての規定を整備した こととした。 2 民俗資料について新たに重褻民俗賣料の指定憫度を説 第5 堰蔵文化財関係

こと。 註 この選択の場合は．特に慎重を期して重要撫形文化 けたこと（法第56条の10)。 1 埋蔵文化財につし・て11.従来有形文化財の軍中に規定

(1) 委員会が自ら行う保存措置としては．記録の作成． 財の指定の場合と同様文化財専門審議会1こ諮問する：： (I) 重要民俗資料に指定されるものほ．打形の民俗資料 されていたのであるが今回の改正において．民俗資料

伝承奢の養成その他その保存のための遇当な諧置をあ ととした。 のうち重要なものに恨られるのであり．焦形の民俗資 を有形文化財から切り離して規定したこ とに伴い．堰蔵

げた（法第お条の6笛1項）。 第4 民俗資料関係 料についてはその性質上当然指定ということは考えら 物である「文化財」には当然有形文化財のみたらず．民

(2) 委員会It.,(I)に掲げる保存措置のために保持者．地 1 民俗資科の保綬に関する制度を布影文化財の保護に関 れない (11'1記 1註(3)参煕）。 俗資料も含まれることとなるほか，貝峨住居跡等の記

方公共団体その他その保存に当ることを週当と認める する割度から切り離して確立し．これに件い． 民俗資料 (2) 重要民俗資料の指定及びその鱗除の手続11.重褻文 念物もこれに含まれると解すぺきであるから，今回．堰

者（保存会等）に対して惰助をなしうるものとした の内容を明らかに規定したこと（法筋 2条第 1項第 3 化財の嶋合と全く同様である（法第お粂の10第2項及 蔵文化財に関する規定は．挫立した1置として．第4掌
（法第56条の6第1項）。 号）。 び第56条の11第2項）。 に規定したこと。

註（I) 重要無形文化財の補助金交付のIll手万1i．重甍文 従来．民俗資料Ii．有形文化財に含まれていたので． (3) 重要民俗資料の指定基準は追つて割定の上通知する 註｛I) 壇蔵文化財に関する宣11.右の綱旨から明らかな

化財の場合と異なり．範囲を広くして運用の円滑を期 そのうち重要なものは重雙文化財に指定されるこ ととな が．民俗資料の調査については．将来にまつ面が極め ように．むしろ．史跡名勝天然記念物に関する軍の次

した． っていたが民俗資料11.lli要文化財とは．価値の餞点 て多いので．都道府只の教育委員会の御協力を得た に規定するのが適当であると考えられるのであるが．

註(2) 地方公共団体に対して行う補助としてば例えば を異にするばかりでなく．民俗資料に11,無形のものも い。 改正上の技微的割限もあって．今向は狼立した）資と

公立の伝承渚養成施般を設讃する場合の補助笞が考え あり．且つ．有形の民俗資料でも焦形のものを背景とす 3 重要民俗資料に関して重要文化財に馘ずる保護規定を して．民俗資料に関する軍の次に規定することに止め

られる。 るので従来重要文化財に指定されたものはなく民俗資料 設けたこと。 たのである。

註'(3) その他その保存に当ることを週当と認める者と し の保護上支陣となつていたのでこのたび別図の体系の (I) 重要文化財の場合と異なる取扱をしたの氏次のよ 註(2) 従来埋蔵文化財とは地下．水底その他の人目に

ては．重要無形文化財の保存会等が考えられる。 下に保護することとしたのである。 うな事項である。 触れ得ない状態において哩蔵されている有形文化財を

3 重要焦形文化財の公開に関する規定を整備したこ と。 註（I) 民俗賢料はわが国民の生活の撻移の理鱗のため 第1に重要民俗資料の現状変更及び輪出を事前屁出 いうものとされ．法第57条9文．この堰蔵物である有形

(I) 委員会It．藍要無彫文化財の保符者に対してその公 欠く：：とのできないものであり．焦形の民俗資料と 鵠としたこと（法第56条の13第1項）。 文化財を発嶽しようとする場合の届出蓑務を規定した

開を勘告しう るものとしたが．勧告の因手方を保持者 1t．衣食伍 生寮．信仰（主として因闊信仰をいう。）． 註 1) 重要民俗資料の現状変更について一々許可割にす ものと解されていたのであるが発掘の対象となるの

に限つたのIt, 焦形文化財の性質上公開は保持者のみ 年中行事等に関する鼠俗慣習そのものであり．有形の ることは．余りに厳1こ過ぎるきらいがあり．実情を考 11士地であつて埋蔵文化財ほ詞査の対象なのであり．

が行いうるからであり．又従来の公関命令の割度を 民俗資料とば無形の民俗賣料である前記の風俗慣習 慮して届出割に止めた。 住居跡．寺跡等も埋蔵文化財である。そして．この調

箆止して勧缶：：止めたのは．保持看の人格を尊直する に用いられる衣廠．骰具家墨その他の物件である。 印2) 重要民俗資料の輸出については． つレクシ sソの 査の結果兌見された動蓋である文化財につし・ては．遺

題旨に基くものである（法第56条の7第1項）。 従つて．風俗慣習や賓形の民俗資料に関して記録した うち比較的軽微な一部を外国の資料と交換する湯合等 失物法に甚く裏後手続が行われるものと解するのが適

(2) 重要撫形文化財の記鮫の霞要性にかんがる記録の 文書等I1．皐に記録であつて．用いられる物件でない 当該重要民俗資料の鱗値を高める楊合すら考えられる 当であると考える。このことについて11.以下の改正

所有者に対する公関勧告の規定を設けた（法第56条の 霰り． これらの記録を法上重要民俗資料に指定して保 ので．許可のごとき強度の胡限をさけたのである。 点の説明を参煕されたい。

7第 1項）o 護することはない。 第21こ．重要民俗賓料の所有者及び管理団体以外の第 2 埋蔵文化財の濫掘を防止し． 委員会による指蕩を十分

(3) 璽要無形文化財又はその記録の公開について国庫の 註（2) 民俗資料11,そのもの自体の芸術的な価値が高い 三者による公開を事前届出制としたこと（法第56条の15 Iこするため．塩鰍文化財の調査のための発掘の事前届出

費用負組による公関の罰度を設けた（法第56条の7雰 というものでなく．わが饂民の生活の唯移の理解のた 第1項）． 期隈を10日間延長して30日と したこと（法第57条第 1

2項）。 め欠くことのできないものであり重要文化財とは偽 註民俗資料に対する一般の認識の程度は．t£お低い現 項）．

(•)国庫の費用負担1：：よる重聾無形文化財の記録の公開 値の醗点を異にするのである。 況にあるので．むしろ公開が積極的に行われることが 註従来．法第57条第 1項において．史跡に指定された

の場合に．重要文化財の公開9：：保る損書補償の規定を 註3) 餐形の民俗資料と撫形文化財との相具はおおよ 望を しいのであえて許可綱をとらなかつたが．き 土地の発掘について后出を不要と した麺旨は当然現

準用した（法第5源の7第3項）。 ’ 七次のように考えられる。 損散いつを防止するため事詞届出開としたのであ 状変更の許可申請があるものとしたことによるのであ

4 委員会は・保持者． 地方公共団体その他その保存に当 (a) 焦影文化財11.芸餡工芸技術等の如く．特定の る。 ろう。しかし．その他の場合でも現状変更の許可申精

ることを適当と認める者に対して．重要無形文化財の保 坦や技術を特定の傷人が相伝し．体現しているもので (2) 重要民俗資料の前記(I)以外の管逗保護公闊等1こ が行われれば．発蝸調査の嘉出を褻しないし．又．緊

存のため必要な助言又は勧告をなしうるものと したこと あつて，いわ1れ洗鰊されたわざと．い うことができる ついて11.Iii戻文化財の筍合の規定を準用した （法第 念を要し30日前に正規の塁出を行う暇のない場合等も
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子想されるので．正規の厖出を要しない場合は別に委 第57条の2第1項の届出を要する（法第57条の2第1

貝会規割で定めることとして．その他の湯合は．広く 項の；；出に係る工事により遺跡を発見した湯合を除

届出を要するものと規定を改めたのである。 く。）と解されるがこれについてはなお法第84粂に

3 土木工事． 開墾その他坦巌文化財の関五以外の目的で 関する項を参照されたい。

行われる発掘についても．それが古墳．貝琢その他埋蔵 4 以上のほか．必要な条文の整理を行つたこと。

文化財を包蔵する土池と して周知されている土地を発掘 （I) 法第58条の改正1:1.,法第51条について説明したとお

しようとするものであれIt.30B蔚の事前后出を要する り．発掘の対象は土地であるとしたことに応じて字句

ものとし．委員会は．これについて必要な指示を行うこ を整理したものである。

ととしたこと（法第57条の2)。 （2)法第59条の改正は．従前の規定は．発蜘により文化

(1) 墟蔵文化財を包蔵する土地として扇知されている土 財を発見した湯合において．そのものの所有環が判明

地とほ．只塚．古墳等外形的に判断しうるもののほ している湯合でもこれを所有者に返還するか否か不明

か．伝説．口伝等により．その地域社会において埋減 確であるので．所打者が判明している場合は．所打灌

文化財を包蔵する土地として広く稔められている土地 に返還する行を明蓬にしたものである．

をいう。できうれば都道府県教育委貝会において包戴 (3) 法第64条の改正1:1.,第1項についてほ．従前の規定

地箪として周知されているものをあらかじめ調査され は．文化財を警察暑長から提出されたものに限り．委

ておかれることを希望する。 員会が自ら発見したものが含まれていないこと及び国

(2) 本条第2項の指示の内容としては． 比較的重要な遺 靡帰虞の不明のものについても遇用があると解される

跡を亮掘しようとするものについて特に慎重な発据方 点に不備があるのでこれを国庫に帰属した文化財と改

法を指示するとか．或は発掘後遺跡の復l日又は報告菖 めて明確にしたものであり．第2項については第1

の提出に協力を求めるとか．又は出土品について遺失 項と同趨旨の改正の往か．壇蔵文化財は．埋蔵物であ

物法に従つて手続を行うよう指示する等が考えられる る文化財であつて為羅により発見されたものはすでに

のであつて．発掘の中止．停止に至る内容をもつもの 埋薫物ではなく有形文化財又は民俗資料としての文化

Ii．指示し得ないものと解する。 財であることを明らかにしたものである。なお前記し

(3) 法第57条の2の規定を毀けた縄旨は．土木工事等1：： たとおり堰蘊物である文化財として11.記念物も含ま

より貴重な遺跡が阪織される以lllllこ調査を行い．又は れるのであるが発見された文化財として． 警寮著長

工事中立ち合つて遺物の散逸を防止し．記録を作成す への差出．委員会への提出．国誠帰属．譲与．譲渡等

る笞退跡の保存．記録等のためできる限り適切な措置 の対象となるのは動産である文化財に限ると鱗すぺき

をとろうとするにあるのであるから．この翅旨を讚底 である。

され后出の励行．指示内容の尊重について関係看の協 算 6 史跡名謗天然記念物関係

力を得られるよう指導されるとともに特に法第57条 1 従前の法第2条第 1項第3号において．文化財の定義

の発掘悶査の屈出を行うぺきものが．法第57条の2の の1として 「史跡．名勝及び天然記念物」が掲げられ．

規定に該当するものの如く偽裟して行われることのな しかも．法第69条第 1項においては．史跡名勝天然記念

いよう．説法行為には．厳に注意されたい。 物は委員会が指定すると規定されていたため．指定名称

註（1)従来は環巌文化財の発嬉が直接の目的でなくて が一般名称的に用いられていたさらいがあつたので．今

も．古墳等を発颯し．結果において埋蔵文化財を絡掘 Ill!,法第2条の文化財の定蒙中に有形文化財無影文化 ・

することが明白な場合は法第5？条第1項の届出を婆す 財等と並んで r記念物」を掲げ．その記念物のうち重要

るものとして取り扱つていたのであるが．工事中に発 なものを史跡．名勝又は天然記念物に指定することと し

見された遺跡についてさらに工事を続行する場合等を て規定の不傭を補し、，趣旨を明確にしたこ と（法第2粂

発拇鰐査の湯合と同檬に取り扱う ことには実際上無環 第 1項第4号．法第総条第 1項及び第2項）。

があるので．今回取扱を・明謎にして后出の励行を期し 註（I) 記念物の定義中．動物及び梱物については．保護

たのである。 の対象が生息地自生地等土地を含むものであるこ

註2) 法第57条の2第1項の届出をせず．又は同条第2 とを明肇にし．池質．鉱物についても．問歓厖只．地

項の指；；；に従わなかつた場合については．特9こ罰則の 震による断層等祷異な自然現象については．その生じ

規定は設けていない。 ている地馘を保護の対象とするものである：：とを明確

註（3) 法第57条の2第1項の屈出の有薫に拘らず土＊エ にした。

事箪により遺跡を発見した場合は法第糾条第 1項の遺 註（2) 記念物の定義を規定したことにより．従来史跡名

跡溌見の届出を行わなければならない。発見厖出を行 勝天然記念物に指定されていたものの範囲に変更が生

った遺跡についてさらに工事等を続行する場合には法 ずることはない。

540 

2 史跡名勝天然記念物の指定及び仮指定並びにその解除

の通知について，指定地蟻が広範臨＇：：わたり．所有名及

び襦原に基く占有者が多数に上るため権利関係の移動が

多く所賓者又は占育者の一々について確認し鱗い嶋合に

は．指定の効力舟生峙聞をこれらについて同峙とする必

要もあるので．民法の公；；；による意思表示の規定（第97

粂／ 2)に攀じ．公示による通知ななしうる：：ととした

：：と（法第的粂第4項，第70条第3項第71条第4項）。

註(I) 「奢しく多敬Jと11,おおむね百人以上径度を子

想しているが．この場合でも権利関係の移動が少い場

合にはできる限り個別に通知することとする。

註(2) 「これに準ずる綺設」とは．・民法の公；；；による意

患；；；の規定にいう「之二準スヘ中篤設Jと同様の内

容であり．具体的に11農業協同組合の事務所等がこれ

に当る。

3 史跡名欝天然記念物の指定及び仮指定並ぴにその解除

の効力発生時期を重要文化財の場合と同様に明鐙にした

：：と（法第69粂第3項及び第5項．第70条第3項．第71

条第4項）。

4 史跡名勝天然記念物の保護11.土地に関する権利に1l11

連する1lllが恢＜．又．広汎な地域にわたるこ ともあるた

め．所有権その他の財産檀及び麿業開発．電源開発．道

路達設害他の公益との調菫1：：は特に慎重を要するので．

史跡名勝天然記念物の指定及び仮指定並びに現状変更等

の許可にあたり．これら財嚢権及び他の公益との調整9：：

留意すべき言の謂示規定を設けたこと（法第70条の2.

嬉80条第4項）。

惑道府県教育委員会においても．必要があると認める

ときは文化財専門委員に関係通商産業局長を加えるよう

摺置する等．謁菫については十分配意されたい。

註（I) 所育櫓等の財蓋権の尊lliについては．法第4粂の

規定があるのであるが．史饒名勝天然記念物について

は特に調整の必要が強く．又他の公益との調整にも留

意すぺきであるのでこの規定を設けたものである。

註(2) この趣旨を具体化するため異織申立の綱度を設け

た（綬記雰7. 2参縣）．

5 史跡名勝天然記念物の仮指定の効力については．従来

は．委員会の行う指定と全く同様とされていたのである

が．国の指定前緊急の場合に限り行うべきものである仮

指定の注格にかんがみ．その有効期問を2年に恨定し．

2年 9：：委員会の指定がたいときは．仮指定ば効力を失

うものとしたこと （法第71条第2項）。

(1) 今後仮指定が行われる場合『：：11., 緊急性を十分考慮

されるとともに．できる限り事前に委員会に連絡され

るよう配慮されたい。仮指定が効力を失つたときは．

都道府累の文化財保護条例t：：・よる指定を行ってその保

護をはかる措置も考えられる。

(2) 現に仮指定されているものについては，整環の必要

2 文化財関係法令等

上経過規定を設けて改正法範行の日から3年間有効で

あるものとした（改正法附則第2項）。

註 仮指定の史跡名勝天然記念物の撰諷境界標等につ

いて1t，委員会償定のものと異る取扱をすべきものと

考えられるがこれについては別途涵知する。

6 史跡名欝天然記念物の管環団体に関する規定を整備し

たこと。

(I) 従来は．史跡名勝天然記念物を管翠すべき団体の指

定等に関する政令（昭和2~政令第お9号）で規定さ

れていたのであるが．重要文化財について管環団体の

制度を規定したこと及び管理団体の割度は権利の讚隈

に関する面が強いことから前記政令を腐止し（改正法

附則第5項）．その事項を整鋼して本法に規定するこ

ととした（法第71条の2一第73条の2)。

(2) この機会に慄識．説明坂等の誕設の設置土地の所

在等の異動の届出その他管踵団体の任務については，

貴管下各管瑳団体に十分徹底指導せられたい。

(3) 法第71条の 2第1項は政令第 1条と同趣旨の規定で

あるが．補助金の交付先となるものであり，磁実な責

任をとりう るよう管珪団体として指定すべきものを法

人に限るとともに管理団体の行うぺき事務は，保存の

ため必要な管隈及び復1Bであつて利用に保るものは含

まないことを特に明かにした。

(•) 保存のための管踵には，第 1には，噸識．説明薮
．． 

注意札．境界原覆屋． 1!11さく等管理のため必要な籍

段の設置，警火装置．防火撼設，護岸簿設等の防災腕

毀の設置及び除裏清揚，見追り等指定物件の保護管

守，第2には．屋根の雨瀑止．城の石坦又は古墳の封

土のくずれ止め等のための応急槽置その他応急的又は

藍微な復IBに属するものが含まれる。

(5) 法第11条の2第2項では．従前の政令が轍権による

指定を終めていたのを改めて，重要文化財の嶋合にな

らつて指定しようとする法人の同意を得ぺぎものとし

た。

(6) なお，現に管理団体として指定されているもので法

人であるものIt.改正法附則第6項により，改正法に

よる管恵団体とみなし，法人でないものについてIi.

附員1)第1項により改正法籍行の8から 1年r.,It管理団

体として取り扱うものとしたので．これらの団体を 1

年内に法人に切り換えるか，又は他の法人を管理団体

に指定しなければならないこととなる。

註(I) 18政令を法律化するに当り，管理団体の指定の効

力発生時期を明確にした （法第71条の 2第4項）。

註 2) 1B政令の場合は，解除の餞定は特iこ設けなかつた

，，：，明喧を期して法偉に規定した（法第71条の3)。

註（3) 法第72条第2項の届出を行わなかつた鳩合に1ifil

則の適用（法剪Ill条第2号）があるので注意された

い。
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註（4) 法第72粂第3項は．璽要文化財の場合と同様史跡

名勝天然記念物の復IEIにつし・て所有沼及び権原に基く

占有考の権利を尊重して特に設けたものである。

(7) 管理団体の行う管還又ば復18により所有者が利益を

得た場合には．重要文化財の場合と同様に両者の協議

によりその費用の一部を所有者の負坦としうるもの

とした（法第72条の2)。

(&) その他管理団体の規定を整備したこと。

註（I) 法第73粂の 2は．管理団体の管理及び復1日につい

て補助金交付を行うことを明らかにしたほか．誡失．

き損等の届!lllt,管還団体が行うこと等を規定したも

のであるが．管理団体は．委員会に復I日の委託を行い

得ることとした（法第47条の準用）点は．従来と異る

点である。

庄（2) 法第74条の改正It.技鋼的なものであり．法第75

条11所有老及び管理賣任老の行うぺき管踵及び復181こ

ついて重要文化財に関する規定を渾用して内容を明ら

かにしたものであるが．従来、管理団体．所有増及び

管理責任者を総称して f管理老Jと称したことIt, と

かくまざらわしい点があつたので．今回これを廃止し

たので特に注意されたい。なお．嘗理団体．所有者及

び管理責任者相互の関係についてIt,重要文化財の項

で説明したところを参照の上明確にT知されたい。

註（3) 法第76l1,から第79条までIi.概ね技術的な改正で

あるが．盗鰈に関する規定を加えたこと及び復IBの勧

告． 命令は管理責任者に対しては行わないことにした

ことにも注意されたい。

7 史跡名勝天然記念物の現状変更について，織持の措霞

として許可を必要としない範囲を委負会規則で定めて明

磁にすることとし．又．保存に影響を及ぽす行為につい

て11影響の軽微である湯合は許1IJを必要としないものと

したこと（法第80条第 1項及び第2唄）。

註 この改正11,もとよ り所有者その他の嫁三者の立場

を考慮したものである。

8 史鎗名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぽ

す行為について．委員会の許可を受けず．又は許可の条

件に従わなかつた零及び環視保全命令に違反した者に対

してほ． 委員会は．原状回復を合じうることとしたこと

（法第80条第5項．第81条第3項）．

(I) この規定は．次に説明する焦断現状変更等に対する

罰剣の改正とともに．従来恩質な行為に対して．とか

く保存の徹底を欠きがちであつた史跡名勝天然記念物

の保巖の強化に資するものであるが実籍上慎重を要

することは勿論であるので．各都道府県教育委員会の

釦協力を得て．却goj適正を期したい。

(2) 原状回復命令に従わない場合には．行政代執行法に

より委員会は．自ら義務者のなすべき行為をなし，

又は第三考をしてこれを行わせ．その費用を義務名か
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ら強制的に徽収することができるのである。

註（1) 史跡名翻天然記念物の性質上．全く破識されて原

状に復する方法のない場合は．原状回復命令はその

性質上なし得ないものと解される。

註（2) 原状llll復を命令する嶋合は文化財専門審議会9こ諮

問するとともに（法第21条第2項第21号）事前に公開

による醗聞を行うこととして（法鮒65条第 1項悌 8

号） 慎重と公正を期した。

9 史跡名勝天然記念物の無類現状変更等に対する罰則と

しては．従来は． 2万5千円の過料を科するのみであっ

たが． これでは悪質な焦断現状変更等による減失き損

等については相当の頷敦が行われない結果保護に欠ける

うらみがあり．又重要文化財については．その損襲．き

棄．隠匿について体刑又は罰金を科していることと比較

して均衡を失するので．今回．無翫現状変更等又は条件

違反の現状変更等により史跡名騎天然記念物を減失し．

b損し．又は衰亡するに至らしめた者に対しては．重蔓

文化財の損巖等の湯合と同位の5年以下の懲役若しくは

禁こ又は3万円以下の罰金若しくは科料を科することと

したこと（法第1町条の 2)。

註1) 委員会の許可を受けてその条件に従つて行う現状

変更等により減失．き損等に至る嶋合は当然法令

に因り行う行為として処罰の対象にならない（刑法第

36条）。

註）憮断現状変更を行つてもそれにより減失．ぎ損

又は衰亡をきたさない場合は過料が科せられる（法

第109条第4号）。

10 史跡名勝天然記念物の自費復IBについて．重要文化財

の場合と同様の趣旨により． 30日前の届出を要するもの

としたこと（法第的条の2).

註 国庫補助金の交付を受けて行う場合．現状変更等の

許可申講をした湯合その他法の他の規定により委員会

が自費復1Bを了知しうべき湯合は．届出を要しないも

のとして委員会規則で定めるのである。

11 遺跡発見の届出があつた場合ば委員会は．当該遺跡

の保護上必要な事項を指示し得ることとしたこと （法第

糾粂第2項）。

(I) この場合は．緊急に現状を変更する必要があるか否

かを考慮し．遺跡の現況に応じて調亮方法．保存上望

ましい措置等必要事項を指示するのであるが．土木工

事等により工事中に発見された場合等特に緊ゑを要す

る場合には．委員会は．綿道府県教育委員会その他専

門家による闘査に対する協力力依頼．出土品の取扱方

法．事後の工事篇エ上注意すべき事項等を指示するこ

ととならう。

(2) 遺跡発見の場合は「その現状を変更することなく」

属け出るべきこととなつており．第2項の指示がある

までは現状を保存するよう指導されることが望ま し

し •O

註(I) 工事の停止．中止等が指示し得ないのは．法第57

粂の2第2項の指示の場合と同様である。

註(2) 法第67条の后出を行って．遺跡を発見した嶋合

ば発見届出は不萎とした（法第糾粂第 1項但鬱）。

これ11.発掘閃査籟告書の提出等が行われるからであ

る。

註（3) 法第57条の 2の届出を行つた湯合でも．遺跡発見

の届出を行う義務11あり．発見届出に保る遺跡につい

て工事等を綱行する場合は．法第57条の2の嘉出を要

する（法第57条の2第 1項の届出1：：：係る工事等により

遺跡を発見した場合を餘く。）。但し．緊急の場合に

．は電報その他をもつて委員会の承認を得ることによ

り．正規の届出に代えうるよう措置する方針である。

第 7 補Al関保

1 騎間事項に史跡名勝天然記念物についての原状回復の

命令笠びに重蔓無形文化財及び重要民俗資料の公開の中

止命令を加えるとともに条文の整遅を行ったこと（法第

85条）。

註 聴聞を行う場合の公示事項に処分又は措置の内容を

加えた。

2 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許

可若しくは不許可の処分．環境保全禽令又は史跡名饒天

然記念物の管環団体の指定に不服のある者は．委員会に

対して異議の申立をなしうるものとし．この場合には．

公開による聴閏を経て決定を行うこととしたこと（法第

邸粂の 2ー第岱条の7).

(I) この規定は前述第6の所有幡その他の財巌糧及び他

の公益との調整に関する訊示規定を設けた趣旨を具体

化するものとして殻けたものであり．これにより利冨

関係者に十分意見陳述の機会を与え．その権系9の保譲

を考慮するとともに委員会の処分の適正を期そうとす

るものである。

(2) 改正法魔行の日前の処分について全く異議中立な認

めないこ とは均衡を失するので．異議申立を羅行前の

処分についても認めることとしたが．焦制限にさかの

ぽつて認めること11.処分により一旦竃定された法的

秩序の安全を害するので．篇行筒 6月内の処分に限

り異議申立を．諏行援30B以内に限り認めるこ とと

した（改正法附則第3項）．

註（I) 広く法に基く処分に不雇のある者に対して異議申

立を認めることIt.いたずらに濫訴の弊と行政事務の

非能掌を招くので．権利の制隈の具体化された前述の

3つの事項に申立事項を鵠限したのである。

註切史跡名勝天然記念物の管理団体の指定について

は，広い地破にわたる場合とか．所有考が多数である

嶋合が多いので．重要文化財の場合と異なり．所＊者

及び雇原に基く占有者の固憲を要件としなかつたから

2 文化財関係法令等

である。

註3) 環境録全命令11指定物件の外部における潤限であ

り．特に慎重を期するため事前の聴聞の後さらに異

織申立を認めることとしたのである．但し． 法第85条

の聴聞と第85粂の4の聴OOとは全く同題旨のものであ

り．両者を重慎させることは不要であるので．環境保

仝禽令についての異議申立の場合It,公開の111illtlは行

わないこととした（法第8議の4第1項）。

(3) 異議の申立91．処分に不膿のある者であれば処分

の相手方に隅らず何人も行いうる（法第85条の2第2

唄）。しかし異議の申立について現実に利害関保を有

する看でなければならない。すなわち．異議中立1こよ

る処分の取消又は変更により申立者の利益が保全又

は回復されるような関係にあることを要するので．皐

に処分に対して精神的な不満を布するに過ぎないもの

は異議の申立をすることはできないのである。又．

法定の申立期関を経過している場合は．当該異議申立

，i.鐸下される。

(◄)聴116に参加し得る利書関係者は．異議申立に保る事

案について具体的に利書関係を有する者でなければな

らない（法第85条の 5)．

(S) 右の異議申立1こ係る事業が鉱菓．採石菓との調墜に

閃するものであるとき11.委員会は．決定に先立つて

土地謁藍委員会に協議する攀．他の行政畿関の処分と

の調整1：：ついては特に規定を設けて慎重を期した （法

鱗8S条の8)。
3 国の所有に属する震要文化財重要民俗資料又は史跡

名舅天然記念物についても．その保存上特に必要がある

と認めるとき1i．委員会It、関係各省各庁の長及び指定

しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得て．

管理団体の指定を行いうるものとしたこと（法第95灸）。

註0)従来は国の所有に属する史跡名腑天然記念物につ

いて．史跡名勝天然記念物の管理団体に関する規定が

その文文適用され．法第95条11この湯合の収益の帰属

について規定していたのであるが．国布の重畏文化

財．璽要民俗資料についても管翌団体の制度を設ける

必要があるとともに．国有のものについては．管理団

体指定の理由及びその管珊等の態様が後記のとおり一

般の嶋合と必ずしも同一ではないので． llil有のものに

ついては別建に管哩団体の綱度を設けたのである。

註｛2) 法第95条第4項は．従前の法第95条の規定には．

史跡名勝天然記念物から生ずるすぺての収益を管躍団

体に滑属させうるかの如く．又．委員会の意患によつ

てその繕属が決定されるものと解される等表現上不明

確な点があつたので．管還によつて生ずる収益は．一

律9：：：当然に管理団体に鳩属するものとしたのである。

註3) 管理により生ずる収益とは．例えば天然記念物の

蜜柑の原木を管理する嶋合の蜜柑の売却代金等であ
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る。

註（4) 国育の指定物件につぎ管理団体の行う管廻の内容

は一般の指定物件に係る湯合と向様であるが，公闊9こ

ついては，管理団体指定の趣舌（一般の場合は，所有

者の管題能力が否定されるのであるが国有の場合

11.管理団体による管理がより週当であることによ

る。）から各省各庁の長による公開を招めないことと

する必要はないので特に欅用規定を設けず，事実上丙

者の協議に文つこととした。

4 国の所布に露する指定物件の管理団体にIt,一般の場

合の如く．当然に修混又は復IBを行わせることなく．碩

則的には関係各省各庁の長がこれを行い委員会11,特

に必要があると認める湯合に関係各省各庁の長及び管翌

団体の同意を得て，管隈団体に修理又は復IBを行わせ9

ることとしたこと（法第95条の3)．

註{I) これは，各省各庁の長は，その所管する財産につ

き修理の賢を負うのであり．又．Iii有の指定物件に保

る管翌団体指定の蘊百からも管題団体に管理の延長と

して修理まで行わせることは遍当でないからである。

註（2) 管理団体が修理又11復IBを行う場合は国庫補助

が可能である（法第95条の3第3項）。なお管聰費の

補助も可能である（法第95条第5項）。

5 以上の管墜団体の閥度の設霞の12が国の特例に関す

る規定の整備を行つたこと。

(I) 国又は国の所有に属する文化財に対し，法を適用す

るに当つては，例えば法第90条第 1項第3号において

11.所管に属する重要文化財又は史跡名勝天然記念物

の誠失，き損等についてOO保各省各庁の長は．文部大

臣を通じ委員会に通知すぺき旨を定めているが．この

筍合には．この規定に対応する法第33条の規定の適J11

は当然排験されるのであるから，この題旨を一般的に

明らかにするため法第86条を規定したものである。 こ

の規定を設けたことに応じ．個々の条文の適用除外を

規定した従前の法第98条11,理解が困難であり． 特に

設ける必要もないと考えられるので閤除した．

(2) 法第91粂の改正11,一般の場合と同様躙の撥関の行

う現状変更等について．紘持の措置として委員会の同

意を不褻とする畿囲を委員会絨員9で定めることとする

とともに．保存に影響を及ぼす行おについて11影響の

軽微なものについては同意を必要と しないことを明ら

かにしたほか（第3項）、例えば営林暑長がその植限

の範囲内で現状変更等に該当する行為をしようとする

湯合にも農林大臣から文癌大臣を通じて委員会の同意

を求めなければならないこととしていた従前の制度を

簡略にするため，このような湯合は各省各庁の長以

外の国の機関が直接委員会に同意を求め得ることとし

たものである（第2項）。

註1) 法第87条から第89条までに係る改正11,重要民俗
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資料を加える等技術的な改正である。

註2)法第90条第 1項及び第2項の改正It重要文化財又

11史跡名勝天然記念物のIii費修環又は自費復旧，重蔓

民俗資料の現状変更及び輸出．史跡名鰐天然記念物の

指定地域内の土地の所在等の具動を通知事項に加えた

mか1i，技鋼的な改正である。

註（3) 法第90条第3項を設けたのは．重要文化財の自費

修理等一般の嶋合に委員会が指導．助言あるし．1:I.指示

を行う事項について． 一般の湯合と同様関係各省各庁

の長に対して委員会が助言し．勧告することができる

ようにするためである。

註k) 法熔92条から第94条之で．第96条及び第97条の改

正1i，重要民俗資料を9nえる等技術的なものである。

6 地方公共団体及び教育委員会の文化財の保護に関する

事務については特に一節を設け•.::れを明確にしたこ

と。

(I) 地方公共団体の文化財保護のための補助に関する従

前の法第IOS条の規定を藍鑓して法第98条第 1項とし

た。なお補助金の額等の械告義務l"日を避けるため鹿

止した。

(2) 文化財保護のために坦方自治法に基く行政事務条例

又は教育委員会規則が割定されているが文化財保護法

に基く条例事項とした（法第98条第2項）。

(3) 現I.::教育委員会規則で制限． 護務を鰈することを内

容とする事項を規定されている嶋合11, 7月 1日以馳

9文，条例に切替える必要があるので留意されたい。但

し．藩助規＂的なものであれば．．教育委員会規員 9で差

し支えないから．条例に切り替えることが困鱈な場合

＇i. その内容を確助規則的な．闊鼠義務を伴わない

ものに改められたい。地方公共団体の胡定すべき粂例

については．追つてそのサンプルを例示したい。

(4) 地方公共団体が指定すべき文化財は，法の規定によ

る指定文化財以外の文化財に限ることに留意されたし‘

（法第98条第2項）。

(5) 文化財保護粂例の鵠定改廃及びこれに基く文化財の

指定解除について委員会に報告すぺきものとしたの

は．地方公共団体の指定文化財と国の指定文化財との

間の連絡翼整等に資するためである （法第98条第 4

項）。

7 今回の改正に伴い． ＇従前の例に準じて．認道府県教育

委員会に対する権限委任事項を追加した8か．都道府県

教育委員会関係規定を菫備したこと （法第99条ー第105

条）。

＇新たに樋限委任事項として追加したものは．無形文

化財．民俗資料関係の補助金交付に伴う指揮覧督権．

重要文化財の管理団体及び国有の指定物件の管遭団体

に対する1lll助金交付に伴う権庫監督雇重戻禦形文化

財及び重要民俗資料の公開の停止命令撞．重要文化財

2 文化財関係法令等

の所在の場所以外の場所における所有看による公開の 届出義務の生ずるの117月 1日以降であるから．届出

停止命令糧重喪民俗賓料の保存のための鯛査権． Ill を襲するのは． 7月31日以鯰の発蠅であり．事実上．

有の指定物件の管理団体に対する当該指定物件の保存 この関係の規定については．籍行が 1月遅れることと

のための鯛蓋襦等である（法第99条）。 なるわけである。

註 法第1的条から葛102条まで．第104条の3及び第1お （2) 原状回復命令は改正法葛行前の集断現状変更等に

条の改正It.今回の改正に伴う技術的な蔓環である。 ついてIt.原則としてなし得ないが．票断棧ぷ変更が

なお．法第102条の改正については．法第47条の改正 改正法篇行の日の前後にわたつて縫続して行われてし・

に関する説朗を彙照（第2.3, (8))されたい。 る場合には現状回復を命じうると解する。

第8 罰剣関係 註（I) 附則第2項（仮指定の効力についての騒過規定）．

1 従来の罰金又は科料若しくは過将の嘱としての25.000 第3項（異議中立期問の特例）．第6項（史跡名鰐天

円ば すぺて30,000円と改めたこと。 然記念物の管理団体についての経過規定）及び第7項

2 無断現状変更等による史跡名饒天然記念物の誡失．き （同上）については．それぞれ前述したところを参照

損等に対し刑罰を鰈することとしたこと（前記露 6. 9 されたい．

参照）。 註（2) 附則第8項から第II項までは他の法律の関係条

3 以上のけか．罰則について11.今回の改正に伴つてあ 文について，今回の改iEに伴う整理を行ったものであ

らたに羹務を課Lた事項について従前の基準に従つてそ る。

れぞれ過料を科することとする等，所要の技術的な整理

を行ったこ と。

註（1)法第107条の3の改正11,餌 Iに従前の法第112 ②文化財保襲法の一部を改正する法律等の施

粂で過料について丙罰規定を設けていることは過料の 行について

性質上不合踵であり又他の立法にも例を見ないので． （閉苔ぶば烈＆悶甜品，員会が遍這）
この点を改めて． Ill罰．罰金についてのみ行うことと 文化財保護法の一部を改正する法律（別紙 1略）が，さき

し．第2に，従前の法第112条但書は，当然のことと の第75回国会において成立し 昭和印年7月 1日．法律第49

して． 最近の立法例では特に規定しないこととしてい 号をもつて公布され．同年10月1日から崖行されることとな

るので．これにならつて但書を隕つたものである。 り．これに件い．文化財保護法藁行令（以下 「蔦行令Jとい

註（2) 法第57条の 2第 1項の届出をせず．又は同条第 2 う。） （別紙2略）が同年9月9日．政令第267号をもつて公

項の指示に違反した嗜，法第72条第 1項の撰識．説朗 布され，また．文化財保護法の一部を改正する法律の籍行に

板等の設置を行わなかつた名，法第84粂第 2項の指示 伴う関係政令の整働に関する政令（以下「甍備政令」とい

に違反した者については．いずれも罰R9の規定を設け う．） （別紙3略）が．同年9月30日．政令第293号をもつて

ていたい点に注意されたい。 公布され．丙政令とも岡年10月I8から籍行されることとな

第9 附則関係 りました。

改正法の籍行間日につじヽては，今回の改正が全般的に このたびの改正は，昭和四年9こ惧定された文化財保緩法の

わたつて行われ．新たな闊限を課し． •あるいは新たな頷 ー認を改正する法律の籠行から今日までの間における広範で

度を設ける等の措塁がとられているので，一般9こ周知循 急激な経済的社会的変動とこれに伴つて生じた文化財保護の

底のための必要な期r,11を見込んで7月IBとしたこと。 一層の充実強化の必要性にかんがみ，緊急に措置すぺき事項

(I) 坦蔵文化財の孔撮調査の事詞后出等届出期間を延長 について割度の整備を図るため行われたものであり．その主

したもの及び土木工事等による発掘の雇出等新たに事 賽な点は次のとおりであります。

前届出を規定したものについては，新98規定の切讐の 1 民俗文化財の斜度を整偏したこと。

際注意すべき点が生ずるので．以下に記すところを御 2 埋蔵文化財に関する鵡度を菫偏したこと。

了知の上，円滑な処瑶を問せられたい。 3 伝航的建造物窮保存地区制度を設けたこと。

第 1に， 事前震出期間が延長されたものについてで 4 文化財の保存技術の保護制度を設けたこと。

あるが． 6 月 30日まで1こ后出を受理されたものにつし • 5 地方公共団体における文化財保護行財政体割を蔓備し

ては， 7月 18以降においても，従蒻通り届出をした たこ と。

8から208を経過すれば発掘調査ができる。 7月18 このたびの法改正は，以上のような主要な事項を含めて法

以降届け出るものについて11,30日経過後でなければ 偉全体にわたる大幅なものであり，その実籍還用に当たつて

発讀調査ができない。 は．下記事項を参際の.1:'遺憾のないよう楢Illするととも

第2Iこ．あらたに事前届出義務を謙したものについ に．関係機関及び．管下市町村等に対し趣后の徽底方につき

て11,例えば土木工事等による発掘についていえば． よろしくお取り計らし・願います。

545 
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なお9 ：：：のたびの法改正等に伴う文邸省令の改正等につし、 るものという。なお．建築物以外の工作物例えば石坦 氣形文化財のうち9こは．その性格上保持者とすべき 俗文化財の記録の作成その他その保存のため適当な措

て11. おつて通知します。 が特色となつて傾斜連の集落の石垣等が中心となつて 看の保樗する撫形文化財に個人的特色が薄く．か 置を執ることができること とした（法第56粂の18第 1

記 いる場合も含まれる。 っ．保舟名とすぺき省が多数存在する嶋合があつて 項）。

第 1 総剣関係 • 鯖2 布形文化財関係 も．運用上はそれらの者の代表者を 「保持者（代表 （注） 保存のため適当な措置として心霞褻銀形民俗文

文化財に関する定義を拡充．整備したこと（文化財保護 1 重要文化財について．親躙する行為の範囲を拡大し． 者）」として稔定してきた。 しかし．この ような保 化財の公開の機会を設けること等が考えられる。

法の一郎を改正する法律（昭和50年法律第49号。以下「改 その保存に影響を及ぼす行為をも文化庁長官の許可を要 拷者の認定の方式によれは当該保搾省が死亡した (2) 国11, 重要無形民俗文化財の保存に要する縫費の一

正法Jという。）による改正後の文化財保緩法（昭和25年 するものとしたこと（法第43条第 1項）。 鳩合は重要鍋形文化財の指定が解除されたものとさ 部について．地方公共団体その他その保存に当たるこ

法律第214号。以下「法」という。）第2条）。 （庄1) 重要文化財の保存に影●を及ぽす行為とは．物件 れ（旧法第お条の 4第4項）．後縫者の養成尋の保 とを適当と認める者に対し．補助することができるこ

(1) 有形文化財の定義の中に．建造物その他の布形の文化 の形状に直接物瑶的変化を生ずるものではないが． 襲槽量の法的根拠を失うほか実情に合わない事態が ととした （法第56条の18第 1項）。

的所産で価僅の高いものと一体をなしてその価絹を形成 材賃等に化学変化を起こし．又は経年変化を促進さ あつた。このため今後は必要に応じ．屎持者の認 （注） 保存に当たることを適当と認める考は．通常当該

している土地その他の物件を含むことを規定した （第 1 せる等保存上何らかの影•を与える行為であり．例 定に代えて．無形文化財を保持する者を主たる構成 直要無形民俗文化財の保存に王として携わつている

項 1号）． えば美術工芸品の場合には横造のための裂取り物 貝とする団体で代哀者の定めのあるものを保持団体 民間の団体．例えば特定地箪の民俗芸能保存会等が

（注）従来の定義では、有形の文化的所産で臼儀の高い 件に直接触れる手法による模写（揚げ写し等）．拓 として認定することができることと し． 撫形文化財 考えられる．

ものと一体をなしてその価饂を形成している土地その 本取り．長時閏高照度の照明下に置くこと．建造物 の性格．実情等に即応した指定万式の週用を1l11るこ (3) 文化庁長官による鼠要熊形民俗文化財の記録の所有

他の物件についても．これを区別して敢り扱わなけれ の場合には構造上安全許容度を超える重量物の微入 ととなったものである。 嘔に対するその公fl/lの勧告及び日の補助による記録の

ばならなかつたので．この点を改め．実隙に即応して 等がこれに当たる。 （注2) 保持団体は社団に阪り．財団は含まれないことと 公開の申出に対する承認の詞度を設けた（法第お粂の

保護できるよう定義の拡大を図つたものである。 （注 2) 重蔓文化財の保存に影響を及ぼす行為について した。 19)., 

このようたものの例としては．美術工芸品関係でIt は．法第杖峰算 1項問機．影響の経徽である場合を （注3) 主たる構成員以外の構成員としては．指定される （4) 文化庁長官11, 地方公共団体その他霞萎無形民俗文

仏隊及び七れと本来一体をなしている基壇．厨子筆 本条の規定の遍JII除外とするとともに．重要文化財 技得等について研究．指導する者（試験湯長．大学 化財の保存に当たることを適当と認める者に対し．そ

（これらのうち一部のものは重嬰文化財に指定するに の現状の変更につし。てIt,新たに非常災害のために 敦等）．その保存対策に協力し． 又はこれを保護 の保存のため必要な助言又Ii勧告をすることができる

当たつて渭iとして週用されてきた．）． Jlif崖仏とそ 必要な応念措置を執る場合を許可を畏したいものと する者等が考えられる。 こと とした （法錆56条の20)．

の所在する土地建造物関係では社寺逹築とその敷地 して規定した。非常災喜のために必要な応急措置を 第4 民俗文化財関保 （5) 重要焦形民俗文化財以外の熊形の民俗文化財につtヽ

である攪内地．民家建築とその屋敷地等がある。 執る湯合とIt.現に災害が発生し．又は発生が明ら 1 有形の民俗文化財につして9:t..IB法の重要民俗資料と ては． 1日法の饉形の民俗資料におけると同様に．必要

(2) 有形文化財の定義の中1：：：掌椒上鱈偏の高い歴史資料が かに干瓢される魚迫の事態I：：：おいてこれに対する応 同襟の重要有形民俗文化財としての指定絹度を置く こと のあるものを選択して記録作成等の措置を騰ずること

合まれることを明記した（第 1項第 1号）。 急の措置を執る場合をいい．今回の改正によつて． とし．及びIB法の嵐要民俗資料を新法の虞更有形民俗文 ができることとした（法第お条の21)。

（注）掌術上価値の高い歴史資料とは，必ずしも厩史上又 本条のほか遺鯰の発見にOOする届出等（法第57条の 化財とみなすことと したこと （法第お条のl()jり1項及び 第5 堰蔵文化財関係

は芸術上の緬値が高いものではないが．主要な歴史事 5及び第57条6)及び史跡名勝天然記念物の現状変 改正法附則第4項）。 1 綱査のための溌撼の塁出に関する規定を竪鯖したこと

象に関する遺品．歴史上瓜要な人物に関する遺品．孜 更等の許可（法第80条）の絹度中にそれぞれこのよ 2 重要有形民俗文化財について11..その保存に影響を及 （法第57条）。

が国の歴史の還解に欠くことのできたい遣品等をい うな摺置についての適用除外の規定が設けられた。 ほ・す行為についても新たに現状変更行為と同じ規情を行 (I) 1B法においては．調査の対象として 「堰蔵物である

い，改正法による改正前の文化財保護法（以下「IB 2 重要文化財の現状変更等につき許可を受けることがで うこととしたはかは．その保護の鯖度は旧法における重 文化財」と規定されていたが．「埋蔵物」の躇11, 民

法」という。）においてIt.これらを育形文化財とし きなかつたことにより．又は許町の条件を付せられたこ 要民俗資料に関するものと同じとしたこと（法第お条の 法及び遺失物法における用例と澱同されるおそれがあ

て取り扱うことができることが必ずしも明らかでなか とにより損失を受けた賓9こ対しては．国は．その通常生 12から第お粂の17白で）． ったため．これを 「土地に坦蔵されている文化財Jに

つたので．この点を改めたものである。 ずべき損失を祐償することとしたこと（法第43条第5 3 無形の民俗文化財については新たに重冥薫形民俗文 改めた（第 1項）．

(3) 民俗資料の名称を民俗文化財に改めるとともに．民俗 項）。 化財としての指定制度を設けたこと（法第お条の10)。 (2) 綱査結果の雑告書の提出は』従来から発揖鴛に対す

芸能を罠俗文化財の中に統一的に位置づけることとした 3 重要文化財（遠造物その他の土地の定着物及びこれと （注 1) 集形の民俗文化財としては．衣食住』生寮．信 る指示の一器としてきたのであるがこれを指示事項

（第 1項第3号）。 一体のものとして当該重要文化財r.:.Iii定された土地に限 仰． 年中行事等に関する風俗慣習及び民俗芸能が の一つとして規定上明らかにした（第2項）。

（注）旧法上は民俗要能がどの文化財の緩別に属するかに も）を．当該重要文化財の管理団体である地方公共団 あるがそれらは国民の生活そのものに惚着した 2 周知の壇蔵文化財包蔵地における土木工事等の事前届

ついては明文の規定がなく．運用上は無形文化財と民 体その他の法人が買い取る湯合の田Ill補助の規定を設け ものであり．焦形文化財の保持者のような体現者 出の時期を30日間旱めて土木工事等の滋手の60日前とし

俗資料のいずれにも属するものとして取り扱われてき たこと（法虜46条の 2)。 を認定することは実情に合わないことが多いと考 たこと（法第57粂の2)。

たが．これを改め民俗文化財に属するらのと して剪記 （注） 褐助対象となるのは．建造物その他の土地の定着物 えられるので．重薫無形民俗文化財の保持者又は （注） 周知の連鼠文化財包願地における土木工事等と埋蔵

したものである。 及びこれと一体のものとして重要文化財に指定された 保持団体の認定鵠度は採らないこととした。 文化財の保護との謁整についてIi.法第57粂の3の規

(◄) 周囲の環境と一体をなして歴史的風数を形成している 土地に限られ．通常の芙術工玄品は対象外である。 （注2) 重要無形民俗文化財の保護には．広く 一般の 定による国の機関等の鴫合の特例的取扱いを除いて．

伝統的な建造物群で価値の高いものを伝絞的建造物群と 第3 無形文化財関係 人々の廻解が必要であるこ とはもとよりである これさで行われて倉たところと異なるものではないの

して新たに文化財として定錢づけた（第1項第5号）。 重要黒形文化財の指定に当たつてIi.従来の保持濯の認 が．特に地元の関係住民と市町村の理解と協力が で．この点を留意の上従前と•おり適切な遷用に配碍さ

（注）伝統的な述造物群と凡例えば宿場町門菊町．城 定のほかに保搾団体を霰定することができることとしたこ 不可欠のものと考えられる。 れたい。

下町（武家屋敷等）、明治洋風の建造物群等であつて． と（法第56条の3第2項）。 4 重雙無形民俗文化財の保存に関する艤定を整偏したこ なお．法第57条の3に規定する場合を含め．土木工

達築後相当年数を経過した逹造物により構成され．全 （注 1) 直要無形文化財の保持＊11,従来目然人に霰るこ と（法第お粂の18から第56条の20まで）。 事等が葬嘗災畜のために必要な応急漕置として行われ

体としてその位置．形態意匠等において特色を布す ととされてきた。このため．例えば工芸技術である (I) 文化庁長官が自ら行う保護の捨置として重要無形民 るときは．適用がない。

訓6 “7 
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3 編の機関．地ガ公共団体又は国若しくは地力公共団体

の設立に係る法人で政令の定めるもの（以下「国の議関

等」という。）が局知の埋蔵文化財包鼠地において土木

工事等を行おうとするときは法第57条の 2の規定を過

用しないものとし．協識等の特例的取扱いをするこ とと

したこと（法第57条の3)。

(1) 周知の埋馘文化財包蔵地において土木工事等をしよ

うとする国の機関等は、当該土木工事等の事票計函の

策定に当たり．あらかじめ．文化庁長官に通知しなけ

ればならないこととした（第 1項）。

（注1) 即の畿関筍とは国の機関地方公共団体又

ほ圏若しくほ池方公共団体の設立に保る法人で

施行令第 1条に99学するもの（字宮開発事棠1i11

はじめ42法人）及び同条の規定により文化庁長

官が指定するものをいう。なお，文化庁長官が

指定するものについては，おつて通知する．

（注2) 本条の規定による国の繊関等の通知の時期に

ついては，事業の住格等に応じて合涅的な時期

とする必要があるが，当該通知氏国の機関等

が各省各庁の長である場合を除き，鄭道府只教

育委員会を経由して行われることとなる（第5

項及び法第103条）．ついて11.士木工事等の事

莱計画について当該111の艤関尋と格道府只教育

委員会との問で本条第 1項の過知の前のできる

だけ早期に事実上の運畠闘整が行われるように

するのが望ま しく．本条の規定による文化庁長

官への通知を進違する鳩合は，事煎の調監．協

議の経過及び結果の概要と祁道府県教育委員会

の意見を付するよう配慮されたい。

（注3) 本条の規定iこよる国の織関等の行う土木工謝

等についての特例的取扱いは．従来の各讐公団

等との党癬等による慣行を前提として制度化さ

れたものであるので．従来の覚書等による慣行

のうち今回の改正1こよつて綱度化されなかつた

協議の具体的方法等の細目1：：保るものについて

11. 従前と•おり遅用することとなっているの

で．留意されたい。

(2) 本条第 1項の親定1：：よる通知があった鳩合におい

て．埋蔵文化財の保護上特1：：必要があると認めるとき

は．文化庁長官は．当該国の機関等に対して．当該土

木工亭等の事累計鑑の策定及びその実籍について協盪

を求めるべき旨の通知をすることができ．通知を受け

た国の機関等は．文化庁長官に協議しなければならな

いこととした（第2項及び第3項）。

（注） 島織を求めるぺさ旨の通知及び(3)の勧位は．可能

な限り速やかに行う方針であり．具体的取扱＼、とし

ては．60日以内に行うことと したい。また．協議を

追めるに当たつても．可能な限り返やかに当該協識
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を終了することが望ましいので．各都道府県教育委

員会においても適切な鐙置につぎ配慮されたい （第

57条の6の規定による場合も同様である。）。

(3) ＊条第1項の規定による通知があつた湯合におい

て．協議を求める必要のたい湯合において以． 文化庁

長官11.当該事震計編の実籐に関し．埋蔵文化財の保

謹上必要な勧告をする：：とができることとした（第4

項）。

（注 1) 勧告の内容と しては．地方公共団体の専門職

員の立会いに関すること等の軽微な事項が考えら

れる。

（注2)本条第3項の規定による協議を要するか又It.

第4項の規定による勧告で足りるかについてほ．

饂々具体的な事業計画．埋嵐文化財との関保等に

則して．合理的かつ遍切に判断することとしてい

る （第57条の6の規定による場合も同様である。）。

4 周知の埴蔵文化財包蔵地について．編及び地方公共団

体It..その周知の讚底を図るため．資料の整傭その他の

必要な措塁の実算に努めなければならないこととし．国

は．地方公共団体の行うそれらの措置につき指導助言

その他の必要と認められる援助をすることができること

としたこと（法第57条の4)。

（注1) 埋蔵文化財包蔵地の閤知ll)徽底のための措置

It..文化庁及び各地方公共団体において分布瞬査

の実庫．遺跡台帳の作成．遺跡地図の作成 ・配布

等な行つてきたが．＊条にいう資料の整鋼その他

の措置It.,従来行ってきたこれらの措置全体を示

すものであり．今後七の一層の計國的捲進と拡充

について十分な配慮と努力が要請されることとな

つた，

（注2) 随方公共団体に対する国の指導．助言．援助と

しては．資料の提供．技附的指導地圏等の配布

等及び財政的な援助措置等も含まれるものであ

る。

（注3) 未知の遺跡が発見された場合等新たに埋馘文化

財包蔵地が確認されたときは．この旨を文化庁に

輯告し、また．これを遺跡台帳に皇戴する等によ

り．その所在の周知の措置を霧ずるよう配慮され

たい。

S 遺跡と認められるものの烙見について． 18法第84条に

おいて規定されていたと同様に塁出を要することとし．

発見された遺跡の保護上必要がある場合における遺跡の

現状を変更することとなる行為の停止鍮令等の糟霞につ

いて新たな鎖度を設けたこと（法第57条の 5).

(I) 土地の所有者又は占有者が．出土品の出土等によつ

て貝づか．住唐跡．古墳その他遺跡と認められるもの

を発見したときはその現状を変更することなく．遅

譜なく．文化庁長官に届け出なければならないことと

した（第 1項）。

（注） 法第57条第 1項の規定による屈出をして実掩した

調査によつて遺跡を発見した嶋合は同条第2項の

規定による指示として輯告纏の提出が義務づけられ

るので．本粂の規定による屈出は不要とした（第 1

項）。

{2) 遺跡発見の屈出があつた嶋合1こおいて．当該届出に

係る這孵が重喪なものであり．かつ．その保裏のため

潤査を行う必要があると認めるとさし文化庁長官

は．関保地方公共団体の意見を聴いて．その土地の所

布潅又は占有箸に対し．罰悶及び区域を定めて．遺跡

の現状を変更することとなる行為の停止又1:1.禁11:を合

ずるこ とができることとした（第2唄及び第3項），

（注 1) 停止（遺跡と認められるものの昴見に至るま

で縫統していた行為を中断したままとすること

をいう。）又は禁止（遺鯰と認められるものの

発見後に着手を予定されている行為の実行をあ

らかじめ止めることをいう。）の命令は．遺跡

発見の届出があつた日（届出書が繹道府県教育

委員会に到違した日（法第103条第4項）．以下

同じ。）から 1国月以内にしなければならず．

命令によつて遺跡の現状を変更することとなる

行あを止めさせておくことのできる期間11．遺

跡発見の后出があった日から起算して 3箇月

（改正法憲行後5年間ti61l!1月）を超えるこ と

ができないが．命令された閉間内に調査が完了

せず．引き続し・て詞査を行 う必要がある とき

ti.一回に隈り．最初の命令の期OOと通算して

6饉月（改正法崖行後5年間119藝月）を超え

ない範囲でその期間を延長することができるこ

ととした （第2項．第5項第6項及び改正法

附則第2項）。

（注2) 遺跡の現状を変更することとなる行為の停止

等の期間について．改正法施行後 5年悶に隈

り．特例を設けているのほ．地方公共団体にお

ける発掘謁査体綱の現状にかんがみ今後5年

閏にその充実を図り．停止等の命令1：：伴う．定

められた期問内での閃査に十分対処できる よう

にする趣旨の措置である。ついては都道府輿

教育委員会においては、地方公共団体における

埋文化財保護担当載員の確保等の体閾の充実

に一暦の配慮と努力が望まれる。

（注3) 停止等の命令の措置を執つた場合を除き．遺

跡の保襲上必要な指示をすることができること

とした（第7項）。

（注4) 遺跡と認められるものが晃見されているにも

かかわらず届出が行われたい湯合において

も． 停止等の禽令及び必要な事項を指示するこ ＇ 

2 文化財関保法令等

とができることとした（第7項）。

（注5) 停止零の命令によつて損失を受けた者に対し

ては．国It,その通常生ずぺき損失を補償する

こととした（第9項）。

（注6) 兄見された遺跡の保護Iこついては．その所在

する土地の所有嗜又Ii占有者その他の関係考と

十分話し合い．その協力を得て適切な措置を執

ることが1ff要であり．土木工事守の停止等の命

令は．そのような話合いや事実上の協力が得ら

れない特殊な事態における最終的な手段として

運用すべきものと考える。また． これらの命令

It.私有勧蘊権に対する強い規制となるもので

あるので．その運用には．当然に．特に慎重を

期すべきものである。ついて1i．都道府桑教育

委員会においても、発見された遺跡の保護につ

いてIi,従来と同様関係者と十分話し合い．そ

の協力を得て遺憾な會を期するよう配慮するこ

とが望まれる。なお．重要な遺跡ヵ溌見された

場合における緊念の事態に対処する方法として

は．本粂の規定による命令等のみならず．史跡

指定又は仮指定の活用等謂震全体の＊機的かつ

合理的な運用も必聾と考えられる。

6 国の機関等が遺跡と認められるものを発見したと き

は．法第57条の5の規定を適用しないものとし．協識等

特例的取投いをすることとしたこと（法第57条の 6)。

(I) 園の機関等が退跡と認められるものを発見したとき

は．その現状を変更することなく．遅罰なく．文化庁

長官に通知しなければならないこととした（第 1項）。

（注 1) 本粂の規定による通知も 国の機関等が各省

各庁の長である場合を除き．認辺府県教育委員

会を経由して行われることとなるので（第5項

及び法第103条）． 本条の規定による請度の通用

に当たつても前記3(1)（注2)において述ぺた

ところに準じて措置されたい。

（注2) 法第57条第 1項又は法第98条の 2第 1項の規

定による閃査によつて遺跡を裕見した場合は．

報告嘗の畏出があるので．本条の規定による通

知は不蔓とした（第 1項）。

(2) ＊粂第 1項の規定による通知があった場合におい

て．当該遺跡が重要なものであり．かつ．その保裟の

ために調査を行う必要があると認めるときは．文化庁

長官It, 当該国の讃関等に対し．その調査．保護等に

ついて協議を求めるべき旨の通知をすることができ．

通知を受けた国の機関等It．文化庁長官1こ協議しなけ

ればならないこととした（第2項及び第3項）。

（注） 協識を求めるぺき旨の通知及び(3),:)勧告9t．可能

な限り遠やかに行う方針であり．具体的取扱いとし

てIt,30日以内に行うこととしたい。
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(3) 本粂第 1項の規定による通知があつた鳩合におい

て．協議を求める必賽のなし場合にお＼、て1:I.9文化庁

長官は当該遺跡の保護J:必要な勧告をすることがで

きる：：ととした（第4唄）。

（注1) 勧告の内容として1:I.. 尾方公共団体の専門職

員の立会いに関するこ と等の軽微た事項が考え

られる。

（注2) 国の機関等による遺跡の発見ll、法第57条の

3の規定による協議等の対象となつた土木工事

等によるものが相当数にのぽるものと考えられ

るので．逓Ill.I:は法第57条の 3の規定による協

議に際し．遺跡が兒見された場合の取扱いにつ

いても．あらかじめ定めておくことが望まし

し・。

7 文化庁長官の行う発墨の施行に関する規定（法第58

条）を地方公共団体の行う発闘に関する権限についての

改正と関遥して改正したこと（第11-1を参照された

し・・）。

第6 史跡名騎天然記念物関係

1 史跡名腑天然記念物（以下「史跡等」という。）の現

状変更等につき許可を受けることができなかつたことに

より．又11許可の条件を付せられたことにより損失を受

けた者に対しては．国は．その通常生ずぺき損失を補償

することとしたこと（法第凹条第5項）。

2 史跡笞の指定地絨内における行為であつて．他の法令

の規定により許可等の俎分で政令で定めるものを必要と

するものについて11. 当該法令の規定による許可噂の処

分の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者は当

該処分をするときに．文化庁長官に通知しなければなら

ないこととしたこと（法第80条の2)。

（注 1) 史跡等の保護の適切．円滑を期するためには

重大な関連を有する開発行為について．あらかじ

め．七の内容を7知し． これと必要な網菫を行う

ことが望ましいことにかんがみ．一定の開発行為

につき監督権限を有する行政庁との遍絡t::.関する

開度を設けたものである。

（注2) 他の法令による俎分で政令で定めるものは．採

石法及び砂利採取法の規定による認可とした（籍

行令第 2条）．これらの処分の楢限を有する行政

庁又はその委任を受けた省は．．採石法．砂利採取

法．阿911法等の規定により螂道府県知事．地方建

設局長又は北海道開発局長とされているので．各

認道府県教育委員会において11．関係蜀局との選

絡等につき遺漏のないよう措置されたい。

3 史跡等の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定

着物を．当該史跡等の管夏団体である地方公共団体等が

買い取る場合の国暉褐助の規定を設けたこと（法第81条

の2)。
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第7 伝統的建造物群保存地区関係

l 伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその緬組を形

成している環境を保存するため．伝統的建造物群保存地

区割度を設けたこと（法第鯰粂の 2)。

（注） 伝絃的建造物群保存地区調震It.伝統的建造物群

ヵ渭91!1の環境と一体をなして形成している厩史的風致

を紐持するため．伝紋的建造物群を主として外観上

認められるその位置．形態．懲匠等につし、ての特性に

ついて．その局囲の環境と併せて保存することを目的

と．l..ている。

2 市町村は．都市計涵区域内においては躯市計面に．醤

市計画区域以外の区誡において11粂例の定めるとこるに

より．紐的建迭物群保存地区（以下 r保存地区」とい

9.)を定めることができることとし．都道府累知事が．

都市計面法の規定によりその都市計画を承認するに当た

つては．あらかじめ．当該都道府県の敦育委員会の意見

を聴かたければならないこととしたこと（法第83条の3

第 1項から第3項まで）。

（注 1) 都市計面の承認は．保存地区を変更する場合の

甑市計画の変更の承認についても同様である。

（注2) 保存蜆区の決定は．躯市計画区域内にあつては

市^町村が．纏市tt酒区域以外の区域にあっては条

例の定めると：：るにより市町村の敦宵委員会が．

それぞれ行うこととなるが．しずれの場合にあつ

ても．市町村長及び市町村教育委貝会において．

あらかじめ．十分協畢l..悶整を図る必要がある。

（注3} 保存地区Ii,伝院的建造物諄及び：：れと不離一

体の関係にある問囲の環境に限定することとし．

必要以上に広大な地域としないよう．また．本来

保存地区となじまないような篇設（例えば防術綺

数等）．地戚 （例えば工場団地等）等を含めなし・

よう留意する：：と。

（注4) 保存蛇区を定めるに当たつては．都市計画区域

以外の区域にあつては．所有者その他の利富関係

人及び関係行政檄関と十分協訊する必要があり．

保存珀区の決壼についての条例の手糀の定めにつ

いても．任民等の憲思が反映できるように都市計

画法の都市計画決定の手続に箪じた手綬を定める

等の配慮が必要である。

3 保存地区内の現状変更の規鵠については．政令の定め

るぷ鵡に従い条例で定める：：とと したこと（法第印条の

3第 1項）。

（注 I}．粂例で現状変更の規制を定めるに当たつて11.

政令で定める基箪に従わなければならないこ とと

したの11. 保存地区の性格．七の実患上の必要性

等にかんがみ．保存地区の住民の財産権及び他の

公益との調菫等についても配慮しつつ．保存地区

の＊効．適切な保存のため必要な規制の枠組みの

基準を法令上明らかにして，条例による親謂の遇

正を期する必萎があるからである．

（注2) 現状変更の規制Ii.建造物（建築物その他のエ

作物をいう。以下同じ。）については．主として

その外観（それと密接な関連を有する内部を含

む.)を謹持するこ とを目的とするものであるこ

とに留意されたい。

（注3) 政令においてIiミ保存地区内における現状変更

行為11,虹9として．市町Hの教育委員会（都市

計画9こ定めた保存地区にあつては．市町村の長及

び教育委員会）の許可（国又は地方公共団体の機

OOにあつて11. 協議）を要するものとし．また．

特定の公益的事票について11, 許可又は協識を要

せず通知をもつて足 りることとした（篇行令第4

条第2項．第5項及び第6項）。

（注4) B本専売公社はじめ25法人については．施行令

第4条第5項の規定について．国の行政巖1111又は

地方公共団体とみなしてこの規定を準用すること

とした （襲偏政令第II条から第35粂まで）。また．

日本国有鉄道については． Illとみなされている

（日本国有鉄道法第〇条）。

4 保存地区の保存については条例で保存のため必要な

措鵬を定めることと したこと（法第83条の3寡 1項及び

第2項）。

・（注 1) 保存の対象は伝絨的建造物群を構成する伝絞

的建造物及び属圃の環攪 （伝統的な建造物以外の

建造物を含む。）であるが市町村はこれらの保

存を図るため．自らこれらの管坦修環． 修景．

復9B等を行うとともに．所有考等が行うこれらの

椿霞について経費の一部の補助等を行う必要があ

る。

（注2) 保存地区内においては．市町村It.建設大臣の

承認を得て．条例で．建築基準法の一部の規定に

つきその全部若しくは一部を適用せず．又11これ

らの規定による綱限を緩和することができること

とした（改正法沼R9第13項）。なお．保存地区に

関連して崖外広告物法が改正され．保存地区を広

告物の規鵠地域とすることができることとされた

（改正法附i,第12項）．

（注3) 「保存のため必要な鑽置Jには．現状変更の規

割11含まれない．

5 市町村11.保存地区に関し．地区の決定若しくはその

取消し又は条例の制定若しくはその改脆を行った湯合

11. 文化庁長官に対し．その旨を編告しなければならな

いことと したこと（法第83粂の3第4項）。

6 文化庁長官又は邸道府県の教育委員会It.市町村に対

し．保存地区の保存に関し必蔓な指違又11助言をするこ

とができることとしたこと（法第83条の 3第5項）。

2 文化財関係法令等

（注） 文化庁長官及び都逼府県の教育委員会は．市町村

に対し．保存地区の案の作成（保存地区の変更の場合

を含む。）．保存地区の条例の制定．保存計嗣の策定そ

の他保存のため必要な措置について必要な指這助言

を行うことができることとしたので．市町村It,これ

らについてあらかじめ密接9こ逼絡をとり．十分た事前

指導を受ける ようにされたい。

7 文部大臣It,市町村の申出t;.墨づ＼ヽて，録存地区の区

域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高い

ものを重要伝航的建造物諄保存地区として選定すること

ができることとしたこと（法第83条の4第 1項）。また．

文部大臣11.重要伝訊的建造物群保存地区がその鰤値を

失つた場合その他特殊の事由がある とさ11,その選定を

解除十ることができることとしたこと（法第的条の 5第

1項）。

なお．選定及びその解除11.その旨を官報で告示する

とともに当該ifj町村に通知してするこ とと したこと

（法第83条の4第2項及び第83条の5第2項）。

（注） 保存地区がその価組を失つた場合と凡例えば保

存地区内に所在する伝戟的建造物群の大部分が火災で

続失した場合等が考えられる。

8 llltt..重襲伝絞的達造物群操存地区の保存のための当

該地区内における建造物及び伝釈的建造物群と一体をな

ナ環境を保存するため特に必要と認められる物件の管

理．修窟． 修景又は復IBについて市町村が行う措饂1こつ

いて．その経費の一部を補功することができるこ ととし

たこと（法第邸条の6)。

（注） 国が行う補助は．市町村が保存地区の保存のため

に直接自ら実施する事菜に要する経費又11所有渚等の

行う事藁に対して褐助する経費の一螂を対象と して行

うものである。

9 以上のほか．伝絃的建造物群保存地区胡度の創設に伴

い．保存地区について新都市基盤菫備法鮨行令及び宅

地建物取引業法篇行令を一部改正し．また．保存地区内

に所在する伝統的建造物群の保存1こ係る行為等につい

て．古怒における慶史的風士の保存に関する糟9l措量法

庫行令．醤籠覆杖t郊縁地保全法薦行令．近畿閲の保全区

破の整傭に関する法律施行令及び都市緑地保全法籍行令

を一部改正し．他の文化財と同様の特例的取級いを行う

こととした （整饒政令第 1条から第3条まで．第5条．

第6粂及び第10条）。

10 その他保存地区の決定及び現状変更行為の規割等の

詳細につじて1i．おつて通知する。

第8 文化財の保存技術関係

1 文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技

術・技艇で保存の措置を濤ずる必蔓があるものにつして

は．文部大臣が選定保存技術として選定するこ とができ

ること＇としたこと（法第83粂の7)。
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(I) 脊形文化財の修理・復元等又は無形文化財のための

用具の観作等に関する伝絨的な技術・技紀は．文化財

の保存にとつて欠くことのできなし•ものであるにもか

かわらず．近年その技術省等の減少．老齢化．後継者

の確保の困難等の傾向が著しいため．その保存につい

ての割度を設けたものである。

（注） 無形文化財である技術It.技術そのものが歴史上

又は芸街J:の価値の高いものであるのに対し．文化

財の保存技術は．技街の歴史上．芸術上の僅組のい

かんにかかわらず、文化財の保存のため欠くこ とが

できないものをいうものである。

(2) 選定保存技術を選定するに当たつて11.当該選定保

存技術の保持宕又は保存団体を認定しなければならな

いこととした（第2項）。

（注） 保存団体とは．．当該選定保存技術を保存する；；；と

を主たる目的とする団体（財団を含む。）で代褒者

又は管瑶人の定めのあるものをいい．ーの選定保存

技術につき保持者と保存団体とを併せて認定するこ

とができる（第2項及び第3項）。

(3) 選定保存技術の選定．選定の解除．保持者又は保存

団体の認定．認定の解除の手訊は、重要無形文化財1::.

関する手綬と同様の隅度を設けた（法第絡条の7から

第83粂の9まで）。

2 選定保存技術の保存に関する割度を設けたこと（法第

83条の10から第83粂の12文で）．

(l) 文化庁長官が行う保存の措筐として．還定保存技術

について自ら記録を作成し．又は伝承者の養成その他

その保存のため必要と認められるものについて逸当な

撞饂を執る；；；とができることとした（法第83条の10)。

（注） 保存のため必要と認められるものとしてほ．美術

工芸品の修理に要する原材料（漆．カヤ．キリ等）．

逹造物の修埋J11資材（ヒワダ． ヒノキ等）の確保等

が考えられる。

(2) 文化庁長官による選定保存技術の記録の所有者に対

するその公開の勧告及び国の襦助による記録の公開の

申出に対する承稔の制度を設けた（法第83条のII)。

(3) 国は選定保存技術について．その保持者．保存団体

又は地方公共団体その他七の保存に当たることを過当

と認める看に対し．指瀑助言その他の必要と忽めら

れる援助をすることができることとした（法第83条の

12). 

（注） 援助の具体的内容としては．伝承者の養成事菜を

行う保存団体等に対する襦助．保持著に対する功成

等が考えられる．

第9 文化財保護審議会関係

1 今1ii1の改正により．重要撫形民俗文化財の指定並びiこ

重要伝航的建造物詳保存地区及び選定保存技術の選定制

度等新たに制度が毀けられたので． 、それに伴い．文化財
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保緩審議会に窮問すべき事項を新たに追加したこ と （法

第以条の 2)。

2 新たに諮問事項としたものIt．次のとおりである。

(I) 重要無形文化財の保持団体の認定及びその認定の解

除

(2) 重要無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(3) 重要伝尻的建造物群保存地区の選定及びその選定の

解

(4) 選定保存技術の選定及びその選定の解除

(5) 選定保存技術の保搾嘔又は保存団体の認定及び七の

認定の解除

(6) 霞要文化財の保存に影響を及ぼす行為の許可

(7) 遺跡の現状変更となる行為tこついての停止命令又It

禁止命令の期間の延長

第10 補員9関係

1 公闘による聴間を要する事項に．遣跡発見の際の謁査

のための停止命令若しくは禁止令令又はこれらの命令

の期間の延長を加えるとともに条文の甍瑶を行ったこ

と （法第85条）．

2 異議申立ての手貌における公闊の醜聞を要する事項

tこ．重要文化財の保存に影響を及ぽす行為の許可又11不

許可を加えたこと（法第85条の3)。

3 国有財産である重要文化財．重要有形兄俗文化財又は

史跡名勝天然記念物の管理を行っている地方公共団体

は．その管環する重要文化財等でその指定t:.係る土地及

び建造物を．その管理のため必襄ts:限度において．薫償

で使用することができ ることと したこと（法第95g,の

4)。
（注 l) 現在．文化庁長官の指定を受けて国有の璽要文

化財等を管墾している地方公共団体がその管理

のために当該指定に係る土地及び建造物を使用す

る場合において11.国有財産法上これを蕪償とし

て取扱う旨の直接の規定がない（単に．地方公共

団体が固有財鑑を政令で定める小規模な庸設（敷

地面積50,I未轟）の用に供するときは薫償とする

ことができる旨の規定があるのみである（国有財

産法第19粂及び第22条）。）ため．国有財産法の特

例規定を設けたものである。

（注2) その使用が槃償として取り扱われるのは．固有

の重要文化財等の保存管理のために必要な保存誕

設管題棟等のための土地及び達造物（指定物件

に限る。）であり．その使用が営利を目的とし．

又はそれによつて利益をあげる場合には．懸償の

取扱いを受けることができない （第2項）。

第11 地方公共団体及び教胄委員会闊保

1 地方公共団体は．法第58条の規定により文化庁長官が

行うものを除き．埋蔵文化財について調査する必要が

あると認めるとさは発掘を籍行することができるこ

ととし、地力公共団体の発提調査9こ膝する権限を明ら

かにするとともに．これに伴い関係の事項につき規定

を整備したこと（法第96条の 2及び第98条の3)。

（注）） 池方公共団体の発掘綱査に関する憎限を明ら

かにしたことと関運し． 文化庁長官が発掘を籐

行することのできる堰戴文化財についての要件

を定め．文化庁長官が緯行するこ とのできる発

掘の範囲を明らかにした（法第58条第 1項）。

（注2) 本条の規定の過用を受ける地方公共団体に

は．学術的研究を行う大学．博物館，研究所等

の楓関11含まれない。

(I) 坦蔵文化財の発掘調査に関する地方公共団体の権限

を明らかにしたことに伴い．地方公共団体の行う発掘

詞査について11.法第57条の規定は適用されないこと

となるので地方公共団体の行う発握につし・て1:I.,Jlll

途．文化庁長官に対し． その憑手の~8前までに法第

57条第 1項の規定による届出に箪ずる方式により，通

知されたい。

(2) 地方公共団体が国の所有に属し．又は国の機闊の占

有する土地において発墨をしよ うとすると き11.教育

委員会は発掘の目的等について関係各省各庁の長等

と協議しなければならないこととした （法第98条の2

第2項）．

（注） 法第57条の3又1文第57条の6の規定による協蟻の

結果調査を行う場合にあつては，実質上本項の協議

を了したものとして取り扱つて差し支えなし・・

(3) 地方公共団体は，その実籐する発掘に関し事震考Iこ

協力を求めることができることとした（法第純条の 2

第3項）。

（注） 地方公共団体の行う発掘は実態上開発行為の事

精調査として行われることが多いことにかんがみ．

発掘の原因となつた開発行為の事業肴に対して発

掘費用の負II!を含め，従来のよ・うな協力を求めるこ

とができるよう規定を蓋傭したものである。なお．

地方公共団体は，協力を求めよう とする場合，当該

事菓の性格，規摸，事業者の艇力箪を勘案し會埋蔵

文化財の保護及び閃査の薦行等が円滑，適切に推進

されるよう配慮するこ とが望される．

(4) 旭方公共団体の行う発痘に要する経賛につき．国は

その一邸を禍助することがでさること とした（法第98

灸の 2第5項）。

(S) 文化庁長官11，地方公共団体の行う央抱に関して必

要な指導及び助言をすることができることと した（法

第98条の2第4唄）。

(6) 郵道府県教育委員会の行った発掘によつて発見され

た出土品につし、ては，文化庁長官の行う発鰯によつて

発見されたものに関する手続と同様遣失物法の規定

にかかわらず，警察暑長にその酋を通知することをも

2 文化財関係法令等

？て足りることとした（法第98条の3)。

2 地方公共団体が文化財の保存及び活用を図るために行

う事菓i：：要する経費1こ充てるために起こす地方債につ

いては．国に討いて適切な配慮をするものとすること

としたこ と （法第OO条の 4).

3 今回の改正により新たに補助規定が設けられたものの

補助金交付に伴う指揮藍督権を認道府只教育委員会に

対し隋隈委任することができる事項として追加したこ

と（法第99条）。

4 都道府県教育委員会に．現行の文化財専門委員制度1：：

代えて椙道府棗文化財保護響議会を量くことができるこ

ととし同審議会11．縞這府只教胄委員会の酪f.，に応じ

て．文化財の保存及び活用に関する重要事項1：：ついて調

査審識し．及びこれらの事項に関して当該怒道府魚教育

委員会に建議することができることとしたこと（法第105

条）。

（注 1) 従来の文化財専門委員制度に代えて合議頷の審

議会制度9：：切り換えた題由としては．合議病の方

が．一般1：：饂広い意見の聴取や慎重な饗盪が期待

され．文化財保護の体閲の拡充、強化により効果

的であること．現実1：：都道1ff只においては合議制

による運営を行つているところが多く．それらの

実態に合わせたこと．従来文化財専門委員が果た

した綱去研究については．審議会の蕊会の設置叩

運用によつて同様の効果も期待されること等が挙

げられる。

（注2) 都道府聾文化財保護審議会の設置並びに組織及

び運営に関し必要な事項は．条例で定めなければ

ならなしこととした。

継道府累文化財保護饗議会の委員の遇任に当

たつて11.上記の趣旨にかんがみ．文化財に関

する専門的な学織経験者のほか． 一般的な学識

経験者についても配慮することが望ましい。

（注3) 審議会の委員は特別職の地方公務員である。

5 幅道府県教育委員会に．郭常動の文化財保襲指濤委員

を置くことができるものとし．文化財保護指導委員は．

文化財について．閾碍巡視を行い．並びに所行者その

他の関係者に対し文化財の侃護に関する指潟及び助言

をするとともに地域住民に対し．文化財保護思想につ

いて曽及活動を行うものとしたこと （法第1侶条の 2)。

（注l) 文化財保護指墓委員の設置9：：ついては．教育委

員会規則で定めるのが通常であるが． もとより条

例9：：より設譴しても茎し支えなし‘o

（注2) 文化財保護指轟委員11.特別職の地方公務員で

ある。

第12 罰員！関係

l 罰金の額の最高限度額について．10万円を50万円に．

3万円を節円に． 1万円を10万円にそれぞれ引き上
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げ．所有者の場合を除いて．科料を廃止したこと。

2 遺跡溌見の際の文化庁長官による現状変更行為の停止

又は禁止命令違反に対し．10万円以下の罰金を科するこ

ととしたこと。

3 従来．過料であつたものについて．次のように罰金を

科することとしたこと。

(l) 重喪文化財若し＜ t:t.史跡名勝天然記念物の憾許可現

状変更等又は現状変更等の停止命令違反に対し．従来

の3万円以下の過料を改め． 10万円以下の罰金を科す

ることとした。

(2) 文化庁長官による国宝又は特別史跡名勝天然記念物

の修理若しくは復IB又｝よ減失．き損等の防止の措覧の

厖行の桓否等に対して．従来の 1万円以下の過料を改

め． 5万円以下の罰金を科するとととした。

(3) 文化庁長官による発躙の篤行の揖否等に対して．従

来の5千円以下の過料を改め．5万円以下の罰金を科

することとした。

4 過料の額について． 3万円を20万円に． 1万円を 5万

円に． 5千円を3万円にそれぞれ引き上げたこと．

5 以上のI!か．今回の改正に伴つて新たに義務を課した

事項につし・て従前の基熾に従つてそれぞれ過料を科する

こととする等．所要の監瑶を行つたこと。

（注） 法第57条の 2第 1項の届出をせず．又は同条第2項

若しくは第57条の5第8項の指示に遠反した考につい

ては．いずれも罰負りを設けていない点に注意された

ぃ．

第13J付則関係

l 改正法の縮行期日について11會今回の改正が法律全般

にわたつて行われ，新た1こ潤餞を録し，あるいは新たな

詞度を設ける等の措置がとられているので，改正法施行

のll'lilll:一般1：：周知薇底のための必戻な期1111を見込ん

で，公布の日から起算して3箇月を騒過した日 (10月 1

日）としたこと（改正法附則第 1項）。

2 重要文化財関鋲

重要文化財の保存に影響を及“す行為で，改正法施行

の際現に醤手しているものについてIt, 法第43条の規定

は適用しないこととし，当該行為湯It, 改正法の締行後

遅羅なく＂その旨を文化庁長官に届け出なければならな

いこ ととした（繹行令附則第2項）。

3 集形文化財関係

改正法の殿行の際現1：：指定されている重要集形文化財

のうち，保持者の認定に代えて保持団体の認定をする必

要があると認められるものについては，改正法施行後1

年以内にすべての保持者の認定を解除するとともに，保

持団体の認定をしなければならないこととした（改正法

附月9第3項）。

4 民俗文化財関係

(1) IB法の規定により指定されている重蔓民俗資料Ii,
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法の規定により指定された重要布形民俗文化財とみな

し． 1B法の規定により交付されている重要民俗資料の

指定書11,法の規定により交付された重要有形民俗文

化財の指定鬱とみなすこととした（改正法附員1)第4

項）．

(2) 重要有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為で改

iF.法篇行の際現に焙手されているものについては．法

第56条の13及び第90条の規定は適用しないこととし．

当該行為者は．改正法の籍行後遅樗な＇＜．文化庁長官

にその旨の届出 （各省各庁の長にあっては通知）をし

なければならないこととした（薦行令附則第3項）。

また．改正法の厖行援20日以内に重要有形民俗文

化翫の保存に影響を及ほ・す行為を新たにしようとする

者に対する法第お粂の13（法第90条第2項において謳

用する場合を含む。）の規定の適用t：：ついては．向条

の規定による1i1i出（各も各庁の長にあつては通知）

は．昭和印年10月 1日に行わなければならない：：とと

した（籍行令Ill則第4唄）。

5 埋蘊文化財oo保
Il) 遺跡発見の際の文化庁長官による停止又は禁止命令

の期閑1：：ついて｝i.法第57条の 5の蜆定により露出の

あった日から311li月を超えてはならず．延長の場合に

ぉしても 6編月を超えてはならなし・：：ととしたが．改

正法籍行後5年間11．地方公共団体の発掘調査体闇の

現状等にかんがみ、それぞれ6箇月．9鶴月とする：：

ととした（改正法附則第2項）。（第5-5(2)参照）

(2) 改正法施行前にIB法第57条の 2第 1項の規定によつ

てした届出に係る発掘については．法第57条の2及び

楳57条の3の規定にかかわらず． IB法第57条の2の親

定の例によることとした（改正法附則第 5項）。

(3) 改正法崖行前に法第57条の3第 1項1こ規定する事菜

計画を鎖定した同項に規定する国の機関等1:t..当該事

業計画の実施につきIB法第57粂の 2第 1項の規定によ

る国出をしたものを除き．改正法施行後遅濡なく．文

化庁長官に通知したければたらないこととした（改正

法附麒第6唄）。

(4) 改正法施行菊に発見された遺跡と認められるものに

ついては旧法第糾条第 1項の規定による露出又は同

法第90条第1項の規定による通知の有撫にかかわら

ず．なお．従前の例1：：よるものとした（改正法附員＇第

1項及び第8項笠びに嵐行令第5項）。

6 文化財専門委員関係

改正法の篇行の際現に1日法第104条の3の規定により

霞かれている文化財専門委員の設置1：：つし、ては．昭和SI

年 3月31日（それ文での問1：：おいて当該文化財専門委員

が嚢止されたときは当該廃止の 8) までの間は．tょ

ぉ．従前の例によることとした （施行令附則第5項）。

7 改正法附則第11項から第I~日まで,1. 他の法律の関係

2 文化財関係法令檸

条文について．今回の改正に伴う整理を行ったものであ 3 重要文化財等の活用の促進

る． また．この改正に伴い．次のとおり文部省令の潤定攀が行

第14 その他 われました。

1 文螂省組織令関係 ） 登録有形文化財に係る登録手続及び后出●等に関する

文化財保護部の課の所掌事務を次のとおり一部改正し 規員9(9り紙2)

た（整饂政令第36粂）。 （平成8年文部省令第勾号。同年8月30日公布．同年10

(I) 民俗資料（改正法による改正後は民俗文化財）の保 月IB羅行）

護に関する事務を記念物課から無形文化課に移行し． 2 国宝．重要文化財等の管理，修逗等に関する技術的指

撫形文化鰈の名称を無形文化民俗文化課とした。 導に関する規llりの一部を改正する省令（別紙3)

(2) 伝絞的建造物群保存地区の保存に闊する事務ItJ!!造 （平成8年文部省令第30号。同年8月30日公布．同年JO

物課において所掌することとした。 月1日施行）

(3) 文化財の保存技術の保護に関する事務は無形文化民 3 国宝．重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又It

俗文化課において所掌することとした。 公開の申出及び費用負担に関する親員りの一郊を改正する

2 文化財保護審議会令関係 省令（別紙4)

専門綱査会につ＼ヽて次のとおり一部改正した（整備政 （平成8年文部省令第31号。阿年8月約8公布．同年10

令第m条）。 ． 月1日籍行）

(I) 民俗資料（改正法による改正後は民俗文化財）に関 4 登録有形文化財登録基準（別紙5)

する事項は第三専門調査会の詞査審識事項から削除 （平成8年文部省告示第152号。同年8月30日告示）

し．新た1こ纂五専門調査会を設けて調査審識すること ついては．下記事項を御了知の上．遺ililのないよう措置さ

とした。 れるとともに．関係機関及び管下市（区）町村等に対し嬬旨

(2) 伝統的建造物群保存地区に関する事項は第二専門調 の徹底方につきよろしくお取り計らい願います．

査会において闘査審議することとした。 記

(3) 文化財の保存技術に関する事項は第四専門謁査会に 第 1 文化財保謹法の一親を改正する法律関係

おいて饂査響譴することとした。 1 文化財登録綱度の逼入

近年．近代の多様かつ大羹の文化財について，その歴

史的重要性の認織が定まりつつあり．また．他方では．

R文化財保腹法の一部を改正する法律等の施 開発の進展．生活様式の変化等によりこれら貴重な国

行について 民的財魔である文化財が社会的評価を受ける間もなく．

(!召註梵％翡翡喘如'•中~llltl:11誓9会教育伝あて過遥） 洞減の臥員1こさらされているという状況にあることにか

「文化財保護法の一都を改正する法律」（9！罰）が． さき んがみ． 国民の貴重な文化財を幅広く後世Iこ継承してし、

の第1368!1固会において成立し．平成8年6月12日．法律第 くために．今回の法改正においてIi.文化財の保緩手法

66号をもって公布され． 同法は．「文化財保護法の一部を改 の多襟化を図り．国及び地方公共団体の重畏文化財等と

正する法律の篤行期日を定める政令j(~IJ紙 I) （平成 8 年政 しての指定とそれに伴う保護割度（以下 「指定制度」と

令第261号。同年8月30日公布． 同年10月 1日算行）により いう．）を補完するものとして．保護対象の登録．鵞出

同年10月 IBから諮行されることとなりました。 鵠と摺渾・助言・勧告を基本とする緩やかな保襲措置を

この改正11會文化財保護審議会の下に設置された文化財保 内容とする文化財登録割度を導入することとした。

護企面特別委員会により平成6年 7月にとりまとめられた （I) 有形文化財の登録（文化財保緩法の一部を改正する

r吟代の変化に対応した文化財保護崖策の改善充実について』 法律（平成8年法律繁66号）による改正後の文化財保

及び文化庁長官の諮問機関として設置された文化政策推追会 護法（以下 「法」という。）第お条の 2関係），

議1こより平成？年7月1ことりまとめられた 『新しい文化立国 ア文部大臣Ii．重要文化財以外の布形文化財（地方

をめざして』において提言された事項を踏まえたものであ 公共団体が条例の規定により布形文化財の保護のた

り，近年における文化財を取り巻く社会状況の急激な変化に めの指定を行っているものを除く。）で建造物であ

対応して文化財保緩施策の充実を図るとともi::,地方公共団 るもののうち．その文化財としての巨組にかんがみ

体の果たすべき役割の強化の必要性にかんがみ、主として下 保存及び活用のための措置が特に必要とされるもの

記の点について制度的な充実を図ったものであります。 を文化財登録原簿に登録することができることとし

） 文化財登録捐度の導入 たこと。

2 指定都市等への権限の委任等及び市町村の役割の明確 イ 文部大臣Ii．登録をしようとするときはあらか

化 じめ．関係地方公共団体の意見を聴くことと したこ

邸5
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と。

ウ 文化財登録原簿に記載すべき事項は．文部省令で

定めることとしたこ と。

（注） ① 文化財登鰊制度は．近年の郡市の開発ゃ

近代化の進展等により．文化財の中でも特

に近代の建造物について，社会的評価を受

けるr.，もなく．取攘しの危機にさらされて

いるものが多いこ と等の履由から．有形文

化財のうち建造物の分野を対象として瀑入

することとした。

② 登録鵠度は国及び趣方公共団体による指

定制度を補完するものであることから． llil

又は地方公共団体が現に重要文化財等とし

て指定している文化財が登録されることは

な＼、。したがって．登録された文化財が因

又は地方公共団体により重要文化財等に指

定された場合．登録は抹消されることとな

る。

③ 紐録の対象となる建造物の選択の基準に

ついては．豆録有形文化財呈録基寧（平成

8年8月30B文部省也示第152号）及び本

通知「第5塾録有形文化財贅録墓諷関係J

を参煎されたい。

④ 登録に当たっては．あらかじめ関係地方

公共団体（当該建造物の所在する親道府県

及び市（区）町村をいう。以下同じ。）の

意見を聰くことにより．登録閾度の円滑か

つ適切な遅用1こ資することと した。

これは．（ア） 当該地ガ公共団体におい

て． 埓来．当該文化財を条例に基づいて．

保護すぺき文化財として指定する予定の有

槃を含め．法による登録が適切であるかど

うかを確認する必要があること U) 地方

公共団体が独目の登録絹度をもっている湯

合．国の登録と地方公共団体による皇繰が

重覆して行われることを避ける必襲がある

こと．（分皇録しようとする建造物の保護

i::.ついては．位の公益あるいは安全の観点

（例えば都市ltili.剛II管理道絡管理等）

からの語行政等と調贅を図りつつ行う必要

があること．等から．あらかいも関係地方

公共団体の意見を慶くこととしたものであ

る。

なお．関係地方公共団体が意見を述ぺる

に際しては．教育委員会は．上記の各観点

に関わる関係部局と十分な躙整を図ること

とされたい。

⑤ なお．各地万公共臼体が条例により．そ

れぞれ文化財の登録制度を設けること1”"
能であり．その際法に基づく洞度の内容

にかかわらず．対象文化財の範囲．登録文

化財に係る保護撞饂の内容等It当該地万公

共団体の猿自の判断で設定できるものであ

る。

⑥ 文化財皇録原簿の記載事項を定める文部

省令の規定については．餞録有形文化財に

保る登録手綬及び届出書等に関する規則

（平成8年8月30日文郎省令第29号）第 1

粂を参照されたい。

なお．文化財登録原簿ほ．霜求があれば

閲覧できるよう公聞することとしている。

(2) 告示．通知及び登録証の交付（法第56条の2の2関

係）

ア 文部大臣は．登録をしたときは．遠やかに．その

旨を官報で告示するとともに当該登録打形文化財

の所有者に通知することとしたこと。

イ 登録Ii.官載の告示があった日から効力を生じる

こととしたこと。ただし．当該登録有形文化財の所

有者に対してIt,通知ヵ項達した時から効力を生ず

ることとしたこと。

ウ 登録をしたときは．文部大臣は当該登録有形文

化財の所有署1こ昼録証を交付することと したこと。

二 登録江に記載すぺき事項その惚登録証に関し必要

な事項は．文邸省令で定めることとしたこと。

（注） 登録江の記載事項等を定める文綿省令の規定

については．登録育形文化財に係る登録手続及

び塁出鬱等に関する規則（平成8年8月30日文

部省令第29号）第2条から第4条までを参照さ

れたい。

(3) 登奴有形文化財の豆録の抹漬 （法第56条の 2の3関

係）

ア 文邸大臣は．登録有形文化財について．重蔓文化

財に指定したとき．又は趣方公共団体が条例の規定

により有形文化財の保護のための指定を行ったとき

は．その登録を抹消することとしたこと．

イ 文部大臣Ii,葺録宥形文化財についてその保存及

び活用のための措置を鱈ずる必要がなくなった場合

その他特殊の事由があるときはその登録を抹消す

ることができることとしたこと。

ワ 文部大臣は．登録の抹消を したときは．その旨を

官鰍で臼示する とともに．所有者に通知することと

しこの通知を受けたと含11.所有看ほ．30日以内

＇こ呈録証を文部大臣に返付しなければならないこと

としたこと。

工 登録の抹清11.官輯の臼示があった日から効力を

生じることとしたこと。ただし．当該登録有形文化

財の所有者に対しては，通知が到達した時から効力

を生ずることとしたこと。

（注） ① rその保存及び活用のための措置を講ず

る必要がなくなった場合」とは非常災害

又は逮苔え等の現状変更によって登録有

形文化財が滅失し．又は康状に大きな改変

を受け．豆録有彫文化財としての巨値が失

われた嶋合である。

② rその他特殊の事由があるとき」と11,

皇録宥形文化財の保裏に優先する他の公益

や安全の確保のために登録有形文化財とし

ての存祝を期し鱚い事欝がある場合であ

る。

(4) 登録有形文化財の管理（法勢56条の 2の4関係）

ア 壁鍼有形文化財の所育名は．法及びこれに基づく

文部省令に従い．登録有形文化財を管廻しなければ

ならないこととしたこと。

イ 登録行形文化財の所育者11.特別の事情があると

きI!.適当な者を専ら自己に代わり当該登録有形文

化財の管理の責に任ずぺさ者（以下 「管瑣賣任者J

とい9.）に選任することができること としたこと。

ウ 文化庁長官は．登録有形文化財について．所有営

が判明しない嶋合．又は所有考若しくは管理責任者

．による管遅が薯しく因鰹若しくは不適逼であること

が明らかである場合で，その旨の関係地方公共団体

の申出があった湯合には，関係地方公共団体の意見

を認いて．遇当な池方公共団体その他の法人を．当

骸皇録囀形文化財の保存のため必要な管理を行う団

体（以下「管遅団体」とし•う。）に指定することが

できることとしたこと。

工登録有形文化財の管理にt1.法第3J条第3唄．第

32条，第32条の 2第 2項から第5項まで．第32粂の

3及び第32条の 4の規定を陥用することとしたこ

と。

＊ 登録有形文化財の管廻賣任者及び管湮団体は．所

有者と同様に法及びこれに基づく文部省令に従い．

登録有形文化財を官理しなければならないこととし

たこと．

（注） ① 管理費任増を置く「特洞の事情Jとは．

例えば．皇録有形文化財の所有者が一定期

螂外に滞在する場合．登録育形文化財の

所在地を離れて居住している場合等で．そ

の管理を十分に行うことがでさない状況に

あること等である。

②関係地方公共団体の中出があった湯合

＇こ．関係地方公共団体の意見を醗いて管理

団体の指定を行うこととしたのは．国が登

録有形文化財の管理団体を設けて保存をllll

2 文化財関係法令等

るぺきか否かを判断するに当たり．登録胡

度においては．減失又1文き損の后出を除け

It，所有者等の変更や現状変更の届出しか

ないため．登録有形文化財の管理の現状を

より知り得る立鳩にある，関係地方公共団

体からの情報の提供（申出）を受け．その

上で文化庁長官は関係地方公共団体の意見

を睫いて管理団体を指定する仕組みとする

ことが適当であることによる。

したがって．各地方公共団体において

は，当該登録有形文化財の管證状況を把握

し，嘗理団体の指定が必要な鳩合には遺漏

なく申出を行うことが望ましい．

なお．当該登録有形文化財の保存・管遅

が他の公益あるいは安全1ゴ密接1こ関係のあ

る場合（例えば，謡市計国．洞）II管理．道

路管理等に関係のある場合）において関係

地方公共団体が管環団体の指定につき中111

を行い．又は意見を述ぺようとする際に

Ii．教育委員会は．関係部局と十分調整を

図ることとされたい。

(5) 登録宵形文化財の減失又はき捐（法第56条の2の5

関係）

昼録有形文化財の全怒又は一部が滅失し．又はき損

したとき11.所有者（管理責任者又は管理団体がある

場合t:t.その者） l:t.文部省令で定める事項を記犠し

たlllffiiをもって．その導実を知った日から108以内に

文化庁長官に届け出なければならないことと したこ

と。

（注） ① 「減失」と11.災害等によって登録有形文

化財としての鱈値が完全に失われることであ

る。また， 「き損Jと1i．登録有形文化財が

相当径度破損又11損傷することである。

② 滅失又はさ損の届出書の記載事項を定める

文部名令の規定については．登録布形文化財

に係る登録手続及び届出書等に関する規員9

（平成8年8月30日文部省令第29号）第10条

を参照されたい。

(6) 皇録有形文化財の修理（法第56条の2の6関係）

ア 登録有形文化財の修環It．所有増が行うこととし

たこと。ただ し．管還団体がある湯合は．管理団体

が行うこととしたこと。

イ 管理団体が修理を行う場合には，法第32条の2第

5項，第32条の4及び第34条の3第1項の規定を準

用することとしたこと。

(?) 登録有形文化財の現状変更の届出等（法第お粂の 2

の7関係）

ア 登録有形文化財に隣しその現状を変更しようとす
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蕊

る宕は．現状を変更し ようとする日の30B前まで

t：：：．文邸省令で定めるとこるにより．文化庁長官に

その旨を届け出なければならないこととしたこ と。

ただし．雄持の措置若しくは芥常災筈のために必要

な応急措置又は他の法令の規定9：：：よる現状の変更を

内容とする命令に基づく措置を執る嶋合は、届出を

喪しないこととしたこと。

イ 雄持の揖置の笈魏は文部省令で定めることとし

たこと。

ウ 登録有形文化財の保護上必梗があると認めるとき

11.文化庁長官は．后出1：：：係る登録有形文化財の現

状の変更に関し必要な指導助言又は勧告をするこ

とができることとしたこと。

(注)(i) 「現状を変更する』とは．登録有形文化

財に対し．その文化財としての価値を有す

る慕分に直接的かつ物翌的に変化を加える

ことである。

現状変更の届出書の記載事項等に．ついて

定める文部省令の規定については登録有

形文化財に係る登録手続及びJlli出書等に関

する親剣（平成8年8月30日文郎省令第29

号）第12条から第14条までを参際された

し・・

R 「艤持の糟塁」とは．現状変更のうち．

物還的区接的な変化を生じる範囲が,Jヽ規模

にとどまるため、文化財としての甑値に影

響を及ぼすことがないものをいう。

なお．「蘊持の摺置Jについては．登鉛

有形文化財9こ係る登録手続及び届出嘗等9こ

関する規lll（平成8年8月30日文都名令第

勾号）第1記長を参照されたい。

③ 「他の法令による現状の変更を内容とす

る命令に基づく措置を執る場合」とは．登

録有形文化財の所有者等に対し．他法令に

よる合令が亮せられ現状変更を内容とする

所要の措置をとらなければならない義務が

生じ．その結果．現状変更の308前に贔出

を行うことが1li1輩である湯合が想定される

ため．届出を要しないものとしたものであ

る。

④ 本条に規定する馬出を必要とする現状変

更を行ったため登録有形文化財が蔽失又ほ

き損した場合は．法第56条の 2の5に規定

する屈出を行う必要はない．

なお． 9F賞災害のために必要な応急措置

や他の法令の規定による現状変更を内容と

する禽令に基づく措置を執った湯合でその

結果当該登録有形文化財が減失又11き損

した場合11.法第56条の2の5に規定する

后出が必屡となる。

⑤ 現状の変更をしようとする嗜に対して文

化庁長官が行う必戻な指導．助言又は勧臼

It．当該現状変更によって登録有形文化財

としてのf119直が明らかに失われると認めら

れる嶋合に．その事態を未然に防＜•ことを

目的と している。

(8) 童録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導

（法第邸条の2の8関係）

登録有形文化財の所有者．管理貴任者又は管遅団体

は．文邸省令で定めるところにより． 文化庁長官に登

録有形文化財の管坦又は修遅に関し技術的指濤を求め

ることができることとしたこと．

（注）技術的指瀑を求める嶋合の書国の記載事項に関

しては．昼録布形文化財に係る豆録手絞及び届出

●等に関する規剛 （平成8年8月30日文部省令雰

29号）第17条を参照されたい．

(9) 登鎖有形文化財の公開（法第56条の 2の9関係）

ア 登鍼有形文化財の公開11,所打者が行うこととし

たこと。ただし．管鰹団体がある嶋合は．管理団体

が行うこととしたこと。なお．登録有形文化財の所

有者及び管理団体以外の省が．所有者（管理団体が

ある場合は．その看）の同意を得て．昼録有形文化

財を公開の用に供することを妨げるものではないこ

と。

イ 管廻団体が行う登縁有形文化財の公開にIt,法第

47粂の2擦3項の規定を準Ji1するこ ととしたこと．

ウ 登録有形文化財の活Ji1上必要があると認めるとき

は．文化庁長官は．髪録有形文化財の所有者又は管

理団体に対し．豆録有形文化財の公開及び当該公開

'：：係る登録有形文化財の管題に関し．必賽な指澤又

ほ助言をすることができることとしたこと。

（注）登録有形文化財である建造物の外観が公共空

問から通常望見できれば．遇正な公闊が行われ

ているものと考えられる。

旧登録有形文化財の現状等の報告（法第56条の 2の10

関係）

文化庁長官は必要があると認めるときは．髪録有

形文化Jltの所有者．管唱賢任者又は管理団体に対し．

登録宥形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況に

つき輯告を求めることができることとしたこ と。

（注） ＊規定により輻告を求める場合は．例えば．災

害が発生した場合において．皇録有形文化財の状

況を確認する必饗がある湯合．減失． さ損が生

じ．又は現状変更が行われたにもかかわらず所要

の手続がとられておらず．状況確認の必要がある

場合．登録有形文化財の管要が遇切に行われてい

るかどうかを蘊認する必要がある嶋合などであ

る。

UI) 所有名変更に伴う皇錢証の引渡し （法第56条の2の

II関係）

登録有影文化財の所有署が変更したとき1:I..1a所有

者は当該登録有形文化財の引護しと同時にその登録

証を新所布者に引き渡さなければならないことと した

；； と。

四響頴会への諮問（法第引粂の2第1項第1号の2関係）

文部大臣11,登録有形文化財の皇録及びその登録の

抹消（法第お粂の 2の3第 1項の規定による登鍼の抹

泊を除く。）について11, あらかじめ文化財保護審議

会1：：諮問しなければならないこととしたこと。

03 登録窄形文化財についての国に翡する袴例 （法第”

粂の2～第97粂の 5関係）

国の所布に属する布形文化財で建造物であるものに

ついて登録有形文化財に登録したときの通知又は登録

証の交付11.当該登録有形文化財を管l!IIする各省各庁

の長に対して行うこととすること．関係各省各庁の長

が皇録有形文化財を取得したときの通知等．登録有形

文化財についての国に関する特例を定めたこと。

⑭ 文化財景録創度における地方公共団体の事務

今回の法改正による文化財呈録詞度の畢入により．

地方公共団体においては．次の事務を新たに行う：：：と

となるので．その円滑•適正な執行1：：：配慮されたい。

ア 文邸大臣が皇録を行おうとする際の関係地方公共

団体としての意見に係る事務（法第お条の2第2関係）

イ 当該地方公共団体の区箪内における登録有形文化

財について．所有者が判明せず．又11所育者若しく

は管理貴任者による管理が著しく困蝙若しくは不週

当であることが明らかである旨の文化庁長官への関

保地方公共団体の申出及び意見に保る事務（法第56

条の 2の4纂 3項関係）

ウ 管理団体に指定された場合においては所定の管理

艘に保る事務（法第お条の2の4第3項及び第5

項関係）

工 登録有形文化財の所有嗜等が文部大臣又は文化庁

長官に提出すぺき靡書等のIJll道府隈教膏委員会の経

由及び意見具申9：：係る事務並びに登録有形文化財の

所有者等に対して文稿大臣又,:r.文化庁長官が発する

勧告等の謡遺府県急育委員会の経由に係る事務（法

第103条関係）

2 指定郎市等への権限の委任等及び市町村の役割の明睛

化

今国の法改正においては．近年における地万公共団体

の文化財保護9：：：係る体割の充実及び地方分権の推進等の

状況に対応し．従来都道府県の敷育委員会に対してのみ

行われていた文化庁長官の権隈の委任等のうち．その一

2 文化財関係法令等

郎については．指定部市及び中核市（以下「指定墨市

竿Jという。）の教育委員会に対しても行うことがでさ

ることと した。また．従来都道府県の教育委員会につい

てのみ霞かれていた文化財の保存及び活用に関する文

部大臣又11文化庁長官への意見具申及び文化財保護審議

会の段置に関する規定について．市町村（市町村の組合

及び特別区を含む。）の教育委員会に関して規定を肇備

することと した。

(I) 指定都ll!等が発揖調査により発見した文化財の取

扱いの特例（法第98条の3関係）

指定都市等の教育委員会が行った発廻関査により文

化財を発見した場合については．指定都市等Ii.法第

59条第 1項及び第62条の規定の躙用により． 当該文化

財の所有零が判明している場合の所有着への返遭．所

有者が判明しない湯合における文化財を発見した旨の

警察署長への通知及び所弁考から返還の請求があった

場合における当該文化財の警察署長へのう1渡しを行う

こととしたこと。

（注）従来．都道府戴叡育委員会の行った絡璽関査9こ

より発見された文化財に関し．部道府県教育委員

会について認められていた特例を．指定都市等の

教育委員会にも終めるこ ととしたものである。

(2) 次に掲げる文化庁長官の植限の指定都市等への委任

（法第磁関係）

ア 国が補助金を交付した重要文化財等の管理・修璽

等の指揮監督（法第99条第1項第1号関保）

イ 重要文化尉等の現状変更等の許可・許可の取消

し・現状変更行為等の禁止命令（法第99条第 1項第

2号関係）

ウ 所有者等による重饗文化財等の公闊の停止・中止

命令（法第99条第 1項第3号関係）

工 所有者等以外の者による重要文化財の公闘の許

可・許可の取清し・公開の停止命令（法第99条第 1

項第4号関係）

＊ 重要文化財等の保存のための関査・史跡等の調去

のため必賽な措置の雇行（法第田条第1項第5号関係）

力 発捷調査の停止命令（法第的条第1項第6号関係）

（注）従来．今1ii1の改正前の文化財屎榎法第99条第

・1項の規定に基づく告示（昭和効年9月15B文

化財保護委員会告示第38号．昭和39年6月訂B

文化財保護委員会告示第43号及び昭和印年10月

9B文化庁告示第14号）により．各駆道府県の

区域内に所在する文化財9こつき各都道府累教育

委員会に委任することとされている事務を．各

指定都市筍に対しても委任することができるこ

ととしたものである。

具体的た事務の委任についてIt..別途．官輯

に告示するとともに事務処理に関して通知する
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こととしているので．それらに即して円滑かつ

適切な事務の執行に当たることとされたい。

(3) 迎蘊物として提出された物件の鑑査の事務等の委任

（法第100条の2関係）

指定郎市等の区絨内において発見され．遺失物法

（明治3碑法律第印号）第13条で摯用する同法第 1条

の規定により埋巌物として提出された物件に保る法第

61条の規定による文化庁長官の鑑査．文化財であると

認めた場合の警費署長への通知及び文化財でないと認

めた嶋合の当該物件の警察署長への差戻しの事務を．

各指定醤旧5等へ委任十ることができることとしたこ と．

（注）従来．今回の改正前の文化財保護法第100条の

2第1項の蜆定に基づく告示（昭和4が1'9月10日

文化庁告示第15号）により．各都送府県の教育委

員会に委任することとしてしヽる事務を．各指定都

市等に対しても委任することができることとした

ものである．

具体的な裏務の委任については．別途．官報に

告示するとともに事務処題に関して通知すること

としているので．それらにJ!Pして円滑かつ適切な

事務の執行lこ涵たることとされたし・。

(4) 文化財録護審議会への箇門（法第訓条の2第2項餌

16号関係）

虞浸文化財等の現状変更零の許可・許可の取消しの

権限の委任については．認道府県教育委員会への委任

に加えて．指定認市等への委任についても．文化庁長

官はあらかじめ文化財保護審議会に諮問しなければな

らないこと としたこと。

(5) 指定都市等への権隈の委任に伴う関係規定の菫備

（法第80条第4項及び法第80条の2関係）

史跡名勝天然記念物の現状変更又はその保存に影響

を及ぼす行為に関する文化庁長官の許可の権限につい

て．指定謁市等の教育委員会へ委任することができる

こととされることに伴い．関遍する規定の整備を行..,

たこと。

(6) 文部大臣又は文化庁長官に対する意見具申 （法第IOI

条の 2関保）
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都道府県の教育委員会と同様t::.、市町村（市町村の

組合及び特別区を含む。以下同じ。）の教胄委員会に

ついて．当該都道府県又は市町村の区域内に存する文

化財の保存及び活用に関し．文部大臣又は文化庁長官

に対して意見を具申することができることとしたこと。

（注）市町村の区域内の文化財の保存及び活用につい

て．文化財に最も密接な関わりを有する市町村の

意向を国の施策に反映させていくことが我が国

の文化財保護を充実させていく上で重賽であり．

市町村教育委員会からの積極的な意見具中が期待

される。なお．この意見についてIt.法第103条

の規定により．都道府只教育委員会を経由するこ

ととなり．都道府隈教冑委員会には広域的な観点

からの意見を具すことが期待される。

(7) 地方文化財保襲審議会（法第1の条関保）

榔道府県の教育委員会と同様に．市町付の教育委員

会について．粂例の定めるところにより．地方文化財

保護審議会を置くことができることとしたこと。

（注）この規定は，相当数の市町村において文化財保

覆審議会が設けられている状況を踏まえ設けられ

たものであるが．この規定により．必ずしも各市

町村に辿方文化財保護審識金の設置を義務付ける

ものではない。また．当該審謙会の名称 ・所掌に

ついては．各地方公共団体の条例の定めるとこる

による。

3 霞要文化財等の活用の促追

今回の法改正1::.％いてほ．手続を筒素化するなどによ

り公開等による重要文化財等の活用をより一層推追す

ることと した。

(l) 重要文化財の所有嘔等による公開（法第51条第7項

関係）

国庫負担Iこより．重要文化財をその所有者又は管環

団体が公開しようとする場合について． 文化庁長官ヘ

の申出及ひ文化庁長官の承認を蔓しなし・こととしたこと。

（注）今1l!1の改正前の文化財保護法第51条第7唄の規

定において11.所布者等が重要文化財の公開のた

め国綴による費用負組を求めるに1i．まず．文化

庁長官に対しその冒の申出を行し．その承終を得

た後にさらに．補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律に基づく交付申請を行い、その

交付決定を経ること となっており． 二重の手続が

必要とされているところである。

今回の法改正において11．所有者等による重要

文化財の公開の一層の促遣を図るため．文化庁長

官への申出及び文化庁長官の承認を要しないこと

とすることによって手続を11i累化し． これに伴

い．田庫白担を行うに際して．文化庁長官による

指示や公開の停止命令・中止命令も行わないこと

とするものである。

また．重要無影文化財及び重要布形民俗文化財

'の公開（法第56粂の 7第2項．法第56条の16).

笠びに．露要無形文化財．重要無形民俗文化財及

び選定保存技術の記録の公関（法第お条の7第3

項、法第56条の19第2項法第83条の11)につい

ても同様の観点から改正を行うことと した。な

ぉ．重要有形民俗文化財の公開につし・て規定する

法第お条の16及び選定保存技術の記録の公開につ

いて規定する法第83粂の11について1:l．それぞれ

法第51条．法第56条の19の規定を準用しているこ

とから．阿様の改正が行われることとなるもので

ある．

なお．IIl11負担による重要文化財の所賓者等に

よる公開の際の文化庁長官への中出及び文化庁長

官の承設を要したいこととしたことから行政手

続法第5条の規定に基づく審査基堺及び同法第6

粂の規定に基づく標準処還期間が該lliしないこと

となるので．先に通達した 「行政手練法の誕行及

びこれに伴う文化財保護法の一郎改正等につい

て」（平成6年11月25日付け庁保伝第141号）のう

ち．別紙2の「 5 重要文化財の匿庫の費用負坦

による公開の承認 （文化財保議法第61条第7項）

に係る審査基準について」及び別紙3の 「5 国

犀の費用負担による重要文化財の公開の申出に対

する承認（文化財保護法第51条第7項） 1こ係る標

皐処遅期間について」は廃止する．

(2) 重嬰文化財の所有省等以外の壕1こよる公開（法第53

条第1項及び第2項関係）

重要文化財の公開について．文化庁長官以外の国の

機関及び地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認

を受けた博物組その他の施設（公開承認施設）におい

て展覧会その他の催しを主催する嶋合に加えて．当該

公開承認寛設の設置者が主催する場合にも重要文化

財の公開について許可を要しないこと とし．観覧に供

した期間の最終Bの翌Bから20日以内に文化庁長官に

后け出ることとすること。

（注）なお．公関承認篇設の承認の基準等について

は．先に告示した「重要文化財の所育者及び管理

団体以外の者による公闘1こ係る博物館その他の篇

設の承紹に関する規思J（平成8年8月2B文化

庁告；；；；第9号）及び先に通知した「重要文化財の

所有零及び管還団体以外の者による公開1こ係る博

物饒その他の籍設の承認に関する規径について」

（平成8年8月2日付け庁保美第3の3号）並び

に 「重婆文化財の所有堪及び管題団体以外の者1こ

よる公開に係る博物館その他の誕設の承認に関す

る規程の一部を改正する規蘊」（平成 8年8月30

B文化庁告示第12号）及び「重要文化財の所有看

及び管垣団体以外の者による公開に保る博物開の

施設の承認に関する規桓の一部を改正する規軽に

ついて」（平成8年 8月ilOB付け庁保雙第166号）

を参照されたい。

また．所有名等以外による公開の許可に係る行

政手続法第5条の規定に基づく審査甚箪及び同法

第6条の規定に基づく標準俎踵期間は先に通違し

た 「行政手親法の薦行及びこれに伴う文化財保護

法の一部改正等について」（平成6年11月25日付

け庁保伝第141号）のとおりであるが．公開承認
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籍設の黛認については．先に通達した 「重要文化 ・

財の所布署及び管環団体以外の者1こよる公開に係

る博物鱚その他の麓殷の承認に関する規程につい

てJ（平成8年8月2日付け庁保美第3の3号）

のとおり． ・当該規程のうち第3条（承認の基準）

の規定が行政手綬法第5条の規定に基づく審査基

準となりまた．伺法第6条に基づく嘱掌処環期

間について1t．申請後 1か月となる。

(3) 重要蕪形文化財の公開（法第お条の7第2項及び第

3項関係）

重要纂形文化財の保持者若しくは保持団体が重蔓餓

形文化財をllilllll負姐により公開しようとする嶋合につ

いて．及び重要無形文化財の記録をその所有者が国の

捕）を受けて公開しようとする場合について．文化庁

長官への申出及び文化庁長官の承認を要しないことと

したこと．

(◄) 重要有形民俗文化財の公開（法第お粂の1碍軒系）

国庫負坦により．重要布形民俗文化財をその所有者

又は管理団体が公開しようとする場合について．文化

庁長官への申出及び文化庁長官の承認を要しないこと

としたこと。

(5) 重要無形民俗文化財の記録の公開（法第56;たの19第

2項関係）

llllll負担1こよ り．重要無形民俗文化財の記鎌をその

所有者が公開しようとする場合について．文化庁長官

への中出及び文化庁長官の承認を要しないこととした

こと。

(6) 重要有形民俗文化財の所有者等以外の者1こよる公開

（法第琺の15関係）

重要有形民俗文化財の公開について国の懺関若し

くは地方公共団体があらかじめ文化庁長官から事前の

届出の免除を受けた博物館等の施設（公開事前后出免

除籍設）．において展覧会その他の催しを主催する楊

合又は公開事前届出免除籍設の設霞者が展覧会その

他の脳しを主催する場合に1文．従来は事館の届出が必

要であったのを．観覧に供した期問の最終日の翌日か

ら起算して208以内に．文化庁長官に届け出ることを

もって足りること としたこ と．

（庄）なお．公開事訂届出免除籍設の事前の届出の免

験の基準等については． 9Il途文化庁告示で定め．

通知することとする。

(7) 選定保存技術の記録の公開（法第83条のII関係）

国皐負桓により．選定保存技術の記録をその所有者

が公開しようとする湯合について．文化庁長官への申

出及び文化庁長官の承認を要しないこととしたこと。

(8) 重要文化財の輪出についての文化財保護審議会への

諮間（法第84条の 2第2項第3号関係）

重要文化財の輪出について．文化,,.長官の許可に際

おI.
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して文化財保護審議会への諮間を要しなし•こ とと し 書に規定する公開承認翅設において展覧会その他 こと。（省令第 5条関係） る。

た． の催しを主催するもの11.同粂第 2項の規定によ (2) 管躙費任箸解任の露出書の記職事項について定めた ③増築の嶋合については．増築1111分の通常

4 その位 る雇出を行ったものとみなすこと。 こと。（省令第6条関係） 望見できる外観の詭IIJlが当該増築籠の通常

(1) 罰99関係（法第106条～第111粂関係） ③ 文化庁長官以外の躙の畿闘若しくは地方公共団 (3) 所布者変更の后出書の記載事項等について定めたこ 望見できる外観の4分の 1を超える場合

罰金．科料及び過料の額の最高額について． 50万円 体であって法第お粂の15第 1項ただし菖tこ規定す と。（省令第7条関係） も，法第邸条の 2の7第 1項の規定による

を100万円9::..20万円を30万円に． 10万円を20万円こ る公誹事蘭届出免除籐設1こおいて展覧会その他の (4) 菅理貴任者変更の届出書の記載事項について定めた 届l11を行うこととなる。

5万円を10万円に引き上げることとしたこと。 催しを主催するもの又は公開事前届出免除籍設の ::.と。（省令第8条関係） ④ f応急の措llJとIt.非常災害のために

”こ．登録桐度に関し．次に掲げるものi:-.ついて過 設塁看であって当該公開事前届出免除施設13訊ヽ (5) 所有者又は管理賣任者の氏名若しくは名称又は住所 必要な応急措置以外の応急措置であり，登

料を新たに穀けたこと。 ・ てこれらを主催するもののうち．法の籍行前にIB 変更の贔出書の記蒙事項について定めたこと。（省令 録布形文化財がき損している又9iき損する

ア 10万円以下の過料（法第11峰第 5号関係） 法第56条の15銹1項の規定による届出を行ったも 第9条関係） ことが明らかに予見される場合において，

登録有形文化財の現状等の報告義務違反．虞偽の のは．法嘉56条の15第 1 項t~だ し書の規定による （注）所有者又は管理賣任者の住居表示が変更となっ 所窄零寧（公物管理関係法令に基づき適正

報告 届出を行ったものとみなすこと。 た湯合においても，本条の規定による届出を行う に厖設を管瑶する者を含む。）が，当該き

イ 5万円以下の過料（法第Ill条関係） ウ 罰剛に関する経過措置（第5項関係） こととなる。 損の拡大又は発生を防止するために．緊急

①登録布形文化財の笠録証の返付羨務違反．引渡 法の罷行繭にした行為に対する罰艮9の過J111こつい (6) 減失又はき損の届出書の記蒙事項について定めたこ に行う必要があると判断して実蔦する行為

し義務違反 ては．たお従前の例による：：ととすること。 と。（省令第10条関係） をいう。

②登録賓形文化財の管理責任者の選任・解任の届 エ 検討（第 6項関係） (7) 国の所有に属する丑鉛窄形文化財の管題に関する通 （SJ 国の機関による現状変更を行う場合について，通知

出賤務違反．虚偽の后出 政府は．法の篤行後10年を経過した場合におい 知の書面の記霰庫項等につし、て定めたこと。（省令第 の嘗面の記戴事項及び饉持の措置の筵f111等について定

R登録有形文化財の所渭者又は管理貴任者の変更 て，法の実誨状況．保護すべき文化財の状況等を勘 II条関係） めたこと。（省令第16粂関係）

の后出違反虚偽の届出 案し．布形文化財の登録に係る胡度について検討を 3 現状変更に関する届出書等 (6) 技術的指導を求める場合の書面の記載事項について

④昼録有形文化財の減失・き損の国出違反・虚偽 加え．七の結果に基づいて所要の措饂を講ずること (I) 現状変更の届出誓の記戴事項について定めたこと。 定めたこと。（省令第17条関係）

の届出 とすること。 （名令第12条関係） 第3 国宝，重要文化財等の管珊，修理等に関する技術的指

⑤ 虹忌有形文化財の現状変更の后出違反・虚偽の （注） 今回の法改正1こよる登鮫爛度の瀑入に当た (2) 現状変更の后出書の添付編頚等について定めたこ 潟に関する規則の一部を改正する省令関係

届出 り．平成6年 2月閣議決定「今後における行政 と。（省令第13条関係） 国宝，霊要文化財以外の有形文化財の技耐的指潟に関す

⑥登録布形文化財の管理団体が行う管環又はその 改革の攘退方策について」及び平成1年3月間 (3) 文化庁長官に提出した現状変更の届出霞又は添付書 る規定から登録布形文化財を除くものとしたこと。（匡宝，

管糧のため必要な槽置に対する所有嘔等の拒否等 睾決定 「規憫騒和帷過計画」を踏まえ．法の附 類等の記戴軍項又9i衷示専項を変更しようとするとき 重要文化財等の管理，修理等に関する技術的指導に関する

(2) 附月9関係 ＂に見区し粂項を鱈くこととした。これ 11.今 は，あらかじめ文化庁長官にその冨を届け出なければ 規則の一瑯を改正する省令第2粂関係）

ア 法の憲行期日（第 1項関係） 回の法改正により澤入する登録鯛度において． ならないこととしたこと。（省令第14条関係） 第4 国宝重賽文化財又は重要有形民俗文化財の出品又11

今回の法改正においてIi.斬たた頌度を設ける等 登録賓形文化財の保存を図るため．所有看得に (4) 現状変更のうち次のいずれかに該当する場合は，法 公開の申出及び費JII負担に関する規則の一部を改正する

の措儀がとられているため．法施行の攀備と地方公 対して．現状変更． 誡失・き損．所官着等の変 第56条の 2の7第2項の維持の措塁の範囲に該当する 省令関係

共団体及び国民への蘭知を1ll1るための必要なJtll間を 更等の場合の后出毅務や登録証の返付義務等一 こととしたこと。（省令第15条関係） （I) 国宝，重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又

見込み．公布のBから起算して9か月以内で政令で 定の規潤を課すなど．規綱の新設を行うことに ア登録当時の原状（昼錢後において現状変更の届出 は公開の申l11及び費用負姐に関する規月9（以下「第

定める日としたこと。本規定に基づき鯛定された 件う糟霞である。 を行ったものについては当該現状変更後の原状） 4」において「省令」という。）の題名を「国宝，重

「文化財保護法の一部を改正する法律の施行Jt11日を 箪 2 昼録有形文化財tこ保る登録手続及び届出書等に関する の通常望見できる外観を損なう範囲が当該外観の 4 要文化財又9i重萎有形民俗文化財の出品及び公開に関

定める政令」（平成8年政令第261号）により、法の 規綱関係 分の！以下である場合（移築の場合を欧く。） する規MJに改めること。

誕行期日1:1.,平成8年10月 1日とする：：ととした：： 1 文化財皇録原簿及び登録笠 ィ 丑録有形文化財がき損している又はき損すること (2) 法第51条第7項の国靡負担により重要文化財を公朗

と。 （1) 文化財紐録阪簿の記戴事項について定めたこと。 が明らかに予見される場合において，当該き損の拡 する場合の文化庁長官への申出及び文化庁長官の双認

イ 重要文化財等の公開の届出に関する経過措魔 （第 （登録有形文化財に係る登録手統及び屈出●等に関す 大又は発生を防止するため応急の情置をする場合 を要しないものとしたことに伴い公開の申出に関す

2項から第4項闘保） る規99（以下 「第2」におして「省令」という。）第 （注） ①内疫に限定される模様暑ぇ ・修繕It,七 る事項を削除したこと。

① 法の施行の際現に改正前の文化財保護法（以下 1条関係） の規模•内容にかかわらず， r緯持の措置J (3) 所有者又It管還団体以外の者があらかじめ文化庁

「旧法」という。）第53条第 1項の親定による許iJ (2) 豆録江の記載事項及び形式について定めたこと。 に該当する。 2た，外装についても，形 長官の承認を受けた博物館その他の編設で重要文化財

を受け．又はその中請を行っている法第53条第 1 （省令第2条及び餌3粂関係） 質 ・色彩を変更しない行為Ii，その規槙'::. を良覧会その他の催しにおいて公衆の観覧に供した場

項ただし嘗に規定する公開承認籍設の設置増で (3) 登録証を亡失し．若しくは盗み取られ．又はこれが かかわらず「維持の措置Jt::.該当する。 合に行う届出の書面の記軍事項を定めたこと。（省令

あって当該公開象認撼設において展覧会その他の 減失し．若しくは彼損した場合に1たその事実を証明 ② 「通常望見できる外観Jと凡例えば建 第5条関係）

催しを主廣するものti.同条第2項の規定による・ するに足りる●顧又は破損した皇録証を翫えて．その 築物の場合では．四月の厩直投影面積をし、 （注）なお，重嬰有形罠俗文化財の公開の届出につい

届出を行ったものとみなすこと。 再交付を申請することができることとしたこと。（省 うが．ただし，当該建簗物を建設した当初 てIt,「重要有形民俗文化財の現状変更等．輸出

②法の籍行前に18法第53粂第 1項ただし畠の親定 令第4条関係） にその胃鱗が他の建築物と擾していた等の 及び公開の届出⇔に関する規則J（昭和50年9)'J

によるは出を行った文化庁長官以外の国の議関又 2 管遷に関する霜出● 理由により通常望見できる外繊の範囲が限 ⑳日文瓢省令第30号）第7条の規定によ る．

は地方公共団体であって．法精53条第 1項ただし （1) 管理責任者選任の届出書の記載事項について定めた られているものについては，当該範躙に限 第5 昼録有形文化財呈録基讚関係
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有形文化財を文化財璧録原簿に昼録する場合の基準を， 殊又は特異で類例が少ないものである。

這築物， 土木構造物及びその他のエ作物（重要文化財及び 9り紙〔省略）

文化財保護法第98条第2項に規定する指定を地方公共団体

が行っているものな餘く 。）のうち．原州として建設後50

年を経過しかつ． ④文化財保膜法及び文化財保護法施行令の一

(I) 国土の歴史的景1111に寄与しているもの 部改正について

（2) 造形の規筍となっているもの （；窃楼糾．匹d沿且誓は：賽員金あてl11,.)
(3) 祠現することが容名でないもの 平成11年7月1681こ公布された「地方分111iの描進を図るた

のいずれかに該当するものどしたこと。 めの関係法律の整鑽囀に製する法偉J（平成II年法律第87号．

（注） ① 「達設後50年を経過」とは当該建造物が 以下 「地方分櫓一括法」という。）及び平成12年 2月16Bに

媛工した期日から50年を経過したことをし、 公布された 「地方分櫓の推進を図るための関係法律の整備等

う。 に関する法律の締行に件う文綿省OO保政令の整饉等に関する

② 「原月として連殷後50年を経過jとは．着 政令」（平成1躇激令第42昏）により，文化財保籟法（昭和

工から綾工まで長期郎を要する復合的篇設等 お年法律第214号。以下 「法」という。）及び文化財保護法籍

でその竣工期日を誨設全体の煉工又は利用開 行令 （昭和め年政令第267号。以下「令」という。）の一螂改

始の間日としている場合において．当該範綬 正が行われ，平成12年4月1日から臨行されることとなり ま

のうち竪録の対象となる逹造物については籐 した。

設全体の竣工期B以前の期日（当該建造物の 今回の法及び令の改正は地方分憎樅進Ii函（平成10年5月

浚工期B)から50年の経過をもって50年の経 29日閣盪決定）に基づいたものであり国と地方公共団体と

過に代えることをいう。 の役割分組の在り万の見直しゃ． 機関委任事務の廃止，地カ

R 「国土の厖史的景観に寄与しているもの」 公共団体に対する関与の見阻しなどを主な内容としてしt

とは． 国土を形成する地方独自の歴史的景観 す．主要な改正点は次のとおりです。

を認識する上で特に必要な存在となつている 〇 法関係

ものをいう。 ① 埋蔵物が文化財であるかどうかの艦査等の事務を藝

例えば．絵曇写真，映画文学，歌謡等 道府県又は信定郵市若しくは中核市の教育委員会が行

にその存在が引用されているもの，地名の由 うこととしたこと（法第的条から算62条まで）。

来となるなど土地の理解と密築な関係を有す ② 所有考不明の出土文化財の所有権の帰属先を原Jillと

るもの，特別な愛称等があるものなど．当該 して酪退府県としたこと （法第63条の2)。

地方において広く親しされているものであ ③文化庁長官の権限9：：艮する事務（土地の発側及び遺

る。 跡の発見に関する事務を含む。）な 政令で定めると

① 「遁形の規範となっているものJとは，現 こるにより， 都道府県又は市の教育委員会が行うこと

在又は過去の一峙点において．建設行為を行 とナることができることとしたこと（法第99条第 1

うに当たり，規縄として認微されるものを＼、 項）．

う。 ④文化庁長官の勧告又It命令により出品された重要文

例えば．建造物を構成する各部の比例や意 化財等の管理の事務を政令で定めるとこるにより，

匠が優れているもの建設に名のある設計者 都道府県又は指定謡iii若しくは中核市の教胃委員会が

又は籍エ者等が携わったもの，後に類型化す 行う：：ととすることができることとしたこと（法第100

るものの初期の作品である もの．各時代又は 条第 1項）。

類型に特色的にみられる性格を有しているも ⑤ 戦関委任事務に関する文化庁長官の指揮監督及び当

のである。 該事務の処理に雙する経費の国犀負担を廃止したこと

⑤ 「再現することが容易でないもの」とは， （旧法第104条）。

建設後相当の年数 (100年を目途とする。）を ⑥馳聞，不服申立て等に関する規定を驚理したこと

経過したことにより，現在同様のものを建註 （法第邸条から第85条の8まで）。

するには多大な経費が必要なもの又は同様の 〇 令関保

ものを建設することが困雌であるものをしり。 ① 法第99条第 1項の規定により委譲する賽務の範囲及

例えば、建設する際に採用された技術や技 びその委麒先を定めたこと（令第5条）．

能の水準が高いもの，現在において希少な技 ② 法第100条の規定により管理の事務を都道府燥又は

栴や技能を用いているもの，形態や意匠が特 指定榔市若しくは中核市の教育委員会が行う こととす

諏

る場合の要件等を定めたこと（令第6条）。

この改正についてほ． 「地方分111iの推進を図るための関係

法律の整繍等に関する法律1：：おける文部省関係法律の改正に

ついて」 （平成II年8月II日付文敦地第203号文部事務次官通

知）及び 「地方分権の推進を図るための関係法律の監備等に

関する法律の厖行に件う文部省関係政令の璽燭等に関する政

令について」（平成12年2月23日付文教地第以9号文躯省教冑

助成局長通知）をもって既にその概要を通知したとこ，，です

が．改疋内容の評細は下記のとおりですので．十分にご了知

の．I:.適切な事務処理をお願い申し上げます。また．市町村

の敦胄委員会等に対して属知を図るととも1こ．適切な事務処

理が図られるようご配慮願います。

なお．今回の法及び令の改正に伴う関係省令の改正につい

ては別途通知する予定ですのであらかじめご承知おき願い

ます。また．関係示等の取扱いは加紙1のとおりとなります。

記

第 1 重要文化財及び重嬰賓形民俗文化財関係

I.重要文化財の現状変更等の許可等

重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぽす行為

（以下 「現状変更等」という。）に関する事務は．次のと

おり．都道府県又は指定111l市若しくは中核市の教胄委員

会が法定受託事務として行うこととしたこと（法第99粂

第1項第2号泣び9こ令第5条第1項第2号及び第3項邦

1号）。

〇 蓋萎文化f1:1の現状変更等の許可又は不許可の処分1::.

ついての不雇申立てに対する裁決又は決定は．公開9こ

よる意見の聴取をした後でなければ してはならない

（法第85条の3)（第8 2.参照）。

〇 都道府屎又,.,_指定部市若しくは中核市の教育委員会

が行った重萎文化財の現状変更等の許可の事務によっ

て損失を受けた名に対する損失補償については．当該

班務が法定受託事務であることから．田が行うことと

なる（法第99条第4項） （第8 4．参照）。

(I) 重要文化財の現状変更等の許可等

露要文化財の現状変更のうち．次に掲げるものの許

可及びその取消し並びに停止命令（法第43条）は．都

iltlf.l棗 （指定鄭m又は中核市の区誠内における現状変

更等については当該指定繹市又は中核市）の教宵委

員会が行う（法第99粂第 1項第2号及び令第5条第3

項第 1号）。

(I) 連造物である重婆文化財と一体のものとして当該

重要文化財に指定された土地その他の物件（建造物

を除く。）の現状変更等

0 「土地その能の物件（建造物を除く 。）」とは．

土地（民家の屋敷地辻等の境内地．茶室の霞地

等）及び資料（棟札．絵図．設計図．取り外した

建擬部材等）を指しており．いわゆる附を含め．

重要文化財に指定されている逹造物は含まれな

2 文化財関係法令等

し‘o

なお．委譲対象となる現状変更等の例と して

は．建造物である重要文化財と一体のものと して

当該重要文化財tこ指定されている土地の区絨内に

おける述物の新築や水路の復原．当該土地の形質

変更や掘削．当該土地の直近や地下の掘剤．資料

の保管万法の変更などが挙げられる。

(i) 金属、石又は土で作られた重罠文化財の型取り

o r型取り」と11.粘土．石膏．寒天． シリコ・ノ

ラベーなどを使用する方法により．嚢接実物に触

れて．型を取ることをいう。

〇 都道府只又11指定都市若しくは中核市の教育委

員会がこの現状変更等の許可等の事務を処理する

に当たりよるぺき基準（地方分襦一括法による改

正後の地方白治法（昭和22年法律第67号。以下

「新地方自治法」という。）第245条の 9)につい

て1i．追，，て定める予定である。

(2） 文化庁長官が許可した重要文化財の現状変更等の停

止命令

文化庁長官が許可した重要文化財の視状変更等の停

止合令（法筏43条第4項）は．鄭道府県の教胄委員会

が行う（法第99条第 1項第2号及び令第5条第 1項第

2号）。

2.重要文化財又は重要有形民俗文化財の所有壕等による

公開等の停止命令

重要文化財ヌ1:t.l11要有形民俗文化財の所有者等による

公開の停止命令（法第51条第5項（法第51条の 2（法第

56粂の16におして11/1用する場合を含む。）及び第56条の

16で準用する場合を含む。））（公闊に保る重要文化財又

は重要布形民俗文化財が当該繹迫府県の区域内に存する

ものである場合に限る。）及び這要有形民俗文化財の所

有者等以外の塩tこよる公開の停止命令（法第56条の15第

2項において躙用する法第51条第5項）は．都道府只の

教育委員会が法定受託事務として行うことと したこと

（法第99条第1項第3号及び令第5条第 1項第3号）。

〇 所有堵等による公開については．公開される霞萎文

化財又は重要有形民俗文化財が．当該公開が行われる

榔道府只の区域内に存するものである場合には当該椰

道府県の教育委員会が．当該都道府県の区域外に存す

るものである掲合には文化庁長官が停止命令を行う。

なお．麗要宥形民俗文化財の所有者等以外の老による

公開につしてIt. すぺての嶋合において当該公開が行

われる酪這府県の教育委員会が停止企令を行う。

3.重要文化財の所有考等以外の考による公開の許1IJ等

重要文化財の所有省等以外の省による公開の許可等

（法第53条）は．次のとおり．岱道府只又t:l指定掲市若

しくは中核市の教育委員会が行う ことと したこと（法第

99粂第 1項第4号笠びに令第5条第 1項第4号及び第3
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項第2号）。

(I) 重要文化財の所有考等以外の者による公関の許可等

重捩文化財の所賓者等以外の者による公開の許可及

びその取捐し並びに公開の停止命令（法第印条） 11.

公開1：：係る霞夏文化財が．当該公開が行われる都追府

尿の区域内に存するもののみである場合には．褐道府

県（指定都市又は中核市の区域内において公開が行わ

れ．かつ．当該公開t：：係る重要文化財が当該指定郡市

又は中核市の区誠内に存するもののみである場合9：：

Ii．当舷指定認市又は中核市）の教育委員会が自治事

務として行う（法第99条第 1項第4号及び令第5条第

3項第2号）。

〇 公開地と公開される重要文化財の所在の場所に応

じ． 本件事務を行う者11次のとおりとなる （別紙2

参照）。

① 指定都市又は中核市の区域内において公開が行

われかつ．公開される重要文化財が当該指定謳

市又は中核市の区域内に存するもののみである場

合は当該指定都市又は中核市の教胄委員会

② 指定都市又は中核市の区域内において公開が行

われ．かつ．公開される重要文化財の中に当該指

定饂市又は中核市の区域内に存しないものが含ま

れる場合は．当該指定都市又は中核市の存する饉

道府累の敷賣委員位（ただし．公開される重要文

化財の中に当該邸道府県の区域外に存するものが

含まれない場合に限る。）

R 指定雹市又は中核市の区域外において公開が行

われ．かつ・公開される重要文化財が公開が行わ

れる都道府県の区嫁内に存する｀ののみである場

合は． 当該都道府県の教育委員会

④ 公開が行われる場所を問わず．公闘される重要

文化財の中に当該公開が行われる都道府鳳の区域

外に存するものが含まれる場合は．文化庁長官

（ただし．停止命令について1i．下記(2)のとおり

酪道府県の教冑委員会が行う。）

(2) 文化庁長官が許可した璽要文化財の所有看等以外の

看による公開の停止合令

文化庁長官が許可した111雙文化財の所有名等以外の

者による公開の停止命令（法第53条第4項）は．法定

受託事務として都道府県の教育委員会が行う（法第99

粂第 1項第4号及び令第5条第1項第4号）。

4.重要文化財の保存のための関査

重要文化財の現状等の報告徽収（法第54粂（法算9＆贔

第5項において準用する場合を含む。））又は立入調査

（法第55条） （上記 I.(I)に掲げる現状変更等の許可のIP

請に係るものに限る。）は．郎道府県（上記 1.(I)の許

11Jを指定都市又は中核市の教育委員会が行う湯合は当

該指定都市又は中核市）の教胄委員会が法定受託事務と
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して行うこととしたこ と（法第99条第 1項第5号及び令

募5条第3項第3号）。

〇 立入調査を行おうとするとさは．公開による意見の

隠取を行わなければならない（法第85条の 2)（第8

2.参照）。

〇 都道府県又は指定昴市若しくは中核市の数青委員会

が行った法第55条の規定による立入調査について11.

行政不服審査法（昭和初年法律第160号）による不服

申立てをすることができない（法第99条第2項）。

〇 都道府県又1文指定認市若しくは中核市の教育委員会

が行った重要文化財の立入閃査によって損失を受けた

者に対する損失補償についてIt會当該事務が法定受託

事務であることから．国が行うこととなる（法第扮粂

第4項） （第8 4．参照）。

5.出品された重要文化財又は霞要布形民俗文化財の管庖

文化庁長官の命令又は勧告（法第祁条 （法第訪粂の16

において準用する場合を含む。））に基づき出品されたIii:

要文化財又は重要布形民俗文化財の管環の事務を当該出

品に保る公開が行われる應設の存する都道府県（当該轟

設が指定都市又は中核市の区域内に存する場合1:t．当該

指定慕市又は中核市）の教育委員会が行うこととする場

合には．文化庁長官は．あらかじめ．当該教背委負会が

行う事務の範囲を明らかにして．当該教育委員会の同意

を求めなければならないこととしたこと（法第100条及

び令第6条）。

〇 公開が行われる誕設が指定螂市又は中核市の区域内

に存する場合であっても．当該麗設が都道府県の設麿

する ものである場合に11. 当該指定都市又は中核市の

教百委員会ではなく．出該施設を設置する都道府県の

教育委員会が管理の事拐を行う。

〇 なお． 1日法第100条第 1項の規定により管環の事務

の委任を行ってきたものについても．改めて所要の手

絞を行う必要があるので．別途文化庁長官より同意を

求めることとなる。

第2 埋蔵文化財関係

I.土地の発癒及び遺跡の発見に関する事務

土地の発掘及び遺跡の発見に関する事務（法第57条か

ら第57条の 3まで．第57条の5及び第57条の6)11.次

のとおり．謬道府累又は指定賽市の教育委員会が．それ

ぞれ自治事務として行うこととしたこと（法第99条第 1

項第6号並びに令第5条第 1項第5号及び第 2項）。

〇 壇誡文化財に関する資料の提出について11.汎途依

籟する子定である。

(I) 詞査のための発掘

埋蔵文化財の調査のための発掘に関しての届出の受

塁指示及び命令（法第57条）は．認道府県の教育委

良会が行う（法第扮条第 1項第6号及び令第 5条第 1

項第5号）。

〇 発握の禁止又は中止命令（法第57条雰2項）を行

おうとするときは．聰聞を行わなければならない

（法第お条）（第8 2.参煎）．

(2) 土木工事等のための発

国の機関等以外の名が行う土木工事等のための発掘

に闊しての露出の受覆及び指示（法第57条の 2)11. 

謬道府索（指定都市の区域内における土地の発掘につ

＼ヽては当該指定邸市）の教冑委員会が行う （法第99

条第 1項第6号及び令第5粂雰2項）．

〇 土木工事等のための発掘の届山に関し，「当該発

搬前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘

調査の実簸Jを指示することができることを法律上

明記した（法第57条の 2第2項）。

(3) 国の機関等が行う土木工事等のための臭賊

因の機関等が行9土木工事等のための発掘に関して

の通知の受覆協議を求めるぺき甘の通知．協讃及び

勧告（法第57条の3)11.都道府娯の教胃委員会が行

う（法第99条第 1項第6号及び令第 5条第 1項第5

号）。

〇 邸道府県の教育委員会がこれらの事務を行う嶋合

に11.法第57条の3第5項の規定は適用しない（法

第99条第3項）ことから．これらの通知等11文部大

臣を通じないで行うこととなる。

(4) 遺跡の発見

国の機関等以外の者による遺跡の発見に関しての后

出の受涅．命令．意見の略取．期間の蒐長及び指示

（法第57条の5)11,都道府県（指定癒市の区減内に

おける遺跡の発見についてti.悩該指定椰市）の教冑

委員会が行う（法第99粂第 1項第6号及び令第5条第

2項）。

〇 法第57条の5第2項の規定による命令を郁遠府聾

又は指定祁市の教育委員会が行った場合に11.当該

事務が自治事務であることから．同条第9項の規定

にかかわらず．当該都道府只又は指定都市の教胃委

員会が補償の額を決定して通常生ずぺき損失を禰償

しまた．当該檜償額に不J1lのある者による増額の

請求の訴えは．当該事務を行った都道府累又は指定

郷市を彼告とすることとなる（法第99条第4項から

第7項主で） （第8 4．参照）。

〇 遺跡の現状を変更する行為の停止命令若しくは衰

止命令（法第57条の5第2項及び第7項）又はこれ

らの命令の期間の廷長（同条第5項及び第7項）を

しようとするときIt．鯰聞を行わなければならない

（法第邸条） （第8 2.参煕）。

(5) 国の機関等による遺跡の発見

国の襲関等による遺跡の発見に関しての通知の受

履協議を求めるぺき旨の通知．協議及び勧告（法第

57条の6)ば ．都道府黒の教育委員会が行う（法第99

2 文化財関係法令等

条第 1項第6号及び令第5粂第 1項館5号）。

〇 都道府県の教育委員会がこれらの事務を行う場合

にtた法第57条の 6第5項の規定は適用しない（法

第99条第3項）ことから．これらの通知等は文部大

臣を通じないで行うこととなる。

2.文化庁長官による事務の処運

孜が国にとって慶史上又は学樹上の顧値が特にilliいと

認められる埋蔵文化財について．文化庁長官がその保裏

上楕に必要がある と認めるときは．縞道府累又は指定都

市の教育委員会が行うこととした文化庁長官の撞限に属

する事務（后出の受坦及び通知の受理を除く。）を自ら

行うことを妨げないこととしたこと（令第5条第1項た

だし嘗及び第2項ただし書）。

〇 文化庁長官が自らこれらの事務を行う鳩合に11, 書

面により、当該高務を行うこととされている都道府只

又は指定都市の教育委員会に通知する（新地方自治法

第250粂の6)。

3.出土文化財に関する事務

警察署長から提出された物件の受領（法第60条）， 当

該物件の艦査並びに涵知及び差戻し（法第61条）並び9こ

警察署長への引渡し（法第62条）は 次のとおり．墨這

府呪又は指定都市若しくは中核市の教育委員会が自治事

務として行うこ ととしたこと（法第60条から第62条ま

で）。

(1) 堰誡物と して差し出された物件が文化財と認められ

るときは．警宮暑長は．当該物件を棉道府県 （当該物

件の発見された土地が指定都市又は中核市の区鮫内に

存する湯合11,当該指定饂市又は中核市）の教育委員

会に畏出する （法第60条）。

(2) 警寮暑灸から提出された物件が文化財であるかどう

かについての鑑査．物件を文化財と総めた湯合の警察

署長への通知及び文化財でなし・と認めた嶋合の警察署

長への物件の笙戻しi1．当該物件の提出を受けた餡道

府呪又は指定邸市若しくは中核市の教育委員会が行う

（法第61条）。

(3) 郁道府県若しくは指定絡市若しくは中核市による発

掘調査により美見された文化財（法第59粂第2項）又

11郁道府原若しくt1指定邸市若しくは中核ffi'の教育委

員会の鑑査を経た文化財（法第61条第2項）の所布看

から警察署長に返還の請求があったときは当該文化

財の警察署灸への~I液しは、当該発撼闘査又は艦査を

行った椙道府県又11指定部市若しくは中核市の教育委

員会が行う（法第絞粂）。

〇 文化庁長官による兄掘調査により発見された文化

財（法雲59条繁 l項）については．従来どおり．文

化庁長官が~I渡しを行う。

4.所宵者不明の山土文化財の所有権の帰属

所布者が判明したい出士文化財の所有権11, 次のとお
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,.国又1"棗道府累に帰属することとしたこと（法第63

条及び第63条の 2ら
(I) 文化庁長官による発疵悶査によ り発見された文化財

（法第59条第 1項）又は国立博物鰍国立文化財研究

所．田立大学その他の国の機関による発戴”査Iこより

発見された文化財で．その所有肇が判明 しないものの

所有権は国囮に帰属する（法第63粂第 1唄畜9段）。

この場合におしてIt.文化庁長官11.土地の所有者に

その蓄を通知し．かつ．当該文化財の価格の2分の I

に相当する額の報償金を支給する（法第臼条第 1項後

段。）ただし．帳償金の支給にかえて．当該文化財を

讀りするこ とができる（法第“条）．

〇 因立柑物館及び固立文化財1iJf究所について1t．狭

立行政法人化後も引き続き．その発見した文化財で

所右考が判明しないものの所有憎は国嗣に怜属す

ることとなる（狡立行政法人国立博物館法（平成11

年法律第178号）附則第9条及び狡立行政法人文化

財lJI究所法（平成II年法緯第179号）附則第8条に

よる改正後の法第63条第 1項）。

(2) 都道府県若しくは指定都市若しくは中核市による為

堀調査により発見された文化財（法第59粂第2項）又

は都道府県若しく は指定榔市若しくは中核市の教育委

員会の鑑査を経た文化財（法第61条第2項） （上記(I)

で国l!1に帰鼠するものを除く。）で．その所有君が判

明しないものの所打11l11．当該文化財の発見された土

地を管謂する酪道府県に鳩属する （法第岱条の2第）

項前段）。この場合においては当該穏道府桑の敦宵

委員会11. 当該文化財の発見看及び：い地の所有者1.:.そ

の蓄を通知し． その鱈格に相当する額の報憤金を支給

する（法第臼条の 2第 1項後段）。ただし． 報償金の

支給にかえて．当該文化財を蹟与することができる

（法第64条の 2)（下記5.参照）。

〇 蝸償金の額は当該都道府累の教育委員会が決定し

（法第63条の2第3項）．穀慣金の額に不服のある者

による増額請求の訴えは当該都道府県を被告とする

こととなる（法第63条の2第4項において摩用する

法第41粂第3項及び法第63条の 2第5項）。

5.都道府県娼属のIll土文化財の譲与

縞道府只の教育委員会It. 当該都道府原に鳩属したIii

士文化財の保存のため又はその効用から見て当該邸這府

魚が蝙償金を支給して保有：する必要がある湯合を除い

て．発見者又は土地の所有署に．その者が受けるぺ念嶺

償金の額に相当するものの範囲内で譲与することができ

ることと したこと（法第“条の2)。

〇 榔道府県に帰属した出土文化財Ii.超道府黒の物品

（地方自治法第239条）となるものであり．酪退府只の

財産を発見者又は土地所有者以外の第三者に譲与又は

譲渡することについて1:1.. 地方自治法第237粂第 2項

臨

〉

の規定による条例又は議会の議決の定めるとこるによ

る。

6，出土文化財の帰属及び雑償金の支給に関する経過措置

出土文化財の鳩籟及び報償金の支給について，次のと

おり．経過措饂を設けたこと（地方分権一括法附則第58

条及び第5％条）．

(l) 地方分権一括法の施行の日（平成1がF4月 1日。以

下 ＂酎 7日」という．）前に発見された文化財で．警

察磐長に装し出されてから公告後6か月満了までの期

間中であるため麗行日の時点で所有者が判明していな

いものの所有権は．所布者が判明したい文ま公告後6

か月を経過したとき1：：．文化庁長官又は国の綬関によ

る発撓闘査により発見されたものについては111靡に帰

属し．その他のものについては都道府覧に燐属する

（地方分撹一話法附則箔58粂遺失物法（明治32年法

律第87号）第13条及び民法（明治29年法律第89号） 第

2'11条）。

0 ：：の褐合の通知及び報償金の支給についてほ．国

ll1に備瓜した文化財については文化庁長官が．部遥

府県に帰属したものについては当該都道府屎の教育

委員会が行う。

(2) IB法第63粂第 1項の規定により国謝に繕属した文化

財のうち．施行Bに現に地方公共団体において保管し

ているものの所有町1.1iilが保布し物品管踵官又は分

，任物品管環官が管理しているもので．地ガ公共団体に

貸し付けているものを除き．当該文化財を保管してい

る地方公共団体に帰属する（ただし．施行日の前日

（平成1211!3月31日）までに当該地方公共団体から別

段の申出があった場合は燒鼠しない）こととした（地

方分櫓一括法附則第59条）．

〇 この経過措置により．篤行日において 「現に地方

公共団体において保管しているものJ及びその所布

撞の帰属の取扱いは以下のようになる．

(j) 撚道府県又は市町村が国謬に情属した出土文

化財そのものを保管している場合には．その所有

憎は当該部道府凩又は市町村に帰属する．

② (l)の場合を除き．藝道府累又は市町村による発

掘岡査（旧法第98粂の 2等）により発見された出

士文化財で国駅に帰属したものの所有崖11.それ

ぞれ当該認適府県又は市町村に帰属する。

③ ①の鳩合を験き．邸道府只若しくは市町村の設

立に保る埋蔵文化財の綱査を目的とする法人又は

郡逼府隕若しくは市町村が主体となって組織した

調査会その他の発掘調査組織による発嗣閃査によ

り発見された出土文化財で国靡に帰属したものの

所有潰ほ．それぞれ当該文化財の発見された土地

を管轄する謬追府県又は市町村に帰属する．

④ ①から③までにより都道府県又は市町村i3帰属

したもの以外の出土文化財し引き続き国庫に帰

属する。

〇 地万公共団体が地方分樹一括法閉員り第59条ただし

書の規定による中出を行う鳩合の手棟Iこついてl:t.

「地方分権の推進を図るための関係法律の菫備等に

関する法緯附財第59粂ただし驀の規定に基づき地方

公共団体からの別段の中出の手続を定める省令」

（平成II年文部省令第岱号）において定められてい

る。

7.その他の規定整備

地方公共団体による発蜆の誕行の規定 (IB法第98粂の

2)を文化庁長官による発掘の苑行の規定（法第58条）

の次に移動したこと（法第⑱条の 2)。その他所賽の規

定の整偏を行ったこと（法第57条の6.携59条及び第64

条）。

第3 史跡名勝天然記念物関係

I.史跡名勝天然記念物の現状変更等の符可等

史跡名霰天然記念物の現状変更答に隣する事務（法第

80条）は．次のとおり．都道府懇又は市の教育委員会が

法定受託事務として行うこととしたこと（法第99条第 1

項第 2号並びに令第5条第 1項第2号第4項第 1号

第5項及び第6項）。

〇 都道府県又1111!の教育委員会が史跡名勝天然記念物

の現状変更等の許可等の事務を処覆するに当たりよる

べき基準（新地万自治法第245条の9)について11.

追って定める予定である。

〇 史跡名騎天然記念物の現状変更等の許可等に関する

資料の提出については． 別途依頼する予定である。

〇 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許1IJ又は不許町

の処分についての不麗申立てに対する紋決又は決定

は，公開による意見の聴取をした後でなければしてほ

ならなし・（法第お条の 3)（第8 2.参照）。

〇 都道府県又は市の教育委員会が行った史跡名勝天然

記念物の現状変更等の許可の事務によって損失を受け

た考に対する損失禍償については．崖舷事務が法定受

託事務であることから．国が行うこととなる（法第99

条第4項） （熔8 4.参照）。

(I) 史跡名欝天然記念物の現状変更等の許可等

(I) 史跡名鰐天然記念物に隣し．指定地域内において行

われる次に渇げる現状変更匂に保る許可及びその取il'l

し並びに停止命令は． 葛道府県（市の区販内における

現状変更等についてほ．当該市）の教胄委員会が行う

（法第99条第 1項第2号及び令第5条第4項第 1号イ

からへまで）。

① 3か月以内の期間を隈って設置される小規模建築

物（附敦が2以下で．かつ． 地維を布しない木造又

は鉄骨造の建築物であって．建纂面積が120,I以下

のものをいう。②において同じ。） の新築．増築．

2 文化財関係法令等

改築又は除却 (Iii!号イ）

②指定面積が150ヘクク ール以上の史跡名窮天然記

念物の指定地域内の第 1植及び第2種低隔住居専用

地域における小規模建築物の新築又は建築後50年以 —

内の小規模建築物の増築．改築若 しくは除却（同号

ロ）

R 土地の形状を変更しないで行われる． I)述築物

以外のエ作物の設塁菩しくは設II後印年以内の屈築

物以外のエ作物の改修若しくは除却又ltil)道路の

頷渋若しくは修繕（同号＾）

④ 管珪団体等による史跡名勝天然記念物の管理に必

要な際塁その他の籍殷の紋屈．改修又は除却（同号

二）

⑤ 埋綬されている電線．ガス管．水管又は下水這管

の改修（同号ホ）

⑥ 木竹の伐採 （名欝又は天然記念物に関しては．危

験防止のため必要な伐採1こ展る。）（岡丹へ）

（川） 天然記念物に関し．次に掲げる現状変更等に保る許

可及びその取潤し並びに停止命令は．瑯道府露 ((i)及

ひ③にあって11.市の区域内における現状変更等につ

いては．当該市。②にあって1i．譲受け又はflt受けを

行う動物園又は水族飽が市の区域内に存する筍合につ

いては、当該市）の教育委員会が行う（法第99条第 1

項第2号及び令第5粂第4項第 1号いからリ まで）。

① 天然記念物に指定された動物の一定の窟由（当該

動物の僧体の保護若しくは生息状況の調査又は当該

勤物による人の生命若しくは身体に対する危害の防

JI:)による 1)鑢褒． E)捕畏及び銹育又ltiH)鮪

獲及び慄微若しくは発信機の装着（令第5条第4項

第 1号り

② 天然記念物に指定された勁物の動物tlll又t:I.＊衷館

相互間における譲受け又は倍受け（同号チ）

③ 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られ

たもののうち．繁殖に伎Jllされていないものの除却

（同名り

(Ill) .I:記のほか．史跡名欝天然記念物の管理のための計

画を定めた都道府県又11市の教育委員会が申出をし．

現状変更等の態様．頻度その他の状況を勘案して文化

庁長官が指定する区域における現状変更等に係る許可

及びその取消し並びに停止命令11.都道府県の教育委

員会（指定区嫁が市の区域内に存する場合は当該市の

教育委員会）が行う（法第99条第 1項第2号並びに令

第5条第4項第 1号入 第5項及び第6項）．

〇 饂道府只又は市の教育委員会が史跡名覇天然記念

物の指定地域内の一定の区域において．包括的に現

状変更等の許可等の事務を行う場合には．これまで

いわゆる個別委任を受けていた場合でも． 平成 I~

4月 IB以降改めて令第5条第4項第 1号ヌによる

細
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区域の申出をする必要がある。

〇 申出をする区域については，文親省令で定める記

載事項を記載した「管環のためのItili」を定める必

要がある（令第5条第6項）。

この「管埋のための計画」の記戴事項と しては，

「史跡名勝天然記念物の笞珪の状況」， 「管理に関す

る基＊方針」．「現変更等の許可の基箪及びその適

用区域J等を定めたところである（「特別史跡名勝

天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の

許可申藷等に関する親員9等の一部を改正する省令J

（平成1坪文部省令第8号）による改正後の r特別

史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状

変更等の許可申情等に関する親熊」（昭和26年文化

財保榎委員会規則第10秀）第6粂）。

〇 管廻のための計画11.町村の区嫁については都道

府県の教育委員会が，市の区蛾については市の教育

委員会が定める必要がある。

このため，従来のいわゆる保存管現計医について

は，籍限委譲を受けることとなる都道府祭又は市の

敦育委員会が定めたものとすることが必要である

（例えば．総道府県が定めた管環のための計面を市

の区塚内においても適用することとする場合であっ

ても，市の区誠内については当該市の教育委員会が

定めたこととする必要がある）。

〇 上記(I)及び（員）の褐合を除く現状変更等の許可等

について11,指定区絨内においてIt藝道府県又は

市の教胃委員会が．指定区鰍外においては文化庁

長官が行うこととなることから，畏状変更等の許

可申請先を一般に明らかにするため，文化庁長官

は，指定区諏の指定を したときは，その旨を官報

で臼示する（令第5条第5項）。

(2) 文化庁長官が許可した史跡名勝天然記念物の現状変

更等の停止命令 ・

文化庁長官が許可した史跡名勝天然記念物の現状変

更等の停止命令 （法第凹粂第3項で諷用する法第43条

第4項）庄部道府景の教宵委員会が行う （法第99粂

第 1項第2号及び令第5条第1項第2号）。

2.史跡名勝天然記念物の保存のための綱査

史跡名勝天然記念物の現状尊の嘱告徴収（法第82粂

（法第95粂第5項におし、て準Ji1する鳩合を含む。） 又11立

入闘査若しくは悶査のため必要な措置の薦行（法第83

条） （上記 I.(I)に掲げる現状変更等の許可の中請lこ係

るものに限る.)11, 1lll道府県の教育委員会 (.I:記 I.

(I)Q)肝町を市の教育委員会が行う場合11．当該市）が法

定受託事務と して行うこと としたこと（法第99条第 1項

第5号及び令第5条第4項第2母）．

〇 立入調査又11調査のため必要な措置の施行を行おう

とするときは，公開による意見の駐取を行わなければ

570 

ならない （法第85条の2)（第8 2.参照）。

〇 都道府県又は市の教育委員会が行った法第83条の規

定による立入岡迂又It調査のための必要な措置の施行

についてIi.行政不震審査法による不鼠中立てをする

ことができない（法第的条第2項）。

〇 露道府県又は市の教育委員会が行った史跡名勝天然

記念物の立入綱査又1"9査のため必要な措塁の施行に

よって損失を受けた者に対する損失補償について1文．

当該事務が法定受託事務であることから．国が行うこ

ととなる（法第99条第4項） （第8 4．参照）。

3.史跡名勝天然記念物の仮指定

謳道府県の教育委員会が行う史跡名院天然記念物の仮

指定（法策？し条第 1項）．仮指定の報告（同条第2項）．

仮指定の解除（法第71粂第 1項）．仮指定又はその解除

の告；；；及び通知（法第？〇条第3項及び第71条第4項にお

し・て掌用する法第69条第3項）’並びに仮指定又はその解

除の掲示（法第m条第3項及び第71条第4項において準

用する法第69条第4項）を法定受託事務としたこと（法

第105粂の3)。
4.その他の規定斃儡

法第99条第 1項の規定により．法第80条の規定による

現状変更等の許可等を都道府県又は市の教育委員会が行

うこととすることができることとされたことに伴い所

嬰の規定の整儲を行ったこと（法第80条第4項及び第80

条の 2)。
第4 伝紐的建造物群保存地区関係

纏市計画法（昭和43年法霞第1の号）の一部改正により．

市町村の響市計画の決定に当たり必要とされる都道府11i1知

事の「承認」が 「同意」に改められたことに伴い伝統的

達造物群保存地区に係る市町村の都市計画の葛道府県知嘉

9こよる「承認Jを 「同怠Jに改めたこと（法第83条の3第

3項）。

第5 共通事項（重憂文化財，璽妻賓形民俗文化財及び史跡

名鵬天然記念物）

国が補助金筍を交付した嶋合の次に掲げる指揮藍督Ii.

螂道府県の教育委員会が法定受託事務として行うことと し

たこと（法第99条第 1項第 1号及び令第5条第 1項第 1

号）。

① 重要文化財，重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記

念物の管理についての指揮藍晉（法第36条第3項（法第

お条の14,第73条の 2．第巧条及び第95条第5項におい

て準用する湯合を含む。））

② 重要文化財．重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記

念物の管理に関する文化庁長官の命令又It勧告に基づい

てする措塁についての指揮監曹 （法第お条第3項（法第

56条の14.第76粂第2項（法第95条第5項において怠用

する湯合を含む。）及び第95条第5項において準用する

場合を含む。）におし、て渾用する法第お条第3項）

③ 重更文化財又It史跡名勝天然記念物の管理団体による

買取りについての指揮輩督（法第伍条の2第2項及び第

81条の2第2項において準用する法第お条第3項）

第6 罰剣関係

機委任事務の関止に伴い．法第吟条第 1項及び令第 5

粂の規定により墨道府県又は市の教育委負会が文化庁長官

の搬限に属する事務を行う鳩合についても罰則の適用があ

ることを明羅にしたこと （法第1"条の3及び第110条並ひ'

に令第5条第1項）．

賽 7 事務区分

次に掲げる裏務を第一号法定受托事粉（新地方自治法第

2条第9項第 1号）としたこと（法第105条の 3及び令第

7条）。

① 史跡名勝天然記念物の仮指定及びその解除に関する事

務（法第7映及び第71条）

② 国が補助金等を交付した重要文化財．重要有形民俗文

化財又は史跡名勝天然記念物の管理又It買取りの指揮登

督（法第35条第3項等及び令祁5条第 1項第 1号）

③ 文化庁長官が許可した重要文化財又It史跡名騎天然記

念物の現状変更等の停止命令（法第43条第4項（法第凹

条第3項において準用する励合を含む。）及び令第 5条

第 1項第2号）

① 重要文化財の現状変更等の許可及びその取消し菟びに

停止命令（法第43条及び令第5条第3項第 1号）

⑤ 霞摂文化財若しくは重要有形民俗文化財の所濱考等に

よる公関又は重要賓形民俗文化財の所有嗜等以外の者に

よる公開の停止傘令（法第51条第5項等及び令第5条第

1項第3号）

⑥ 文化庁長官が許可した重要文化財の所有者等以外の者

による公開の停止禽令（法第53粂第4項及び令第5条第

1項第4号）

⑦ 匿蟹文化財の保存のための闘査（法第a条 （法第95条

第5項において議用する湯合を含む。） 及び第55条並び

に令第 5条第3項第3号）

③ 史跡名廟天然記念物の現状変更筆の許可及びその取消

し並びに停止命令（法第80条及び令第5条第4項第 1

号）

⑨ 史跡名勝天然記念物の保存のための調査（法第82条

（法第95条第5項において準用する場合を含む。）及び第

83条並びに令第5条第4項第2号）

震8 その他の事項

I.文化財保護審議会への諮r.，
文化庁長官は、法第99条第 1唄第2号iこ渇げる布務

.（重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許

可等）に保る政令の割定又11改廃の立案についてtt．ぁ

らかじめ文化財保鰻響議会に応問しなければならないこ

とと したこと（法第84条の 2婁2項第16号）。

2.駐聞及び意見聘取

2 文化財関係法令等

機関委任事務の廃止に伴い、次に掲げる事務を都道府

票又は市の教育委員会が行う湯合には，（1）及び(2)につい

て11慶聞を (3)については意見の聴取を行わなければな

らないことを明示したこと （法第お粂及び第邸条の2)。

(l) 発撼調査の菜止又は中止命令（法第57条擦2項）

(Z) 遺跡の現状を変更する行為の停止命令若しくは禁止

命令 （法第57条の5第2項及び第1項）又はこれらの

命令の期閤の延長（法第57条の5第5項及び笞7項）

(3) 重要文化財又は史跳名勝天然記念物の立入調査又は

調査のため必要な措置の崖行（法第お粂第 1項又は第

83条第 1項）

3'不服申立て

(I) 機関委任事務の廃止1::.伴い，都道府凧又11市の教育

委員会が法第99条第1項の規定によってした処分その

他公檀力の行使に当たる行為（以下 「処分等」とい

う。）のうち法定受託事務1こ保るものについての審査

絨求は，文化庁長官に対してするものとしたこと（法

第99条第8項）。

〇 都道府県又は市の教育委員会が法第99条第 1項の

規定によってした処分等であっても，自治事務に係

るものについて11、文化庁長官に対する審査蹟求を

することはできず，当該俎分等をした繹道府蠍又は

市の教育委員会に対する異議申立てのみをすること

ができる。

(2) 次に掲げる不臓申立て（審査請求又は具繊申立て）

に関する手続11,文化庁長官に対する異議申立てだけ

でなく．文化庁長官又は都道府県若しくは市の教育委

員会に対する不服申立て全般について適用されるよ う

規定を整備したこと（法第85条の3から第85条の8ま

で）．

① 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状変更

等の許可又は不許iiJの俎分につし・ての不服申立て

に係る意見の聴取（法第85条の 3から第邸条の5

まで）

② 鉱擦文11採石業との瞬整に関する事案に保る不

服申立てに関する公害等調整委員会との協議（法

第邸条の6第1項）及び不雇申立てに係る事案に

ついての関係各行政横関の長の意見陳述（法第85

条の6第2項）

③ 手続の省令委任（法第邸条の 7)及び取消訴訟

との関係 （法第邸条の 8)

4'損失補償

機関委任事務の既止に件い．祁道府只又は市の教育委

員会が法第99条第 1項の規定によ ってした次に掲げる事

務により損失を受けた者に対して11,当該事務が自治事

務である場合には当該都道府果又Ii市が．その通常生

ずべき損失を補償するこどとしたこと（法第99条第4項

から第7項まで）。
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(I) 重要文化財又ほ史跡名勝天然記念物の現状変更字の

許可（法第43粂又は第80条）

(2) 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状等の立入

調査又は闘豆のため必要な措置の施行（法第お粂又は

第四条）

(3) 遺跡発見の場合の現状を変更する行為の停止命令又

は禁止命令（法第51条の 5第2項）

上記事務のうち．（1）及び(2)は法定受託事務とし、(3)

は自治事務としたため（令第？粂）．部道府県又Iii'1l

の教育委員会が当該事務を行った鳩合．（1）及び(2)につ

いては国が．（3)1::ついては都道府票又は市が損失禍慎

を行うこととなる。

s.関与のJi!.il':lし等

(I) 都道府Rの敦育委員会が．所有者（管理団体がある

鳩合は．管還団体）又は管覆責任者の求めに応じて霊

嬰文化財等の管珊等の受託又は技術的指導をする鳩合

に必要とされていた文化庁長官の承認を騒止したこと

（法第102条第 1項）。

(2) 機関委任寡務の廃止1こ件い．岱道府累又は指定縞市

若しくは中核市の敦育委員会に対する文化庁長官の指

揮監菖を廃止したこと（旧法第1“条第 1項）。

(3) 機剥委任事務の鹿止1：：伴い． 1B法第99条から第101

条までの規定による事務を処理するために要する経費

のIll.Ill負担の胡度を廃止したこと (18法第104条第2

項）。

〇 従来交付されていた文化財保護事務贄交付金は．

平成11年度限りで廃止されることとなるが． これ9こ

替わる一般財源措置として．地方交付税交付金によ

る苔通交付税柑11tが取られる予定である。

(II) 関係法令

①銃砲刀絹類所持等取締法（抄）

512 

（晒印33'J3月90日法律鶉6彎）

改正寧和31年4月SB法律震 72号

"'”年9 /l IS日隋 霜161 •巧

戴鵠響3月29日胃 霊2"
JII),o年◄ RISO胄霧 4"，

" `＂t•11 9a胃 第 ●）＇
霞逗•/IISB網霊”号

閏“午4"208閏 算心号

"＇が 6月 1日1il 第 699

闘 53年sn2“"’"“'
同”年6月20日晴慧 969

日絡年6月210胃 霧“'

平虞 2年 • II SO岡賃お号

肩 3年 5月9U岡露 S”'

第 1章総則

（趣后）

阿 3年6/19SBIll賽“”
Ill 5年II月12日間第鯰号

,,. 7年 5月12B11) 笥的8

膚 II年9m•"” 第,...,

第 1条 この法律ヽ t.銃砲．刀剣類等の所持．使用等に関す

る危審予防上必要な規制につし、て定めるものとする。

（定義）

第2粂 この法律において f銃砲」とは，けん銃．小銃，機

関銃．砲隕銃その他金属性弾丸を発射する楓能を有する

装簗銃砲及び空気銃 （圧縮91スを伎用するものを含む．）

をいう。

2 この法律において「刀剣類Jと9:I.，刃渡l5セゾチノー ト

りヽ以上の刀．錆． やり及びなぎなた並びにあいくち及び45

度以J:に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ（刃

渡り5,5センチメー トル以下の飛出し.,.イフで開刃した

刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず．刃先が直線

であつてみねの先嬌怒が丸みを窃び，かつ，みねの上にお

ける切先から直線で 1七ソチメー トルの点と切先とを結ぷ

緯が刃先の線に対して切度以上の角度で交わるものを除

く。）をいう。

（所持の禁止）

賽3条 何人も．次の各号のいずれかに該当する場合を絵し・

て11,鋏砲又11刀剣類を所持してはならない。

一法令に基づき職務のため所持する鳩合

二 国又は喩方公共団体の載員が試験若 しく は研究のた

め．第5条の3寛1項若しくは烏獣保護及符捐二関スル

法律（大正7年法律第32彎）第7条ノ 4第3項の講醤の

教材の用に供するため．若しくは第5条の4第 1項の技

能狡定 （第3号の2笠びに第3条の3第1項第2号及び

第5号9こおいて 「技能検定Jという。）の用に供するた

め．又は公衆の観宜に供するため所持する場合

二の二 前2号の所持に供するため必戻な銃砲又は刀剣類

の管恩tこ係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当

該銃砲又11刀剣類を当該職務のため所持する嗚合

三 第4条又は第6粂の規定による許可を受けたもの（許

可を受けた後変懺銃砲刀剣類（つえその他の銃砲又は刀

剣類以外の物と誤認させるような方法で変裟された銃砲

又,:1.刀剣類をいう。以下同じ。） としたものを除く。）を

当該許町を受けた者が所持する場合

六 第14条の規定による登録を受けたもの（変装絞砲刀剣

類を除く。）を所持する場合

＋ 第18条の2第 1項の規定による承認を受けて刀剣類の

製作をする省がその製作したものを製作の目的に従つて

所持する嶋合

第 3章 古式銃砲及び刀剣煩の登録並びに刀剣類の製

作の承認

（登録）

第14粂 謳道府限の教育委員会は．美術品若しくは膏とう品

として緬値のある火縄式鋏砲等の古式銃砲又は英侑品とし

て緬9直のある刀剣類の皇録をするものとする。

2 文化財関係法令等

け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該

銃砲又は刀剣棗の返還を受けた場合においても． また同様

とする。

2 銃砲又,t刀剣類の所有者 （所有着が明らかでない場合に

あつては現に所持する者。以下同じ。） で前項の登録を

2 登録を受けた銃砲又は刀剣順を試験． 研究．研玄若しく

は修瑳のため．又は公衆の観覧に供するため貸し付け．又

は保管の委託を した場合においては前項の規定にかかわ

受けようとするものは．文邸省令で定める手絞により．そ らず．届出を要しない。

の伍所の所在する醤道府県の教育委員会に丑餓の申籟をし 3 都道府県の数育委員釦t第 1項の后出を受覆した嶋合

なければならなし・。 においてIt.速やかにその旨を当該届出＇：：係る銃砲又は刀

3 第 1項の登録は．登録審査委員の鑑定に基いて 1.-t£けれ 剣類の所＊者の住所地を管諮する葡道府県公安委員会に通

ばならない． 知したければならない。

4 都道府黒の教員委員会は第 1項の規定による登録をし 第18条登録を受けた銃砲又は刀剣閣を譲り渡し．貸し付

た嶋合においては．速やかにその旨を璧録を受けた鉄砲又 け．若しくはこれらの保管を委託し．又はこれらを他人を

は7J剣顕の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会 して運送させる者は．当該銃泡又は7J剣煩の登録証ととも

に通知しなければならない。 に しなければならない。

5 第 1 項の皇録の方法•第3項の登録審査委員の任命及び 2 登録を受けた銃砲又Ii刀剣隕を譲り受け．借り受け．又

瞬務．同項の鑑定の基攘及び手続その他登録に関し必蔓な はこれらの保管の委託を受ける省は当該銃砲又は刀剣類

綱目は．文部省令で定める。 の登録ほとともにしなければならない。

（登録証） 3 何人も． llS該銃砲又は刀剣類とともにする場合を餘して

第1閲b都道府娯の教育委員会は．前条第 1項の呈録をする は．登録証を譲り渡し．又は慎り受けてはならない。

易合においては．登録証を交付しなければならない． （刀剣類の製作の承認）

2・ 翌録を受けた銃砲又It刀剣類を所持する壻は．登録証を 第18粂の 2 美術品として緬（直のある刀剣類を製作しよ うと

亡失し．若しくは盗み取られ．又は登録証が載失した場合 する者11, 製作しようとする刀灼類：：：：とに．その任所の所

においてほ．文瑯省令で定める手続により．遠やかにその 在する郭這府哄の教育委員会（政令で定める場合にあつて

旨を当該登録の事務を行つた邸道府県の教育委員会9こ塁け 、i．文化庁長官。第3項において同 じ．）の承認を受けな

出て七の再交付を受けなければならない。 ければならない。

3 登録江の様式及び再交付の手続ti,文部名令で定める。 2 約項の承認を受けようとする＊11,文部省令で定める手

（憂録証の年） 続により．承認の申誼をしなければならない。

算16条 迂録を受けた銃砲又は刀剣頬を所持する者は．次の 3 怒道府県の教育委員会は第1項の規定による承認をし

各号のいずれかに舷当するに至つた湯合においては．速や た場合においては．遠やかにその音を承屁を受けた者の住

かに登縁証（第3号の場合にあつては．回復した登録証） 所地を管轄する繹道府県公安委員会に通知しなければなら

を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納し ない。

なければならなし・・ 4 第 1項の承認に関し必要な細目は．文部省令で定める．

ー 当該銃砲又は刀剣顔を亡失し．若しくは盗み取られ． （教育委負会への委任）

又はこれらが減失した湯合 賽19;晨削除

二 本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持した 第20粂削除

いこ ととなつた湯合 （所持の態霰についての割限）

三 亡失し．又は盗み取られた登録証を回復した嶋合 第21条第10条（第2項各号を除く 。）の規定は．筏14条の

2 都道府県の教育委員会は．詞項第 1号又は第 2号の規定 規定による登録を受けた銃砲又は7J剣頚を所持する者につ

によ り笠録廷の返納を受けた場合にほ．速やかにその旨を いて準用する。 この場合において．第10条第 1項中 「それ

竪録証を逗納 した塙の住所地を管轄する椰逍府県公安委員 ぞれ出改許可に係ろ用途に供する場合その他正当な理由J

会に通知しなければならない。 とあるのは「正当な理由」と同条第2項中 「次の各号の

（登録を受けた銭砲又は刀剣類の瞑受．相続．貸付又は保管 いずれかに該当する」とあるのは 「iE当な理由に基づいて

の委托の居出等） 使用する」と． 11i1条第4項及び第5項中「第2項各号のし・

第17条登録を受けた銃砲又は刀剣頚を譲り受け．若しくは ずれかに該当する」 とあるのは「使用するJと説み替える

相貌により取得し．又はこれらの貨付若しくは保管の委託 ものとする。

をした者は．文部省令で定める手続によ り． 20B以内にそ

の旨を当該翌録の事務を行つた1l11道府昂の教胃委員会に届
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②銃砲刀剣類所持等取締法施行令（抄）
（隠和年3月19B政會第勾9)

（文化庁長官が刀剣顧の製作の承認を行う場合）

第8条 法第18条の2第 1項の政令で定める場合は、同項の

承認を受けたことがない者が同項の承認を受けようとする

場合とする。

（平11敗令3.'11・全）

附貸l抄

（簾行期El)

1 この政令は法の籍行の 日 （昭糸~4 月 1 B)から厖

行する。

暉収刀剣類の処理に関する法律
（平汲1年12n8日缶＂第 133't)

接収刀剣類の俎理に関する法律をここに公布する。

接収刀銅類の処聰に関する法律

（趣旨）

第 1条 この法律ほ．連合国占製軍に接収された刀剣康 (7),

剣．やり及びなぎなたをいう。以下同じ。）でこの法偉の

麓行の際現に東京国立博物館に保管されているもの（以下

「接収刀剣類」という。）の俎理につき必要な事項を定める

ものとする。

（接収刀創類の公示）

第 2条文化庁長官は． 接蚊刀剣頬ごとにその顧顆~ 形状

その他文部省令で定める事項を官鍼で公示しなければなら

ない。

（返還の請求）

第3条 綴取刀剣類を達合国占領軍に接収された名（その包

括承織人を含む。）は．前条の公示の日から起算して 1年

以内に．当該接収刀剣類について．文化庁長官に対し．文

部省令で定めるとこるにより．その植類．形状その他当該

接収7J剣頬であることを証する事項を記載した書面及び接

奴の事実を明らかにした書面を提出 して．返還の請求をす

ることができる。

（返還等の手続）

第4条 文化庁長官Ii. 前粂の規定により接釈刀飢類につい

て返還の請求があったときは．返還請求者がその請求をす

ることができる者であるかどうかを審査しなければならな

tヽ゚

2 文化庁長官は．蒻項の審査の結果．返還講求者がその請

求をすることができる者であると籾めたときIt. その旨

を．遅摺なく． 書面により当該返還請求者に通知するとと

もに．当該請求に保る接収刀剣棗を当該返還Ill求老に返還

しなければならない。

3 文化庁長官は．第 1唄の審査の結果辺還請求者がその

請求をすることができる者であると認められないときIi.

その旨を連濡な<...iliitこより当該返還樟求名に逼知し

刃4

なければならない．

（返還されなし・接収刀剣頚の爆属等）

第5条 1l1J条第2項の規定により返還することができない接

収刀剣類11. 国に鳩属する。

2 前条第2項の通知をした場合におして．当該返還講求老

，，；．当訪通知を受けた8から 5年以内に当該緩収7J餅頚を

受け取らないときは．当該接収7J食1類11. 田に鳩属する。

3 前2項の規定により国に惰属することとなった接収7J剣

顛の保管及び処分11, 7J刻類に関し広くかつ高い識見を有

する者の協力を求める等により．適切に行われるものとす

る。

附則

この法律11. 公布の日から起算して 1年を超えない範囲内

において政令で定める日から篇行する。

（平fj(8年＆令濱"号で平成8年2月ISから魔行）

④美術品の美術館における公開の促進に関す

る法律
（〒成10年SRIOB法Im効 J

（目的）

第 1条 この法律11., 美術品につしべ憂録割度を実施し、登

録美街品の美術鯖における公開を促追することによって．

国民の美術品を艦貫する機会の拡大を図り． もって文化の

発展1こ寄与することを目的とする。

（定義）

算2条 この法律において．次の各号に掲げるJII訴の意義

は当鯰各号に定めるとこるによる。

ー 癸術品絵薔．彫刃． 工芸品その他の有形の文化的所

産である動産をい9.

二 羨術品博物館法（昭和2紐こ法律第沈5号）第 2条第

1項に規定する博物館又は同法第2践況）規定により博物

館に相也する筵設と して指定された摘設のうち．美術品

の公開及び保管を行うものをいう。

三 登録癸陶品次条第 1唄の登録を受けた美術鱚をい

ぅ．

四 登録美術品公開契約登録美術品の所有者が羮術館の

般Ill者に対して登録美術品を引き渡すことを約し．美術

鱚の設置者が美術蜆9こおいて当該葺錢美術品を公開する

ことを約する契約であっ．て．次の要件を満たすものを＼、

ぅ．

イ 5年以上の期間にわたって有効であること．

0 当事者が解約の申入れをすることができない旨の定

めがあること。

五公開公衆の観覧に供することをいう。

（美術品の登録）

第3条 美術品の所有填It, その美術品について文化庁艮官

の登録を受けることができる。

2 文化財関係法令等

2 文化庁長官11, 前項の登録の申請があった嶋合におし、 2 文化庁長官は．前項の規定により登録を取り消したとき

て当該申縞1こ係る美術品が次の各号のいずれかに該当す ぱ遅滞なく．その旨を蛋錢美嬌品の所賓考及び契約鶉領

るものであり．かつ．当該美術品に係る登録癸術品公開契 館の設霞営に通知しなければならない。

約が磁実に締結される見込みがあると認めるとさは，登録 （登録美術品の所有老の縁告）

をしなければならない。 第7条 登録美術品の所有者は次の各号のいずれかに該当

ー 文化財保緩法（昭和25年法律第214号）銹27粂第 1項 するときIt, 文部省令で定めるところにより．遅滞なく．

の規定により重要文化財に指定されたものであるこ と． その甘を文化庁長官に翰告しなければならない。

二前号に掲げるもののほか・世界文化の見珀から11史 ー 登録癸術品 （第3条第2項第1号に該当するものを除

上芸術上又It学術上特に優れた価組を有するものであ く．）を契約美術館の設置者に引き渡す前に，当該登録

ること． 美術品の金藻若しく11-1111が誡失し，若しく はき損し．

3 文化庁長官11．前項の規定により登録をしたときば遅 又はこれを亡矢し．若しくは盗み取られたとき。

滞なく．その旨を申請考に通知しなければならない。 二 登録癸術品公闘契約を締結したとき．

4 前3項に規定するもののほか登録の申蹟その（龍登録に （契約羨術館の設置培の報告等）

OOし必要な事項は文部省令で定める。 第8条 契約美術館の設置奮は次の各号のいずれかに該当

（契約美術詔の設置考の義務） するとき11, 文部省令で定めるところtこより．遅滞なく．

第4条登録美術品公開契約を締結した美術館の設置増（以 その旨を文化庁長官1こ蝸告しなければならない。

下「契約美術館の設置嗜Jという。）凡登録美術品を積 ー 登録焚術品の~I渡しを受けたとき。

極的に公開し．かつ・苔良な管理者の庄意をもってその保 二至録美術品の~I渡しを受けた後1こ·当該登録美術品の

管を行わなければならない。 全掘若しくは一邸が減失し．若しくはき損し． 又はこれ

（承継） を亡失し．若しくは盗み取られたとき．

鐵5条 髪録美術品の所布者について相幌又は合併があった ・ 三 笠録美術品公開契約の内容を変更したとき。

ときは．相続人又は合併後存貌する法人若しくは合併によ 四登録美術品公闘契約が終了したとき。

り設立された法人It.その丑録英術品の所有者の地位を承 2 契約美術品の設置者は．文郎省令で定めるところによ

縫する。 り笛年度登録美術品の公開及び保管の計画を作成し．

2 前項の規定により登録癸術品の所有者の地位を承羅した 文化庁長官に后け出なければならない。これを変更したと

喝ば．遅濡なく．その旨を文化庁長官1こ屈け出なければな きも會同様とする。

らない。 3 契約美衛餡の絞II考ば 文艇省令で定めるところによ

（呈録の取消し） り、毎年度登録美術品の公開及び保管の状況を文化庁長

第6条文化庁長官It, 次の各号のいずれかに該当するとき 官1こ籟告しなければならない。

又は登録美術品の所有者から第3粂第 1項の登録の取消し （美術鑓の設置者のあっせん）

の申請があったとさ11. 登録美術品についてその覧録を取 第9条文化庁長官11, 必要があると認めるときは登録美

り梢さなければならない。 術品公開契約が締結されるよう・丑繰美樹品の所布者に対

ー登録癸術品が第3条第2項各号のいずれかに該当しな し 美術館の設置者のあっせんに努めなれけばならない。

くなったと認められるとさ。 （情鍼の提供等）

二登録美術品の所有奢が第3条第3項の規定による通 第10条 文化庁長官庄匿民の豆録美術品を鑑賞する畿会の

知を受けた日から 3月以内に，当該登録美術品について 拡大を図るため，登録美術品の所在に関する情縁の提供そ

美綱鯖の設置者との間で丑録美術品公関契約を羅結せ の池の必要な措置を1111ずるよう努めるものとする。

ず．又は当該登録美術品1：：係る契約美術餞の設置考に当 （登録美術品の公開等に関する指導等）

該登録美術品を引き渡さないとき。 軍11条 文化庁長官庄契約雙鋼館の設置営に対し．登録羨

三登録美術品が美術館において公開されていないと認め 術品の公開又は保管に関し必要な指導又は助言を行うこと

られるとき。 ができる。

四 登録美耐品公開契約が終了したとき（その終了に際 （国が所有権を取得した登録美術品の公開）

し，昼録美術品の所有者が当該登録美術品について． 第12条 国9t．髪録美術品の所有権を取得したとき9t．迄該

美綱館の設置答との関で豆録雙綱品公開契約を締結し． 養籟品を養術館において積極的に公開するよう巧めるもの

かつ，当該登録癸衛品を当該芙徽館の設置渚に引き濃し とする。

たときを除く ．）。 （文化財保護法の特例）

五登録美綱品の所有者が不正の手段により第3条第 1項 第13条第8条第2項の規定により届け出た公開及び保管の

の登録を受けたとき。 計画（同項後段の規定による変更のm出があったときIt.
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その変更後のもの。次項において同じ。）に従って契約癸

街11l1の設塁名が行う皇録美術品（第3条纂2項第1号に該

当するものに限る。次項において同じ。）の公開に関する

文化財保謹法の規定の適用については当該It西又はその

変更の届出があったことをもって．同法寛53条第 1項本文

の許可があったものとみなす。この筍合において．同条第

3項中 「第 1項の許1IJを与える場合において．その許町の

粂件として．許可に」とあるのは「契約美術館の設置者

（美術品の芙術館における公開の促道に関する法鐸（平成

1吟法律第99号）第4条に規定する契約美術館の設置塩を

いう。次項において同じ。）が同法第8粂第 2項の規定に

よる登録癸術品の公開及び保管のttiiiの届出（同項後段の

規定による計画の変更の店出を含む．）をした湯合におい

て．当該届出に」と．同条第4項中 「第 1項の許可を受け

た者が前項の許可の条件に」とあるのは 「契約美術館の設

置者が前項の指示に」と．「許llJに係る公開の停止を合じ

又It許可を取り消すこと」とあるの9:r.「公開の停止を命ず

ること 」とする。

2 契約焚術館が文化財保護法第53粂第 1項ただし書に艮定

する公関承認薦設である筍合において．雰8条第2項の規

定により届け出た公開及び保管の9ti!iiに従って当該契約美

術組の設置者が当該契約美術阻において行う登録美術品の

公関については．同法第認条第2項の規定11適用しなし。

紺綱（抄）

（麗行朋日）

1 この法律は公布の日から起算して 6月を経過した日か

ら籍行する。

（検討）

2 政 I2．この法律の施行後 5年を経過した場合におい

て．この法律の施行の状況癸綱品を取り巻く状況の変化

等を勘案し．美術品の登録に係る制度について検討を加

ぇ．必要があると認めるときは．その結果に基づいて所要

の措貴を講ずるものとする。

附則 （平成12年5月3)．日法律第91号抄）

（纏行期8)

1 この法律は．商法等の一綿を改正する法緯（平成1四屯法

律第90号）の篇行の日から施行する。

⑤アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に

関する知識の費及及び啓発に関する法律

(.lit9 年 5 月1•8 注＂嘉認号）

（目的）

第 1条 この法律11. アイヌの人々の誇りの概泉であるアイ

ヌの伝統及びアイス文化（以下 「アイスの伝航等」とい

ぅ．）が塁かれている状況にかんがみ． アイヌ文化の鑑興

並びに，，イヌの伝絞等に関する国民に対する知謙の贄及及

び啓発（以下 rァイス文化の振興等」という。）を図るた
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めの厖策を推進することにより． 7イ9の人々の民族とし

ての誇りが認重される社会の実現を図りあわせて我が国

の多様な文化の発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第2条 この法律において「アイヌ文化」 とは．アイ ヌ語並

びにアイヌにおI,ヽ て継承されてきた音楽．舞扇工芸その

他の文化的所産及びこれらから発殿した文化的所産をい

う。

（薩及び遭力公共団体の貴務）

舅 3粂 1111:I.. 7イヌ文化を縫承する者の育成．アイヌの伝

統筆に関する広縁活動の充実．7イヌ文化の抵興等に資す

る調査研究の撞進その他アイコ文化の振興等を図るための

篇策を揖進するよう努めるとともに．地方公共団体が実籍

するアイヌ文化の振興等を図るための厖霞を推進するため

に必要な助言その他の措霞を講ずるよう努めなければなら

なし‘•

2 地方公共団体は当該区域の社会的条件に応じ．7イヌ

文化の振興等を図るための籍策の実施に努めなければなら

ない。

（蒐策における配慮｝

第4条 国及び地方公共団体は．アイヌ文化の撮興等を図る

ための籐霞を実籍するに当たっては．アイヌの人々の自発

的烹思及び民躾としての跨りを尊重するよう配慮するもの

とする。

（基本方針）

第5条 内閣総環大臣I:I..アイ 2文化の恨興等を図るための

施策に関する基本方針（以下 「基木方針Jという。）を定

めなければならない。

2 基本方針においては．次の事項について定める`ものとす

る。

ー アイ ヌ文化の扱興字に関する基本的な事項

ニ アイ ヌ文化の振興を図るための峰策に関する事項

三 アイヌの伝訊等に関する固民に対する知識の讐及及び

啓発を図るための施策に関する研項

四 アイヌ文化の撮輿等に資する調査研究に関する事項

五 アイ ヌ文化の振興等を図るための厖策の実籍に際し配

慮すぺき重要事項

3 内閣総遅大臣は基本方針を定め．又はこれを変更しよ

うとするときはあらかじめ．北海道開発庁長官及び文瑯

大臣その他関係行政攘関の長に協議するとともに．次条第

1項に規定する関係都道府県の意見を聴かなければならな

し・・

4 内lllJ総遅大巨It.,基本方針を定め．又はこれを変更した

ときは．遅濡なく．これを公表するとともに．次条第1項

の規定する関保鄭道府県に送付しなければならない。

（基本9t面）

第6条 その区域内に社会的条件に照らしてアイヌ文化の振

興等を図るための厖策を総合的に実属することが相当であ

ると認められる政令で定める郷道府県（以下「関係都道府

棗」という。）は．基本方針に郎して．関係郡道府県にお

けるアイヌ文化の振興纂を図るための籍策に関する基本lt

謳（以下 「基本計画」という。）を定めるものとする。

2 基本計画において11,次に掲げる事項9：：ついて定めるも

のとする。

一・アイヌ文化の鱗興等に関する基本的な方針

ニ アイヌ文化の振興を図るための施策の実籍内容に関す

る事項

三 アイヌの伝統掌に関する住民に対する知識の普及及び

啓発を図るための麗策の実麗内容に関する事項

四 その他アイ 9文化の振興等を図るための誨策の実厖に

緊し記慮すぺき重襄事項

3 関係駆道府景Ii．甚＊tt面を定め．又は変更したとき

は．遍滞なく ．これを北澤道開発庁長官及び文部大臣に提

出するとともに．公表しなければならない。

4 北洞逼開発庁長官及び文瑯大臣は基本計画の作成及ひ'

円滑な実誨の促進のため．関係謬道府県に対し必要な助

言勧告及び情輯の提供を行う よう努めなけmiならない。

（指定等）

第7条 北海道開発庁長官及び文部大臣は．アイヌ文化の揖

興等を目的と して設立された民法（明治お年法捻第89号）

第34条の規定r.:よる法人であって．次条に規定する業笏を

適正かつ確実に行う ことができると認められるものを．そ

の申請により 全国を通じてーに限り．同条に規定する業

務を行う者として指定することができる。

2 北海遠開発庁長官及び文毬大臣は．蘭項の提定によるI旨

定をしたときは．当該指定を受けた老（以下 「指定法人J

という。）の名称．住所及び寧務所の所在地を公示しなけ

ればならない。

3 指定法人は．その名称會住所又は事務所の所在地を変更

しよう とするときしあらかじめ．その旨を北濡道開兒庁

長官及び文部大臣に届け出なければならない。

4 北面道開発庁長官及び文郷大臣は前項の規定による屈

出があ..,fこときは．当該厖出に係る事項を公示しなければ

ならない．

（業務）

舅8条 揖定法人は．次に掲げる業務を行うものとする。

ー アイヌ文化を継承する老の育成その他のアイヌ文化の

採興に関する業務を行うこと。

ニ アイヌの伝絞等に関する広報活動その他の苦及啓発を

行うこと。

三 アイヌ文化の扱興等に資する綱蕊研究を行うこと。

四 アイヌ文化の振興．7イヌの伝統等に関する普及啓発

又はアイス文化の担興等に資する鰐査研究を行う者に対

して．肋言．助成その他の援助を行うこと。

五 前各号に掲げるもののほか．アイヌ文化の振興等を図

るために必要な業務を行うこと。

2 文化財関係法令等

（事菜ttiii等）

第9条 摺定法人は．毎事業年度．総理府令・文部省令で定

めるとこるにより．事業計i!!il11及び収支予算嘗を作成し．

北海道関兌庁長官及び文部大臣1こ提出しなければならな

い。これを変更しよう とするときも．同様とする．

2 前項の事薬計画書It.基本万針の内容tこ9Pして定めたけ

ればならない。

3 指定法人は．総理府令・ 文部省令で定めるところによ

り．組事業年度終了後．事業縁告書及び収支決算書を作成

し．北涸道開発庁長官及び文部大臣に提出しなければなら

なし‘•
（報告の徴収及び立入検査）

第10条 北海道開発庁長官及び文部大臣1:t．この法律の應行

に必要な限度において．指定法人に対しその業務に関し

穀臼をさせ．又はその朧員に．指定法人の亭務所に立ち入

り．菜務の状況若 l..<It帳鯖．書類その他の物件を検査さ

せ．若しくは関係者に質問させることができる．

2 前唄の規定により立入検査をする職員Ii、その身分を示

す証明書を携帯し．関係者の緒求があったと きは．これを

提示しなければならない。

3 第 1項の規定による立入検査の植限は．犯罪捜査のため

に認められたものと解してはならない。

（改善命令）

第11条 北面道開発庁長官及び文鐸大臣は．指定法人の第8

条に規定する業務の運営に関し改蕃が必要であると認める

ときは、指定法人に対し．その改夢1こ必要な猶置を講ずペ

きことを命ずることができる。

（指定の取消し等）

第12!長 北洞道1J11発庁長官及び文饂大臣は．指定法人が前条

の規定による命令に違反したときは．その指定を取り潰す

ことができる。

2 北海返開発庁長官及び文部大臣1よ．前項の規定により指

定を取り消したときは．その旨を公示しなければならない。

（罰則）

算13条 第10条第 1項の規定による艇告をせず．若しくは虚

偽の縁告をし．又は同項の規定による検査を搭み．妨げ．

若しくは忌叢し．若しくは同項の規定による賃問に対して

陳述を始ず．若しくは虚偽の陳述をした者11,20万円以下

の罰金1こ俎する。

2 法人の代表者又は代瑣人， 使用人その他の従業着が．そ

の法人の業務に関し．前項の違反行為をしたときIi. その

行為者を罰するほか．その法人に対して同項の刑を科す

る。

附則（抄）

（誕行期日）

第 1条 この法律Ii.公布の日から起算して 3月を超えなし・

範囲内において政令で定めるBから施行する。

（乎成9年 6)I政令218分によ 9． 平虞•年9月 I 8から箪行）
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